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第１章 計画の趣旨等 

１ 計画策定の趣旨 

介護保険制度においては、いわゆる団塊の世代全てが 75 歳以上と なる 2025（ 令和７ ）年を見据え、

制度の持続可能性を 維持し ながら 、 高齢者が可能な限り 住み慣れた地域でその有する能力に応じ 自

立し た日常生活を 営むこ と を 可能と し ていく ため、 限り ある社会資源を 効率的かつ効果的に活用し

ながら 、 十分な介護サービスの確保のみに留まら ず、 医療、 介護、 介護予防、 住まい及び自立し た日

常生活の支援が包括的に確保さ れる体制である 「 地域包括ケアシステム」 を 深化・ 推進し てき まし

た。  

2025 年が近づく 中で、 更にその先を展望すると 、いわゆる団塊ジュ ニア世代全てが 65 歳以上と な

る 2040（ 令和 22） 年頃に、 高齢者人口がピーク を迎えます。 世帯主が高齢者である 単独世帯や夫婦

のみの世帯の増加のほか、 85 歳以上人口の増加に伴い、 必要な介護サービス需要が変化するこ と が

想定さ れる一方、 生産年齢人口の急減に直面し ており 、 地域包括ケアシステムを 支える人材の確保

や介護現場における生産性の向上の推進等が重要と なっ ています。  

こ う し た状況を 踏まえ、 第９ 期岐阜県高齢者安心計画は、 第８ 期岐阜県高齢者安心計画の基本理

念・ 目的を 継承し つつ、 さ ら に施策を 充実さ せ、 基本理念・ 目的を実現する こ と を 目指し て策定し ま

す。  

 

２ 計画の性格 

本計画は、 老人福祉法（ 昭和 38 年法律第 133 号） 第 20 条の９ 第１ 項に基づく 「 都道府県老人福

祉計画」、 介護保険法（ 平成９ 年法律第 123 号） 第 118 条第１ 項に基づく 「 都道府県介護保険事業支

援計画」 及び共生社会の実現を推進するための認知症基本法（ 令和５ 年号外法律第 65 号。 以下、 認

知症基本法） 第 12 条第１ 項に基づく 「 都道府県認知症施策推進計画」 を 一体のも のと し て策定し ま

す。  

⚫ 都道府県老人福祉計画 

市町村老人福祉計画の達成に資するため、 各市町村を 通ずる広域的な見地から 、 老人福祉事業の

供給体制の確保について定めるも の 

⚫ 都道府県介護保険事業支援計画 

介護保険制度の基本的理念や介護報酬の内容及び広域的な調整を 行う 役割を 踏まえると と も に、

都道府県における 地域的条件や管内市町村が目指す地域包括ケアシステム構築のための地域づく り

の方向性を 勘案し て、 基本理念、 達成し よ う と する 目的及び市町村への支援内容やそのための支援

体制について定めるも の 

⚫ 都道府県認知症施策推進計画 

認知症施策を 総合的かつ計画的に推進するため、 認知症基本法が定める 基本理念を 踏まえ、 国が

策定する 認知症施策推進基本計画を 基本と し て、 認知症の人や家族等への支援の取組みを 定める も

の 
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※認知症基本法は、令和６ 年１ 月１ 日に施行さ れまし たが、本計画策定時点では、国において認知

症施策推進基本計画が策定さ れていないこ と から 、当面は同法の趣旨を 踏まえた計画と し 、認知

症施策推進基本計画が策定さ れた後、改めて検討を 行い、必要に応じ て本計画の見直し を行いま

す。  

 

３ 他の計画との関係 

（１）福祉分野に関する計画との関係 

本計画は、福祉分野に関し て共通し て取り 組むべき 事項を 記載し た「 岐阜県地域福祉支援計画」 と

一体で策定し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）その他の計画との整合性・調和 

本計画は、 上位計画である『「 清流の国ぎふ」 創生総合戦略』 や次の関連計画と 整合性・ 調和を保

つと と も に、 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ の理念も 反映し ます。  

・ 医療介護総合確保促進法に基づく 岐阜県計画 ・ 岐阜県保健医療計画 

・ 岐阜県高齢者居住安定確保計画 ・ 岐阜県医療費適正化計画 

・ ヘルスプラ ンぎふ２ １  ・ 岐阜県住生活基本計画 

・ 岐阜県地域防災計画  

 

（３）市町村計画との整合性 

本計画における 介護給付等対象サービスの見込量並びに養護老人ホーム及び軽費老人ホームのサ

ービス見込量については、 市町村と 調整し 、 市町村介護保険事業計画及び市町村老人福祉計画にお

ける数値を 集計し たも のと なっ ています。  
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４ 計画期間 

計画期間は、 令和６ 年度から 令和８ 年度までの３ 年間です。  

 

５ 老人福祉圏域の設定 

介護保険法第 118 条第２ 項第１ 号の規定により 定める老人福祉圏域（ 介護給付等対象サービス種

類ごと の量の見込みを 定める単位と なる圏域） は、 保健医療サービ ス及び福祉サービスの連携を 図

る観点から 、「 岐阜県保健医療計画」 に定める二次医療圏及び「 医療介護総合確保促進法に基づく 岐

阜県計画」 における医療介護総合確保区域と 同一の地域と し て設定し ます。  

 

老人福祉圏域名 構成市町村 

岐阜圏域 
岐阜市、 羽島市、 各務原市、 山県市、 瑞穂市、 本巣市、 岐南町、  

笠松町、 北方町 

西濃圏域 
大垣市、 海津市、 養老町、 垂井町、 関ケ原町、 神戸町、 輪之内町、  

安八町、 揖斐川町、 大野町、 池田町 

中濃圏域 
関市、 美濃市、 美濃加茂市、 可児市、 郡上市、 坂祝町、 富加町、  

川辺町、 七宗町、 八百津町、 白川町、 東白川村、 御嵩町 

東濃圏域 多治見市、 中津川市、 瑞浪市、 恵那市、 土岐市 

飛騨圏域 高山市、 飛騨市、 下呂市、 白川村 
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第２章 高齢者を取り巻く環境 

１ 人口の将来推計 

岐阜県の総人口は、 令和２ 年の国勢調査によると 197 万 8, 742 人で、 平成 12 年の 210 万 7, 700 人

を ピーク に減少傾向が継続し ています。  

国立社会保障・ 人口問題研究所の推計によると 、令和 32 年は総人口が 146 万 8, 392 人、う ち 65 歳

以上人口は 59 万 6, 118 人、 高齢化率 40. 6％と なる見通し です。  

65 歳以上人口は当面横ばいで推移し ますが、 生産年齢人口（ 15～64 歳） は減少を続けると 見込ま

れています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【岐阜県の将来人口及び高齢者（65歳以上）及び後期高齢者（75歳以上）の総人口に占める割合の推移】

311,575 360,627 375,119 367,608 361,080 361,415 381,024

290,791 245,588 231,764 241,041 263,265 255,254 215,094

1,133,872 1,082,540 1,026,089 953,246 856,533 784,113
728,848

242,504
212,552

186,909
172,240

164,889
155,850

143,426

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

2,000,000

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32

75歳以上 65～74歳 15～64歳 ０～14歳 65歳以上人口割合 75歳以上人口割合

（年）

（人）

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32

総人口（人） 1,978,742 1,901,307 1,819,881 1,734,135 1,645,767 1,556,632 1,468,392

65歳以上（人） 602,366 606,215 606,883 608,649 624,345 616,669 596,118

　総人口に占める割合 30.4% 31.9% 33.3% 35.1% 37.9% 39.6% 40.6%

75歳以上（人） 311,575 360,627 375,119 367,608 361,080 361,415 381,024

　総人口に占める割合 15.7% 19.0% 20.6% 21.2% 21.9% 23.2% 25.9%

85歳以上（人） 102,131 116,068 132,890 161,165 163,447 154,014 152,770

　総人口に占める割合 5.2% 6.1% 7.3% 9.3% 9.9% 9.9% 10.4%

【岐阜県の将来人口の推移】

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）」
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２ 高齢者世帯の状況 

世帯主が 65 歳以上である世帯の一般世帯総数に占める割合は増加を 続け、令和 22 年には約 31. 4％

に達すると 推計さ れています。  

また、高齢者単独世帯数も 増加を 続けると 推計さ れています。高齢夫婦のみの世帯数は、令和２ 年

を ピーク に減少に転ずると 見込まれ、 こ の減少分は高齢者単独世帯に移行するも のと 推測さ れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【岐阜県の高齢者単独及び高齢夫婦のみの世帯数の推計】

資料：H27,R2は国勢調査
　　　R7以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）」（H31年4月）
　　　※「高齢夫婦のみ世帯数」：世帯主が高齢者（65歳以上）である世帯を計上

73,120

85,160

93,063

99,207

104,506

111,689

100,770

110,006
105,420

102,894
100,946

103,743

23.1%
25.1%

26.7%
27.7%

29.0%

31.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H27 R2 R7 R12 R17 R22

高齢者単独世帯 高齢夫婦のみ世帯 一般世帯総数に占める割合

（世帯）

（年）
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３ 認知症高齢者数の将来推計 

厚生労働省の推計によると 、 全国の認知症高齢者数は、 平成 24 年時点で 462 万人、 有病率は 15％

と さ れており 、 令和 12 年には 744 万人、 令和 22 年には 802 万人に達すると 見込まれています。  

こ れを本県にあてはめると 、 県内の認知症高齢者数は、 令和 12 年には約 12 万３ 千人、 令和 22 年

には約 12 万９ 千人と なり 、 令和 12 年には 65 歳以上の高齢者の約５ 人に１ 人が認知症と なると 見込

まれます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、 若年性認知症の人（ 65 歳未満で認知症になっ た人を いう 。 以下同じ 。） は、 平成 29 から 令

和元年度に実施さ れた全国調査による と 、 全国で３ 万 5, 700 人と 推計さ れています。 こ の推計を 本

県に当てはめると 、 県内の若年性認知症の人は、 約 520 人と 推計さ れます。  

 

 

 

  

【岐阜県の認知症高齢者数の将来推計】
（単位：人、％）

R2 R7 R12 R22 R32

65歳以上人口 602,366 606,215 606,883 624,345 596,118
各年齢の認知症有病率が
一定の場合の認知症高齢者
推計人数

100,596 112,150 122,591 129,240 125,781

高齢者の認知症有病率 16.7 18.5 20.2 20.7 21.1
各年齢の認知症有病率が
上昇する場合の認知症高齢者
推計人数

105, 415 121, 243 136, 549 153, 589 160, 952

高齢者の認知症有病率 17. 5 20. 0 22. 5 24. 6 27. 0

資料：高齢者の認知症有病率は、平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業
　　　「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」
　　　推計人数は、国立社会保障・人口問題研究所による岐阜県の将来推計人口（65歳以上）

　　　に高齢者の認知症有病率を乗じたもの
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４ 在宅介護における介護者の状況 

県及び保険者は、 第９ 期介護保険事業（ 支援） 計画策定にあたり 、「 高齢者等の適切な在宅生活の

継続」 と「 家族等介護者の就労継続」 に向けた介護サービスの在り 方を検討するこ と を目的と し て、

主に在宅で要支援・ 要介護認定を 受けている方及びその介護者を対象と し て、保険者が行っ た「 在宅

介護実態調査」 の結果を 分析し ています。  

要支援・ 要介護者が、在宅での生活を継続するに当たり 、主な介護者が不安に感じ ている介護は、

要支援１ ・ ２ では「 外出の付き 添い、 送迎等」、 要介護１ ・ ２ では「 認知症状への対応」、 要介護３ 以

上では「 夜間の排泄」「 認知症状への対応」「 日中の排泄」 がそれぞれ大き な割合を占めています。  

資料： 在宅介護実態調査（ R5 年度： 保険者の一部）  ※「 n」 は調査人数（ サン プル数）  

7.9%

12.2%

4.2%

23.0%

1.4%

3.9%

17.8%

35.9%

8.5%

13.8%

2.6%

16.8%

20.6%

9.7%

5.3%

14.2%

7.3%

20.9%

24.7%

8.4%

25.3%

5.5%

6.9%

16.5%

24.9%

15.5%

39.9%

4.4%

18.5%

15.5%

12.3%

5.8%

5.4%

1.7%

33.3%

36.4%

17.7%

20.1%

6.0%

11.4%

20.5%

20.9%

10.7%

33.6%

7.9%

10.6%

8.4%

10.7%

7.5%

7.5%

2.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（ 食べる時）

入浴・ 洗身

身だし なみ（ 洗顔・ 歯磨き 等）

衣服の着脱

屋内の移乗・ 移動

外出の付き 添い、 送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（ 経管栄養、 スト ーマ 等）

食事の準備（ 調理等）

その他の家事（ 掃除、 洗濯、 買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じ ているこ と は、 特にない

主な介護者に確認し ないと 、 わから ない

【主な介護者が不安に感じる介護（要介護度別）】 ※回答：複数選択

要支援１・２(n=647) 要介護１・２(n=1300) 要介護３以上(n=736)
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主な介護者が、 在宅生活の継続に必要と 感じ る支援・ サービスでは、「 移送サービス（ 介護・ 福祉

タ ク シー等）」 が最も 多く 、 次いで「 見守り ・ 声かけ」 と なっ ています。  

また、 主な介護者が「 フ ルタ イ ム就労者」 の場合は、「 見守り 、 声かけ」 が最も 多く 、 次いで「 移

送サービス（ 介護・ 福祉タ ク シー）」「 外出同行（ 通院・ 買い物など）」 と なっ ています。  

移送サービスの必要性が高いこ と から 、 要介護者の利用を 想定し た移送手段の充実が求めら れま

す。 また、 見守り ・ 声かけについても 必要性が高いこ と から 、 地域支援事業※における生活支援サー

ビスの充実が就労者にと っ て働き やすい環境整備につながるこ と がわかり ます。  

※ 地域支援事業 
市町村が主体と なっ て要支援・ 要介護になる 可能性のある 高齢者を 対象に、 要支援・ 要介

護になるこ と を 防止する ためのサービ スや、 要介護状態になっ た場合でも 、 でき る 限り 住み
慣れた地域で自立し た日常生活を 営むこ と ができ るよ う 支援する ための事業。  

資料： 在宅介護実態調査（ Ｒ ５ 年度： 保険者の一部）  

合計 n=893 

 

 

 

12.1%

6.1%

8.7%

8.0%

7.0%

13.6%

16.8%

15.0%

8.1%

5.8%

32.0%

21.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

配食

調理

掃除・ 洗濯

買い物（ 宅配は含まない）

ゴミ 出し

外出同行（ 通院、 買い物など）

移送サービス（ 介護・ 福祉ﾀｸｼー 等）

見守り 、 声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

無回答

【在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス】
※調査対象：主な介護者 回答：複数選択

合計n=4835

16.4%

7.4%

11.1%

9.1%

7.5%

16.8%

17.9%

22.4%

8.8%

5.9%

23.0%

22.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

配食

調理

掃除・ 洗濯

買い物（ 宅配は含まない）

ゴミ 出し

外出同行（ 通院、 買い物など）

移送サービス（ 介護・ 福祉ﾀｸｼー 等）

見守り 、 声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

無回答

【在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス】
※調査対象者：主な介護者の内、フルタイム就労者 回答：複数選択

合計n=992

※「 n」 は調査人数（ サン プル数）  
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世帯構成別の施設等への入所・ 入居の検討状況については、全ての世帯構成において、要介護度が

増加するこ と に伴い、 入所等を「 申請済み」 及び「 検討中」 を 合わせた割合が高く なっ ています。  

また、 単身世帯においては、 同居人がいる世帯に比べて、 施設等への入所を「 申請済み」 及び「 検

討中」 の割合が高く なっ ており 、特に要介護３ 以上では、６ 割以上の方が入所等を 申請済み又は検討

し ています。  

資料： 在宅介護実態調査（ Ｒ ５ 年度： 保険者の一部）  

84.2%

57.4%

39.1%

13.2%

31.3%

26.3%

2.6%

11.4%

34.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要支援１ ・ ２ ( n=272)

要介護１ ・ ２ ( n=352)

要介護３ 以上( n=179)

【要介護度別・施設等への入所検討の状況（単身世帯）】

検討し ていない 検討中 申請済み

88.8%

73.0%

66.5%

10.7%

21.2%

17.8%

0.5%

5.8%

15.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要支援１ ・ ２ ( n=197)

要介護１ ・ ２ ( n=359)

要介護３ 以上( n=191)

【要介護度別・施設等への入所検討の状況（夫婦のみ世帯）】

検討し ていない 検討中 申請済み

91.9%

72.4%

54.8%

5.7%

20.1%

27.0%

2.4%

7.4%

18.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要支援１ ・ ２ ( n=334)

要介護１ ・ ２ ( n=820)

要介護３ 以上( n=522)

【要介護度別・施設等への入所検討の状況（その他世帯）】

検討し ていない 検討中 申請済み

※「 ｎ 」 は調査人数（ サン プル数）  
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５ 被保険者数の推移 

第１ 号被保険者数（ 65 歳以上） は、 介護保険制度の開始以降、 増加を続けており 、 令和３ 年度末

現在で 60 万 6, 159 人と なっ ています。  

各保険者が行っ た推計によると 、 今後は横ばいが続き 、 令和 32 年には減少に転じ る見込みです。 

 

  【被保険者数の推移（第１号被保険者数）】 （単位：人）

H12 H22 R2 R3 R6 R7 R8 R12 R17 R22 R27 R32

第１号被保険者数 391,356 500,584 605,217 606,159 605,577 605,276 604,844 602,835 600,447 611,439 601,199 581,941

資料：H12～R3は介護保険事業状況報告（年報）、R6以降は各保険者が推計した数値の積上げ（R6.3推計）

　　　※各年度末現在
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６ 要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・ 要介護認定者数は、 令和３ 年度末現在で 10 万 6, 882 人と 平成 12 年度末の３ 万 9, 311 人

の 2. 7 倍に増加し ています。  

各保険者が行っ た推計によると 、 令和 22 年度までは増加し 続け、 約 13 万１ 千人になると 見込ま

れますが、 令和 27 年度には減少に転じ る見込みです。  

  

【要支援・介護認定者数の推移】 （単位：人）

H12 H22 R2 R3 R6 R7 R8 R12 R17 R22 R27 R32

要支援 4,297 - - - - - - - - - - -

要支援１ - 8,461 11,896 11,968 12,552 12,677 12,803 13,696 14,055 13,563 13,135 13,195

要支援２ - 9,811 15,312 15,554 16,922 17,142 17,366 18,554 19,254 18,938 18,359 18,321

要介護１ 9,749 13,347 20,146 20,615 21,539 21,885 22,220 23,859 25,134 25,064 23,990 23,620

要介護２ 7,884 15,103 19,359 19,540 20,128 20,549 20,874 22,352 23,651 23,908 22,989 22,616

要介護３ 5,959 11,916 15,784 15,996 15,891 16,109 16,321 17,538 18,666 19,301 18,582 18,178

要介護４ 5,997 10,568 13,815 14,059 14,545 14,956 15,207 16,329 17,502 18,295 17,579 17,090

要介護５ 5,425 9,926 9,066 9,150 9,605 9,836 10,013 10,647 11,287 11,679 11,249 10,989

合　計 39,311 79,132 105,378 106,882 111,182 113,154 114,804 122,975 129,549 130,748 125,883 124,009

資料：H12～R3は介護保険事業状況報告（年報）、R6以降は各保険者が推計した数値の積上げ（R6.3推計）

　　　※各年度末現在、第２号被保険者を含む
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【介護保険サービス利用件数の推移】 （単位：件）

H29 H30 R1 R2 R3

居宅サービス 149,817 155,208 160,281 163,166 169,916

地域密着型サービス 13,384 13,666 14,155 14,262 14,451

施設サービス 16,444 16,466 16,568 16,580 16,514

合計 179,645 185,340 191,004 194,008 200,881

資料：介護保険事業状況報告（年報）

　　　※当年３月から翌年２月サービス提供分

　　　※要介護者分のみ（要支援者分除く）

179,645 185,340 191,004 194,008 200,881

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H29 H30 R1 R2 R3

居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス

(年度)

(件)

７ 介護保険サービスの利用状況 

介護保険サービスの利用件数は上昇を 続けており 、 平成 29 年度と 令和３ 年度の各サービス利用件

数を 比較すると 、 居宅サービスでは２ 万 99 件（ ＋13. 4％）、 地域密着型サービスでは 1, 067 件（ ＋

8. 0%）、 施設サービスでは 70 件（ ＋0. 4％） 増加し ています。  
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８ 介護保険給付費の推移（全体） 

介護保険給付費は上昇を 続けており 、 平成 29 年度と 令和４ 年度の各サービスの介護保険給付月費

を 比較すると 、在宅サービスでは 1, 051, 159 千円（ ＋15. 9％）、居住系サービスでは 102, 739 千円（ ＋

8. 1％）、 施設サービスでは 320, 198 千円（ ＋7. 3％） 増加し ています。  

令和４ 年度における各サービス別の給付費割合は、在宅サービス 55. 8％、居住系サービス 10. 0％、

施設サービス 34. 1％と なっ ています。  

受給者１ 人あたり の給付月額を見ると 、在宅サービスはおおむね横ばい、居住系・ 施設サービスは

微増傾向で推移し ています。  

  
【介護保険給付費（１月あたりの平均額）の推移】 （単位：千円）

H29 H30 R1 R2 R3 R4

在宅サービス 6,626,416 6,790,491 7,037,476 7,271,534 7,551,374 7,677,575

居住系サービス 1,276,241 1,307,580 1,338,370 1,375,072 1,374,766 1,378,980

施設サービス 4,373,938 4,477,363 4,591,901 4,681,323 4,706,625 4,694,137

合計 12,276,596 12,575,435 12,967,747 13,327,929 13,632,765 13,750,692

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和４年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）

【受給者１人あたり給付月額の推移】 （単位：円）

H29 H30 R1 R2 R3 R4

在宅サービス 120,444 120,357 120,574 121,355 122,114 121,396

居住系サービス 227,693 229,407 230,525 232,341 234,269 235,713

施設サービス 251,046 255,695 260,279 265,104 266,691 269,914

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和４年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）
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９ 介護保険給付費の推移（主なサービスごとの推移） 

介護保険給付費について、 主なサービスごと に平成 29 年度と 令和４ 年度の介護保険給付費を 比較

し たと こ ろ 、 給付費が一番増えたのは訪問介護（ ＋495, 800 千円、 ＋50. 8％） であり 、 次いで介護老

人福祉施設（ ＋256, 481 千円、 ＋11. 0％）、 訪問看護（ ＋123, 617 千円、 ＋39. 3％） と なっ ています。  

また、給付費の伸び率が一番大き いのは、訪問介護（ ＋50. 8％）であり 、次いで訪問看護（ ＋39. 3％）、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（ ＋28. 7％） と なっ ています。  

一方、 短期入所生活介護及び介護老人保健施設では、 令和３ 年度以降減少に転じ ています。  

   
【主なサービスごとの介護保険給付費（１月あたりの平均額）の推移】 （単位：千円）

H29 H30 R1 R2 R3 R4

訪問介護 975,195 1,009,014 1,069,403 1,197,238 1,325,314 1,470,996

訪問看護 314,372 334,478 355,298 386,435 420,989 437,989

通所介護
（地域密着型通所介護を含む）

2,221,989 2,250,610 2,319,188 2,349,063 2,364,706 2,327,117

短期入所生活介護 738,742 740,711 738,039 741,548 741,237 710,467

認知症対応型共同生活介護 1,009,440 1,031,094 1,047,232 1,067,736 1,067,768 1,074,284

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

268,691 295,990 317,009 321,477 340,739 345,876

介護老人福祉施設 2,326,899 2,407,511 2,493,709 2,559,895 2,579,680 2,583,381

介護老人保健施設 1,639,413 1,646,672 1,635,422 1,625,331 1,620,692 1,588,052

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和４年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）
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10 特別養護老人ホーム入所申込者数 

令和５ 年４ 月１ 日時点の調査では、 特別養護老人ホームの入所申込者数は 5, 659 人と なっ ていま

す。  

そのう ち、入所の必要度が高いと 推測さ れる「 要介護３ 以上で、自宅で独居又は介護が困難な家族

等と 自宅で同居」 の入所申込者数は 2, 153 人です。要介護度別の内訳では、要介護３ が最も 多く なっ

ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【特別養護老人ホームの入所申込者数の推移】 （単位：人）

R3 R4 R5

入所申込者数 7,233 6,288 5,659

うち要介護３以上で、自宅で独居または介護が困難な家族等と自宅で同居 2,724 2,281 2,153

資料：県高齢福祉課調べ
　　　※各年４月１日時点

7,233

6,288

5,659

2,724
2,281 2,153
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入所申込者数

うち要介護３以上で、自宅で独居また

は介護が困難な家族等と自宅で同居

【特別養護老人ホームの入所申込者の要介護度別の推移】 （単位：人）

要介護５ 要介護４ 要介護３ 要介護２ 要介護１ その他 合計

R3 1,208 2,228 3,062 451 187 97 7,233

R4 953 2,019 2,768 343 152 53 6,288

R5 913 1,707 2,514 323 148 54 5,659

3,062
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特別養護老人ホームの入所申込者のう ち、 独居又は介護が困難な家族等と の同居の方の割合は、 令

和５ 年度で 78. 9％と なっ ています。 入所希望時期では、 37％が「 即入所し たい」、 47％が「 と り あえず

申込み又は不明」 と なっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【特別養護老人ホームの入所申込者の居住状況別の推移】 （単位：人）

R3 R4 R5

独居 1,438 1,240 1,143

介護が困難な家族等と同居 4,264 3,520 3,391

介護が可能な家族等と同居 694 805 520

その他・不明 837 723 605

合計 7,233 6,288 5,659

4,264

3,520 3,391

694 805
520
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【特別養護老人ホームの入所申込者の入所希望時期別の推移】 （単位：人）

R3 R4 R5

即入所したい 2,875 2,548 2,102

６か月以内に入所したい 543 771 461

１年以内に入所したい 574 503 431

とりあえず申込み又は不明 3,241 2,466 2,665

合計 7,233 6,288 5,659
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11 介護保険料 

介護保険料は３ 年ごと に見直さ れ、 第９ 期計画（ 令和６ ～８ 年度） の第１ 号保険料の県平均金額

（ 加重平均） は 6, 094 円であり 、 第１ 期計画（ 平成 12～14 年度） と 比べると 、 3, 419 円高く なっ て

います。  

 

 

 

 

  

【第１号保険料の推移（保険料基準額（月額）の加重平均）】 （単位：円）

第１期計画 第２期計画 第３期計画 第４期計画 第５期計画 第６期計画 第７期計画 第８期計画 第９期計画

(H12-H14） (H15-H17） (H18-H20) (H21-H23) (H24-26) (H27-H29) (H30-R2) (R3-R5) (R6-R8)

県 2,675 2,962 3,819 3,937 4,749 5,406 5,766 5,931 6,094

全国 2,911 3,293 4,090 4,160 4,972 5,514 5,869 6,014

資料：県高齢福祉課調べ
　　　※第１号被保険者数による加重平均
　　　※第９期計画における全国の平均値は令和６年度に厚生労働省より発表予定
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  【介護保険料の推移（県内保険者ごとの推移）】

圏域 保険者名 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
岐阜市 3,012 3,217 3,934 3,997 4,840 5,780 6,580 6,700 6,900

柳津町 2,680 2,850 - - - - - - -
羽島市 2,470 2,470 3,500 3,500 4,300 5,300 5,800 6,000 6,200
各務原市 2,708 3,200 4,200 4,300 4,900 4,900 4,900 5,400 6,000

川島町 2,680 2,960 - - - - - - -
山県市 2,570 3,246 3,758 4,043 4,890 4,700 5,150 5,800 5,800

岐南町 2,680 3,780 5,180 4,200 4,800 5,500 5,900 6,290 6,960
笠松町 2,400 3,581 4,750 4,250 4,750 5,650 5,850 5,850 6,650
もとす広域連合 2,725 3,008 4,072 4,072 4,794 5,650 6,020 6,020 6,020

大垣市 2,960 3,320 4,190 4,250 4,910 5,560 5,820 5,960 6,340
上石津町 2,400 2,400 - - - - - - -

海津市 - - 3,850 4,700 5,380 5,680 6,100 6,200 6,300
海津町 2,500 2,800 - - - - - - -

平田町 2,500 2,800 - - - - - - -
南濃町 2,500 2,800 - - - - - - -

養老町 2,550 2,760 3,720 3,680 4,460 5,270 5,950 6,240 6,420
垂井町 2,500 2,880 3,930 3,470 4,150 5,200 5,800 6,150 6,150
関ケ原町 2,800 2,800 2,800 2,800 3,700 5,600 5,900 6,100 6,100
安八郡広域連合 2,600 2,600 3,590 3,800 4,800 5,400 5,600 5,600 6,000
揖斐広域連合 2,726 2,766 3,834 4,434 5,400 6,000 6,000 6,000 6,200

関市 2,733 3,000 3,600 3,744 4,400 5,550 5,700 5,700 5,700
洞戸村 2,500 2,500 - - - - - - -

板取村 2,460 2,460 - - - - - - -
武芸川町 2,500 2,500 - - - - - - -
武儀町 2,450 2,450 - - - - - - -

上之保村 2,450 2,450 - - - - - - -
美濃市 2,500 2,600 3,300 3,300 4,000 4,900 5,400 5,400 5,400
美濃加茂市 2,400 2,900 3,800 3,901 4,800 5,200 5,400 5,600 5,600
可児市 2,357 2,900 3,880 3,780 4,900 5,200 5,500 5,700 5,700

兼山町 2,370 3,790 - - - - - - -
郡上市 - - 2,600 3,200 3,940 4,700 4,800 4,800 4,800
郡上広域連合 2,140 2,500 - - - - - - -
坂祝町 2,400 2,400 4,100 4,850 4,850 5,100 5,200 5,200 6,200
富加町 2,300 2,950 4,300 5,350 4,700 4,300 4,300 5,500 5,700

川辺町 2,260 2,400 3,200 3,200 4,000 5,500 4,800 4,500 4,700
七宗町 2,200 2,200 2,200 2,265 3,800 5,200 5,600 6,100 6,100

八百津町 2,050 2,050 2,400 2,750 3,800 5,000 5,000 5,000 4,500
白川町 2,500 2,400 2,700 3,000 3,500 5,300 5,300 5,500 5,500

東白川村 2,200 2,500 3,000 3,000 3,000 4,700 4,700 4,700 4,700

御嵩町 2,220 2,970 3,940 4,331 4,800 5,300 5,800 6,640 6,850

多治見市 2,722 2,986 3,938 3,938 4,826 5,200 5,950 5,950 5,950
笠原町 2,550 2,550 - - - - - - -

中津川市 2,733 3,166 3,755 3,900 4,700 5,100 5,300 5,800 6,000

坂下町 2,417 3,030 - - - - - - -
川上村 2,750 2,910 - - - - - - -

加子母村 2,278 2,037 - - - - - - -
付知町 2,070 2,490 - - - - - - -

福岡町 2,297 2,770 - - - - - - -
蛭川村 2,930 2,930 - - - - - - -

瑞浪市 2,516 2,517 3,116 3,116 4,520 4,908 5,090 5,090 5,400
恵那市 2,408 2,417 3,438 3,694 5,109 5,679 5,825 5,950 6,050

岩村町 2,000 2,424 - - - - - - -

山岡町 2,000 2,472 - - - - - - -
明智町 2,294 2,460 - - - - - - -

串原村 2,603 2,463 - - - - - - -
上矢作町 2,713 2,550 - - - - - - -

土岐市 2,576 2,576 3,569 3,518 4,373 5,600 6,154 6,200 5,700
高山市 - - 4,900 4,800 5,350 5,450 5,520 5,750 5,750
白川村 - - 4,000 4,800 5,100 5,900 5,900 5,900 5,900
高山・大野広域連合 2,700 3,600 - - - - - - -
飛騨市 - - 4,200 4,260 4,980 5,440 5,710 5,710 5,710
吉城広域連合 3,200 3,200 - - - - - - -
下呂市 - - 2,620 3,120 4,140 4,850 4,600 4,600 4,800
益田広域連合 2,083 2,440 - - - - - - -

2,675 2,962 3,819 3,937 4,749 5,406 5,766 5,931 6,094

※第１期（H12～H14）、第２期（H15～H17）、第３期（H18～H20）、第４期（H21～H23）、第５期（H24～H26）
　第６期（H27～H29）、第７期（H30～ R2）、第８期（ R3～ R5）、第９期（ R6～ R8）

岐阜圏域

県平均

飛騨圏域

東濃圏域

中濃圏域

西濃圏域
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12 介護人材推計 

令和元年と 令和４ 年の介護職員数を 比較すると 、 2, 231 人増加し ています。  

厚生労働省の「 介護人材需給推計ワーク シート 」 を 使用し て介護人材の需給推計を 行っ た結果、令

和８ 年の需要は３ 万 6, 434 人、 供給は３ 万 4, 618 人と なり 、 約 1, 800 人の介護職員が不足すると 見

込まれます。 また、 令和 32 年の需要は３ 万 8, 825 人、 供給は２ 万 8, 405 人と なり 、 約１ 万 400 人の

介護職員が不足すると 見込まれます。  

令和 22 年頃が要支援・ 要介護認定者数のピーク であるこ と から 、 介護人材の需要も 令和 22 年頃

がピーク と なる 一方、 生産年齢人口が減少を 続ける 影響から 、 介護職員数も 減少し ていく と 推計さ

れます。  

こ のため、 介護人材確保対策に加え、 介護現場の生産性向上が重要と なり ます。  

 

【 岐阜県の介護職員数の推移】      （ 単位： 人）  

 

 

 

 

 

 

【 岐阜県の介護人材需給の将来推計】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： 厚生労働省の「 介護人材需給推計ワーク シート 」 を 使用し た県高齢福祉課による推計 

  

R1 R2 R3 R4

介護職員数 31,508 31,945 32,661 33,739

資料：厚生労働省「都道府県別介護職員数の情報提供について」
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第３章 計画の基本理念と施策体系 

本計画では、「 高齢者が健康で生き がいを も っ て活躍し 続けるこ と ができ る 」「 いつまでも 住み慣

れた地域で安心し て暮ら し 続けるこ と ができ る」 を 基本理念と し 、その実現に向けて３ つの目的「 地

域包括ケアシステムの深化・ 推進」「 介護保険サービ ス基盤の充実」「 高齢者が活躍でき る社会の実

現」 を柱と し て、 その達成に向けた９ つの施策の方向性に沿っ て取組みを進めていき ます。  

介護保険事業の実施主体であり 、 住民に最も 身近な市町村の方針を 尊重し つつ、 市町村の行う 事

業が適正かつ円滑に実施さ れるよう 、 市町村に対し て多様な支援を 実施し ます。  

 

 

  

 

「高齢者が健康で生きがいをもって活躍し続けることができる」 

「いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる」 

基本理念 

地域包括ケアシステム 

の深化・推進 

介護保険サービス 

基盤の充実 

高齢者が活躍できる 

社会の実現 

目的 

 

在宅医療・介護連携の推進 

認知症施策の推進 

自立支援、介護予防・ 

重度化防止の推進 

保険者機能の強化 

介護人材の確保 

介護サービスの充実 

高齢者の生きがい・ 

健康づくりの推進 

安心して暮らせる 

生活環境の整備 

施策の方向性 

介護現場の生産性向上 
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地域包括ケアシステムの深化・推進 

今後も 医療・ 介護の複合的ニーズを有する 85 歳以上人口や認知症の方の増加が見込まれるこ と か

ら 、医療、介護、介護予防、生活支援等が包括的に確保さ れる地域包括ケアシステムを、さ ら に深化・

推進さ せていく 必要があり ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険サービス基盤の充実 

今後、介護サービスの需要が更に高まる一方で、生産年齢人口が急減するこ と が見込まれる中、介

護人材確保や介護現場の生産性向上、施設整備等のサービス基盤の充実については、「 介護離職ゼロ」

の実現に向けた取組みでも あり 、 県と し て、 地域医療介護総合確保基金等を 活用し ながら 取り 組ん

でいく 必要があり ます。  

 

高齢者が活躍できる社会の実現 

高齢者の社会参加や生き がいづく り については、 第７ 期計画から 目的の一つと し て設定し ていま

す。今後も 、高齢者の方々がいき いき と 健康で暮ら せるよう 、生き がいや健康づく り の取組みを推進

すると と も に、 それぞれのラ イ フ スタ イ ルに合わせ活躍でき る機会づく り を 推進する必要があり ま

す。 また、 高齢者の方々を 社会全体で支えていく こ と が必要です。  

 

  

３つの目的 
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１-１ 在宅医療・介護連携の推進 

地域包括ケアシステムの深化・ 推進のためには、医療と 介護の支援が必要な高齢者が、住み慣れた

地域で最後まで生活でき るよう 、 地域の医療・ 介護等の行政、 関係機関・ 団体等が連携し て、 包括的

かつ継続的な在宅医療・ 介護サービスを提供するこ と が重要です。  

（ １ ） 在宅医療と 介護の連携体制の構築 

（ ２ ） 入退院時における医療・ 介護間の連携強化 

（ ３ ） 在宅医療を 担う 医師及び（ 訪問） 看護師の確保 

（ ４ ） 高齢者の口腔ケアの推進 

（ ５ ） 利用者が望む場所での終末期ケア 

 

１-２ 認知症施策の推進 

認知症基本法の認知症の人が尊厳を 保持し つつ希望を 持っ て暮ら せる 共生社会の実現の推進と い

う 目的に向け、 同法が定める基本理念等に基づき 、 国と の適切な役割分担を 踏まえて認知症施策を

講じ ていき ます。  

（ １ ） 認知症の人に関する県民の理解の増進等 

（ ２ ） 認知症の人の生活におけるバリ アフ リ ー化の推進 

（ ３ ） 認知症の人の社会参加の機会の確保等 

（ ４ ） 認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護 

（ ５ ） 保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等 

（ ６ ） 相談体制の整備等 

（ ７ ） 研究等の推進等 

（ ８ ） 認知症の予防等 

 

１-３ 自立支援、介護予防・重度化予防の推進 

地域包括ケアシステムの深化・ 推進のために、 市町村が行う 地域ケア会議、 生活支援事業、 介護予

防事業等を 推進し ます。  

（ １ ） 地域ケア会議の推進 

（ ２ ） 自立し た日常生活の支援 

（ ３ ） 要介護状態等になるこ と の予防（ 介護予防の推進）  

（ ４ ） 要介護状態等の軽減・ 重度化防止 

 

１-４ 保険者機能の強化 

地域包括ケアシステムの深化・ 推進のため、県から 保険者への支援を 充実さ せ、適正な要介護認定

等の実施、 介護給付費の適正化等、 保険者機能を強化し ます。  

（ １ ） 介護給付適正化事業 

（ ２ ） 地域包括支援センタ ーの機能強化 

（ ３ ） 県による保険者支援 

  

９つの施策の方向性 
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２-１ 介護人材の確保 

介護サービスの需要が更に高まる こ と が見込まれている一方、 生産年齢人口が急速に減少し てい

く 中で、 介護人材の確保は一段と 厳し く なるこ と が想定さ れています。 その中でも 介護保険サービ

ス基盤を 充実さ せるため、 介護人材確保対策を 推進し ていき ます。  

（ １ ） 新規就業促進・ 潜在介護人材の呼び戻し  

（ ２ ） 介護職員の離職防止・ 定着促進 

（ ３ ） 外国人介護人材の受入れ・ 定着 

 

２-２ 介護現場の生産性向上 

深刻化する介護人材不足を 解決し 、 将来にわたっ て安定的な介護サービ スの提供体制を 確保し て

いく 観点から 、 介護現場の効率化や質の向上も 含めた生産性向上の取組みを 一層推進し ていき ます。

介護現場における介護ロボッ ト ・ Ｉ Ｃ Ｔ の導入、介護助手の活用などに加え、都道府県が生産性向上

に資する様々な支援・ 施策を 総合的に推進するこ と も 求めら れています。  

（ １ ） 介護現場の生産性向上の推進 

（ ２ ） 人材育成・ キャ リ アアッ プ 

（ ３ ） ケアマネジメ ント の質の向上 

（ ４ ） 文書負担の軽減 

 

２-３ 介護サービスの充実 

介護保険サービ ス基盤の充実のためには、 地域の中長期的な人口動態や介護ニーズの見込み等を

適切にと ら え、在宅サービス、施設サービスなどを バラ ン スよく 組み合わせて、介護サービス基盤を

計画的に確保し ていく こ と が必要です。  

（ １ ） 居宅サービス 

（ ２ ） 地域密着型サービス 

（ ３ ） 施設サービス 

（ ４ ） 居宅介護支援サービス 

（ ５ ） その他のサービス 

（ ６ ） 介護サービス情報の公表 

（ ７ ） 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等 

（ ８ ） 福祉サービス第三者評価事業 

（ ９ ） 共生型サービスの推進 

（ 10） 障がい特性を踏まえた高齢障がい者支援の推進 

（ 11） 災害時等における介護サービスの確保対策 

（ 12） 感染症に対する備え 

（ 13） 介護現場の安全性の確保、 リ スク マネジメ ン ト の推進 

（ 14） 介護サービス量の見込み 

（ 15） 介護保険施設・ 介護保険サービ ス事業所等の整備予定数 
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３-１ 高齢者の生きがい・健康づくりの推進 

本県における高齢化はますます進行し 、 併せて人口の減少も 進むこ と が見込まれている一方で、

高齢者の体力的年齢は若く なっ ており 、 就業・ 地域活動など社会と の関わり を 持つこ と についての

意欲も 高く なっ ています。 こ う し た中、 高齢者の方が住み慣れた地域で益々いき いき と 活躍する こ

と ができ るよう 、生き がい・ 健康づく り 、社会参加や就労に係る施策を 、引き 続き 推進し ていき ます。  

（ １ ） 多様な社会参加活動と 就労の促進 

（ ２ ） 老人ク ラ ブ活動の振興 

（ ３ ） スポーツ・ 文化活動の振興 

（ ４ ） 生涯学習の推進 

（ ５ ） 県民意識の高揚 

（ ６ ） 健康づく り ・ 生活習慣病予防対策の推進 

（ ７ ） 歯科疾患の予防及び口腔機能の維持・ 向上 

（ ８ ） 医薬品の適切な使用及び後発医薬品の安心使用の促進 

 

３-２ 安心して暮らせる生活環境の整備 

高齢者が活躍でき る社会の実現のためには、高齢者の方々の安心・ 安全を支え、尊厳を 持っ て暮ら

し 続けるこ と ができ る社会づく り が必要です。  

（ １ ） 高齢者の権利擁護への取組み 

（ ２ ） 防犯・ 防火対策・ 交通安全 

（ ３ ） 災害時支援 

（ ４ ） 犯罪を し た高齢者等の社会復帰支援 

（ ５ ） 安全・ 安心なまちづく り  

（ ６ ） 高齢者の居住の安定確保 

（ ７ ） デジタ ル・ デバイ ト 対策 

（ ８ ） 福祉用具等の製品化への支援・ 開発 

（ ９ ） 地域共生社会づく り の推進 
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第４章 施策の展開 

第１節 地域包括ケアシステムの深化・推進 

※左のアイ コ ンは、 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ （ 国連サミ ッ ト で採択

さ れた国際社会全体の 17 の開発目標） のう ち、 本項

目に関連のあるも のを示し ています。（ 以下、 同じ ）  

 

１ 在宅医療・介護連携の推進 

（１）在宅医療と介護の連携体制の構築 

【現状・課題】 

⚫ 県では、 医療・ 介護等の多職種が連携し 、 在宅医療・ 介護サービスを 切れ目なく 提供でき る体制

を 構築するために市町村が行う「 在宅医療・ 介護連携推進事業」 について支援し ていると こ ろ で

す。  

⚫ 具体的には、 市町村が地域の医師会等と 協働し 、 歯科医師、 薬剤師、 訪問看護師、 介護事業者等

多職種が参画する会議において、在宅医療を 担う 医療機関及び訪問介護事業所等の医療・ 介護資

源の把握、 地域の課題抽出及びその対応策の検討を 行う 等の取組みを支援し ています。  

⚫ 全ての市町村で在宅医療・ 介護連携推進事業の取組みが行われており 、その進捗状況は下表のと

おり と なっ ています。市町村が事業を 実施し ていく 中で、事業実施のためのノ ウハウ不足や、事

業を 総合的に進めるこ と ができ る よう な人材の育成を 課題と 感じ ている 市町村が多く あり ます。 

【 市町村における在宅医療・ 介護連携推進事業の実施状況】  

資料： 厚生労働省「 在宅医療・ 介護連携推進事業の実施状況調査（ 都道府県、 市区町村）」（ 令和４ 年 11 月）  

【施策】 

⚫ 市町村の在宅医療・ 介護連携における現状把握及び課題分析に対する支援と し て、市町村では入

手困難な診療報酬・ 介護報酬の算定状況等に関する情報等を 提供し ます。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

取組内容 
実施市町村数 

（ ） 内は実施割合 

１  入退院支援 

（ 退院調整カ ンフ ァ レ ンス等への参加・ 入退院調整ルールの策定等）  
33（ 78. 6％）  

２  日常の療養支援 

（ 地域ケア会議の開催・ 認知症初期集中支援チームと の連携、 介護予防施策等）  
33（ 78. 6％）  

３  急変時の対応 

（ 在宅医療支援病院と の連携・ 消防署と の情報の連携等）  
13（ 31. 0％）  

４  看取り  

（ 意思決定支援等の施策・ 住民向け研修会、 講演会等）  
23（ 54. 8％）  
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⚫ 在宅医療・ 介護では、 市町村域を 超えてサービ スが提供さ れる現状を踏まえ、 県では、 原則老人

福祉圏域（ 二次医療圏） 単位ごと に市町村と 医師・ 歯科医師・ 訪問看護師・ 薬剤師・ 介護支援専

門員等など多職種による会議を 開催する など 、 広域的に取り 組むこ と が適当な施策にかかる調

整を 行います。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

⚫ 在宅医療では、 専門外（ 皮膚科・ 耳鼻咽喉科・ 精神科（ 認知症） 等） の疾患についても 対応し な

ければなら ない場合がある こ と から 、 在宅医療を 実施する 医師の負担が大き い状況になっ てい

ます。在宅医療を 実施する医師の数には限り がある こ と から 、医師同士の連携や、医師と 訪問看

護ステーショ ン の連携体制構築等を 進めるため、 県医師会等の関係団体に対する支援を 行いま

す。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

⚫ 市町村が実施する在宅医療・ 介護連携推進事業の取組みを 支援するため、市町村、地域医師会を

はじ めと する地域の医療・ 介護関係団体と の意見交換の場の定期的な開催や、在宅医療を 受けて

いる患者の動向や地域特性等の現状等について必要な情報提供を行う と と も に、データ の分析・

活用方法を学ぶ研修会の開催等、 技術的な支援を 行います。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

（２）入退院時における医療・介護間の連携強化 

【現状・課題】 

⚫ 切れ目のない在宅医療・ 介護を提供するためには、患者の入院初期から 、退院後における在宅で

の療養生活を 見据え、医療や介護サービス等が包括的かつ継続的に提供さ れるよう 、医療機関と

介護支援専門員等と の医療・ 介護連携体制を強化し た退院支援が重要です。  

⚫ 圏域ごと に入退院連携に必要な共通様式や退院支援ルールを 作成・ 運用するこ と によっ て、医療

機関と 在宅支援事業所の入退院調整に係る連絡体制の強化を 図っ ており 、岐阜医療圏、西濃医療

圏でルールを 策定し まし た。  

⚫ 地域の医療機関や介護事業所等と の密接な連携によ る体制の整備に向けて、 退院後の生活も 見

据えた退院支援を 行う 退院支援担当者を配置する県内の医療機関は増加し ていますが、 人口 10

万人当たり の数でみると 、 全国値を 下回る状況になっ ています。  

【 退院支援担当者を配置し ている病院・ 診療所数】             （ 単位： ヶ 所）  

 

 

資料： 厚生労働省「 医療施設調査」（ 各年 10 月１ 日現在）  

 

 

病院数 診療所数 

H29 R2 H29 R2 

実数 
人口 10

万人対 
実数 

人口 10

万人対 
実数 

人口 10

万人対 
実数 

人口 10

万人対 

岐阜県 50 2. 46 55 2. 78 4 0. 20 5 0. 25 

全国 3, 719 2. 93 4, 147 3. 29 458 0. 36 400 0. 32 
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【施策】 

⚫ 切れ目のない在宅医療・ 介護の提供のため、医療機関相互や訪問看護ステーショ ン と の連携を図

り 、24 時間対応型の在宅医療提供体制構築に向けて関係団体が行う 取組みを 支援し ます。また、

在宅療養者が体調を 崩し た際に円滑に医療機関に入院でき るよう 入院調整を 行う 関係団体の取

組みを 支援し ます。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

⚫ 圏域又はそれに準じ た広域圏において退院支援ルールが策定でき るよう 支援し ます。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

（３）在宅医療を担う医師及び（訪問）看護師の確保 

【現状・課題】 

⚫ 訪問診療を実施し ている診療所は、全体の３ 割程度で概ね横ばいですが、１ 施設当たり の訪問診

療の実施件数は増加傾向にあり ます。  

⚫ 訪問診療を実施し ている病院は、全体の４ 割程度で増加傾向にあり 、１ 施設当たり の訪問診療の

実施件数も 増加傾向にあり ます。  

【 県内の訪問診療を実施する診療所の数及び実施件数】      （ 単位： ヶ 所、 ％、 件数）  

年度 診療所総数 
訪問診療を行う  

診療所数 
割合 

人口 10 

万人対 

訪問診療 

実施件数 

１ 施設当たり

実施件数 

H29 1, 585 455 28. 7 22. 4 17, 679 38. 9 

R2 1, 610 469 29. 1 23. 7 24, 119 51. 4 

資料： 厚生労働省「 医療施設調査」（ 各年 10 月１ 日現在）  

【 県内の訪問診療を実施する病院の数及び実施件数】      （ 単位： ヶ 所、 ％、 件数）  

年度 病院総数 
訪問診療を行う  

病院数 
割合 

人口 10 

万人対 

訪問診療 

実施件数 

１ 施設当たり

実施件数 

H29 101 29 28. 7 1. 4 1, 205 41. 6 

R2 97 37 38. 1 1. 9 1, 766 47. 7 

資料： 厚生労働省「 医療施設調査」（ 各年 10 月１ 日現在）  

⚫ 県内の訪問看護ステーショ ンは 257 箇所あり ますが（ 令和５ 年時点）、 ８ 市町村には訪問看護ス

テーショ ンがなく 、特に中濃及び飛騨圏域で少ない状況です。また、診療所が訪問看護ステーシ

ョ ンに指示書を交付する割合は、飛騨を 除く 圏域で増加傾向にあり 、医師と 訪問看護の連携が進

んでいる状況です。  
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【 訪問看護ステーショ ンの状況】  

資料： ※１ 県高齢福祉課「 介護保険指定事業者・ 施設一覧」（ R5. 4. 1）、  

岐阜市「 指定居宅（ 介護予防） サービス事業所一覧」（ R5. 4. 1）  

※２ 厚生労働省「 医療施設調査」（ 各年 10 月１ 日現在）      

⚫ 訪問看護ステーショ ン等の看護職員の就業数は増加を 続けていますが、 地域で療養を 支援する

体制構築のためには、 今後も さ ら に就業数を増やすこ と が必要です。  

【施策】 

⚫ 広域で実施し た方が効果的、効率的と 考えら れる在宅医療・ 介護に係る訪問診療を 行う 医師、訪

問歯科診療を 実施する 歯科医師、 訪問看護師等の人材育成研修を実施し ます。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

⚫ 訪問看護ステーショ ンは、在宅医療を支え、医療と 介護をつなぐ 重要な役割を 担っ ていますが、

高齢化社会の進行を 見据えた事業所数の増加や地域偏在の解消等を 図るため、 少数地域の訪問

看護ステーショ ンに対し 、 重点的に相談・ 研修等の支援を 行います。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

⚫ 在宅医療・ 介護連携推進圏域別研究会を開催し 、各市町村の医療・ 介護事業所数等のデータ を提

供すると と と も に、各市町村と 地域医師会・ 訪問看護ステーショ ン等の医療・ 介護関係者と の意

見交換・ 情報交換の場を提供し ます。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

（４）高齢者の口腔ケアの推進 

【現状・課題】 

⚫ 近年、口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と 全身と の関係が広く 指摘さ れて

いますが、 介護保険施設（ 特別養護老人ホーム・ 介護老人保健施設） における口腔ケアは十分に

進んでいない状況です。  

 

 

 訪問看護ステーショ ン数※１  

（ 単位： ヶ 所）  

訪問看護ステーショ ンへ指示書を 交付し ている 

診療所の割合（ 医療保険） ※２ （ 単位： %）  

実数 人口 10 万人対 H26 H29 R2 

岐阜 135 17. 0 21. 0 22. 5 23. 0 

西濃 41 11. 4 18. 1 22. 3 24. 7 

中濃 30 8. 2 13. 6 16. 8 17. 8 

東濃 43 13. 3 18. 4 20. 8 24. 4 

飛騨 8 5. 8 24. 4 30. 3 24. 4 

県 257 13. 0 19. 2 21. 9 22. 7 
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【 口腔ケアに関する介護保険施設の状況】           （ 単位： ％）  

 

 

 

資料： 県医療福祉連携推進課調べ（ 令和４ 年度）  

⚫ 居宅で療養する高齢者に対し て「 訪問歯科診療」 を提供する歯科医療機関は、中濃圏域と 飛騨圏

域で少なく 、「 訪問歯科衛生指導」 を提供する歯科医療機関は、 岐阜圏域、 西濃圏域、 飛騨圏域

で少ない状況です。  

【 訪問歯科診療・ 訪問歯科衛生指導を 実施し ている 歯科診療所数】     （ 単位： ヶ 所、 ％）  

 

総数 

訪問歯科診療 訪問歯科衛生指導 

施設数 割合 
人口 10 

万人対 
施設数 割合 

人口 10 

万人対 

岐阜 440 96 21. 8 12. 1 45 10. 2 5. 7 

西濃 181 42 23. 2 11. 7 18 9. 9 5. 0 

中濃 134 36 26. 9 9. 9 33 24. 6 9. 1 

東濃 147 52 35. 4 16. 1 43 29. 3 13. 3 

飛騨 56 9 16. 1 6. 5 6 10. 7 4. 3 

県 958 235 24. 5 11. 9 145 15. 1 7. 3 

全国 67, 874 10, 879 16. 0 8. 6 4, 707 6. 9 3. 7 

資料： 厚生労働省「 医療施設調査」（ 令和２ 年 10 月１ 日現在）  

【施策】 

⚫ 訪問歯科診療等を 実施する歯科医療機関の増加を 図るため、県歯科医師会等と 連携し 、在宅歯科

医療への取組み（ 人材育成・ 医科歯科連携等） を推進すると と も に、 県歯科衛生士会と 連携し 、

歯科医師をサポート する訪問歯科衛生士の養成研修を 実施し ます。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

⚫ 口腔と 全身の関係が指摘さ れているこ と を 踏まえ、県医師会、県歯科医師会及び介護関係団体等

と と も に、 医科歯科連携や歯科と 介護等と の連携体制の整備を 進めます。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

⚫ 県民の生涯にわたる歯・ 口腔の健康づく り に関する施策を 総合的かつ計画的に推進するため、歯

科口腔保健に係る総合的な窓口である口腔保健支援センタ ーにおいて情報提供を行います。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

各種状況 割合 

①十分な口腔ケアが行われている介護保険施設の割合 46. 9 

②年 1 回以上歯科健診を実施する介護保険施設の割合 58. 2 
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（５）利用者が望む場所での終末期ケア 

【現状・課題】 

⚫ 終末期において、 約６ 割の方が自宅での療養を 希望し ています。  

【 終末期における県民の意識】                       （ 単位： 人、 ％）  

資料：「 令和４ 年度 県政モニタ ーアンケート 調査結果（ 在宅医療・ 介護に関するアンケート ）」  

⚫ 利用者や家族が望む場所で最期を 迎えるこ と ができ る在宅医療・ 介護の提供体制を 構築し 、住み

慣れた地域での在宅医療を 選択でき るよう 、受けら れる医療及び介護サービスや、看取り ・ タ ー

ミ ナルケア等に関する情報を 提供すると と も に、 医療及び介護サービ スに関する知識の普及啓

発を 進めていく 必要があり ます。  

⚫ また、介護保険施設等で最期を 迎える方も 今後増加し ていく こ と が見込まれるため、介護保険施

設等が終末期ケアについて必要な知識や技術を 習得すると と も に、 介護保険施設と 在宅医療を

提供する医療機関や訪問看護ステーショ ン等と の連携体制を 充実さ せていく こ と が必要です。  

【施策】 

⚫ 市町村、地域医師会を はじ めと する地域の医療・ 介護関係団体と の意見交換の場等において、切

れ目のない在宅医療提供体制の構築が図れる よ う 在宅医療・ 介護連携推進事業における好事例

等の情報提供を行います。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

⚫ がん在宅ケアに携わる医療、福祉、介護等の関係者を 対象に、がん在宅緩和ケアに関する研修会

を 開催し 、専門的な知識と スキルを有する支援者を 育成すると と も に、地域での連携強化を 図っ

ていき ます。  

（ 健康福祉部保健医療課）  

あなたが仮に病気等で治る見込みがなく なり 、 死期が迫っ ている（ ６ か月程度あるいはそれよ

り 短い期間を 想定） と 告げら れた場合、 療養の場所はどこ を 希望し ますか。  

 人数 割合 

①自宅で療養し て、 必要になれば緩和ケア病棟（ 終末期における症状

を 和ら げるための病棟） に入院し たい 

221 30. 7 

②自宅で療養し て、 必要になれば医療機関に入院し たい 145 20. 1 

③緩和ケア病棟に入院し たい 145 20. 1 

④最期まで自宅で療養し たい 80 11. 1 

⑤今まで通っ ていた（ または現在入院中の） 医療機関に入院し たい 45 6. 2 

⑥専門的医療機関（ がんセンタ ーなど） で積極的に治療を 受けたい 29 4. 0 

⑦無回答 19 2. 6 

⑧わから ない 14 1. 9 

⑨その他 13 1. 8 

⑩老人ホーム等の介護施設に入所し たい 10 1. 4 

計 721 100. 0 
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２ 認知症施策の推進 

（１）認知症の人に関する県民の理解の増進等 

【現状・課題】 

⚫ 認知症の人が尊厳を 保持し つつ希望を 持っ て暮ら すこ と ができ るよう 、 認知症の人を 含めた

県民１ 人１ 人がその個性と 能力を 十分に発揮し 、 相互に人格と 個性を 尊重し つつ支え合いな

がら 共生する活力ある社会（ 以下「 共生社会」 と いう 。） の実現のため、 認知症に関する正し

い知識及び認知症の人に関する正し い理解を深める必要があり ます。  

⚫ 県では、地域や職域、高校や大学等の教育の場で認知症の人や家族を 見守り 支援する「 認知症

サポータ ー」 の養成や、 認知症サポータ ー養成講座の講師と なる「 キャ ラ バン・ メ イ ト 」 の養

成等により 、 認知症の普及啓発に取り 組んでいます。  

【 認知症サポータ ー数】                                  （ 単位： 人）  

 

 

資料： 特定非営利活動法人 地域共生政策自治体連携機構 全国キャ ラ バン ・ メ イ ト 連絡協議会 

【 キャ ラ バン・ メ イ ト 数】                                 （ 単位： 人）  

 

 

資料： 特定非営利活動法人 地域共生政策自治体連携機構 全国キャ ラ バン ・ メ イ ト 連絡協議会 

【施策】 

⚫ 高校・ 大学・ 企業への認知症サポータ ー養成を 促進すると と も に、 キャ ラ バン・ メ イ ト の養成を

引き 続き 促進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ ９ 月 21 日の世界アルツハイ マーデー（ 認知症の日） 及び９ 月の世界アルツハイ マー月間（ 認知

症月間） に、 認知症への理解促進を 図るための普及啓発を 市町村と と も に実施し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（２）認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進 

①安全な地域づくりの推進 

【現状・課題】 

⚫ 認知症の人が地域において、自立し て、かつ、安心し て他の人と 共に暮ら すこ と ができ る安全

な地域づく り を推進する必要があり ます。  

⚫ 認知症と 思われる初期の段階から 、心理面や生活面の支援と し て、市町村がコ ーディ ネータ ー

を 配置し 、 地域において把握し た認知症の方の悩みや家族の身近な生活支援ニーズ等と 認知

年  度 H24. 3 末 H27. 3 末 H29. 3 末 R2. 3 末 R5. 3 末 

認知症サポータ ー数 64, 125 93, 090 138, 314 206, 497 239, 350 

年  度 H24. 3 末 H27. 3 末 H29. 3 末 R2. 3 末 R5. 3 末 

キャ ラ バン・ メ イ ト 数 1, 473 1, 915 2, 385 2, 983 3, 063 
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症サポータ ーを 中心と し た支援者を つなぐ 仕組みであるチームオレ ン ジの構築を 推進し てい

ます。  

⚫ 外出し て居場所が分から ない高齢者を 早期に発見するＳ Ｏ Ｓ ネッ ト ワーク の構築、 電気ガス

事業者や新聞店、宅配業者等と の見守り 協定の締結など、市町村による地域における見守り ネ

ッ ト ワーク の構築が進めら れています。  

【施策】 

⚫ 市町村における チームオレ ンジの構築を 促進するため、 構築の中心と なる 市町村が配置するチ

ームオレ ンジ・ コ ーディ ネータ ー等を 対象と し た研修実施等を 通じ て支援し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 行方不明になっ た認知症の人を含む高齢者の早期発見・ 保護でき るよう 、引き 続き 市町村、岐阜

県警察本部、他都道府県が広域的に連携し て対応すると と も に、市町村における見守り ネッ ト ワ

ーク 構築を支援し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

②認知症の人が利用しやすい製品・サービスの開発普及、事業者や民間団体の自主的な取組促進 

【現状・課題】 

⚫ 認知症の人にと っ て、 日常生活又は社会生活を 営む上で障壁と なるも のを 除去する こ と によ

り 、全ての認知症の人が、社会の対等な構成員と し て、地域において安全にかつ安心し て自立

し た日常生活を営むこ と ができ るよう にするこ と が重要です。  

【施策】 

⚫ 企業等の民間事業者への認知症の理解を 進める ため、 企業従業員等を 対象と し た認知症サポー

タ ー養成講座を促進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 県警では、 認知症の特徴、 対応時の留意事項などを 理解するため、 警察職員に対し「 認知症サポ

ータ ー養成講座」 の受講を 促進し ます。  

（ 警察本部人身安全対策課）  

⚫ 日本認知症官民協議会が作成し た「 認知症バリ アフ リ ー社会実現のための手引き 」 を周知し 、幅

広い業種の企業等における認知症バリ アフ リ ーの取組を推進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（３）認知症の人の社会参加の機会の確保等 

①社会参加支援 

【現状・課題】 

⚫ 認知症の人が生き がいや希望を も っ て暮ら すこ と ができ る よう 、 認知症の人が自ら の経験等

を 共有するこ と のでき る機会や社会参加の機会を 確保する必要があり ます。  
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⚫ 認知症の人がいき いき と 活動し ている 姿は、 認知症に関する社会の見方を 変えるき っ かけと

なり 、また、多く の認知症の人の希望につながるため、地域で暮ら す認知症の人と と も に普及

啓発を 進め、認知症の人本人が自ら の言葉で語り 、認知症になっ ても 希望を 持っ て前向き に暮

ら すこ と ができ る姿を 発信し ていく こ と が重要です。  

⚫ 県では、 地域版希望大使「 岐阜県認知症希望大使」 を令和３ 年度より 任命し 、 本人発信支援を

行っ ています。  

【 岐阜県認知症希望大使数（ 累計）】             （ 単位： 人）  

 

 

資料： 県高齢福祉課調べ 

【施策】 

⚫ 認知症の人が身近な地域で参加でき るよう 、認知症カ フ ェ 、本人ミ ーティ ング等の当事者同士の

交流や地域活動の場の拡充を 図り ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 認知症の人の社会参加を支援するため、認知症サポータ ー等による見守り 、声かけ、地域活動へ

の誘い・ 同行と いっ たチームオレ ンジの市町村による構築を 支援するため、中心と なるチームオ

レ ンジ・ コ ーディ ネータ ーに対する研修を 実施し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 「 岐阜県認知症希望大使」 を 引き 続き 任命し 、 講演会等の場でご自身の体験を 語っ ても ら う な

ど、 県民に対する認知症に関する普及啓発に取り 組みます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

②若年性認知症の人等への就労支援 

【現状・課題】 

⚫ 若年性認知症は、現役世代に発症する ため、仕事が続けら れない、家庭での役割が果たせない

など、 家族の生活にも 大き く 影響し ます。 また、 介護者は配偶者であるこ と が多く 、 子育てと

介護を 同時に行う など、 いわゆるダブルケアと いう 状態になり やすい特徴も あり ます。  

⚫ 認知症の人、 家族、 医療機関等関係機関を 対象に実施し た若年性認知症実態調査（ 平成 30 年

度） から 、 就労（ 継続） など若年性認知症の人やその家族に特有な課題を踏まえて、「 若年性

認知症の特性に配慮し た就労支援」 ､「 支援制度の活用促進」 ､「 若年性認知症に配慮し た地域

づく り 」 の施策を 推進する必要があるこ と が明ら かになり まし た。  

⚫ 県では、 岐阜県精神科病院協会に委託し て「 若年性認知症支援センタ ー」 を 設置し 、 若年性認

知症支援コ ーディ ネータ ーが就労支援を 含む相談支援や、 関係機関の資質向上のための研修

や会議の開催などによる通じ たネッ ト ワーク の構築を 進め、 市町村の地域づく り を 支援し て

います。  

 

年  度 R4. 3 末 R5. 3 末 R6. 1 末 

認知症希望大使数 2 2 3 
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【 若年性認知症支援センタ ーの相談状況】  

所在地等 相談件数( 件・ 各年度)  

大垣市中野町 1-307（ 大垣病院内）  

電話番号( 0584) 78-7182  

開設時間 9: 00～15: 00（ 土日・ 祝日を除く ）  

R2 R3 R4 

60 64 62 

資料： 県高齢福祉課調べ 

【施策】 

⚫ 若年性認知症支援センタ ーの周知に努めると と も に、 同センタ ーの相談時間の延長等体制を 充

実さ せ、 若年性認知症支援コ ーディ ネータ ーが認知症当事者やその家族、 職場等から の相談対

応、 就労支援、 受診支援、 家族支援、 啓発等を 引き 続き 行い、 適切な支援へつなげます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 若年性認知症の人や家族は、就労に関する課題が大き いこ と から 、認知症疾患医療センタ ー、医

療機関、 地域包括支援セン タ ー、 介護保険・ 障害福祉サービス事業者、 ハローワーク 等就労支援

機関等関係機関が連携し て若年性認知症の人や家族を 支援するネッ ト ワーク の構築を 図り 、 情

報共有、 課題の抽出、 解決方法の検討を行います。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 地域における若年性認知症の人への支援がき め細かく 行えるよう 、 若年性認知症支援コ ーディ

ネータ ーと 市町村の認知症地域支援推進員や地域包括支援センタ ー等と の連携によ る支援体制

の構築を 推進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 岐阜労働局が設置する岐阜県地域両立支援推進チームに、 若年性認知症支援コ ーディ ネータ ー

と 共に参加し 、 治療と 仕事の両立支援の取組について連携し ていき ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（４）認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護 

【現状・課題】 

⚫ 認知症の人の意思決定の適切な支援及び権利利益の保護を 図る ため、 全ての関係者が意思決

定支援の意味と 重要性を 理解し 、 早期かつ継続的に意思決定支援を 行える 環境整備が重要で

す。  

⚫ 県社会福祉協議会に設置し ている「 岐阜県成年後見・ 福祉サービス利用支援センタ ー」 では、

成年後見制度に関する相談対応や普及啓発等を 行う と と も に、 高齢者等の福祉サービスの利

用手続き や日常的な金銭管理などを 支援する日常生活自立支援事業※に取り 組んでいます。  

※ 日常生活自立支援事業 
認知症や知的障がい、 精神障がい等で判断能力が不十分な方等を 対象に、 福祉サービ スの利用

援助や日常的な金銭管理の援助を 行う こ と により 、 地域のなかで安心し た生活ができ る よ う 支援
する事業です。  
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【施策】 

⚫ 医療・ 介護従事者等に対し て、 厚生労働省が作成し た「 認知症の人の意思決定支援ガイ ド ラ イ

ン」 に基づく 研修を 開催し ます。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課・ 高齢福祉課）  

⚫ 成年後見制度に関する 相談対応や市町村及び市町村社会福祉協議会の職員等に対する セミ ナ

ー・ 研修会の開催など、岐阜県成年後見・ 福祉サービス利用支援センタ ーの活動を支援し ます。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

⚫ 市民後見人についても 、県民の理解を 高めると と も に、市町村と 協働し た市民後見人養成研修を

推進し ていき ます。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

（５）保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等 

①医療提供体制の整備 

【現状・課題】 

⚫ 認知症は、 容態に応じ た適時・ 適切な医療の提供が重要です。 県では、 各圏域に１ カ 所以上、

県内全域で８ カ 所の認知症疾患医療セン タ ーを 設置し 、 専門医療相談と 身体合併症に対する

救急・ 急性期医療等を含む医療提供体制を 整備し ており 、地域と の連携についても 推進し てい

ます。  

圏域 指定病院名 圏域 指定病院名 

岐阜 岐阜病院（ 所在： 岐阜市）  中濃 のぞみの丘ホスピタ ル（ 所在： 美濃加茂市） 

岐阜 黒野病院（ 所在： 岐阜市）  中濃 慈恵中央病院（ 所在： 郡上市）  

岐阜 岐阜市民病院（ 所在： 岐阜市） 東濃 大湫病院（ 所在： 瑞浪市）  

西濃 大垣病院（ 所在： 大垣市）  飛騨 須田病院（ 所在： 高山市）  

資料： 県医療福祉連携推進課調べ 

【施策】 

⚫ 認知症疾患医療センタ ーにおいて、 市町村や地域包括支援センタ ー等関係機関と 連携し ながら 、

認知症の専門医療相談と 適時・ 適切な医療提供体制の充実を 図り ます。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

②地域包括ケアシステム構築を通じた保健・医療・福祉の有機的連携 

【現状・課題】 

⚫ 医療・ 介護等が有機的に連携し 、循環型の仕組みを 構築するためには、認知症初期集中支援チー

ムの活動等による認知症の早期診断・ 早期対応を進めると と も に、認知症地域支援推進員が、地

域の実情に応じ て地域包括支援センタ ーや認知症疾患医療センタ ーを 含む医療機関及び介護サ

ービス事業所や認知症サポータ ー等の地域関係者と ネッ ト ワーク を 形成するよ う 取り 組み、 ま
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た、 認知症ケアパスを 活用し 、 適切なサービス提供の流れを 確立するこ と が必要です。  

【施策】 

⚫ 早期に認知症の鑑別診断が行われ、速やかに適切な医療・ 介護等が受けら れる初期の対応体制を

構築するため、各市町村の認知症初期集中支援チームに対し 、ケーススタ ディ 形式によるフ ォ ロ

ーアッ プ研修等を 実施し ます。  

( 健康福祉部医療福祉連携推進課)  

⚫ 認知症地域支援推進員が行う 、地域において認知症の人を 支援する医療・ 介護・ 福祉関係者等の

ネッ ト ワーク づく り や、認知症の人と その家族を支援する相談業務等の活動を 推進するため、認

知症学会専門医や認知症看護認定看護師などの専門職による研修等を実施し ます。        

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

③専門的知識や技術を有する人材の育成・確保 

【現状・課題】 

⚫ 認知症ケアは、認知症の特性に応じ つつ個々の症状に合わせながら 、認知症の人の尊厳を守り

ながら 提供するこ と が重要であり 、ケアに携わる介護職員等は、認知症について十分な知識を

有し 、 認知症の人の気持ちを 尊重する姿勢をも つ必要があり ます。  

⚫ そう し た認知症の介護職員等を養成し 、認知症介護の充実を図るため、対象者別に「 認知症介

護指導者養成研修」「 認知症介護実践リ ーダー研修」「 認知症介護実践者研修」「 認知症介護基

礎研修」 を実施し ています。  

【 研修受講者数( 累計) 】                   （ 単位： 人）  

 

 

 

 

 

 

資料： 県高齢福祉課調べ（ 各年度末）  

⚫ かかり つけ医等医療従事者に対する認知症対応力向上研修を 実施する と と も に、 かかり つけ

医への助言や支援を 行う「 認知症サポート 医」 を 引き 続き 養成し 、かかり つけ医から 認知症疾

患医療センタ ー等の専門医療機関に患者を 繋げる必要があり ます。  

【施策】 

⚫ 指定研修実施機関を 通じ て、認知症ケアに携わる介護人材を 対象と し た認知症介護基礎研修、認

知症介護実践者研修、認知症介護実践リ ーダー研修を 開催し ます。また、こ れら の研修の指導者

と なる人材を 、 認知症介護指導者養成研修によっ て養成し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 認知症についての理解の下、本人主体の介護を 行い、認知症の人の尊厳の保障を実現し ていく 観

 R2 R3 R4 

認知症介護基礎研修 453 1, 211 1, 927 

認知症介護実践者研修 5, 083 5, 449 5, 699 

認知症介護実践リ ーダー研修 575 609 646 

認知症介護指導者養成研修 38 39 41 
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点から 、介護に関わる全ての方の認知症対応力を向上さ せていく ため、介護サービス事業者に、

介護に直接携わる職員のう ち、医療・ 福祉関係の資格を 有さ ない方について、認知症介護基礎研

修の受講が、令和３ 年度介護報酬改定に伴い義務付けら れまし た。県では、こ の認知症介護基礎

研修を ｅ ラ ーニングシステムにより 受講いただけるよう にし 、 周知を行います。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 高齢者等が日頃から 受診する「 かかり つけ医」 を対象に、 認知症診療の知識・ 技術や認知症の本

人と その家族を支える知識を 習得するための研修を 実施し ます。また、歯科医師や薬剤師が認知

症の疑いのある 人に早期に気づき 、 かかり つけ医と 連携し て認知症の人の状況に応じ た支援を

行う こ と ができ る 体制を 構築する ため、 認知症の基本知識や医療と 介護の連携の重要性を 習得

するための研修を 実施し ます。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

⚫ 認知症の診療に習熟し 、 専門医療機関や地域包括支援セン タ ー等と の連携の推進役と なる 医師

と し て「 認知症サポート 医」 を養成し ます。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

（６）相談体制の整備等 

 ①相談体制の整備 

【現状・課題】 

⚫ 認知症は、早期の診断と 対応を受ける こ と で、本人と 介護者の生活の質を高め、介護の負担を

減ら すこ と ができ ます。本人や家族等が認知症を疑っ た場合に、早い段階から 専門の医療機関

を 受診でき るよう 、 早期相談・ 受診のための支援体制の充実が必要です。  

⚫ 県では、各圏域に１ カ 所以上、県内全域で８ カ 所の認知症疾患医療センタ ーを 設置し 、専門医

療相談と 身体合併症に対する救急・ 急性期医療等を 含む医療提供体制を 整備し ています。  

⚫ 県では、 岐阜県精神科病院協会に委託し て「 若年性認知症支援センタ ー」 を 設置し 、 若年性認

知症支援コ ーディ ネータ ーが就労支援を含む相談支援を行っ ています。  

⚫ 認知症の人やその家族を 支えるため、 認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員を

中心に、地域包括支援センタ ー、認知症疾患医療センタ ーを含む医療機関、介護サービス事業

所や認知症サポータ ー等の関係者がネッ ト ワーク を 構築し 、 認知症ケアパス※を 活用し て適

切なサービス提供の流れを 確立するこ と が必要です。  

※ 認知症ケアパス 
認知症発症予防から 人生の最終段階まで、 認知症の容態に応じ 、 相談先や、 いつ、 どこ で、 ど の

よ う な医療・ 介護サービ スを 受ければいいのか、 こ れら の流れを あら かじ め標準的に示し たも の
です。  

【施策】 

⚫ 認知症疾患医療センタ ーにおいて、 市町村や地域包括支援センタ ー等関係機関と 連携し ながら 、

認知症の専門医療相談と 適時・ 適切な医療提供体制の充実を 図り ます。【 再掲】  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  
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⚫ 若年性認知症支援センタ ーの周知に努めると と も に、 同センタ ーの相談時間の延長等体制を 充

実さ せ、 若年性認知症支援コ ーディ ネータ ーが認知症当事者やその家族、 職場等から の相談対

応、 就労支援、受診支援、家族支援、 啓発等を 引き 続き 行い、 適切な支援へつなげます。【 再掲】  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 地域ごと に医療・ 介護等が適切に連携するこ と を確保するため、認知症ケアパスの活用先進事例

の紹介等を通じ 、 全市町村での作成・ 活用を推進し ます。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

②孤立への対策 

【現状・課題】 

⚫ 認知症の人及び家族等が互いに支え合う ための交流活動に対する支援や必要な情報の提供が

必要です。  

⚫ 認知症の人やその家族、地域住民、専門職等の誰も が気軽に参加でき 、楽し みながら 社会と つ

ながる場である「 認知症カ フ ェ 」 の取組みが市町村等で進めら れています。  

⚫ 高齢化の進展に伴い、働き 盛り の世代の家族介護者は今後増加し ていく と 考えら れ、介護者の

仕事と 介護の両立支援が必要であり 、 地域包括支援センタ ー等地域関係機関と ハロ ーワーク

や企業等と の連携し た支援が重要です。  

【施策】 

⚫ 市町村、介護事業所、各関係団体等と 連携し 、認知症カ フ ェ の取組みに関する情報収集・ 発信や、

開設・ 運営の支援を し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 「 公益社団法人認知症の人と 家族の会 岐阜県支部」 が実施する 各種事業に対し て補助すると

と も に、 活動に協力し 、 認知症の人や家族の意見を 施策に取り 入れていき ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 企業等において、認知症サポータ ー養成講座等の開催により 、認知症への理解の促進を 図り 、仕

事と 介護を両立し やすい環境整備を 推進し ていき ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 認知症と 思われる初期の段階から 、心理面や生活面の支援と し て、市町村がコ ーディ ネータ ーを

配置し 、 地域において把握し た認知症の方の悩みや家族の身近な生活支援ニーズ等と 認知症サ

ポータ ーを中心と し た支援者をつなぐ 仕組みであるチームオレ ンジの構築を 推進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（７）研究等の推進等 

①認知症の本態解明等の基礎研究等の推進、成果普及 

【現状・課題】 
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⚫ 認知症は未だ発症や進行の仕組みの解明が不十分であり 、 根本的治療薬や予防法は十分に確

立さ れており ません。そのため、認知症発症や進行の仕組みの解明、予防法、診断法、治療法、

リ ハビリ テーショ ン、 介護モデル等の研究開発などの取組みを 国で進めています。  

【施策】 

⚫ 国が実施する、認知症の本態解明、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療

並びにリ ハビリ テーショ ン 及び介護方法その他の事項についての基礎研究等に求めに応じ て協

力すると と も に、 研究等で得ら れた成果については、 国等と 連携し 周知し てまいり ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

②社会参加の在り方や社会環境整備の調査研究等 

【現状・課題】 

⚫ 認知症の人が、 尊厳を 保持し つつ希望を 持っ て暮ら すための社会参加の在り 方及び認知症の

人が他の人々と 支え合いながら 共生するこ と ができ る社会環境の整備その他の事項に関する

科学的知見に基づく 研究等の成果を 、 広く 県民が享受でき る環境を 整備するこ と が重要です。 

【施策】 

⚫ 国が実施する、社会参加の在り 方等の調査研究等に求めに応じ て協力すると と も に、研究等で得

ら れた成果については、 国等と 連携し 周知し てまいり ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（８）認知症の予防等 

①科学的知見に基づく認知症等の予防 

【現状・課題】 

⚫ 運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の予防、社会参加による社会的孤立の解消

や役割の保持等が、認知症予防に資する可能性が示唆さ れているこ と から 、地域において高齢

者が身近に通える 介護予防の場と し て通いの場を 拡充する と と も に、 認知症の人のみなら ず

一般住民や高齢者全般を対象に整備さ れている社会参加活動・ 学習等の活動の場を 活用し 、認

知症予防に資する可能性のある活動を 推進する必要があり ます。  

【 通いの場への参加率の推移】            （ 単位： ％）  

H30 R1 R2 R3 

5. 4 6. 0 3. 9 4. 6 

資料： 厚生労働省「 介護予防・ 日常生活支援総合事業（ 地域支援事業） の実施状況に関する 調査結果」 よ り 県高齢福祉課にて 加工 

⚫ 市町村では、 予防活動に専門性の高い保健師によっ て「 生活習慣病予防」 や「 介護予防」 が推

進さ れています。健康づく り 部門と 介護保険部門が情報共有や連携するこ と で、更なる推進を

図るこ と が重要です。  

【施策】 
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⚫ 地域の実情に応じ た通いの場の拡充を 推進する ため、 その中心と なる 生活支援コ ーディ ネータ

ーの資質向上を図るための研修や、 市町村へのアド バイ ザーの派遣を実施し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 市町村が実施する介護予防事業等に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等のリ ハビリ 専門職

や管理栄養士や歯科医師、 歯科衛生士等の専門職を 派遣し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 岐阜県後期高齢者医療広域連合及び市町村がそれぞれの役割を 担い、 高齢者の保健事業と 介護

予防の一体的な実施の事業を 展開する中、県は、広域連合等における実施状況を フ ォ ローすると

と も に、 介護保険、 国保、 健康増進事業等の保健事業と の連携が促進さ れるよ う 、 市町村への指

導、 助言、 調整を 行います。  

（ 健康福祉部国民健康保険課）  

②早期発見・早期診断・早期対応 

【現状・課題】 

⚫ 認知症は、早期の診断と 対応を受ける こ と で、本人と 介護者の生活の質を高め、介護の負担を

減ら すこ と ができ ます。本人や家族等が認知症を疑っ た場合に、早い段階から 専門の医療機関

を 受診でき るよう 、 早期相談・ 受診のための支援体制の充実が必要です。  

⚫ 早期発見・ 早期対応の中心と なる 市町村の認知症地域支援推進員や認知症初期集中支援チー

ムは、全ての市町村に配置又は設置さ れていますが、その対応力の更なる向上を図るこ と が必

要です。  

【 認知症地域支援推進員の配置】                 （ 単位： 人）  

 

 

資料： 県医療福祉連携推進課調べ 

【 認知症初期集中支援チーム設置・ 活動状況】  

 

 

 

資料： 県医療福祉連携推進課調べ 

【施策】 

⚫ 全市町村に設置さ れた認知症地域支援推進員、 認知症初期集中支援チームの対応力の向上を 図

るため、情報共有を 行う 会議及び専門職を 派遣する研修会を 開催すると と も に、先進事例の紹介

等の支援を行います。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

⚫ 認知症の早期診断・ 早期対応に向けた体制整備を図るため、認知症サポート 医養成研修・ 認知症

 R3. 4 R4. 4 R5. 4 

認知症地域支援推進員 157 183 177 

区分 R3. 4 R4. 4 R5. 4 

訪問実績有の市町村数 24 25 28 

訪問実人数（ 人）  190 220 215 
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サポート 医フ ォ ローアッ プ研修を 実施すると と も に、かかり つけ医、歯科医師、薬剤師、看護師、

病院勤務の医療従事者等を 対象と し た認知症対応力向上のための研修を 実施し ます。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  
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３ 自立支援、介護予防・重症化予防の推進 

（１）地域ケア会議の推進 

【現状・課題】 

⚫ 市町村や地域包括支援センタ ーが行う 地域ケア会議は、地域包括ケアシステムの深化・ 推進に向

けて、 課題を 把握し 対応策の検討・ 決定を 行う 重要な役割を 担います。  

⚫ 地域ケア会議には、「 個別課題の解決」「 地域包括支援ネッ ト ワーク の構築」「 地域課題の発見」

「 地域づく り 、 資源開発」「 政策の形成」 の５ つの機能があり ます。 現状を見ると 、 こ れら の機

能が、 充分に発揮でき ていると はいえず、 特に「 政策の形成」 機能に課題が見ら れます。「 政策

の形成」 機能を活性化するために、個別ケア会議を 活発に行い、地域の課題を 発見し ていく こ と

が必要です。  

【施策】 

⚫ 市町村の要請に基づき 地域ケア会議に、 理学療法士等の専門職や経験の豊富なアド バイ ザーを

派遣し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 市町村職員や地域包括支援センタ ー職員を 対象に、 事例検討やグループワーク などの地域ケア

会議に関する研修を 実施し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（２）自立した日常生活の支援 

【現状・課題】 

⚫ 単身又は夫婦のみの高齢者世帯、認知症の人の増加と いっ た状況の中、高齢者に対する家事援助

や買い物・ 通院などの外出支援などの多様な生活支援サービスの充実が必要です。  

⚫ 市町村が配置する 生活支援コ ーディ ネータ ーが中心と なっ て、 地域に必要な支援サービスの創

出、特にボラ ンティ ア意識の醸成・ 組織化を図り 、地域住民によるサービスの創出に取り 組む必

要があり ます。  

⚫ 市町村は、 介護予防・ 日常生活支援総合事業（ 以下「 総合事業」 と いう 。） と し て、 要支援者や

チェ ッ ク リ スト 該当者を対象と し た介護予防・ 生活支援サービス事業や、地域の全ての高齢者を

対象と し た一般介護予防事業を 行っ ており 、 要支援者等の多様な生活支援ニーズに対応するた

め、 総合事業の充実化が必要です。  
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【 介護予防・ 生活支援サービス事業の実施状況（ R5. 4. 1 時点）】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： 県高齢福祉課調べ 

【施策】 

⚫ 生活支援コ ーディ ネータ ー等の資質向上を 図る ため、 住民自ら がサービスの担い手と なる 意識

を 高め、地域に必要なサービスについて総合事業を 活用し ながら 創出でき るよう 、先進事例の提

供やグループワーク を 中心と し た研修を 実施するほか、 希望する 市町村にアド バイ ザーを 派遣

し 、 市町村における生活支援事業の取組みを支援し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 市町村における介護予防・ 生活支援サービス事業の充実に向けて、主に生活機能の低下がみら れ

る方向けのサービスＣ 、多様な主体による基準を緩和し たサービスＡ 、住民主体で支援するサー

ビスＢ 等、 地域のニーズを 踏まえた拡充の必要性を 周知し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（３）要介護状態等になることの予防（介護予防の推進） 

【現状・課題】 

⚫ 地域包括ケアシステムは、必要なと き に介護や医療を 利用し ながら 、地域住民が主体と なっ て支

え合う こ と によ っ て、 高齢者が住み慣れた地域で暮ら し 続けるこ と を 目指すも のです。 そのた

め、でき る限り 介護状態と なら ないよ う 、元気なと き から 、介護予防を 進めるこ と が重要です。  

訪問型サービス（ R5. 4. 1 時点）   

 実施市町村数 実施率 

従前相当 39 92. 9% 

サービスＡ （ 緩和し た基準によるｻー ﾋﾞ ｽ）  24 57. 1% 

サービスＢ （ 住民主体による支援）  5 11. 9% 

サービスＣ （ 短期集中予防ｻー ﾋﾞ ｽ）  4 9. 5% 

サービスＤ （ 移動支援）  0 0. 0% 

通所型サービス（ R5. 4. 1 時点）   

 実施市町村数 実施率 

従前相当 39 92. 9% 

サービスＡ （ 緩和し た基準によるｻー ﾋﾞ ｽ）  21 50. 0% 

サービスＢ （ 住民主体による支援）  6 14. 3% 

サービスＣ （ 短期集中予防ｻー ﾋﾞ ｽ）  12 28. 6% 

左記のうち、従前
相当サービスのみ
実施している市町
村は 16。 

左記のうち、従前 
相当サービスのみ
実施している市町
村は 15。 
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⚫ 要介護状態と なる原因の１ 位は認知症、 ２ 位は脳血管疾患、 ３ 位は骨折・ 転倒です。 こ れら の原

因のう ち、脳血管疾患は、糖尿病や高血圧などの生活習慣病が原因であり 、壮年期から の生活習

慣病予防が必要です。  

【 介護が必要と なっ た主な原因】  

資料： 厚生労働省「 2022 年 国民生活基礎調査」  

⚫ 高齢者は、 運動機能の低下や認知症、 口腔機能の虚弱（ オーラ ルフ レイ ル） ※１ 、 低栄養、 う つ

状態、 孤立など身体的、 栄養面、 精神的、 社会的な多様な要因により フ レイ ル※２ （ 虚弱） 状態

になり やすく 、こ れら は、要介護状態と なる原因と なり ます。壮年期の生活習慣病予防に引き 続

き 、 高齢期にはフ レ イ ル予防が必要です。  

※１  オーラ ルフ レ イ ル 
口腔機能の軽微な低下や食の偏り などを 含む身体の衰え（ フ レ イ ル） のひと つです。 健康と 機

能障害の中間にあり 、 可逆的である こ と が大き な特徴である ため、 早期に気付き 対応する こ と が
重要と なり ます。  

※２  フ レ イ ル 
「 加齢と と も に心身の活力が低下し 、 複数の慢性疾患の併存などの影響も あり 、 生活機能が障

害さ れ、 心身の脆弱化が出現し た状態であるが、 一方で適切な介入・ 支援によ り 、 生活機能の維持
向上が可能な状態像」 と 定義さ れています。（ 出典： 厚生労働科学研究費補助金（ 長寿科学総合研
究事業）  総括研究報告書 後期高齢者の保健事業のあり 方に関する研究）  

⚫ また、新型コ ロナウイ ルスの感染拡大による外出控え等から 、フ レイ ル状態の高齢者が増加し た

こ と から 、 今後、 市町村で実施する介護予防事業を 通じ たフ レ イ ル改善が必要です。  

⚫ 老化によ る食欲低下に伴う 栄養状態の悪化などが放置さ れるこ と で、 要介護状態に陥る可能性

が高く なり ます。  

⚫ 日常生活における 適切な食事の質と 量の摂取は、 生活習慣病の発症予防や重症化予防のみなら

ず、 加齢に伴う 精神・ 身体機能の低下の予防にも 非常に重要です。  

⚫ 腎臓病や糖尿病など食事管理が必要な高齢者や低栄養状態の改善が必要な高齢者に対し 、 食生

活・ 栄養面から 在宅生活を 支援し ていく ために、 訪問栄養食事指導の充実を 図るこ と が必要で
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す。  

⚫ 高齢者の介護予防・ 重度化防止（ 疾病予防・ 重症化予防） を効果的に実施し ていく ためには、 保

健事業の情報や事業内容、担当者と いっ た様々な要素を連携さ せ、市町村が実施する国民健康保

険の保健事業や後期高齢者医療制度の保健事業の取組みと 、 介護予防の取組みを 効果的に接続

さ せていく 必要があり ます。  

【施策】 

⚫ 介護予防を 推進する ため、 各市町村が実施する 全ての高齢者を 対象と し た一般介護予防事業に

よる通いの場の設置を 推進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ ロコ モティ ブシンド ローム※やフ レイ ル等、高齢に伴う 疾病の予防を 図るため、講習会や研修会

等を 開催し 、 成人期から の予防対策を 啓発し ます。  
※ ロコ モティ ブシン ド ロ ーム 

運動器の障害のために自立度が低下し 、 介護が必要と なる危険性の高い状態のこ と です。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 市町村が実施する介護予防事業等に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等のリ ハビリ 専門職

や管理栄養士や歯科医師、 歯科衛生士等の専門職を 派遣し ます。【 再掲】  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 運動器の向上、口腔機能の向上、栄養改善等各分野の介護予防に関する指導者を 養成し 、指導者

による現場での教育を 実践するこ と によ り 、 介護予防事業に従事する 人材の資質向上を 図り ま

す。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 介護予防事業の実施における具体的な進め方や手法に関する研修を 実施し 、 介護予防従事者の

資質向上を図ると と も に、介護予防事業の評価等を 継続的に行う こ と により 介護予防の推進、介

護予防水準の向上を 図り ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 地域密着型の拠点である栄養ケア・ ステーショ ン等の活用促進のため、関係機関や市町村、地域

の配食業者等と 連携し 、 高齢者が住み慣れた地域で適切な栄養管理が行われる よう 体制整備を

行います。  

（ 健康福祉部保健医療課）  

⚫ 岐阜県後期高齢者医療広域連合及び市町村がそれぞれの役割を 担い、 高齢者の保健事業と 介護

予防の一体的な実施の事業を 展開する中、県は、広域連合等における実施状況を フ ォ ローすると

と も に、 介護保険、 国保、 健康増進事業等の保健事業と の連携が促進さ れるよ う 、 市町村への指

導、 助言、 調整を 行います。【 再掲】  

（ 健康福祉部国民健康保険課）  

（４）要介護状態等の軽減・重度化防止 
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【現状・課題】 

⚫ 要介護状態と なっ ても 、 要介護度が重度化し ないよ う 予防を する こ と が必要です。 そのために

は、リ ハビリ テーショ ンなどへの働き かけだけでなく 、活動的で生き がいを も っ た生活が送れる

よう 、介護給付サービスと 生活支援サービス、高齢者の活動の場を バラ ンスよく 整えるこ と が必

要です。  

⚫ 口腔機能の低下によ る食事バラ ン スの偏り は、 栄養低下を 招き 、 介護状態悪化の要因と なり ま

す。 また、 介護状態の悪化によっ て、 歩行などの日常生活動作が限ら れ、 ますます運動器の機能

低下を 招く など、 口腔機能と 栄養、 運動機能は、 介護状態の変化に密接な関係があり ます。 そこ

で、口腔機能の向上、栄養改善、運動器の機能向上の３ つの側面から アプローチするこ と が必要

です。  

⚫ 介護支援専門員は介護給付サービ スが真に自立支援に資するも のと なるよ う 、 高齢者自身の希

望と 必要性に合わせてサービスを ケアマネジメ ント するこ と が必要です。  

【施策】 

⚫ 地域包括支援センタ ー職員等介護予防従事者に対し 、口腔機能の向上、栄養改善、運動器の機能

向上について、 研修を実施し ます。 研修は、 こ れら を 組み合わせた複合型で実施し たり 、 実技を

取り 入れたり するなど、 より 効果的、 実践的なも のと なるよう 工夫し て実施し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  
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４ 保険者機能の強化 

地域包括ケアシステムの深化・ 推進のため、 保険者が地域のデータ を把握・ 分析し 、 目標をたてて

介護予防・ 重度化防止に取り 組む、 いわゆる保険者機能を 強化するこ と が必要です。  

そのために、 過不足のない介護給付を 提供する ための適正化事業の推進や、 地域包括ケアシステ

ムの中核機関である地域包括支援センタ ーの機能強化を 図るほか、 そのための都道府県によ る市町

村支援を 実施し ていく こ と が必要です。  

（１）介護給付適正化事業 

【現状・課題】 

⚫ 介護給付の適正化と は、介護給付を必要と する受給者を適切に認定し 、受給者が真に必要と する

過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう 促すこ と であり 、適切なサービスの確保

と その結果と し ての費用の効率化を 通じ て介護保険制度への信頼を 高め、 持続可能な介護保険

制度の構築に資するも のです。  

⚫ 介護サービスの増加が見込まれる 中、 限ら れた資源で高齢者の自立し た日常生活に必要な過不

足のないサービスを 提供するため、 財源と 人材を 効果的・ 効率的に活用するこ と が重要です。  

⚫ 介護給付適正化主要５ 事業（ 要介護認定の適正化、 ケアプラ ンの点検、 住宅改修等の点検、 縦覧

点検・ 医療情報と の突合、 介護給付費通知） が、 令和６ 年度から 、 主要３ 事業（「 要介護認定の

適正化」「 医療情報と の突合・ 縦覧点検」「 ケアプラ ン等の点検（ 住宅改修等の点検、 福祉用具購

入・ 貸与調査含む）」） に再編さ れます。新たな主要３ 事業についても 全ての市町村において実施

し 、 介護給付の適正化を一層推進する必要があり ます。  

【 主要５ 事業の実施状況（ 令和４ 年度）】  

 実施保険者数 実施率 

下記のう ち少なく と も 3 事業を実施 36  

①  要介護認定の適正化 
36 

（ 書面調査）  
100％ 

②  ケアプラ ン点検 31 86％ 

③  
住宅改修の点検 36 100％ 

福祉用具購入・ 貸与調査 29 81％ 

④  縦覧点検・ 医療情報と の突合 36 100％ 

⑤  介護給付費通知 29 81％ 

資料： 県高齢福祉課調べ 

【施策】 

⚫ 適正な要介護認定に基づき 、 自立支援に資する サービスが過不足なく 提供さ れるこ と を 目的と

し て、「 要介護認定の適正化」、「 ケアプラ ン等の点検」、「 医療情報と の突合・ 縦覧点検」 の主要

３ 事業及び介護給付実績の活用に関する 研修の実施や経費の補助によ り 市町村の取組みを 支援

し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  
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⚫ 要介護認定の適正化を 図る ため、 要介護認定を 行う 市町村職員や介護支援専門員等を 対象にし

た新任者研修及び現任者研修を開催し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 保険者によるケアプラ ン点検を 充実さ せるため、 ケアプラ ン点検に関する 研修を 開催する と と

も に、 希望する市町村に対し 、 ケアプラ ン点検の支援を行う 専門チーム（ 構成： 主任介護支援専

門員） を 派遣し 保険者、 地域包括支援センタ ー及び事業所に助言を 行います。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ サービス付き 高齢者向け住宅等高齢者向け住まいにおける 適正なサービス提供の確保のため、

市町村等におけるサービス付き 高齢者向け住宅等のケアプラ ン点検を推進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 要介護認定に係る 審査判定の重要な資料である 主治医意見書の記載が適切に行われるよう 医師

等を 対象と し て研修を 実施し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 高度で専門的知識を 必要と する福祉用具・ 住宅改修について保険者、介護支援専門員等を対象と

し た研修等を 実施し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 全保険者の医療情報の突合・ 縦覧点検を 行う 岐阜県国民健康保険団体連合会（ 以下「 国保連」 と

いう 。） に対し 、 点検に係る経費の一部を補助し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

給付適正化主要３ 事業 

◎要介護認定の適正化 

・ 指定居宅介護支援事業所等に委託し ている区分変更申請又は更新申請に係る認定調査内容を市町村職員等

が訪問又は書面等の審査を実施。  

◎ケアプラ ン等の点検 

 ○ケアプラ ンの点検 

 ・ 介護支援専門員が作成し た居宅サービス計画、 介護予防サービス計画の記載内容を、 事業者から の資料提

出又は訪問調査により 、 市町村職員等の第三者がその内容等の点検を実施。  

○住宅改修の点検  

・ 居宅介護住宅改修費の申請を受け、 改修工事施工前に受給者宅の実態確認又は工事見積書の点検、 竣工後

の訪問調査等により 施工状況の点検を行う 。  

○福祉用具購入・ 貸与調査 

・ 福祉用具の利用者に対し 訪問調査等により 、 福祉用具の必要性や利用状況等の点検を実施｡ 

◎医療情報と の突合・ 縦覧点検 

・ 受給者の入院情報と 介護給付情報を突合し 、 給付日数や提供サービスの整合性の点検を実施。  

・ 受給者ごと に複数月にまたがる支払状況を確認し 、 提供サービスの整合性、 算定回数等の点検を実施。  
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⚫ 国保連と 連携し 、保険者を 対象に国保連の介護給付適正化システム※を 活用し た分析・ 評価に係

る研修等を実施し ます。  
※ 介護給付費適正化システム 

保険者が介護給付の適正化に活用する ため、 介護給付等の審査支払業務を 通し て保有する 給付
実績から 必要な情報提供を 行う よう 国民健康保険中央会が構築し たシステムです。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 市町村、地域包括支援センタ ー、訪問介護事業所、ケアマネジャ ー等の地域で在宅介護高齢者の

生活を 支える介護関係者を 対象と し て、 在宅の限界点を あげるためのケアマネジメ ント の在り

方等の検討を 行う ための圏域会議を 開催し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（２）地域包括支援センターの機能強化 

【現状・課題】 

⚫ 市町村が設置する地域包括支援センタ ーは、 96 カ 所設置（ 令和５ 年４ 月１ 日現在） さ れていま

す。  

⚫ 地域包括支援センタ ーは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員やその他の職員がその専門

知識や技術を 活かし てチームで活動し 、住民と と も に地域ネッ ト ワーク を構築し ながら 、地域包

括ケアシステムの中核機関と し て様々な課題に対応する必要があり ます。  

⚫ 市町村では、 地域包括支援センタ ーの運営方針を 定めると と も に、 運営状況の評価を 行いなが

ら 、 その機能強化を 図る必要があり ます。  

⚫ 地域における高齢者の在宅生活を 支える に当たっ ては、 家族介護者の不安や悩みに答える 相談

機能の強化・ 支援体制の充実を図る必要があり ます。  

【施策】 

⚫ 地域包括支援センタ ーの機能強化を 支援するため、新任者向けの基礎研修や、現状の課題に応じ

た知識や技術の習得、先進事例の提供などの課題別研修の実施により 、職員の資質向上を図り ま

す。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 地域包括支援セン タ ーの機能強化のため、 地域課題や個別事例の課題解決を 図る地域ケア会議

等へアド バイ ザーや専門職を 派遣し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 家族介護者の負担の軽減を 図るため、介護支援専門員等に対する専門的な福祉用具・ 住宅改修に

関する研修を 実施し 、 高齢者の心身の状態にあっ た適切な福祉用具の活用や居宅生活の継続を

支援し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  
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（３）県による保険者支援 

【現状・課題】 

⚫ 保険者の人員体制やノ ウハウの蓄積状況は地域によっ て様々であるため、介護保険サービス、と

り わけ地域支援事業の実施状況に市町村差がでないよう 、 県によるき め細かい支援が必要です。 

⚫ 県では、保険者の介護保険の運営状況を把握するヒ アリ ングや、保険者機能強化等に関する意見

交換会を 実施するほか、 課題に応じ た研修を実施するなどの市町村支援を 行っ ています。  

⚫ 今後は、こ れまでの支援に加えて、各種データ の活用と 分析による市町村の課題把握や、取組状

況と 支援ニーズの把握、 支援を実施し ていく 必要があり ます。  

【施策】 

⚫ 保険者の事業の進捗状況や課題の把握のため、 第９ 期計画期間中に全ての保険者を 訪問し ヒ ア

リ ングを 行い、 課題把握を 行う と と も に必要な助言を 行います。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 各保険者が行っ た保険者機能強化推進に係る 評価や介護保険事業計画にかかる 取組みと 達成状

況の評価を 取り まと め、 各保険者に情報提供すると と も に圏域別の意見交換会を 実施する こ と

で、 優良事例の提供や助言を 行い、 保険者の課題把握や課題解決に向けた支援を行います。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ ヒ アリ ン グ等で把握さ れた課題を テーマと し た研修会や、 県と し て広域的な立場から 実施すべ

き 生活支援コ ーディ ネータ ーの資質向上研修等を 実施し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 市町村が実施する 総合事業や地域ケア会議などの地域支援事業へ、 理学療法士等リ ハビリ 専門

職や、 管理栄養士、 歯科衛生士等の専門職を派遣し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  
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第２節 介護保険サービス基盤の充実 

 

 

１ 介護人材の確保 

⚫ 岐阜県の令和４ 年度の介護職員数は、 ３ 万 3, 739 人です。  

⚫ 令和 32 年には、 約１ 万 400 人の介護人材不足が見込まれています。  

⚫ 介護関係職種の有効求人倍率を 見ると 、 全職業の有効求人倍率に比べ、 高い水準と なっ ていま

す。  

【 岐阜県における 有効求人倍率】           （ 倍）  

 

 

 

資料： 岐阜労働局「 一般職業紹介状況」（ 令和５ 年 12 月分）  パート 含む常用 

※介護関係職種は、 平成 23 年改定「 厚生労働省編職業分類」 における「 福祉施設指導専門員」「 そ
の他の社会福祉の専門的職業」「 家政婦（ 夫）、 家事手伝」「 介護サービ スの職業」 の合計によ る。 

⚫ 介護労働者全体の過不足状況について、 64. 0％の事業所が不足感あり （「 大いに不足」、「 不足」

「 やや不足」） と 感じ ています。 職種別の不足感をみると 、 最も 高い「 介護職員」 では 81. 4％と

なっ ています。  

【 岐阜県における介護労働者の過不足状況】                  （ 単位： ％）  

資料： 公益社団法人介護労働安定センタ ー「 令和４ 年度介護労働実態調査」  

⚫ 公益社団法人介護労働安定センタ ー「 令和４ 年度介護労働実態調査」 によると 、 訪問介護員、 介

護職員の約３ 割が、 有期雇用職員です。 また、 訪問介護員の平均年齢は 50. 0 歳、 介護職員の平

均年齢は 46. 2 歳と なっ ています。  

⚫ 離職者のう ち、 訪問介護員の８ 割、 介護職員の約６ 割が就職３ 年未満で離職し ています。  

【 岐阜県における離職状況】            （ 単位： ％）  

 

 

 

 

 

資料： 公益社団法人介護労働安定センタ ー「 令和４ 年度介護労働実態調査」  

 職業計 介護関係職種（ ※）  

有効求人倍率 1. 60 5. 72 

職種 
大いに 

不足① 
不足② やや不足③ 適当④ 過剰⑤ 

不足感あり  

①＋②＋③ 

全職種 7. 0 28. 0 29. 0 36. 0 0. 0 64. 0 

訪問介護員 21. 4 28. 6 25. 0 25. 0 0. 0 75. 0 

介護職員 12. 1 30. 8 38. 5 18. 7 0. 0 81. 4 

職種 離職率 

離職者の勤続年数 

１ 年未満 
１ 年以上 

３ 年未満 
３ 年以上 

訪問介護員 14. 2 57. 5 22. 5 20. 0 

介護職員 14. 4 30. 9 25. 1 43. 9 
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⚫ 介護職員の主な離職理由は、「 職場の人間関係に問題があっ た」 が令和２ 年度から 継続し て１ 位

と なっ ています。 令和４ 年度においては、 次いで「 法人や施設・ 事業所の理念や運営のあり 方に

不満があっ た」、「 他に良い仕事・ 職場があっ た」 と なっ ています。「 結婚・ 妊娠・ 出産・ 育児」

は、 減少し ています。  

【 介護関係の仕事をやめた理由（ 複数回答可）（ 上位７ 位）】           （ 単位： ％）  

資料： 公益社団法人介護労働安定セン タ ー「 介護労働実態調査」  

⚫ 労働条件・ 仕事の負担に対する主な悩み、 不安、 不満は、 令和２ 年度から 継続し て、「 人手が足

り ない」「 仕事内容のわり に賃金が低い」「 身体的不安が大き い」 が上位を 占めています。  

【 労働条件等の悩み、 不安、 不満（ 複数回答可）（ 上位５ 位（ R4））】        （ 単位： ％） 

資料： 公益社団法人介護労働安定セン タ ー「 介護労働実態調査」  

⚫ 厚生労働省「 令和４ 年賃金構造基本統計調査」 によると 、一般労働者にき まっ て支給さ れる現金

給与額について、 介護職員（ 医療・ 福祉施設等） は約 25 万 8 千円、 訪問介護従事者は約 26 万１

千円であり 、 産業計の約 34 万円と 比較し て低い状況にあり ます。  

【 き まっ て支給する現金給与額（ 職種別）】                 （ 単位： 千円）  

資料： 厚生労働省「 令和４ 年賃金構造基本統計調査」  

 

 
岐阜県 全国 

R2 R3 R4 R4 

職場の人間関係に問題があっ たため 30. 1 29. 5 27. 8 27. 5 

法人や施設・ 事業所の理念や運営のあり 方に不満があっ たため 14. 0 20. 0 21. 7 22. 8 

他に良い仕事・ 職場があっ たため 20. 4 10. 5 20. 9 19. 0 

収入が少なかっ たため 17. 2 13. 7 15. 7 18. 6 

自分の将来の見込みが立たなかっ たため 12. 9 21. 1 11. 3 15. 0 

新し い資格を 取っ たため 7. 5 7. 4 11. 3 9. 9 

結婚・ 妊娠・ 出産・ 育児のため 23. 7 13. 7 7. 8 8. 4 

 
岐阜県 全国 

R2 R3 R4 R4 

人手が足り ない 57. 4 52. 6 52. 9 52. 1 

仕事内容のわり に賃金が低い 44. 6 36. 3 41. 3 41. 4 

身体的負担が大き い（ 腰痛や体力に不安がある）  34. 9 30. 5 34. 7 29. 8 

健康面（ 感染症、 怪我） の不安がある 22. 3 24. 2 31. 8 29. 0 

精神的にき つい 23. 5 25. 4 28. 3 26. 8 

 
介護職員 

（ 医療・ 福祉施設等）  
訪問介護従事者 全職種 

岐阜県 266. 2 285. 9 322. 1 

静岡県 259. 4 316. 7 323. 0 

愛知県 277. 9 270. 6 347. 1 

三重県 273. 1 264. 7 332. 7 

全国 257. 5 260. 8 340. 1 
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（１）新規就業促進・潜在介護人材の呼び戻し 

【現状・課題】 

⚫ 介護の仕事に対する マイ ナスイ メ ージや理解不足等から 人材が集まり にく い状況にあり ます。

介護の仕事が魅力ある職業と し て社会的に認知さ れるよう 、 社会を 支える 働き がいのある 仕事

であるこ と を 積極的に周知・ 広報するこ と が重要と なっ ています。  

⚫ 多様な人材を 確保する観点から 、 他の分野の従事者や高齢者等の参入促進を 図る必要があり ま

す。  

⚫ 介護福祉士登録者のう ち、介護保険事業に従事し ている方は約５ 割と なっ ていますが、公益社団

法人 日本介護福祉士会が会員に対し て行っ た調査（ 令和４ 年） によると 、 現在「 福祉や介護に

関係し ない仕事」 または「 仕事を し ていない」 人のう ち、 約 37％が福祉や介護の仕事への復帰

を 予定、 希望する結果と なっ ています。  

【 岐阜県における介護福祉士の従事状況】            （ 単位： 人、 ％）  

 

 

 

資料： 介護福祉士登録者数： 公益財団法人社会福祉振興・ 試験センタ ー「 都道府県別登録者数」  

介護保険事業に従事する介護福祉士数： 厚生労働省「 介護サービ ス・ 事業所調査」     

⚫ 介護現場での全体的な人材不足が見受けら れる 一方、 県内の介護福祉士養成施設では近年定員

割れが発生し ており 、 若い世代を 対象にし た継続的な人材確保対策を 行う こ と が必要と なっ て

います。  

⚫ 小・ 中学校では、 総合的な学習の時間において、 高齢者福祉・ 地域の福祉などをテーマと し た学

習、高齢者等と の交流活動を 実施し 、児童生徒が高齢者と ふれ合い、交流する機会などを設けて

います。 また、 高等学校では、 生徒会や学校家庭ク ラ ブ等と の連携を図り 、 高齢者福祉施設等へ

の訪問や交流などの体験を 行っ ています。  

【 小・ 中学校における福祉学習等の状況】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※公立小・ 中学校数＝令和５ 年度学校教育計画に関連し た記載がある 校数 

介護福祉士登録者数 

（ R4. 3 末日現在） ① 

介護保険事業に従事する介護福祉士数 

（ R3. 10. 1 現在） ② 

割合 

②/① 

28, 598 14, 581 51. 0 

小・ 中学校における令和５ 年度の実施計画の状況 実施学年の内訳（ ％）  

総合的な学習の時間において、 福祉を

扱っ ている「 小学校」  

公立小学校（ 義務教育学校前期課程を

含む）  354 校※ 

309 校 

87. 3％ 

小学校３ 年生 12. 4 

小学校４ 年生 31. 6 

小学校５ 年生 40. 1 

小学校６ 年生 39. 0 

総合的な学習の時間において、 福祉を

扱っ ている「 中学校」  

公立中学校（ 義務教育学校後期課程を

含む）  177 校※ 

93 校 

52. 5％ 

中学校１ 年生 29. 4 

中学校２ 年生 20. 9 

中学校３ 年生 27. 7 
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⚫ 教員においては、在学中に福祉・ 介護施設等での職場体験等を 経験し ているも のの、採用後は、

実際の場で活動する機会が少ないのが現状であり 、教育現場での福祉・ 介護の仕事への理解を 深

めていく 必要があり ます。  

【施策】 

⚫ 小中学生及びその保護者等を 対象にし た職場体験バスツアーや中学生以上の幅広い年齢層を 対

象にし た職場体験を 実施し 、 介護の仕事を よ く 知っ ても ら う こ と でイ メ ージアッ プを 図る と と

も に、 介護人材への参入を 促進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 主に小中学生と その保護者を 対象に、体験イ ベント やガイ ド ブッ ク の配布を 通じ て、介護の仕事

に関する正確な理解を 広めると と も に、介護の仕事のやり がいや魅力を 伝えるこ と で、介護の仕

事のイ メ ージアッ プを 図り ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 教員に対し ては、 福祉・ 介護施設等での地域貢献活動や職場体験等の機会を 設ける等、 福祉・ 介

護の仕事への理解を図り ます。  

（ 教育委員会教育研修課）  

⚫ 人材育成や職場環境改善に積極的に取り 組む介護事業者を 県が認定し 、 認定事業者と その取組

みを 岐阜県介護情報ポータ ルサイ ト 「 ぎふ kai GO! 」 等を通じ て積極的にＰ Ｒ するこ と により 、

介護の職場の魅力アッ プを 図り ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 介護福祉士等の資格を 持つ職員が退職し た場合の届出制度への登録者を 対象に、 研修費用の補

助や就職等に関する情報提供などを 行い、 潜在介護人材の復職を支援し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 介護福祉士養成施設に修学する学生に対する 修学資金の貸付を 実施し 、 新たな介護人材の確保

対策を 推進すると と も に、同修学資金の返還免除要件（ 県内介護事業所で５ 年間以上従事するこ

と により 返還免除） により 、 県内での介護人材の定着を促進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 離職し た介護職員が再就職する際に必要と なる 費用について、 再就職準備金の貸付を 行う こ と

により 、潜在介護人材の呼び戻し を促進し ます（ 県内介護事業所に２ 年間以上従事するこ と によ

り 返還免除）。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 福祉系高校に修学する学生に対する 修学資金の貸付を 実施し 、 若者の介護分野への参入促進、  

福祉系高校の定員充足率の増加を 図ると と も に、同修学資金の返還免除要件（ 県内介護事業所で

３ 年間従事するこ と により 返還免除） により 、 県内での介護人材の定着を 促進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 他業種で働いていた方が介護職に転職する際に必要な経費について、 就職支援金の貸付を 行う

こ と により 、新たな介護人材確保を促進し ます（ 県内介護事業所に２ 年間以上従事するこ と によ
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り 返還免除）。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 市町村が実施する地域の実情に合わせた介護人材確保事業に対し て補助し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 中高年齢者等を 対象に、 ケアパート ナー( 介護助手) 等と し て介護に参入し ても ら う ために、 入

門的研修を実施すると と も に、 就業希望者と 介護事業所と のマッ チングを 支援し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 介護分野を含む福祉人材の確保・ 定着を 図るため、 福祉施設職員、 福祉系の大学に通う 学生、 福

祉教育に携わる教員等を構成員と し た「 福祉のイ メ ージアッ プ委員会」 を設置し 、イ メ ージアッ

プを 主と し た提案・ 企画を 行う と と も に、 福祉現場の課題の洗い出し と その対応策を 実施し ま

す。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

⚫ 岐阜県福祉人材総合支援センタ ー（ 岐阜県社会福祉協議会） にキャ リ ア支援専門員を配置し 、求

職者への相談対応、 事業者支援等を行う と と も に、 就職フ ェ アを 開催し 、 福祉・ 介護の仕事への

理解促進・ 人材確保を 図り ます。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

（２）介護職員の離職防止・定着促進 

【現状・課題】 

⚫ 公益社団法人介護労働安定センタ ー「 令和４ 年度介護労働実態調査」 によると 、県内の介護職員

の主な離職理由は、「 職場の人間関係に問題があっ た」、「 法人や施設・ 事業所の理念や運営のあ

り 方に不満があっ た」、「 他に良い仕事・ 職場があっ た」 と なっ ており 、 こ う し た離職理由に対応

する職場環境の改善や介護職員へのサポート を 進める必要があり ます。  

【 介護関係の仕事をやめた理由（ 複数回答可）（ 上位７ 位）】    （ 単位： ％）  

資料： 公益社団法人介護労働安定セン タ ー「 介護労働実態調査」  

⚫ 同調査によると 、 県内で１ 年間（ 令和３ 年 10 月１ 日から 令和４ 年９ 月 30 日まで） に離職し た

者の勤務年数をみると 、「 １ 年未満の者」 が 35. 0％、「 １ 年以上３ 年未満の者」 が 24. 8％、「 ３ 年

以上の者」 が 40. 2％と なっ ており 、 新人介護職員の定着対策を 図るこ と が重要と なり ます。  

 
岐阜県 全国 

R2 R3 R4 R4 

職場の人間関係に問題があっ たため 30. 1 29. 5 27. 8 27. 5 

法人や施設・ 事業所の理念や運営のあり 方に不満があっ たため 14. 0 20. 0 21. 7 22. 8 

他に良い仕事・ 職場があっ たため 20. 4 10. 5 20. 9 19. 0 

収入が少なかっ たため 17. 2 13. 7 15. 7 18. 6 

自分の将来の見込みが立たなかっ たため 12. 9 21. 1 11. 3 15. 0 

新し い資格を 取っ たため 7. 5 7. 4 11. 3 9. 9 

結婚・ 妊娠・ 出産・ 育児のため 23. 7 13. 7 7. 8 8. 4 
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⚫ 小規模事業者が多く 、同世代の仲間づく り が難し いこ と から 、職場で孤立し 相談相手がいないこ

と が、 早期離職の原因の一つであると 考えら れます。  

⚫ 介護職員の早期離職の防止や定着促進のために最も 効果のあっ た方策と し て、 残業を 少なく す

る、 有給休暇を取り やすく する等の労働条件の改善に取り 組んでいるこ と が挙げら れます。  

⚫ 介護職員の離職防止・ 定着促進を 図るう えで、誰も が安心し て活躍でき る職場環境を 整備するこ

と が大変重要と なるが、介護現場においては、利用者や家族等による介護職員へのハラ スメ ント

が少なから ず発生し ているこ と が様々な調査で明ら かと なっ ています。また、ハラ スメ ント は介

護職員への影響だけでなく 、 利用者自身の継続的で円滑な介護サービ スの利用の支障にも なり

得ます。  

⚫ 介護現場を 含めた職場におけるハラ スメ ント 対策については、 セク シャ ルハラ スメ ント につい

ては男女雇用機会均等法において、 パワーハラ スメ ント については労働施策総合推進法におい

て、事業主に対し 、事業主の方針等の明確化や相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じ るこ

と が義務付けら れまし た。  

⚫ 令和３ 年度から 、すべての介護サービ ス事業者に対し 、事業の運営に当たっ て、職場におけるセ

ク シャ ルハラ スメ ン ト 又はパワーハラ スメ ン ト を 防止する ための方針の明確化等の必要な措置

を 講ずるこ と が義務付けら れまし た。  

【施策】 

⚫ 介護職員の職場における人間関係や業務内容等に関する悩みや不満等の相談を 受ける専用ダイ

ヤルを 設置し 、 専門性の高い相談員が対応し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 新人介護職員を 対象と し た研修会や交流会等の開催や新人介護職員が気軽に相談でき る窓口を

設置すると と も に、新人介護職員を指導する職員に対する 育成研修等、新人介護職員の定着促進

を 図り ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 介護職員の児童を 保育する 目的で設置さ れている介護事業所内保育施設の運営費に対し て補助

し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 福祉施設で働く 若手職員を 対象に、合同研修・ 交流会を 開催し 、所属する事業所や職種を 超えた

ネッ ト ワーク づく り を 行う こ と や、個別事業所では実施が難し い研修の受講により 、福祉に携わ

る職員と し てのモチベーショ ンを 高め、 福祉人材の定着及び離職防止を 図り ます。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

⚫ 介護分野を含む福祉人材の確保・ 定着を 図るため、 福祉施設職員、 福祉系の大学に通う 学生、 福

祉教育に携わる教員等を構成員と し た「 福祉のイ メ ージアッ プ委員会」 を設置し 、イ メ ージアッ

プを 主と し た提案・ 企画を 行う と と も に、 福祉現場の課題の洗い出し と その対応策を 実施し ま

す。【 再掲】  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

⚫ 人材育成や職場環境改善に積極的に取り 組む介護事業者を 県が認定し 、 認定事業者と その取組
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みを 岐阜県介護情報ポータ ルサイ ト 「 ぎふ kai GO! 」 等を通じ て積極的にＰ Ｒ するこ と により 、

介護の職場の魅力アッ プを 図り ます。【 再掲】  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

【 岐阜県介護人材育成事業者認定制度の概要】  

＜認定取得の流れ＞ 

○取組宣言を 提出し ます。  

○認定を 希望する介護サービス事業者の認定申請について県が審査を行い、 認定し ます。  

○介護人材の確保・ 育成に向けた取組状況に係る 評価項目の達成状況に応じ て、 ３ つのグレ ード

で認定を 行います。  

＜３ つの認定グレ ード ＞ 

  グレ ード １ ： 最も 質の高い取組みを実施 （ 最上位）  

  グレ ード ２ ： 充実し た取組みを実施 （ 上位）  

  グレ ード ３ ： 基本的な取組みを 実施 （ 基本）  

＜認定状況（ 令和５ 年 12 月 25 日現在） ＞ 

合計 グレ ード １  グレ ード ２  グレ ード ３  

169 事業者 22 事業者 55 事業者 92 事業者 

資料： 県高齢福祉課調べ 

⚫ 介護サービス事業者において、職員から のハラ スメ ント に関する相談に応じ 、適切に対応するた

めに必要な体制整備、 マニュ アル作成や研修の実施等の被害防止のための取組みなどが適切に

行われ、介護職員が安心し て働く こ と ができ る労働環境づく り が図ら れるよう 、市町村と と も に

指導・ 助言を し ていき ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 社会保険労務士等の専門家を 介護サービス事業所に派遣し 、個別の助言・ 指導等を行い、介護職

員処遇改善加算の取得を支援し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（３）外国人介護人材の受入れ・定着 

【現状・課題】 

⚫ 外国人介護人材については、 経済連携協定（ Ｅ Ｐ Ａ ） に基づく 外国人介護福祉士候補者、 外国人

技能実習制度、特定技能１ 号などの在留資格により 、介護現場での就労が可能と なっ ています。  

⚫ 国においては、現行の技能実習制度を 実態に即し て発展的解消をし 、人材確保と 人材育成を 目的

と する新たな制度（ 育成就労） の創設に向け検討が進んでいます。  

⚫ 県内事業所の 34％の事業所が外国人介護人材を 受け入れています。 また、 今後受け入れ予定が

ある県内事業所は 41％と なっ ており 、 今後、 外国人介護人材を 受け入れる事業所数が増加する

こ と が見込まれます。  
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【 外国人介護人材の受入れ状況と 今後の受入れ予定】             （ 単位： 件、 ％）  

現在の受入れ状況 件数 今後の受入れ予定 件数 割合 

受入れている 124 
受入れる予定がある 101 28 

受入れる予定がない 23 6 

受入れていない 240 

受入れる予定がある 48 13 

受入れる予定がない 113 31 

受入れを 検討し たこ と がない 79 22 

合計 364 100 

資料： 岐阜県外国人対策協議会「 岐阜県外国人介護人材受入れ状況に関する 実態調査結果( 2023 年度) 」  

⚫ 外国人介護人材の受入れを 検討する段階においての課題と し て、 日本語のコ ミ ュ ニケーショ ン

能力への不安、 大き な金銭的負担、 欲し い人材と マッ チするかの不安が挙げら れます。  

⚫ 介護現場で働く 外国人介護人材が日常生活で困っ ているこ と と し て、 法律や税金に関する こ と

や、文化や習慣が違う こ と 等が挙げら れるこ と から 、安心し て本県で暮ら し ていけるよう 日常生

活面のサポート が必要と なっ ています。  

【施策】 

⚫ 介護事業所に対し 、 外国人介護人材の受入れに関する基礎知識や受入後の具体的な支援方法等

の取得を 支援するなど、 職場環境の整備等を推進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 外国人介護人材確保に向けて、 県内介護事業所への就労( 特定技能１ 号) 及び介護福祉士養成施

設への留学を 希望する人材と のマッ チング支援を 実施し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 「 岐阜県外国人介護人材対策協議会」 を設置し 、県内外国人介護人材の就労状況などの調査、他

県の先進事例や送り 出し 国の情報収集などを 行う と と も に、 外国人介護人材の受入れに係る効

果的な施策を 企画・ 立案し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 介護福祉士を 目指す外国人留学生を 支援する 介護事業者に対し 、 日本語学校に係る 学費及び居

住費等を 補助し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 外国人技能実習生及び特定技能外国人等の受入れを 行う 介護事業者が行う 日本語学習に係る経

費を 補助し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 外国人介護人材の家族の帯同を想定し た生活面のサポート と し て、「 岐阜県在住外国人相談セン

タ ー」 において、多言語で相談に対応すると と も に、生活に必要な日本語を学ぶこ と ができ るよ

う 、 地域日本語教室を 設置する市町村等を 支援し ます。  

（ 清流の国推進部外国人活躍・ 共生社会推進課）  

⚫ 受け入れ側の企業や地域に対し て、 言葉を わかり やすく 簡単に言い換える こ と で外国人と の意
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思疎通を し やすく する「 やさ し い日本語」 を普及啓発し ます。  

（ 清流の国推進部外国人活躍・ 共生社会推進課）  
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２ 介護現場の生産性向上 

（１）介護現場の生産性向上の推進 

【現状・課題】 

⚫ 介護人材不足が深刻さ を増し 、さ ら なる生産年齢人口の減少が見込まれる中、限ら れた人材で一

人でも 多く の利用者に質の高いケアを 届けるこ と を 目的と し た「 介護現場の生産性向上」 に資す

る取組みをより 一層推進する必要があり ます。  

⚫ 改正介護保険法（ 令和６ 年４ 月１ 日施行） では、 都道府県の努力義務と し て、 介護サービスの生

産性向上に資する取組みを 介護保険事業支援計画に定めるこ と と さ れまし た。  

⚫ 介護ロボッ ト については平成 27 年度から 導入支援を 行っ ており 、徐々に導入は進んでいますが、

今後の介護人材不足の見込みをふまえると 、 より 一層導入を加速さ せる必要があり ます。  

⚫ 介護記録の作成・ 保管、サービ ス提供実績に応じ た各種加算を含めた介護報酬の請求に係る事務

は煩雑で負担が大き く 、介護記録の作成から 組織的情報共有、介護報酬の請求までを 一気通貫で

行う こ と ができ るソ フ ト 等の導入にも 大き な効果が見込まれます。  

⚫ 介護業務は身体介助だけでなく 、 掃除、 シーツ交換、 配膳など、 業務内容は多岐にわたるため、

業務の機能分化を 進めるこ と によ り 、 介護職員の業務負担の軽減や介護サービスの質の向上に

つなげる必要があり ます。  

【施策】 

⚫ 介護事業所に対し 、介護ロボッ ト ・ Ｉ Ｃ Ｔ 機器導入等の生産性向上に資する取組みを助言するな

ど、 介護現場の生産性向上のためのワン スト ッ プ型の支援を 実施する 相談セン タ ーを 設置し ま

す。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 介護職員の身体的・ 精神的負担軽減及び介護サービスの質の向上等を目的と し て、介護事業所へ

の介護ロボッ ト の導入や見守り 機器導入に伴う 通信環境整備へ支援し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 介護職員の業務負担の軽減、業務の効率化及び介護サービスの質の向上等を 目的と し て、介護事

業所において、記録業務、情報共有業務、請求業務までを 一気通貫にする介護ソ フ ト 等のＩ Ｃ Ｔ

機器の導入を 支援し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 中高年齢者等を対象に、 ケアパート ナー( 介護助手) 等と し て介護分野に参入し ても ら う ために、

就業希望者と 事業所と のマッ チン グを 支援する こ と により 、 介護現場における 機能分化を 推進

し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（２）人材育成・キャリアアップ 

【現状・課題】 
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⚫ こ れから ますます増大が見込まれる介護ニーズに対応するためには、介護職員の質的確保・ 向上

の推進が必要です。  

⚫ 職場外の研修会への参加については、受講意欲があっ ても 、「 日々の業務が忙し い」「 代替職員が

いない」 と いっ た理由から 、 参加でき ないと いう 背景があり ます。  

【 仕事上の能力・ スキルの向上意欲】               

 問： 今後、 仕事上の能力・ スキルを 今以上に高めていき たいか。        （ 単位： ％）  

 はい いいえ 分から ない 無回答 

全体 69. 1 5. 8 23. 7 1. 4 

正規職員 70. 5 5. 5 22. 9 1. 1 

非正規職員 65. 9 6. 6 25. 6 2. 0 

資料： 公益社団法人介護労働安定センタ ー「 令和４ 年度介護労働実態調査」  

⚫ 小規模事業者において、単独の事業者では職場内研修等の実施が困難であるこ と を 想定し 、適切

な支援を 行っ ていく 必要があり ます。  

【施策】 

⚫ 介護事業者、介護関係団体、介護福祉士養成施設等が実施する、介護職員のキャ リ アパスを 踏ま

えた知識や技術に関する研修開催費用や、資格取得に要する受講料、代替職員の給与等について

補助し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 人手不足などによ り 外部への研修派遣が困難な事業所に対し 、 スキルアッ プ等のための研修講

師を 派遣し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 介護職員に対し て、 岐阜県福祉人材総合支援センタ ーが実施する 課題別研修やキャ リ アパス研

修の受講費を 支援し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（３）ケアマネジメントの質の向上 

【現状・課題】 

⚫ 要介護者ができ る 限り 住み慣れた地域で、 最後まで尊厳を も っ て自分ら し い自立し た日常生活

を 送るためには、 医療・ 介護・ 予防・ 住まい・ 生活支援と いっ た多様なサービスが一体的に提供

さ れると と も に、医療職を はじ めと する多職種と 連携・ 協働し ながら 要介護者等を 支援でき るよ

う 、 適切にケアマネジメ ント を行う こ と が重要です。  

⚫ 利用者の状況に応じ て、多様なサービスが提供でき るよう 、適切なアセスメ ント に基づいたケア

プラ ンを 作成する介護支援専門員は、地域の社会資源やサービスを 有効に活用し 、様々な職種と

連携するなど、 地域におけるネッ ト ワーク の中核的な役割を 担う こ と が期待さ れています。  

⚫ また、 主任介護支援専門員は、 介護支援専門員に対する指導・ 支援を 行う と と も に、 地域包括ケ
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アシステムの構築に当たっ ての地域づく り の役割を 担う こ と が求めら れています。  

⚫ 今後、少子高齢化の進展により 、認知症高齢者や独居高齢者の増加等に伴う 意思決定支援や家族

支援と いっ た相談援助も 重要視さ れるなど、福祉ニーズが多様化・ 複雑化し ていく こ と から 、介

護支援専門員の資質向上の重要性がますます高まっ ています。  

【施策】 

⚫ 介護支援専門員及び主任介護支援専門員の資格取得や資質向上に必要な試験及び法定研修につ

いて、 県が指定する試験実施機関及び研修実施機関と 連携し 、 適切に実施し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 法定研修の実施にあたっ ては、令和６ 年度から の研修カ リ キュ ラ ムの見直し を 踏まえた「 適切な

ケアマネジメ ント 手法」 の普及・ 定着が図ら れるよう 取り 組むと と も に、研修の質を 確保し つつ

受講し やすい環境を 整備するため、 研修のオンラ イ ン化について検討し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 資格取得や資質向上に資する法定外研修を 実施する 団体等や当該研修に職員を 派遣する介護サ

ービス事業者を支援するため、 補助制度を 設けます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（４）文書負担の軽減 

【現状・課題】 

⚫ 行政に提出する文書や事業所におけるケア記録・ ケアプラ ン等の文書の削減（ 簡素化・ 標準化）

により 、介護現場の業務の効率化を図っ てき まし たが、介護職員等の利用者のケアに係る時間を

確保するため、今後さ ら なる削減、オンラ イ ン化及びＩ Ｃ Ｔ 等の活用を 進め、文書負担を軽減す

る必要があり ます。  

⚫ 介護サービス事業者が介護保険法等に基づき 都道府県及び市町村に提出する指定及び報酬請求

に関連する申請・ 届出については、令和７ 年度末までに国が構築し た「 電子申請・ 届出システム」

の利用を 開始するこ と と さ れています。  

【施策】 

⚫ 介護職員の業務負担の軽減、業務の効率化及び介護サービスの質の向上等を 目的と し て、介護事

業所において、記録業務、情報共有業務、請求業務までを 一気通貫にする介護ソ フ ト 等のＩ Ｃ Ｔ

機器の導入を 支援し ます。【 再掲】  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 県に対する指定及び報酬請求に関連する申請・ 届出については、原則、国が定める標準様式に統

一するよう 見直し を 図ると と も に、「 電子申請・ 届出システム」の利用開始に向けて準備を 進め、

介護サービス事業者が円滑に同システムを 利用でき るよう 支援し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  
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３ 介護サービスの充実 

介護保険制度は、 その創設から 20 年以上がたち、 介護サービス基盤の整備は着実に進み、 介護が

必要な高齢者の生活の支えと し て、 定着・ 発展し てき まし た。 2025 年にはいわゆる団塊の世代の全

てが 75 歳以上と なるなど、 今後高齢化が一層進展するこ と が見込まれる中で、 高齢者の方が要介護

状態等になっ ても 、 可能な限り 住み慣れた地域において、 尊厳ある 自立し た生活を 続けるこ と がで

き るよう 、 高齢者に対する 自立支援や要介護状態等の軽減・ 悪化の防止等の制度の理念を 踏まえな

がら 、 必要な介護サービスの充実と 質の向上を 図る こ と が必要です。  

県では、 今後必要な介護サービス基盤の整備に向け、 住民にと っ て最も 身近な市町村が主体と な

っ て進める、 日常生活圏域に必要な介護サービス基盤の整備を 支援すると と も に、 市町村が主体と

なっ て整備する施設等以外の広域的な施設等の整備を 推進し ます。 また、 介護人材確保対策を 推進

し 、 円滑なサービス提供に向けた体制整備を図り ます。  

（１）居宅サービス 

【現状・課題】 

⚫ 介護保険制度では、介護サービスの給付は、高齢者が要介護状態と なっ た場合においても 、可能

な限り その居宅において、 有する 能力に応じ た日常生活を 営むこ と ができ るよ う に配慮さ れな

ければなら ないと さ れています。その実現のため、必要な居宅サービスの整備・ 普及を推進する

と と も に、医療ニーズを併せ持つ高齢者に対応する在宅サービスの充実と 質の向上、家族介護者

支援の充実を 図るこ と が必要です。  

⚫ 今後のニーズに応じ 、 高齢者の自立支援や重症化予防の推進に向けたリ ハビリ テーショ ン 機能

の強化、 在宅要介護者の生活リ ズムに合わせた短時間巡回型の訪問介護サービ スの普及促進な

どを 充実さ せるこ と が必要です。  

⚫ 居宅サービスの供給量が拡大する中で、市町村において供給過多と 判断する場合も あり 、保険者

機能の強化の観点から 、県が行う 居宅サービスの指定について、市町村が関与する 仕組みと なっ

ています。  

【施策】 

⚫ 必要な介護サービス提供が適正に行われるよう 、 事業者に対し て適切な指導等を行います。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 在宅の要介護者が最適なサービスを 選択でき る よう 、 介護支援専門員に対する 研修を 適切に行

う と と も に、 介護サービス情報の公表制度の着実な運営を 行います。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 利用者の生活リ ズムに合わせた短時間巡回型の訪問介護サービスの利用、 普及促進を行います。 

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 県による居宅サービスの指定において、市町村から 協議や意見の申し 出がある場合には、その内

容を 勘案し た適切な対応を 行います。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  
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【各サービスの現状・課題・施策等】 

①訪問介護 

⚫ 訪問介護員等が要介護者の居宅を 訪問し て、 でき る だけ居宅で能力に応じ 自立し た日常生活が

営めるよう に、 入浴・ 排泄、 食事の介護、 調理・ 洗濯・ 掃除等の家事、 生活等に関する 相談・ 助

言等の必要な日常生活の世話を行います。  

【 訪問介護利用件数の推移】                     （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

14, 396  14, 699  14, 892  15, 289  16, 001  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

⚫ １ 回の訪問時間を 20 分未満と し た「 短時間巡回型の訪問介護サービス」 は、 利用者の生活リ ズ

ムに合わせたサービ スを 提供する こ と で、 在宅生活の限界点を あげる こ と ができ る サービ スで

す。 短時間巡回型の訪問介護サービスを 提供する介護事業所のヘルパーやケアプラ ンを 作成す

る居宅介護支援事業所の介護支援専門員等を対象に、圏域毎に開催する会議を 通じ て、本制度へ

の理解を 深め、 サービス拡大を図り ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

②訪問入浴介護 

⚫ 要介護者の居宅を 入浴車等で訪問し 、 でき る だけ居宅において能力に応じ 自立し た日常生活が

営めるよう 、浴槽を提供し て入浴の介護を 行い、身体の清潔な保持、心身機能の維持等を図り ま

す。  

【 訪問入浴介護利用件数の推移】                   （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

1, 029  1, 006  1, 006  1, 092  1, 128  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

⚫ 訪問入浴介護は、現行の基準上では個別サービス計画が位置づけら れていないこ と から 、サービ

スの必要性や内容について、介護支援専門員と 連携し 、十分に検討し た上で、適切に計画する必

要があり ます。介護支援専門員と 訪問入浴介護事業所と の連携を促進し 、要介護者が適正にサー

ビスを 利用・ 選択でき るよう 支援し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

③訪問看護 

⚫ 訪問看護ステーショ ンや病院・ 診療所の看護師等が、要介護者の居宅を 訪問し て療養上の世話や

必要な診療の補助を 行い、 要介護者ができ る だけ居宅において能力に応じ 自立し た日常生活が

営めるよう 、療養生活を支援し 、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持または向上を目指す

も のです。  
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【 訪問看護利用件数の推移】                     （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

7, 029  7, 506  8, 060  8, 681  9, 569  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

⚫ 訪問看護では、主治医と 介護支援専門員が連携し たう えで、訪問看護を 適切にケアプラ ンに組み

込んで高齢者の療養生活を 支援し 、心身の機能の維持回復を目指すこ と で、居宅での自立生活の

維持を 図るこ と が重要です。また、岐阜県医師会、岐阜県看護協会及び岐阜県訪問看護ステーシ

ョ ン連絡協議会など関係団体と の連携を図り 、 訪問看護全体の充実と 質の向上に努めます。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課・ 高齢福祉課）  

④訪問リハビリテーション 

⚫ 病院、 診療所、 介護老人保健施設又は介護医療院の理学療法士・ 作業療法士・ 言語聴覚士が、 要

介護者の自宅を訪問し 、でき るだけ居宅において能力に応じ 自立し た日常生活が営めるよう 、生

活機能の維持または向上を 目指し た理学療法・ 作業療法その他必要なリ ハビリ テーショ ン を 行

う こ と により 、 心身機能の維持回復を 図るも のです。  

【 訪問リ ハビリ テーショ ン利用件数の推移】              （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

1, 103  1, 142  1, 144  1, 117  1, 124  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

⚫ 高齢者の自立支援や重症化予防の推進の観点を 含め、リ ハビリ テーショ ンの実施については、病

院や主治医、 介護支援専門員などと の連携を 促進し 、 サービスが適切にケアプラ ン に組み込ま

れ、 利用者自身の生活機能の維持向上に有効にサービスが提供さ れるこ と を 推進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⑤居宅療養管理指導 

⚫ でき るだけ居宅において能力に応じ 自立し た日常生活を営めるよう 、医師・ 歯科医師・ 薬剤師等

が通院困難な利用者の心身の状況と 環境等を把握し 、療養上の管理指導を行う こ と で、療養生活

の質の向上を 図るも のです。  

【 居宅療養管理指導利用件数の推移】                 （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

14, 274  15, 921  17, 488  19, 063  21, 200  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  
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⚫ 医師会、歯科医師会、薬剤師会等と 連携し 、介護支援専門員と 居宅療養管理指導の実施者が連携

し た適切なサービスが提供さ れるこ と を推進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⑥通所介護 

⚫ 在宅の要介護者に対し て、老人デイ サービスセンタ ー等において、生活機能の維持または向上を

目指し 、 入浴・ 排泄・ 食事等の介護、 生活等についての相談・ 助言、 健康状態の確認等の日常生

活の世話と 機能訓練を 提供するこ と で、利用者の社会的孤立感の解消と 心身の機能の維持、家族

の身体的・ 精神的負担の軽減を図るも のです。  

【 通所介護利用件数の推移】                     （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

23, 425  24, 073  24, 511  23, 872  24, 094  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

⚫ 利用者個々の心身の状況及び生活環境等を 踏まえた機能訓練等の目標と 、 その目標を 達成する

ための具体的なサービス内容等が記載さ れた通所介護計画に基づき 、 サービスが適切に提供さ

れるこ と を推進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⑦通所リハビリテーション 

⚫ 在宅の要介護者に対し て、 介護老人保健施設・ 介護医療院や病院・ 診療所において、 生活機能の

維持または向上を 目指し た理学療法、 作業療法等の必要なリ ハビ リ テーショ ン を 提供する こ と

で、 利用者の心身の機能の維持回復を 図るも のです。  

【 通所リ ハビリ テーショ ン利用件数の推移】              （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

6, 326  6, 418  6, 608  6, 023  5, 963  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

⚫ 高齢者の自立支援や重症化予防の推進の観点を 含め、病院や主治医、介護支援専門員などの連携

により 利用者の心身の状況、生活環境等を踏まえた個別の機能訓練実施計画が作成さ れ、利用者

自身の生活機能の維持向上に有効なサービスが提供さ れるこ と を推進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⑧短期入所生活介護 

⚫ でき るだけ居宅において能力に応じ 自立し た日常生活を 営めるよ う 、 在宅の要介護者が特別養

護老人ホーム等に短期間入所し 、入浴・ 排泄・ 食事の介護その他日常生活上の世話と 機能訓練を

提供するこ と で、利用者の心身の機能の維持と 家族の身体的・ 精神的負担軽減を図るも のです。  
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【 短期入所生活介護利用件数の推移】                 （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

7, 905  7, 891  7, 844  7, 006  6, 927  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

⚫ 介護老人福祉施設や短期入所生活介護事業所等において、一定割合の空床を 確保し 、また満床時

においては、空床のある連携先事業所を紹介する等、緊急に短期入所の利用が必要と なっ た場合

に優先的利用が可能な体制整備を 推進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⑨短期入所療養介護 

⚫ でき るだけ居宅において能力に応じ 自立し た日常生活を 営めるよ う 、 在宅の要介護者が介護老

人保健施設等に短期間入所し 、看護・ 医学的管理下での介護・ 機能訓練その他必要な医療と 日常

生活上の世話の提供を 受けるこ と で、療養生活の質の向上と 家族の身体的・ 精神的負担の軽減を

図るも のです。  

【 短期入所療養介護利用件数の推移】                 （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

1, 001  1, 051  1, 099  880  888  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

⚫ 介護老人保健施設等において、一定割合の空床を確保し 、また満床時においては、空床のある連

携先事業所を 紹介する等、 緊急に短期入所の利用が必要と なっ た場合に優先的利用が可能な体

制整備を 推進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⑩特定施設入居者生活介護 

【 特定施設入居者生活介護の定員数の推移】（ 単位： 人）  

 

 

 

 

 

 

資料： 県高齢福祉課調べ（ 各年度４ 月１ 日時点）  

⚫ 特定施設には、 有料老人ホーム・ 養護老人ホーム・ 軽費老人ホームがあり ます。 特定施設は基準

を 満たすこ と で、 特定施設入居者生活介護のサービ スを 提供する 施設と し て指定を 受ける こ と

ができ 、入居する要介護者に対し 、施設で能力に応じ た自立し た生活ができ るよう 、特定施設サ

ービス計画に基づいた入浴・ 排泄・ 食事等の介護その他日常生活上の世話、 機能訓練・ 療養上の
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世話を 提供し ます。  

⚫ 特定施設は、要介護者と 配偶者等のみを対象と する介護専用型特定施設、それ以外は混合型特定

施設に区分さ れ、 介護専用型のう ち定員 29 人以下は地域密着型に区分さ れます。  

【 特定施設入居者生活介護利用件数の推移】              （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

1, 224  1, 263  1, 319  1, 389  1, 356  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

⚫ 今後、特定施設入居者生活介護の対象者の増加や、サービス提供形態の多様化が見込まれるこ と

から 、利用者の生活に対する意向を十分に把握し た上で、個々の心身の状況に応じ た特定施設サ

ービス計画の作成や、計画に基づく 適正なサービスが提供さ れるよう 、計画的整備を 図り ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⑪福祉用具貸与 

⚫ でき るだけ居宅において能力に応じ 自立し た日常生活を 営めるよ う 、 要介護者の心身の状況や

希望・ 環境を 踏まえ、 適切な福祉用具の選定の援助・ 取付け・ 調整等を行い貸与するこ と で、 日

常生活上の便宜を 図り 機能訓練に資すると と も に、 介護者の負担軽減を 図るも のです。  

【 福祉用具貸与利用件数の推移】                   （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

28, 174  29, 320  30, 355  31, 724  33, 338  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

⚫ 福祉用具の導入及び継続の判断においては、 介護支援専門員と 福祉用具専門相談員が連携の上、

主治医や理学療法士等の専門的助言も 取り 入れながら 、定期的にその必要性・ 適合性の検証が実

施さ れるよう に推進し ます。また、利用者が適切な福祉用具を選択でき るよう 、福祉用具専門相

談員による十分な説明や貸与事業者の適切な制度運用を推進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⑫特定福祉用具販売 

⚫ でき るだけ居宅において能力に応じ 自立し た日常生活を 営めるよ う 、 要介護者の心身の状況や

希望・ 環境を踏まえ、適切な特定福祉用具の選定の援助・ 取付け・ 調整等を 行い販売するこ と で、

日常生活上の便宜を 図り 機能訓練に資すると と も に、 介護者の負担軽減を 図るも のです。  

※福祉用具のう ち 、 ①腰掛便座、 ②自動排泄処理装置の交換部品、 ③入浴補助用具、 ④簡易浴
槽、 ⑤移動用リ フ ト のつり 具の部分が特定福祉用具と し て販売対象になり ます。  
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【 特定福祉用具販売利用件数の推移】                   （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

433  423  406  446  471  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

⚫ 福祉用具貸与と 同様に、介護支援専門員と 福祉用具専門相談員が連携の上、福祉用具利用の必要

性・ 適合性の検証を 行う と と も に、利用者が適切な福祉用具を 選択し てサービスが利用さ れるよ

う 推進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（２）地域密着型サービス 

【現状・課題】 

⚫ 今後増加が見込まれる認知症高齢者や中重度の要介護高齢者等が、 可能な限り 住み慣れた地域

での生活が継続でき るよう 、 平成 18 年４ 月の介護保険制度改正により 創設さ れたサービス体系

であり 、 市町村が事業者の指定や監督を行います。  

⚫ 基本的には事業者が所在する市町村に居住する 者が利用対象者と なり ます。 施設などの規模が

小さ いため、 利用者のニーズにき め細かく 応えるこ と ができ ます。  

⚫ 今後、要介護度の高い人にも 対応可能なサービス提供体制に向けた定期巡回・ 随時対応型訪問介

護看護や小規模多機能型居宅介護等の充実など、 ニーズに応じ たサービスの充実が必要です。  

⚫ 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護、（ 看護）小規模多機能型居宅介護を 推進し ていく 観点から 、

市町村区域内に同サービスがある場合等、市町村は県が行う 訪問介護・ 通所介護・ 短期入所生活

介護の指定について、 県に協議を 求めるこ と ができ るこ と と なっ ています（ 市町村協議制）。  

【施策】 

⚫ 市町村において地域密着型サービ ス等の適切な指導監督業務が実施さ れる よう 、 支援を 行いま

す。 また、 地域密着型サービスの整備等にかかる経費を補助し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 市町村協議制により 協議があっ た場合には、 その内容を踏まえた適切な対応を 行います。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 介護人材不足は地域密着型サービ スにおいても 同様であり 、 適切なサービ ス提供体制の確保に

向け介護人材確保対策を推進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

【各サービスの現状・課題等】 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

⚫ 単身・ 重度等の要介護高齢者の在宅生活を 支えるため、 日中・ 夜間を 通じ て、 訪問介護と 訪問看
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護が密接に連携し ながら 、 定期巡回訪問と 随時の対応を行う も のです。  

【 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護利用件数の推移】        （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

109  117  151  190  224  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

②夜間対応型訪問介護 

⚫ 要介護者に対し 、でき るだけ居宅において能力に応じ 自立し た日常生活を 営めるよう 、夜間の定

期的な巡回または随時の通報によ り 、 介護福祉士等の訪問介護員が居宅を 訪問し て、 入浴・ 排

泄・ 食事等の介護などの日常生活上の世話、緊急時の対応などを行い、夜間において安心し た生

活を 送るこ と ができ るよう に援助するも のです。  

【 夜間対応型訪問介護利用件数の推移】                （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

27  25  24  28  25  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

③地域密着型通所介護 

⚫ 在宅の要介護者に対し て、利用定員 18 人以下の小規模の老人デイ サービスセンタ ー等において、

生活機能の維持または向上を 目指し 、入浴・ 排泄・ 食事等の介護、生活等についての相談・ 助言、

健康状態の確認等の日常生活の世話と 機能訓練を 提供する こ と で、 利用者の社会的孤立感の解

消と 心身の機能の維持、 家族の身体的・ 精神的負担の軽減を 図るも のです。  

【 地域密着型通所介護利用件数の推移】                （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

5, 516  5, 589  5, 887  5, 852  5, 895  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

④認知症対応型通所介護 

⚫ 認知症（ 急性を除く ） の利用者に対し て、特別養護老人ホーム等や老人デイ サービスセンタ ーに

おいて、入浴・ 排泄・ 食事等の介護、生活相談・ 助言や健康状態の確認などの日常生活上の世話、

機能訓練を提供する事で、利用者の社会的孤立感の解消と 心身の機能の維持、家族の身体的・ 精

神的負担の軽減を 図るも のです。  

【 認知症対応型通所介護利用件数の推移】               （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

769  764  826  843  851  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  
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⑤小規模多機能型居宅介護 

⚫ 登録さ れた利用者を 対象に、 利用者の様態や希望に応じ て、 施設への「 通い」 を中心と し て、 随

時訪問や宿泊を組み合わせて、 入浴・ 排泄・ 食事等の介護、 調理・ 洗濯・ 掃除等の家事、 生活援

助・ 助言や健康状態の確認などの日常生活上の世話、機能訓練を行い、利用者が可能な限り 自立

し た日常生活を送るこ と ができ るよう にするも のです。  

【 小規模多機能型居宅介護利用件数の推移】              （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

1, 509  1, 526  1, 517  1, 575  1, 599  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

⑥複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 

⚫ 医療ニーズの高い要介護者に対応するため、小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、必要に

応じ て訪問看護を 組み合わせ、 介護と 看護の一体的なサービスの提供を 行う も のです。  

【 看護小規模多機能型居宅介護利用件数の推移】            （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

121  193  222  222  267  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

⑦認知症対応型共同生活介護 

【 認知症対応型共同生活介護の定員数の推移】（ 単位： 人）  

 

 

 

 

 

資料： 県高齢福祉課調べ（ 各年度４ 月１ 日時点）  

⚫ 認知症（ 急性を 除く ） の高齢者に対し 、 共同生活住居において、 家庭的な環境と 地域住民と の交

流のも と 、 入浴・ 排泄・ 食事等の介護などの日常生活上の世話と 機能訓練を行い、 能力に応じ 自

立し た日常生活を 営めるよう にするも のです。  

【 認知症対応型共同生活介護利用件数の推移】             （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

4, 131  4, 181  4, 209  4, 233  4, 201  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  
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⑧地域密着型特定施設入居者生活介護 

⚫ 特定施設である有料老人ホーム・ 養護老人ホーム・ 軽費老人ホームで、入居者が要介護者と 配偶

者等に限ら れる介護専用型特定施設のう ち、 入居定員が 29 人以下のも のです。 入居する要介護

者に対し 、施設で能力に応じ た自立し た生活ができ るよう 、地域密着型特定施設サービス計画に

基づいた入浴・ 排泄・ 食事等の介護その他日常生活上の世話、 機能訓練・ 療養上の世話を提供し

ます。  

【 地域密着型特定施設入居者生活介護利用件数の推移】         （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

132  133  124  129  140  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

⑨地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

【 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の定員数の推移】（ 単位： 人）  

 

 

 

 

 

資料： 県高齢福祉課調べ（ 各年度４ 月１ 日時点）  

⚫ 原則と し て要介護３ 以上の要介護者を 対象と し た、定員が 29 人以下の特別養護老人ホームです。

入所者が可能な限り 在宅復帰でき るこ と を 念頭に、介護が必要な方の入所を 受け入れ、入浴・ 排

泄・ 食事等の介護、 相談と 援助、 社会生活上の便宜の供与などの日常生活上の世話、 機能訓練、

健康管理と 療養上の世話などを提供し ます。  

⚫ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、明るく 家庭的な雰囲気があり 、地域や家族と の

結びつき を重視し た運営を 行う こ と と さ れています。  

【 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護利用件数の推移】     （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

1, 070  1, 138  1, 195  1, 190  1, 249  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

（３）施設サービス 

【現状・課題】 

⚫ 多く の高齢者にと っ て、介護が必要な状態になっ ても 可能な限り 、介護サービスや家族、地域の

支えにより 、自宅での生活を 継続する こ と が望まし いあり 方と いえます。し かし ながら 、高齢者

世帯や独居等の家庭環境、要介護度、介護の負担などの状況により 、施設サービスの利用が適し

ている場合があり ます。  
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⚫ 施設サービスは、要介護者が介護保険施設に入所し て提供さ れるサービスであり 、介護老人福祉

施設（ 特別養護老人ホーム）、 介護老人保健施設、 介護医療院の３ 種類があり ます。  

⚫ 県が行う 介護保険施設の指定・ 開設許可は、一定の基準を 満たし て適正な運営が見込まれる場合

に、岐阜県高齢者安心計画を 踏まえて行います。また介護保険施設の整備等にあたっ ては、県に

よる補助の対象と なる も のがあり ます。  

⚫ 介護保険施設については、重度の要介護者に重点を 置き 、施設に入所し た場合は施設での生活を

居宅での生活に近いも のと し ていく こ と が重要であり 、施設では設備・ 運営基準に従い、要介護

者の心身の状況等に応じ て適切なサービスを提供する必要があり ます。また、利用者一人ひと り

の個性と 生活のリ ズムを尊重し 、 プラ イ バシーの保護に配慮し た対応が求めら れています。  

⚫ 利用者に事故が発生し た場合、事業者は速やかに県や市町村、利用者の家族等に連絡すると と も

に必要な措置を講じ る必要があり ます。また、事業者は事故の発生原因を 究明し 、再発防止の対

策を 講じ る必要があり ます。  

【施策】 

⚫ 本計画による介護保険施設の整備予定数などを 勘案し て、市町村と 連携を図り ながら 、介護サー

ビスの適切な整備を 推進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 介護保険施設の居室整備については、プラ イ バシー確保などの観点から 、自宅に近い居住環境で

あるユニッ ト 型を 推進し つつ、利用者の負担や希望を 踏まえ、ユニッ ト 型又は多床室を 選択でき

る環境を 整えます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 既存の従来型施設についても 、 多床室から 個室への転換や居室環境の改善のための改築又は改

修に対し て、 支援し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ また介護保険施設における 利用者の要介護度の重度化が進んでいるこ と も 踏まえ、 施設におけ

る 事故防止対策の徹底など、 適正なサービスの提供に向けた事業者への適切な指導等を 行いま

す。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  
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【各サービスの現状・課題等】 

①介護老人福祉施設（広域型特別養護老人ホーム） 

【 介護老人福祉施設（ 広域型特別養護老人ホーム） の定員数の推移】（ 単位： 人）  

 

 

 

 

 

資料： 県高齢福祉課調べ（ 各年度４ 月１ 日時点）  

⚫ 特別養護老人ホームは、 居宅において介護が困難な要介護者が入所し て、 食事、 入浴、 排せつな

どの日常生活上の支援や、 機能訓練、 健康管理、 療養上の世話を提供する施設です。  

⚫ 「 地域密着型」 と「 広域型」 に区分さ れ、 地域密着型特別養護老人ホームは、 施設が所在する地

域の住民であるこ と が利用条件と なっ ており 、 定員は 29 名以下の小規模な施設です。 一方、 広

域型特別養護老人ホームは、 一般的に「 広域型」 と 呼ばれる定員が 30 人以上で利用者の居住地

域を 限定し ない施設と なり ます。  

⚫ 介護の必要性が高い中・ 重度の要介護者を支える機能を 重視する観点から 、平成 27 年４ 月より 、

原則と し て新規の入所者は要介護３ 以上に限定さ れています。中・ 重度者に重点化し たこ と によ

り 、医療的ケアを必要と する入所者が増加し ているため、入所者の医療ニーズに適切に対応する

こ と が重要になっ ています。  

【 介護老人福祉施設（ 広域型特別養護老人ホーム） 利用件数の推移】   （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

9, 526  9, 660  9, 859  9, 966  9, 978  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

⚫ 居室整備については、プラ イ バシー確保などの観点から 、自宅に近い居住環境であるユニッ ト 型

を 推進し つつ、利用者の負担や希望を 踏まえ、ユニッ ト 型又は多床室を 選択でき る 環境を整えま

す。  

【 特別養護老人ホームのユニッ ト 型の整備状況】   （ 単位： 人）  R5. 4. 1 時点 

総定員数 ユニッ ト 型 従来型 ユニッ ト 型の割合 

11, 616 5, 820 5, 796 50. 1％ 

資料： 県高齢福祉課調べ 

⚫ 特別養護老人ホームの入所申込者数は減少傾向であり 、 有料老人ホームやサービス付き 高齢者

向け住宅など高齢者向け住まいの整備が進んだこ と が一因と 考えら れています。  
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【 特別養護老人ホームの入所申込者数】                   （ 単位： 人）  

 H31. 4 R2. 4 R3. 4 R4. 4 R5. 4 

入所申込者数 7, 287 7, 191 7, 233 6, 288 5, 659 

 う ち 要介護 3 以上かつ独居等 2, 515 2, 555 2, 724 2, 281 2, 153 

資料： 県高齢福祉課調べ 

②介護老人保健施設 

【 介護老人保健施設の定員数の推移】（ 単位： 人）  

 

 

 

 

 

 

資料： 県高齢福祉課調べ（ 各年度４ 月１ 日時点）  

⚫ 在宅復帰を 目指し ている方の入所を 受け入れ、 入所者が可能な限り 自立し た日常生活を 送るこ

と ができ るよう 、 リ ハビリ テーショ ンや必要な医療、 介護などを提供し ます。  

【 介護老人保健施設利用件数の推移】                 （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

6, 482  6, 406  6, 266  6, 098  6, 023  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

⚫ 特別養護老人ホームの入所希望者が多く 、 介護老人保健施設が特別養護老人ホームの入所待機

場所と なるなど、 入所者の要介護度の重度化などにより 滞在期間が長期化する状況があり ます。 

⚫ また、 地域包括ケアシステムの推進において、「 在宅復帰・ 在宅療養支援のための地域拠点と な

る施設」「 リ ハビリ テーショ ンを 提供する機能維持・ 改善の役割を 担う 施設」 と し て、 介護老人

保健施設が重要な役割を果たす施設と し て位置づけら れています。  

⚫ 介護老人保健施設の役割を 踏まえ、 地域の実情に応じ た施設整備を 促進し ます。  

⚫ 介護老人保健施設の適正な管理運営及び医療ケア等のサービス確保のため、 施設職員の知識及

び技能の向上の研修を 実施し ます。  
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③介護医療院 

【 介護医療院の定員数の推移】（ 単位： 人）  

 

 

 

 

 

資料： 県高齢福祉課調べ（ 各年度４ 月１ 日時点）  

⚫ 介護医療院は、 平成 29 年の介護保険法改正により 、 今後増加が見込まれる慢性期の医療・ 介護

ニーズへの対応のため、「 日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」 や「 看取り ・ タ ーミ ナ

ル」 等の機能と 、「 生活施設」 と し ての機能を 兼ね備えた新たな介護保険施設と し て、 平成 30 年

４ 月から 創設さ れたも のです。  

【 介護医療院利用件数の推移】                    （ 単位： 件）  

H30 R1 R2 R3 

22  87  213  297  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

（４）居宅介護支援サービス 

【現状・課題】 

⚫ 要介護者の依頼を 受け、要介護者のニーズに応じ た居宅サービス計画を 作成すると と も に、同計

画に基づく サービ スの提供が確保さ れる よう サービ ス提供者等と の連絡調整等を 行い、 必要な

場合には介護保険施設等の紹介等を 行います。  

⚫ 平成 26 年の介護保険法改正により 、 平成 30 年４ 月から 市町村が事業者の指定や監督を行う こ

と と なり まし た。  

【 居宅介護支援利用件数の推移】                   （ 単位： 件）  

H29 H30 R1 R2 R3 

43, 498  44, 495  45, 549  46, 584  47, 857  

資料： 厚生労働省「 介護保険事業状況報告」  

※年報により 月平均を 算出（ 要介護者分のみ）  

【施策】 

⚫ ケアプラ ンを 作成する居宅介護支援事業所の介護支援専門員等を 対象に、 圏域毎に開催する会

議を 通じ て、「 短時間巡回型の訪問介護サービス」 への理解を 深め、 サービス拡大を 図り ます。 

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 市町村において適切な指導監督業務が実施さ れるよう 、 支援を 行います。  
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（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（５）その他のサービス 

【現状・課題】 

⚫ 介護保険施設以外には、 高齢者の住まいと し て、 養護老人ホーム、 軽費老人ホーム、 有料老人ホ

ーム、 サービス付き 高齢者向け住宅があり ます。  

⚫ 一人暮ら し の高齢者や高齢夫婦世帯が増加する 中、 さ まざまな生活課題を 抱える高齢者の住ま

いの確保が必要と なっ ています。  

⚫ それぞれの施設は、基準を 満たすこ と により 、介護保険法上の特定施設入居者生活介護のサービ

スの提供施設と し て指定を 受けるこ と ができ ます。  

⚫ それぞれの施設について、 各制度による ニーズと 趣旨に基づいた適切な整備及び運営の推進を

図る必要があり ます。  

【施策】 

⚫ 環境上・ 経済上困窮し た高齢者の入所施設、低所得高齢者のための住居、高齢者のための住居な

ど、それぞれの施設の基本的な特性を 踏まえて、必要な整備及び適正な運営に向けた取組みを推

進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 事業者の法令順守や入居者の保護が求めら れる中、施設への適切な指導監督を 行い、施設の適正

な運営と 入居者の居住環境の安定を 図っ ていき ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

①養護老人ホーム 

⚫ 養護老人ホームは、環境上の理由と 一定の経済的な理由により 、居宅において養護を受けるこ と

が困難な高齢者が、 市町村の措置により 入所する施設です。  

⚫ 高齢者虐待防止法において、 虐待を 受けた高齢者の受け皿と なる施設の 1 つと し て位置付けら

れるなど、 今後も 措置施設と し ての役割が求めら れています。  

【 養護老人ホームの定員数】  （ 単位： 施設､人）  R5. 4. 1 時点 

 

 

資料： 県高齢福祉課調べ 

⚫ 入所が必要と なる高齢者が適切に措置さ れるよう 、必要に応じ て市町村と 連携し て、その利用を

促進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

  

 施設数 定員数 

養護老人ホーム 22 1, 131 
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②軽費老人ホーム 

⚫ 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、自立し た生活を営むのに不安がある高齢者などに対

し 、 食事の提供などの日常生活上の便宜の提供を 行う 施設です。  

【 軽費老人ホームの定員数】  （ 単位： 施設､人）  R5. 4. 1 時点 

 施設数 定員数 

軽費老人ホーム 41 1, 420 

資料： 県高齢福祉課調べ 

⚫ 入所者の負担軽減と 適正な処遇の確保を図るため、 軽費老人ホームの運営に要する経費のう ち、

入所者から 徴収する事務費の一部を 減免し た場合、 その減免分に対し て、 補助を行います。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

③有料老人ホーム 

⚫ 有料老人ホームは、高齢者の方を 対象と し 、入居者に、入浴・ 排せつ又は食事の「 介護」、「 食事」

の提供、 洗濯・ 掃除などの「 家事」、「 健康管理」 の４ つのサービスのう ち、 いずれか１ つ以上を

提供する施設が該当し ます。  

⚫ 有料老人ホームの類型と し て、 特定施設入居者生活介護の指定を受けた「 介護付」、 介護が必要

と なっ た入居者が外部の居宅サービスを利用でき る「 住宅型」、 健康な状態にある者を対象と し

た「 健康型」 があり ます。  

⚫ 居宅サービスと 組み合わせるこ と により 、 多様な介護ニーズの受け皿と なっ ている 状況を 踏ま

えて、 設置状況などの情報を 市町村に提供し ていき ます。  

⚫ サービス付き 高齢者向け住宅のう ち有料老人ホームに該当するも のは、特例により 、老人福祉法

に基づく 届出義務はあり ませんが、 老人福祉法の指導監督の対象と なり ます。  

【 有料老人ホームの定員数】  （ 単位： 施設､人）  R5. 4. 1 時点 

 施設数 定員数 

有料老人ホーム（ サービ ス付き 高齢者向け住宅を 除く ）  291 7, 856 

サービス付き 高齢者向け住宅のう ち有料老人ホームに該当 132 3, 909 

資料： 県高齢福祉課調べ 

⚫ 老人福祉法上の要件に該当し ながら 届出を 行っ ていない施設（ いわゆる「 未届有料老人ホーム」）

に対し て、 市町村と 情報を 共有し 、 必要な届出指導を 行います。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

④サービス付き高齢者向け住宅 

⚫ サービス付き 高齢者向け住宅は、居室の広さ や設備、バリ アフ リ ー構造などの一定の基準を 満た

し 、「 安否確認」 や「 生活相談」 のサービスを 提供する、 60 歳以上の高齢者等を 入居対象と し た

住宅です。  

⚫ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（ 高齢者住まい法） により 、都道府県知事への登録制度が
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国土交通省・ 厚生労働省の共管制度と し て創設さ れています。 県・ 中核市・ 事務移譲市町に申請

するこ と で登録を 受けるこ と ができ ます。（ 登録は５ 年ごと の更新制）  

【 岐阜県におけるサービス付き 高齢者向け住宅登録件数】  

 H28. 3 末時点 H30. 3 末時点 R2. 3 末時点 R4. 3 末時点 

全  国 
6, 102 棟   

（ 199, 056 戸）  

6, 999 棟  

（ 229, 947 戸）  

7, 600 棟  

（ 254, 747 戸）  

8, 064 棟  

（ 274, 911 戸）  

岐阜県 
95 棟  

（ 2, 581 戸）  

104 棟  

（ 2, 815 戸）  

121 棟  

（ 3, 386 戸）  

137 棟  

（ 3, 987 戸）  

資料： 県住宅課調べ 

⚫ 県では、高齢者が安全、安心に暮ら せる住まいの確保のため、需要と 供給のバラ ンスを考慮し つ

つ、民間事業者等に対し て、高齢者向け住宅や高齢者施設の整備に対する国の補助制度等の周知

を 図り 、 サービス付き 高齢者向け住宅の供給を 促進し ます。  

（ 都市建築部住宅課）  

⚫ サービス付き 高齢者向け住宅に対するチェ ッ ク 機能については、 登録制度の的確な運用に努め

るほか、各サービス付き 高齢者向け住宅が提供し ているサービスにかかる個別・ 具体的な情報発

信に取り 組みます。  

（ 都市建築部住宅課）  

⚫ 居宅サービスと 組み合わせるこ と により 、 多様な介護ニーズの受け皿と なっ ている 状況を 踏ま

えて、 設置状況などの情報を 市町村に提供し ていき ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（６）介護サービス情報の公表 

【現状・課題】 

⚫ 介護保険制度は、介護サービスを 利用し よう と する方が自ら 介護サービス事業者を 選択し 、利用

者と 事業者と が契約し 、 サービスを 利用又は提供する制度です。  

⚫ 都道府県においては、 利用者のニーズに合っ たより 適切な事業者選択を 支援するため、「 介護サ

ービス情報公表システム」 により 、 事業者から 報告のあっ た介護サービス情報を 公表し ていま

す。 また、 公表を 通じ て、 サービスの質の向上が図ら れるこ と も 期待さ れています。  

【施策】 

⚫ 介護サービス情報が適切に公表さ れ、利用者の事業者選択に資するよう 、指定公表実施機関と 連

携し て事業者に対し 周知を 図ると と も に、 訪問調査を 行い公表内容の確認を 行います。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  
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（７）介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等 

【現状・課題】 

⚫ 介護サービス事業者の経営情報については、 効率的かつ持続可能な介護サービ ス提供体制の構

築に向けた政策の検討、物価上昇や新興感染症の影響等を 踏まえた事業者への支援策の検討、分

析結果を わかり やすく 丁寧に情報提供するこ と によ る介護の置かれている 現状・ 実態に対する

国民の理解の促進等のために、 定期的に収集及び把握するこ と が重要と なっ ています。  

⚫ こ のため、令和５ 年５ 月の介護保険法改正により 、国は、介護サービス事業者経営情報に関する

データ ベースを整備し 、収集・ 整理し た経営情報の分析結果を 国民にイ ンタ ーネッ ト 等を通じ て

提供するこ と と さ れまし た（ 令和６ 年４ 月１ 日施行）。  

⚫ 都道府県においては、 事業者から 経営情報が適切に報告さ れるよう 必要な対応を行う と と も に、

国が運用するデータ ベースを 活用し 、 事業所又は施設ごと の収益及び費用等の情報を 把握し つ

つ、 地域において必要と さ れる介護サービスの確保に向けた取組みを 行う よう 努めるこ と と さ

れまし た。  

【施策】 

⚫ 県に対し て経営情報が適切に報告さ れるよう 、市町村等と 連携し て、介護サービス事業者に対し

周知を 図り ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 国から 提供さ れる 経営情報の分析結果を 踏まえ、 地域において必要と さ れる介護サービスの確

保に向けた取組みを 推進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（８）福祉サービス第三者評価事業 

【現状・課題】 

⚫ 福祉サービス第三者評価は、社会福祉法人等の提供する福祉サービスの質を 、公正・ 中立な第三

者機関が専門的かつ客観的な立場から 評価する も のであり 、 サービス提供事業者が事業運営に

おける問題点を把握し 、 サービスの質の向上に結び付けるこ と を目的と し ています。  

⚫ また、第三者評価の結果が公表さ れるこ と により 、利用者の適切なサービス選択に資するための

情報を 提供するこ と にも つながり ます。  

⚫ 岐阜県においては、事業の推進組織と し て「 岐阜県福祉サービス第三者評価推進審議会」 を 設置

し 、 平成 17 年４ 月から 福祉サービス第三者評価が実施さ れています。  

⚫ 第三者評価を 積極的に受審する事業者を 増やすこ と を 通じ て、 事業者が自ら サービ スの向上に

取り 組むよう 促し ていく こ と が必要です。  
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【 福祉サービス第三者評価の受審状況】  

 H30 R1 R2 R3 R4 

受審事業所数 38 35 25 32 37 

資料: 県地域福祉課調べ 

【施策】 

⚫ 福祉サービス第三者評価制度に対する社会的評価の向上と 、 評価を 行う 第三者機関の評価技能

の向上を 推進する こ と を 通じ て、 サービ ス提供事業者によ る積極的な第三者評価の受審を 促進

し ます。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

（９）共生型サービスの推進 

【現状・課題】 

⚫ 「 共生型サービス」 は、 平成 29 年の介護保険法、 障害者総合支援法及び児童福祉法の改正にお

いて、  

① 障がい者が 65 歳以上になっ ても 、 使い慣れた事業所においてサービスを 利用し やすく する 

② 福祉に携わる人材に限り がある 中で、 地域の実情に合わせて、 人材を う まく 活用し ながら 適

切にサービス提供を 行う  

と いう ２ つの観点から 、 ホームヘルプサービス、 デイ サービス、 ショ ート ステイ 等について、 高

齢者や障がい児者が共に利用でき るサービスと し て創設さ れまし た。  

⚫ 具体的には、介護保険又は障がい福祉のいずれかの指定を 受けている事業所が、も う 一方の制度

における指定も 受けやすく なるよう にするも のであり 、各事業所は、地域の高齢者や障がい児者

のニーズを踏まえて、 指定を 受けるどう か判断するこ と と なり ます。  

【施策】 

⚫ 県基準条例に基づき 、 共生型サービスの適切な実施を 推進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課、 障害福祉課）  

（10）障がい特性を踏まえた高齢障がい者支援の推進 

【現状・課題】 

⚫ 市町村では、 介護保険法に基づき 、 高齢者が住み慣れた地域で暮ら し 続けるこ と ができ る よう

「 在宅医療・ 介護連携推進事業」 の取組みが進めら れ、 令和７ （ 2025） 年を 目途に医療・ 介護・

予防・ 住まい・ 生活支援が包括的に確保さ れる「 地域包括ケアシステム」 の構築が進めら れてい

ます。  

⚫ 一方、 障がい福祉分野では、 市町村において、 障がい者の重度化・ 高齢化を 踏まえ、 障がい者の

生活を 地域全体で支える「 地域生活支援拠点等」 の整備が進んでいます。  

⚫ 令和４ 年度末時点で地域生活支援拠点等は 42 市町村中 39 市町村で整備さ れまし たが、 障がい

者関係団体等から 、その機能の充実・ 強化や医療・ 介護等と の連携を 図る必要性があるなどの指
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摘があり ます。  

⚫ また、 障がい者が満 65 歳以上と なっ た場合は、 原則と し て介護保険サービスを 優先利用するこ

と と なり ますが、障がい者の個別の状況に応じ 、介護保険サービスと 障がい福祉サービスを 併せ

て利用でき るこ と と なっ ています。し かし 、介護支援専門員と 相談支援専門員と の連携が未だ十

分でないなどの指摘があり ます。  

⚫ 障害者総合支援法に基づき 市町村に設置さ れる 自立支援協議会において、 令和３ 年度から 令和

５ 年８ 月までに、 高齢期の障がい者支援などについて検討し ている協議会は 11 協議会と なっ て

います。また、地域包括ケアシステムは障がいのある高齢者も 対象に構築さ れるも のですが、介

護関係者等の知的障がいや発達障がいなどの障がい特性の理解が進んでいない現状があり ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策】 

⚫ 障がいのある高齢者が住み慣れた地域で安心し て暮ら し 続けるこ と ができ る体制整備は市町村

の役割ですが、県では、市町村が自立支援協議会や在宅医療・ 介護連携推進会議などにおいて、

住まいの確保や利用でき る 介護・ 障がい福祉サービ スの不足などの課題解決に向けた検討を 行

う こ と ができ るよう 研修の実施や先進事例の紹介などを通し て、 支援し ます。  

（ 健康福祉部障害福祉課）  

⚫ 引き 続き 、 障がいのある高齢者を 共に支える 地域包括支援センタ ー・ 居宅介護支援事業所（ 介

護） と 基幹相談支援センタ ー・ 相談支援事業所（ 障がい） の連携を 図るため、 相互の制度理解や
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連携方法を学ぶ研修を 実施し ます。  

（ 健康福祉部障害福祉課）  

⚫ コ ーディ ネータ ーの配置や運用状況の検証など地域生活支援拠点等の機能の充実や強化を 図る

ため、 地域生活支援拠点等に対する研修会等を 実施し ます。  

（ 健康福祉部障害福祉課）  

⚫ また、地域全体で障がいのある高齢者を支えるこ と ができ るよう 、地域で高齢者や障がい者など

を 支える民生委員などに対し 、 発達障がいなどの理解促進を 図る研修を 実施し ます。  

（ 健康福祉部障害福祉課）  

（11）災害時等における介護サービスの確保対策 

【現状・課題】 

⚫ 近年、 気候変動の影響などにより 自然災害が頻発化、 激甚化し ており 、 介護事業所・ 施設におい

ても 、 事前から 備える防災・ 減災対策は、 より 重要性が増し ています。  

⚫ 大雨によ る浸水や土砂災害が発生する恐れがある区域に所在し 、 市町村の地域防災計画に定め

ら れた要配慮者利用施設は、水災法や土砂災害防止法に基づき 、避難確保計画を作成する必要が

あり ます。  

⚫ 実効性のある避難確保に向け、定期的な避難訓練の実施や、避難確保計画の見直し を行い、避難

体制の改善に努める必要があり ます。  

⚫ 避難確保計画が未だ作成さ れてない介護事業所等があるこ と から 、防災・ 減災に対する意識の向

上が求めら れます。  

【 避難確保計画の作成状況】                       R5. 4. 1 時点 

作成対象事業所数 作成済事業所数 作成率 

1, 244 1, 103 88. 7％ 

資料： 県防災課調べ 

⚫ 災害や感染症が発生し た場合であっ ても 、 必要な介護サービスが継続的に提供でき る体制を 構

築する観点から 、 全ての介護事業所等を 対象に、 業務継続計画（ Ｂ Ｃ Ｐ ） の策定、 研修及び訓練

の実施が義務付けら れています。（ 居宅療養管理指導については、 令和８ 年度末まで努力義務） 

【施策】 

⚫ 高齢者施設等の防災・ 減災対策を 推進するため、 スプリ ン ク ラ ー等の整備、 水害対策強化のほ

か、 非常用自家発電の整備、 給水設備の整備、 ブロッ ク 塀等の改修などに対し て支援し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 介護事業所等への指導監査の際に、避難確保計画や業務継続計画（ Ｂ Ｃ Ｐ ） の作成状況を 確認す

ると と も に、 未作成の介護事業所等に対し て、 指導や助言を 行います。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  
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⚫ 災害リ スク を 正し く 認識し たう えで、実効性のある避難確保計画を 作成し 、避難訓練を通じ た体

制の強化を図るために、 介護事業所等の防災対策に対し て、 研修などによる支援を 行います。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（12）感染症に対する備え 

【現状・課題】 

⚫ 高齢者施設等においては、 新型コ ロナウイ ルス感染症を はじ めと し た感染症における重症化リ

スク が高い高齢者へサービ スを 提供し ている こ と から 、 ク ラ スタ ー発生等、 感染が拡大し た場

合、 高齢者のサービス利用や職員の確保等をはじ め、 非常に大き な影響を 及ぼし ます。  

⚫ 高齢者施設等における感染症対策の強化を 図ると と も に、感染症発生時においても 、サービスを

継続し て提供する 若し く は早期に復旧再開する こ と ができ るよう 、 平時から 、 体制の構築・ 整

備、 防護具・ 消毒液等の備蓄品の確保に取り 組む必要があり ます。  

⚫ 感染拡大時には、地域の医療ひっ 迫の状況等に応じ 、軽症の患者等は施設内で療養する等の対応

が想定さ れるこ と から 、施設への往診や電話等による相談、入院の要否の判断およ び入院調整に

対応でき る医療機関を 確保し ておく 必要があり ます。  

【施策】 

⚫ 岐阜県感染症対策連携協議会等を 通じ て、平時から 高齢者施設等と 医療機関や消防機関、保健所

等の間で、 医療支援や患者移送等の連携強化を 図り ます。  

（ 健康福祉部感染症対策推進課）  

⚫ 重症の感染症患者を 受け入れる病床の確保や、 施設内の療養者に対する 医療支援に対応でき る

医療機関と の協定締結により 、 高齢者に対する 医療提供体制を 確保し ます。  

（ 健康福祉部感染症対策推進課）  

⚫ 医療支援に対応でき る医療機関の確保、感染症の予防及びまん延の防止のための研修・ 訓練や、

業務継続に向けた計画（ Ｂ Ｃ Ｐ ） の策定及び研修・ 訓練、 備蓄品の確保が、 高齢者施設等におい

て平時から 適切に行われるよう 、 市町村等と 連携し て指導・ 助言を し ていき ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 感染症対策専門家を 派遣し 、日常の感染防止に向けた事前指導を実施すると と も に、新興感染症

発生時においては、新型コ ロナウイ ルス感染症の経験を踏まえ、専門家と 連携し た情報発信、指

導等により 高齢者施設等を 支援し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 高齢者施設等においてク ラ スタ ーが発生し た場合には、濃厚接触者の把握と 適切な管理、利用者

同士の接触機会の低減に係る要請、 予防的検査の実施等により 感染の拡大や新たなク ラ スタ ー

の発生防止に努めます。  

（ 健康福祉部感染症対策推進課）  

（13）介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントの推進 
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【現状・課題】 

⚫ 特別養護老人ホームの新規入所者の重点化等により 入所者の重度化が進んでいるこ と や、 認知

症高齢者の増加、介護人材不足の深刻化等により 、介護現場における 事故等のリ スク が高まっ て

いる状況にあり ます。  

⚫ 利用者に事故が発生し た場合、事業者は速やかに県や市町村、利用者の家族等に連絡すると と も

に、 事故の発生原因を 究明し 、 再発防止のための対策を講じ る必要があり ます。  

⚫ 特に、事故の発生リ スク が高い介護保険施設や老人福祉施設においては、県条例に基づき 、事故

発生の防止のための指針の整備、 事故発生防止のための委員会及び従業者に対する 研修の定期

的な開催、 さ ら に事故又は事故に至る危険性がある 事態が発生し た場合には発生原因等の分析

を 通じ た改善策の周知徹底を 図る体制を整備するこ と 等が求めら れています。  

【施策】 

⚫ 認知症又は認知機能が低下し た高齢者の増加や利用者の要介護度の重度化によ り 、 今後ますま

す事故発生リ スク が高まると 想定さ れるこ と から 、事業者に対し 、事故防止対策の徹底や県・ 市

町村等に対する確実な報告を 行う よう 、 市町村と 連携し て指導・ 助言を し ていき ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 今後、 国における事故情報の収集・ 分析・ 活用の仕組みの構築が見込まれるこ と から 、 当該仕組

みを 活用し た指導・ 支援等について検討を 進めます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（14）介護サービス量の見込み 

本計画における 県内の介護サービ ス量の見込みは、 県から 市町村に対し て推計の考え方等を ヒ ア

リ ング等で調整を 行い、 そのう えで各市町村が推計し た数値を 積み上げており 、 積み上げた数字が

県と し ての計画の数値と なり ます。  

サービス量の見込みについては、 現状のサービ ス受給者の状況や人口動態を 踏まえた推計に加え

て、 各市町村・ 地域の課題やニーズ等に応じ て定めますが、 本計画では、 次の３ 点も 踏まえて定めま

す。  

①第８期岐阜県保健医療計画との整合性の確保 

【現状・課題】 

⚫ 保健医療計画と 介護保険事業（ 支援） 計画については、病床機能の分化及び連携の推進による効

率的で質の高い医療提供体制の構築並びに在宅医療・ 介護の充実等の地域包括ケアシステムの

構築が一体的に行われるよう 、 整合性を確保するこ と が重要です。  

⚫ 国から は、 第９ 期計画において保健医療計画と 整合性を 確保する ための介護サービ ス量の見込

み方については、 以下のと おり 示さ れています。  

・ 医療療養病床については意向調査によ り 把握し た令和８ 年度末までの介護保険対象サービス

への移行等の見込量を 下限と し 、 地域医療構想に伴う 追加的需要※と し て見込むこ と と する。 
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・ 地域医療構想に伴う 追加的需要のう ち、その他の高齢化の動向に伴う 需要増等については、第

８ 期の介護サービス利用実績に反映さ れているこ と から 、 第８ 期までの傾向を 令和８ 年度ま

で伸ばすこ と で計上するこ と を基本と し 、その際、第８ 期までの受け皿整備の進捗状況や在宅

医療の数値も 参考と し て必要な調整を 行う こ と 。  

※追加的需要： 慢性期病床等の入院患者のう ち、 病院ではなく 、 将来的に「 在宅医療・ 介護施設
等」 で対応すべき と さ れる サービス量 

⚫ 計画の作成に当たり 、県及び市町村の医療・ 介護担当部局による協議の場を 設け、両計画におけ

る在宅医療の整備目標の達成状況、介護サービスの整備状況及び見込み量、転換意向調査の結果

を 共有し た上で、 協議を行い、 両計画の整合性を 図っ ています。  

【施策】 

⚫ 市町村と の情報共有を 図り 、 地域における在宅医療提供体制や介護施設等の整備を 進めていき

ます。  

（ 健康福祉部医療整備課、 高齢福祉課）  

②介護離職ゼロ（介護離職防止） 

【現状・課題】 

⚫ 家族の介護を 理由と し た離職の防止等を図るべく 「 介護離職ゼロ 」 に向けて、必要な介護サービ

スの確保と 、 働く 環境改善・ 家族支援と の両輪の取り 組みが必要と さ れています。  

【施策】 

⚫ 「 介護離職ゼロ」 の実現に向けて、必要な介護サービスが提供さ れるよう 、地域医療介護総合確

保基金を 活用し 、 介護サービスを 支える 介護人材の確保及び介護サービスの基盤整備を 進めて

いき ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

③有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況 

【現状・課題】 

⚫ 近年、 特定施設入居者生活介護の指定を 受けていない有料老人ホーム及びサービス付き 高齢者

向け住宅が増加し ており 、 多様な介護ニーズの受け皿と なっ ています。  

【 有料老人ホームの定員数】【 再掲】          （ 単位： 施設､人）  R5. 4. 1 時点 

 

 

 

資料： 県高齢福祉課調べ 

  

 施設数 定員数 

有料老人ホーム（ サービス付き 高齢者向け住宅を 除く ）  291 7, 856 

サービス付き 高齢者向け住宅のう ち有料老人ホームに該当 132 3, 909 
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【 岐阜県におけるサービス付き 高齢者向け住宅登録件数】【 再掲】  

 H28. 3 末時点 H30. 3 末時点 R2. 3 末時点 R4. 3 末時点 

全  国 
6, 102 棟   

（ 199, 056 戸）  

6, 999 棟  

（ 229, 947 戸）  

7, 600 棟  

（ 254, 747 戸）  

8, 064 棟  

（ 274, 911 戸）  

岐阜県 
95 棟  

（ 2, 581 戸）  

104 棟  

（ 2, 815 戸）  

121 棟  

（ 3, 386 戸）  

137 棟  

（ 3, 987 戸）  

資料： 県住宅課調べ 

【施策】 

⚫ 有料老人ホーム及びサービ ス付き 高齢者向け住宅の設置状況及び入居定員総数について、 市町

村と の情報共有を 図り 、 適切な規模の施設サービス等の基盤整備を 推進し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  
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【 介護サービスの見込量（ 県計）】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※給付費は年間累計の金額（ 単位： 千円）、 回（ 日） 数は１ 月当たり の数（ 単位： 回、 日）、  
人数は１ 月当たり の利用者数（ 単位： 人）  

※１ ： 第９ 期平均値/R5 年度の値×100  ※２ ： R12, 22, 32 年度の値/R5 年度の値×100 

資料： 各保険者が推計し た数値の積上げ（ R6. 3 推計）（ R3, 4 は実績値）  

 

 

 

  

１．介護予防サービス見込量

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
伸び率①

※１
令和12年度

伸び率①
※２

令和22年度
伸び率①

※２
令和32年度

伸び率①
※２

（１）介護予防サービス
給付費 5,508 4,372 3,382 6,229 6,228 6,228 184.2% 6,645 196.5% 6,645 196.5% 5,714 168.9%
回数 55.4 43.3 33.6 61.0 60.9 60.9 181.3% 65.1 193.8% 65.1 193.8% 56.1 167.0%
人数 12 10 7 11 11 11 157.1% 12 171.4% 12 171.4% 11 157.1%
給付費 527,384 528,811 588,124 607,805 621,802 637,411 105.8% 670,269 114.0% 681,801 115.9% 653,821 111.2%
回数 12,530.3 12,575.8 14,033.0 14,239.7 14,548.2 14,912.0 103.8% 15,700.8 111.9% 15,967.6 113.8% 15,304.8 109.1%
人数 1,624 1,670 1,846 1,907 1,952 1,998 105.8% 2,107 114.1% 2,141 116.0% 2,052 111.2%
給付費 89,399 100,435 129,120 138,866 145,389 149,196 111.9% 156,381 121.1% 158,711 122.9% 149,242 115.6%
回数 2,663.6 2,985.4 3,852.9 4,075.7 4,262.0 4,373.8 110.0% 4,580.0 118.9% 4,647.7 120.6% 4,366.3 113.3%
人数 281 317 397 414 429 438 107.6% 459 115.6% 463 116.6% 432 108.8%
給付費 78,820 78,981 85,321 90,084 93,791 95,217 109.0% 100,094 117.3% 101,811 119.3% 98,008 114.9%
人数 713 718 771 809 843 856 108.4% 897 116.3% 913 118.4% 877 113.7%
給付費 953,301 945,752 1,004,685 1,056,847 1,081,482 1,105,125 107.6% 1,176,930 117.1% 1,204,099 119.8% 1,173,351 116.8%
人数 2,326 2,304 2,396 2,483 2,534 2,587 105.8% 2,753 114.9% 2,811 117.3% 2,736 114.2%
給付費 71,847 77,174 85,914 86,662 88,769 91,367 103.5% 96,724 112.6% 99,384 115.7% 93,429 108.7%
日数 945.3 1,007.2 1,067.1 1,069.2 1,095.0 1,127.2 102.8% 1,194.7 112.0% 1,228.1 115.1% 1,152.9 108.0%
人数 155 172 195 201 204 209 105.0% 219 112.3% 223 114.4% 208 106.7%
給付費 6,843 8,390 6,321 7,149 7,160 7,570 115.4% 8,324 131.7% 8,324 131.7% 8,324 131.7%
日数 65.0 84.4 62.2 78.3 78.3 82.3 128.0% 88.4 142.1% 88.4 142.1% 88.4 142.1%
人数 13 16 12 15 15 16 127.8% 16 133.3% 16 133.3% 16 133.3%
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 788,893 850,600 918,694 936,419 961,141 983,463 104.5% 1,048,351 114.1% 1,065,754 116.0% 1,036,318 112.8%
人数 10,775 11,297 11,978 12,211 12,526 12,811 104.5% 13,658 114.0% 13,867 115.8% 13,443 112.2%
給付費 54,152 56,896 66,533 66,650 69,711 71,376 104.1% 75,773 113.9% 77,290 116.2% 75,328 113.2%
人数 190 189 203 216 225 231 110.3% 246 121.2% 252 124.1% 245 120.7%

介護予防住宅改修 給付費 237,692 253,536 297,346 300,464 315,738 320,728 105.0% 336,430 113.1% 343,477 115.5% 337,611 113.5%
人数 230 232 281 293 307 311 108.1% 327 116.4% 336 119.6% 331 117.8%
給付費 186,346 184,523 179,559 186,672 189,560 191,302 105.4% 199,017 110.8% 198,747 110.7% 194,099 108.1%
人数 200 198 188 195 198 200 105.1% 209 111.2% 209 111.2% 203 108.0%

（２）地域密着型介護予防サービス
給付費 8,753 5,245 7,952 21,356 21,397 22,674 274.3% 23,936 301.0% 25,197 316.9% 25,197 316.9%
回数 86.7 59.3 74.6 192.7 192.9 203.5 263.2% 213.9 286.7% 224.3 300.7% 224.3 300.7%
人数 15 10 11 24 24 25 221.2% 26 236.4% 27 245.5% 27 245.5%
給付費 137,172 135,913 159,350 168,780 184,151 195,937 114.8% 212,967 133.6% 214,808 134.8% 212,332 133.2%
人数 168 166 189 199 216 229 113.6% 248 131.2% 249 131.7% 246 130.2%
給付費 94,599 78,468 91,080 128,157 130,992 142,189 146.9% 155,895 171.2% 155,314 170.5% 149,806 164.5%
人数 34 29 32 47 48 52 153.1% 56 175.0% 56 175.0% 54 168.8%

（３）介護予防支援 給付費 715,268 744,361 788,838 814,013 833,730 849,432 105.5% 905,701 114.8% 920,422 116.7% 892,445 113.1%
人数 12,890 13,366 14,121 14,379 14,707 14,982 104.0% 15,973 113.1% 16,232 114.9% 15,724 111.4%

合計 給付費 3,955,978 4,053,457 4,412,219 4,616,153 4,751,041 4,869,215 107.6% 5,173,437 117.3% 5,261,784 119.3% 5,105,025 115.7%

介護予防認知症対応型通所
介護

介護予防小規模多機能型居
宅介護
介護予防認知症対応型共同
生活介護

介護予防短期入所療養介護
（病院等）

介護予防短期入所療養介護
(介護医療院)

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具購入
費

介護予防特定施設入居者生
活介護

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護
（老健）

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
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※給付費は年間累計の金額（ 単位： 千円）、 回（ 日） 数は１ 月当たり の数（ 単位： 回、 日）、  

人数は１ 月当たり の利用者数（ 単位： 人）  
※１ ： 第９ 期平均値/R5 年度の値×100  ※２ ： R12, 22, 32 年度の値/R5 年度の値×100 

資料： 各保険者が推計し た数値の積上げ（ R6. 3 推計）（ R3, 4 は実績値）  

２．介護サービス見込量

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
伸び率①

※１
令和12年度

伸び率①
※２

令和22年度
伸び率①

※２
令和32年度

伸び率①
※２

（１）居宅サービス
給付費 15,903,524 17,651,781 19,281,197 20,548,452 21,628,762 22,514,686 111.8% 23,861,243 123.8% 26,464,804 137.3% 25,331,307 131.4%
回数 488,641.8 541,852.8 591,265.8 620,434.9 652,439.9 679,619.3 110.1% 721,199.3 122.0% 800,647.0 135.4% 766,412.0 129.6%
人数 14,673 15,244 15,540 16,155 16,649 17,079 107.0% 18,147 116.8% 19,791 127.4% 18,847 121.3%
給付費 828,034 870,351 918,901 983,479 1,027,158 1,051,591 111.1% 1,098,005 119.5% 1,214,381 132.2% 1,132,152 123.2%
回数 5,654 5,881 6,178 6,516.1 6,796.2 6,955.6 109.3% 7,263.9 117.6% 8,031.7 130.0% 7,483.0 121.1%
人数 1,088 1,150 1,187 1,234 1,282 1,307 107.4% 1,367 115.2% 1,513 127.5% 1,409 118.7%
給付費 4,524,352 4,727,020 5,027,474 5,314,658 5,510,143 5,635,557 109.1% 6,026,691 119.9% 6,578,152 130.8% 6,188,296 123.1%
回数 85,239.4 89,170.7 95,125.7 99,202.1 102,717.1 105,064.2 107.6% 112,522.6 118.3% 122,762.1 129.1% 115,467.4 121.4%
人数 9,189 9,774 10,372 10,770 11,105 11,322 106.7% 12,097 116.6% 13,191 127.2% 12,410 119.6%
給付費 414,850 431,211 495,495 524,729 537,502 548,502 108.4% 581,983 117.5% 633,347 127.8% 600,336 121.2%
回数 11,961.0 12,200.2 13,978.1 14,608.0 14,947.2 15,251.9 106.9% 16,168.3 115.7% 17,610.9 126.0% 16,682.2 119.3%
人数 1,101 1,140 1,259 1,327 1,360 1,384 107.8% 1,460 116.0% 1,579 125.4% 1,493 118.6%
給付費 1,702,030 1,896,727 2,134,067 2,294,777 2,389,511 2,444,005 111.3% 2,588,259 121.3% 2,845,814 133.4% 2,720,310 127.5%
人数 13,215 14,255 15,437 16,469 17,094 17,458 110.2% 18,385 119.1% 20,199 130.8% 19,242 124.6%
給付費 23,188,819 22,760,768 23,114,060 24,275,950 24,736,600 25,148,556 106.9% 26,711,740 115.6% 29,009,331 125.5% 27,552,679 119.2%
回数 240,039 234,952 236,760 244,996.7 249,244.6 253,338.8 105.3% 269,514.6 113.8% 291,836.3 123.3% 277,391.3 117.2%
人数 22,145 22,442 22,682 23,555 24,159 24,694 106.4% 26,249 115.7% 28,326 124.9% 26,895 118.6%
給付費 5,061,528 4,791,179 4,766,244 5,028,396 5,098,128 5,168,830 107.0% 5,513,119 115.7% 5,996,122 125.8% 5,665,825 118.9%
回数 49,029.8 46,571.8 46,245.0 47,943.8 48,457.6 49,067.4 104.9% 52,423.1 113.4% 56,779.3 122.8% 53,734.3 116.2%
人数 5,880 5,766 5,642 5,801 5,894 5,975 104.4% 6,383 113.1% 6,890 122.1% 6,516 115.5%
給付費 8,823,029 8,448,417 8,461,777 8,771,353 8,951,825 9,117,359 105.7% 9,698,835 114.6% 10,694,290 126.4% 10,058,844 118.9%
日数 85,988.5 81,833.5 81,177.6 82,823.1 84,411.3 85,926.6 104.0% 91,470.1 112.7% 100,613.1 123.9% 94,552.2 116.5%
人数 6,545 6,424 6,491 6,620 6,762 6,875 104.0% 7,289 112.3% 7,927 122.1% 7,402 114.0%
給付費 1,004,293 917,415 1,084,880 1,160,173 1,204,934 1,225,286 110.3% 1,273,161 117.4% 1,393,695 128.5% 1,303,979 120.2%
日数 7,671.3 7,064.1 8,314.6 8,722.0 9,047.0 9,195.6 108.1% 9,559.3 115.0% 10,444.4 125.6% 9,762.4 117.4%
人数 865 825 937 976 1,006 1,023 106.9% 1,064 113.6% 1,151 122.8% 1,075 114.7%
給付費 14,562 10,595 8,170 8,456 9,371 9,371 111.0% 9,371 114.7% 10,743 131.5% 8,466 103.6%
日数 146.9 97.7 76.1 79.9 88.3 88.3 112.4% 88.3 116.0% 102.1 134.2% 79.9 105.0%
人数 11 10 9 8 9 9 96.3% 9 100.0% 10 111.1% 8 88.9%
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 5,032,805 5,304,129 5,469,301 5,603,820 5,779,583 5,925,205 105.5% 6,327,991 115.7% 6,929,436 126.7% 6,544,013 119.6%
人数 32,283 33,542 34,164 34,989 36,068 36,944 105.4% 39,532 115.7% 42,974 125.8% 40,660 119.0%
給付費 155,571 157,776 167,183 185,959 191,180 194,369 113.9% 205,261 122.8% 223,478 133.7% 213,043 127.4%
人数 471 462 456 514 528 537 115.4% 568 124.6% 619 135.7% 589 129.2%
給付費 381,106 366,790 385,523 395,642 401,213 413,381 104.6% 422,477 109.6% 456,390 118.4% 441,699 114.6%
人数 375 351 378 393 399 411 106.1% 421 111.4% 456 120.6% 442 116.9%
給付費 3,166,114 3,159,014 3,403,552 3,488,139 3,568,752 3,698,600 105.3% 3,914,663 115.0% 4,251,489 124.9% 4,021,830 118.2%
人数 1,334 1,325 1,415 1,435 1,468 1,520 104.2% 1,609 113.7% 1,744 123.3% 1,649 116.5%

（２）地域密着型サービス
給付費 473,803 523,244 565,137 780,507 883,066 984,675 156.2% 1,027,551 181.8% 943,168 166.9% 926,758 164.0%
人数 217 238 260 355 403 450 154.9% 466 179.2% 423 162.7% 416 160.0%
給付費 7,293 7,048 7,497 6,454 6,668 6,668 88.0% 7,605 101.4% 8,846 118.0% 8,846 118.0%
人数 25 26 30 28 29 29 95.6% 34 113.3% 38 126.7% 38 126.7%
給付費 5,187,428 5,164,456 5,359,134 5,784,528 5,951,257 6,087,832 110.9% 6,478,768 120.9% 6,952,278 129.7% 6,538,515 122.0%
回数 53,790.0 53,702.1 55,422.3 59,062.7 60,634.2 61,964.7 109.3% 66,005.5 119.1% 70,585.6 127.4% 66,462.6 119.9%
人数 5,595 5,705 5,898 6,219 6,385 6,509 108.0% 6,918 117.3% 7,373 125.0% 6,928 117.5%
給付費 1,141,076 1,082,469 1,046,104 1,143,258 1,230,075 1,305,567 117.2% 1,226,041 117.2% 1,321,692 126.3% 1,243,563 118.9%
回数 8,959.9 8,390.0 8,022.4 8,576.9 9,174.3 9,719.3 114.1% 9,220.2 114.9% 9,936.0 123.9% 9,344.6 116.5%
人数 825 746 725 758 801 841 110.3% 818 112.8% 874 120.6% 817 112.7%
給付費 3,751,865 3,619,742 3,614,586 3,824,299 3,935,430 4,092,035 109.3% 4,372,986 121.0% 4,576,119 126.6% 4,265,018 118.0%
人数 1,555 1,490 1,469 1,528 1,573 1,633 107.4% 1,745 118.8% 1,821 124.0% 1,696 115.5%
給付費 12,718,569 12,812,945 13,427,494 14,127,944 14,375,931 14,654,881 107.1% 15,724,600 117.1% 16,912,276 126.0% 15,898,489 118.4%
人数 4,164 4,168 4,256 4,433 4,508 4,595 106.0% 4,927 115.8% 5,292 124.3% 4,976 116.9%
給付費 331,599 312,810 343,079 397,095 475,241 478,067 131.2% 443,744 129.3% 475,449 138.6% 455,397 132.7%
人数 137 131 142 161 192 193 128.2% 181 127.5% 193 135.9% 185 130.3%
給付費 4,088,871 4,150,510 4,238,552 4,565,172 4,570,592 4,570,592 107.8% 5,190,547 122.5% 5,683,141 134.1% 5,285,512 124.7%
人数 1,243 1,238 1,249 1,328 1,328 1,328 106.3% 1,508 120.7% 1,649 132.0% 1,536 123.0%
給付費 727,326 780,688 825,505 968,794 1,064,744 1,174,600 129.5% 1,256,186 152.2% 1,162,326 140.8% 1,100,563 133.3%
人数 260 280 296 334 358 389 121.7% 416 140.5% 385 130.1% 364 123.0%

（３）施設サービス
給付費 30,956,154 31,000,580 31,106,990 32,337,152 32,576,810 32,834,955 104.7% 35,260,434 113.4% 38,630,851 124.2% 36,077,073 116.0%
人数 9,944 9,883 9,806 10,047 10,109 10,186 103.1% 10,942 111.6% 11,979 122.2% 11,193 114.1%
給付費 19,448,306 19,056,626 18,778,914 19,448,598 19,615,024 19,732,644 104.4% 21,020,265 111.9% 22,837,579 121.6% 21,273,734 113.3%
人数 5,955 5,783 5,625 5,749 5,788 5,822 102.9% 6,209 110.4% 6,736 119.8% 6,269 111.4%

介護医療院 給付費 1,195,998 1,589,128 1,896,144 2,258,419 2,436,026 2,498,474 126.4% 3,022,403 159.4% 3,251,385 171.5% 3,113,122 164.2%
人数 293 392 456 544 585 599 126.3% 720 157.9% 773 169.5% 740 162.3%
給付費 790,165 532,371 360,436
人数 214 143 99

（４）居宅介護支援 給付費 8,619,299 8,829,318 8,897,559 9,304,472 9,550,389 9,729,874 107.1% 10,403,723 116.9% 11,263,773 126.6% 10,642,828 119.6%
人数 46,966 47,943 48,381 49,452 50,690 51,657 104.6% 55,266 114.2% 59,704 123.4% 56,455 116.7%

合計 給付費 159,638,369 160,955,106 165,184,956 173,530,675 177,705,915 181,246,162 107.5% 193,667,652 117.2% 210,720,355 127.6% 198,612,197 120.2%

介護療養型医療施設

地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介
護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者
生活介護

特定福祉用具購入費

住宅改修費

特定施設入居者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問
介護看護
夜間対応型訪問介護

短期入所生活介護

短期入所療養介護（老健）

短期入所療養介護（病院
等）

短期入所療養介護(介護医療
院)

福祉用具貸与

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

訪問介護

訪問入浴介護
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（15）介護保険施設・介護保険サービス事業所等の整備予定数（着工年度ごとに記載） 

●介護老人福祉施設（30人以上）

施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数

134 10,687 1 78 △1 △30 2 130 2 178 136 10,865

45 3,639 1 40 0 0 0 △20 1 20 46 3,659

20 1,809 0 0 0 0 0 △20 0 △20 20 1,789

6 310 0 0 0 0 0 0 0 0 6 310

6 490 0 0 0 0 0 0 0 0 6 490

3 200 1 40 0 0 0 0 1 40 4 240

2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 2 180

1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80

瑞穂市 2 142 0 0 0 0 0 0 0 0 2 142

本巣市 4 328 0 0 0 0 0 0 0 0 4 328

北方町 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100

28 2,231 0 6 0 0 1 100 1 106 29 2,337

10 930 0 0 0 0 1 100 1 100 11 1,030

2 159 0 0 0 0 0 0 0 0 2 159

1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 90

3 220 0 0 0 0 0 0 0 0 3 220

1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 90

神戸町 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60

輪之内町 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60

安八町 2 174 0 6 0 0 0 0 0 6 2 180

揖斐川町 3 180 0 0 0 0 0 0 0 0 3 180

大野町 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100

池田町 2 168 0 0 0 0 0 0 0 0 2 168

27 2,057 0 0 △1 △30 0 0 △1 △30 26 2,027

8 607 0 0 0 0 0 0 0 0 8 607

3 210 0 0 0 0 0 0 0 0 3 210

2 210 0 0 0 0 0 0 0 0 2 210

4 350 0 0 0 0 0 0 0 0 4 350

4 300 0 0 0 0 0 0 0 0 4 300

1 30 0 0 △1 △30 0 0 △1 △30 0 0

1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80

1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70

1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80

22 1,838 0 32 0 0 0 10 0 42 22 1,880

7 570 0 30 0 0 0 0 0 30 7 600

6 548 0 2 0 0 0 0 0 2 6 550

3 210 0 0 0 0 0 0 0 0 3 210

4 310 0 0 0 0 0 10 0 10 4 320

2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200

12 922 0 0 0 0 1 40 1 40 13 962

6 440 0 0 0 0 0 0 0 0 6 440

3 282 0 0 0 0 0 0 0 0 3 282

3 200 0 0 0 0 1 40 1 40 4 240

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飛
騨
圏
域

高山市

飛騨市

下呂市

白川村

東白川村

御嵩町

東
濃
圏
域

多治見市

中津川市

瑞浪市

恵那市

土岐市

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

関ケ原町

安
八
広
域

揖
斐
広
域

中
濃
圏
域

関市

美濃市

美濃加茂市

可児市

郡上市

山県市

岐南町

笠松町

も
と
す
広
域

西
濃
圏
域

大垣市

海津市

養老町

垂井町

県全体

岐
阜
圏
域

岐阜市

羽島市

各務原市

令和６年度 令和７年度 令和８年度 計市町村名

令和５年度
(年度末の総数)

第９期計画 令和８年度
(年度末の総数)
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●地域密着型介護老人福祉施設（29人以下）

施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数

50 1,319 0 0 1 29 3 87 4 116 54 1,435

19 520 0 0 1 29 1 29 2 58 21 578

7 203 0 0 1 29 1 29 2 58 9 261

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 203 0 0 0 0 0 0 0 0 7 203

1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20

1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

瑞穂市 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20

本巣市 2 45 0 0 0 0 0 0 0 0 2 45

北方町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 371 0 0 0 0 0 0 0 0 15 371

3 70 0 0 0 0 0 0 0 0 3 70

3 87 0 0 0 0 0 0 0 0 3 87

2 49 0 0 0 0 0 0 0 0 2 49

1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神戸町 2 39 0 0 0 0 0 0 0 0 2 39

輪之内町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安八町 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20

揖斐川町 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

大野町 2 58 0 0 0 0 0 0 0 0 2 58

池田町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 210 0 0 0 0 1 29 1 29 9 239

2 49 0 0 0 0 0 0 0 0 2 49

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 87 0 0 0 0 0 0 0 0 3 87

0 0 0 0 0 0 1 29 1 29 1 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

2 45 0 0 0 0 0 0 0 0 2 45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 136 0 0 0 0 1 29 1 29 6 165

2 58 0 0 0 0 0 0 0 0 2 58

0 0 0 0 0 0 1 29 1 29 1 29

1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 58 0 0 0 0 0 0 0 0 2 58

3 82 0 0 0 0 0 0 0 0 3 82

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24

飛
騨
圏
域

高山市

飛騨市

下呂市

白川村

東白川村

御嵩町

東
濃
圏
域

多治見市

中津川市

瑞浪市

恵那市

土岐市

中
濃
圏
域

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

関ケ原町

安
八
広
域

揖
斐
広
域

関市

美濃市

美濃加茂市

可児市

郡上市

山県市

岐南町

笠松町

も
と
す
広
域

西
濃
圏
域

大垣市

海津市

養老町

垂井町

県全体

岐
阜
圏
域

岐阜市

羽島市

各務原市

令和６年度 令和７年度 令和８年度 計市町村名

令和５年度
(年度末の総数)

第９期計画 令和８年度
(年度末の総数)
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●介護老人保健施設

施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数

73 6,394 0 0 △1 △100 0 0 △1 △100 72 6,294

24 2,158 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2,158

15 1,383 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1,383

1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100

4 249 0 0 0 0 0 0 0 0 4 249

1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 146 0 0 0 0 0 0 0 0 1 146

瑞穂市 1 120 0 0 0 0 0 0 0 0 1 120

本巣市 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60

北方町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 1,199 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1,199

4 423 0 0 0 0 0 0 0 0 4 423

1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100

1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100

2 130 0 0 0 0 0 0 0 0 2 130

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神戸町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

輪之内町 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70

安八町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

揖斐川町 1 59 0 0 0 0 0 0 0 0 1 59

大野町 2 167 0 0 0 0 0 0 0 0 2 167

池田町 1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150

18 1,267 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1,267

5 315 0 0 0 0 0 0 0 0 5 315

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 294 0 0 0 0 0 0 0 0 3 294

3 316 0 0 0 0 0 0 0 0 3 316

3 168 0 0 0 0 0 0 0 0 3 168

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 1,159 0 0 △1 △100 0 0 △1 △100 10 1,059

3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300

3 290 0 0 0 0 0 0 0 0 3 290

1 170 0 0 0 0 0 0 0 0 1 170

2 199 0 0 0 0 0 0 0 0 2 199

2 200 0 0 △1 △100 0 0 △1 △100 1 100

7 611 0 0 0 0 0 0 0 0 7 611

5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 111 0 0 0 0 0 0 0 0 2 111

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飛
騨
圏
域

高山市

飛騨市

下呂市

白川村

東白川村

御嵩町

東
濃
圏
域

多治見市

中津川市

瑞浪市

恵那市

土岐市

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

関ケ原町

安
八
広
域

揖
斐
広
域

中
濃
圏
域

関市

美濃市

美濃加茂市

可児市

郡上市

山県市

岐南町

笠松町

も
と
す
広
域

西
濃
圏
域

大垣市

海津市

養老町

垂井町

県全体

岐
阜
圏
域

岐阜市

羽島市

各務原市

令和７年度 令和８年度 計

令和５年度
(年度末の総数)

第９期計画 令和８年度
(年度末の総数)令和６年度市町村名
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●介護医療院

施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数

12 544 2 49 0 0 1 48 3 97 15 641

8 365 0 0 0 0 0 0 0 0 8 365

3 112 0 0 0 0 0 0 0 0 3 112

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 151 0 0 0 0 0 0 0 0 2 151

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 90 0 0 0 0 0 0 0 0 2 90

瑞穂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本巣市 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12

北方町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 70 0 0 0 0 0 0 0 0 2 70

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 56 0 0 0 0 0 0 0 0 1 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神戸町 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14

輪之内町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安八町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

揖斐川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

池田町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 51 0 0 0 0 1 48 1 48 2 99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 48 1 48 1 48

1 51 0 0 0 0 0 0 0 0 1 51

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 58 2 49 0 0 0 0 2 49 3 107

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 58 1 35 0 0 0 0 1 35 2 93

0 0 1 14 0 0 0 0 1 14 1 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飛
騨
圏
域

高山市

飛騨市

下呂市

白川村

東白川村

御嵩町

東
濃
圏
域

多治見市

中津川市

瑞浪市

恵那市

土岐市

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

関ケ原町

安
八
広
域

揖
斐
広
域

中
濃
圏
域

関市

美濃市

美濃加茂市

可児市

郡上市

山県市

岐南町

笠松町

も
と
す
広
域

西
濃
圏
域

大垣市

海津市

養老町

垂井町

県全体

岐
阜
圏
域

岐阜市

羽島市

各務原市

令和６年度 令和７年度 令和８年度

第９期計画 令和８年度
(年度末の総数)計

令和５年度
(年度末の総数)市町村名
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 ●認知症高齢者グループホーム

施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数

294 4,568 0 0 2 36 7 99 9 135 303 4,703

108 1,755 0 0 1 18 2 27 3 45 111 1,800

55 894 0 0 1 18 1 18 2 36 57 930

13 159 0 0 0 0 1 9 1 9 14 168

20 360 0 0 0 0 0 0 0 0 20 360

4 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4 45

4 72 0 0 0 0 0 0 0 0 4 72

2 45 0 0 0 0 0 0 0 0 2 45

瑞穂市 5 81 0 0 0 0 0 0 0 0 5 81

本巣市 4 72 0 0 0 0 0 0 0 0 4 72

北方町 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27

60 948 0 0 0 0 2 36 2 36 62 984

21 336 0 0 0 0 1 18 1 18 22 354

5 90 0 0 0 0 0 0 0 0 5 90

5 81 0 0 0 0 0 0 0 0 5 81

3 45 0 0 0 0 1 18 1 18 4 63

1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18

神戸町 3 45 0 0 0 0 0 0 0 0 3 45

輪之内町 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2 36

安八町 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2 36

揖斐川町 6 99 0 0 0 0 0 0 0 0 6 99

大野町 6 90 0 0 0 0 0 0 0 0 6 90

池田町 6 72 0 0 0 0 0 0 0 0 6 72

51 788 0 0 0 0 2 27 2 27 53 815

15 216 0 0 0 0 0 0 0 0 15 216

3 45 0 0 0 0 0 0 0 0 3 45

6 108 0 0 0 0 1 18 1 18 7 126

10 180 0 0 0 0 1 9 1 9 11 189

7 123 0 0 0 0 0 0 0 0 7 123

2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27

1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9

1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9

1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9

1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9

1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18

1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9

2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26

52 810 0 0 0 0 0 0 0 0 52 810

13 234 0 0 0 0 0 0 0 0 13 234

15 225 0 0 0 0 0 0 0 0 15 225

6 81 0 0 0 0 0 0 0 0 6 81

11 162 0 0 0 0 0 0 0 0 11 162

7 108 0 0 0 0 0 0 0 0 7 108

23 267 0 0 1 18 1 9 2 27 25 294

8 69 0 0 0 0 1 9 1 9 9 78

8 90 0 0 0 0 0 0 0 0 8 90

7 108 0 0 1 18 0 0 1 18 8 126

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市町村名

令和５年度
(年度末の総数)

第９期計画 令和８年度
(年度末の総数)令和６年度 令和７年度 令和８年度

県全体

岐
阜
圏
域

岐阜市

羽島市

各務原市

計

山県市

岐南町

笠松町

も
と
す
広
域

西
濃
圏
域

大垣市

海津市

養老町

垂井町

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

関ケ原町

安
八
広
域

揖
斐
広
域

関市

美濃市

美濃加茂市

可児市

郡上市

飛
騨
圏
域

高山市

飛騨市

下呂市

白川村

東白川村

御嵩町

東
濃
圏
域

多治見市

中津川市

瑞浪市

恵那市

土岐市

中
濃
圏
域
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●介護専用型特定施設

施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数

7 401 0 0 0 0 0 0 0 0 7 401

3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100

3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

瑞穂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本巣市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北方町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神戸町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

輪之内町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安八町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

揖斐川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

池田町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 301 0 0 0 0 0 0 0 0 4 301

4 301 0 0 0 0 0 0 0 0 4 301

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市町村名

令和５年度
(年度末の総数)

第９期計画 令和８年度
(年度末の総数)令和７年度 令和８年度 計

県全体

岐
阜
圏
域

岐阜市

羽島市

各務原市

令和６年度

山県市

岐南町

笠松町

も
と
す
広
域

西
濃
圏
域

大垣市

海津市

養老町

垂井町

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

関ケ原町

安
八
広
域

揖
斐
広
域

関市

美濃市

美濃加茂市

可児市

郡上市

飛
騨
圏
域

高山市

飛騨市

下呂市

白川村

東白川村

御嵩町

東
濃
圏
域

多治見市

中津川市

瑞浪市

恵那市

土岐市

中
濃
圏
域
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●地域密着型介護専用型特定施設

施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数

6 174 0 0 1 20 0 0 1 20 7 194

5 145 0 0 0 0 0 0 0 0 5 145

2 58 0 0 0 0 0 0 0 0 2 58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 87 0 0 0 0 0 0 0 0 3 87

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

瑞穂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本巣市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北方町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神戸町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

輪之内町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安八町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

揖斐川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

池田町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 20 0 0 1 20 1 20

0 0 0 0 1 20 0 0 1 20 1 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

令和５年度
(年度末の総数)

第９期計画 令和８年度
(年度末の総数)令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

中
濃
圏
域

富加町

川辺町

七宗町

市町村名

岐
阜
圏
域

羽島市

各務原市

山県市

東
濃
圏
域

飛
騨
圏
域

県全体

土岐市

高山市

飛騨市

下呂市

白川村

八百津町

白川町

東白川村

御嵩町

多治見市

中津川市

瑞浪市

恵那市

関市

美濃市

美濃加茂市

可児市

郡上市

坂祝町

岐南町

笠松町

も
と
す
広
域

岐阜市

西
濃
圏
域

大垣市

海津市

養老町

垂井町

関ケ原町

安
八
広
域

揖
斐
広
域
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●混合型特定施設（介護専用型特定施設以外の特定施設）

施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数

33 1,336 0 0 1 30 2 30 3 60 36 1,396

10 416 0 0 1 30 2 30 3 60 13 476

4 225 0 0 0 0 2 30 2 30 6 255

1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10

3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45

1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36

瑞穂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本巣市 0 0 0 0 1 30 0 0 1 30 1 30

北方町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 211 0 0 0 0 0 0 0 0 5 211

4 161 0 0 0 0 0 0 0 0 4 161

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神戸町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

輪之内町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安八町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

揖斐川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

池田町 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50

9 315 0 0 0 0 0 0 0 0 9 315

4 115 0 0 0 0 0 0 0 0 4 115

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36

1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 1 42

2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42

1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 280 0 0 0 0 0 0 0 0 7 280

1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20

3 160 0 0 0 0 0 0 0 0 3 160

1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40

1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30

1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30

2 114 0 0 0 0 0 0 0 0 2 114

2 114 0 0 0 0 0 0 0 0 2 114

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飛
騨
圏
域

高山市

飛騨市

下呂市

白川村

東白川村

御嵩町

東
濃
圏
域

多治見市

中津川市

瑞浪市

恵那市

土岐市

中
濃
圏
域

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

関ケ原町

安
八
広
域

揖
斐
広
域

関市

美濃市

美濃加茂市

可児市

郡上市

山県市

岐南町

笠松町

も
と
す
広
域

西
濃
圏
域

大垣市

海津市

養老町

垂井町

県全体

岐
阜
圏
域

岐阜市

羽島市

各務原市

第９期計画 令和８年度
(年度末の総数)令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

令和５年度
(年度末の総数)市町村名
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●養護老人ホーム

施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数

22 1,131 0 0 △1 △50 0 △20 △1 △70 21 1,061

6 404 0 0 0 0 0 0 0 0 6 404

2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200

1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40

1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 1 54

1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

瑞穂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本巣市 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60

北方町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 150 0 0 0 0 0 10 0 10 3 160

1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 30 0 0 0 0 0 10 0 10 1 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神戸町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

輪之内町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安八町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

揖斐川町 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50

大野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

池田町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 224 0 0 △1 △50 0 △30 △1 △80 4 144

1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 50 0 0 0 0 0 △30 0 △30 1 20

1 50 0 0 △1 △50 0 0 △1 △50 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50

5 203 0 0 0 0 0 0 0 0 5 203

1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40

1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45

1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18

1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50

1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50

3 150 0 0 0 0 0 0 0 0 3 150

1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50

1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50

1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

令和５年度
(年度末の総数)

第９期計画 令和８年度
(年度末の総数)市町村名
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●軽費老人ホーム

施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数

42 1,449 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1,449

21 688 0 0 0 0 0 0 0 0 21 688

12 420 0 0 0 0 0 0 0 0 12 420

1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15

6 188 0 0 0 0 0 0 0 0 6 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

瑞穂市 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15

本巣市 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50

北方町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 6 250

4 160 0 0 0 0 0 0 0 0 4 160

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神戸町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

輪之内町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安八町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

揖斐川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

池田町 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50

6 191 0 0 0 0 0 0 0 0 6 191

3 106 0 0 0 0 0 0 0 0 3 106

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 220 0 0 0 0 0 0 0 0 7 220

3 114 0 0 0 0 0 0 0 0 3 114

1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16

1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40

1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20

1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30

2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100

1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

令和５年度
(年度末の総数)

第９期計画 令和８年度
(年度末の総数)令和６年度 令和７年度 令和８年度 計
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●定期巡回・随時対応型訪問介護看護

施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数

19 2 2 1 5 24

11 1 1 1 3 14

7 0 1 1 2 9

1 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1

瑞穂市 1 1 0 0 1 2

本巣市 0 0 0 0 0 0

北方町 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

神戸町 0 0 0 0 0 0

輪之内町 0 0 0 0 0 0

安八町 0 0 0 0 0 0

揖斐川町 0 0 0 0 0 0

大野町 0 0 0 0 0 0

池田町 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 1 2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 1 2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 4

1 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 1 3

2 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0
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令和８年度 計

令和５年度
(年度末の総数)

第９期計画 令和８年度
(年度末の総数)令和６年度 令和７年度市町村名
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●小規模多機能型居宅介護

施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数

82 2,255 0 4 0 △2 2 54 2 56 84 2,311

36 1,002 0 0 1 29 1 29 2 58 38 1,060

19 539 0 0 1 29 1 29 2 58 21 597

3 79 0 0 0 0 0 0 0 0 3 79

8 220 0 0 0 0 0 0 0 0 8 220

1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 53 0 0 0 0 0 0 0 0 2 53

瑞穂市 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24

本巣市 2 58 0 0 0 0 0 0 0 0 2 58

北方町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 338 0 0 0 0 1 25 1 25 14 363

7 185 0 0 0 0 1 25 1 25 8 210

1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25

1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神戸町 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25

輪之内町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安八町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

揖斐川町 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25

大野町 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25

池田町 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24

10 267 △1 △25 △1 △31 0 0 △2 △56 8 211

5 135 0 0 0 0 0 0 0 0 5 135

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 53 0 0 0 △6 0 0 0 △6 2 47

2 50 △1 △25 △1 △25 0 0 △2 △50 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 316 1 29 0 0 0 0 1 29 12 345

3 78 0 0 0 0 0 0 0 0 3 78

3 75 1 29 0 0 0 0 1 29 4 104

1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

4 134 0 0 0 0 0 0 0 0 4 134

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 332 0 0 0 0 0 0 0 0 12 332

9 249 0 0 0 0 0 0 0 0 9 249

1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

2 54 0 0 0 0 0 0 0 0 2 54

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

第９期計画 令和８年度
(年度末の総数)

令和５年度
(年度末の総数)市町村名
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●看護小規模多機能型居宅介護

施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数

16 393 1 18 1 29 2 58 4 105 20 498

7 163 0 0 1 29 1 29 2 58 9 221

5 114 0 0 1 29 1 29 2 58 7 172

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

瑞穂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本巣市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北方町 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20

4 85 △1 △29 0 0 1 29 0 0 4 85

3 56 △1 △29 0 0 1 29 0 0 3 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

神戸町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

輪之内町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安八町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

揖斐川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

池田町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 58 1 18 0 0 0 0 1 18 3 76

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

0 0 1 18 0 0 0 0 1 18 1 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 58 1 29 0 0 0 0 1 29 3 87

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 29 0 0 0 0 1 29 1 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 58 0 0 0 0 0 0 0 0 2 58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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令和５年度
(年度末の総数)

第９期計画 令和８年度
(年度末の総数)市町村名
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第３ 節 高齢者が活躍でき る 社会の実現 

 
 

 

１ 高齢者の生きがい・健康づくりの推進 

高齢者の方々の社会参加及び就労を 促進するためには、 高齢者の方々の長年培っ てき た知識や経

験などを 活かすこ と ができ る、 多様な活躍の場づく り を進めるこ と が必要です。  

また、地域社会の活力を維持し ていく ためには、高齢者の方々において、地域社会に貢献する活動

に参加いただく と と も に、 その活動における人材の育成につなげていく こ と が重要です。  

地域社会でいき いき と 活躍し ていただく ためには、 健康の保持・ 増進も 基本的かつ重要な課題で

す。  

基本的な生活習慣の習得・ 持続、 生活習慣病の予防・ 改善、 生涯学習、 文化・ スポーツ 活動を通じ

た生き がいづく り や健康づく り を 支援し ます。  

（１）多様な社会参加活動と就労の促進 

①高齢者の社会参加と生きがいづくりの支援 

【現状・課題】 

⚫ 「 岐阜県人口動態統計調査結果」（ 四半期報・ ７ 月） によれば、 令和５ 年７ 月１ 日現在の県の高

齢化率は 30. 7％と の推計が出ており 、 今後も 増加する見込みですが、 生産年齢人口が減少し 続

けている中で、 高齢者も 社会を担う 存在と し て活躍するこ と が求めら れています。  

⚫ 「 第 46 回県政世論調査」（ 令和５ 年度） によ れば、「 今後の暮ら し の中で重視し ていき たいこ と

（ 複数回答可）」 と し て、「 健康・ 体力づく り 」 と 回答し た割合が、 60～69 歳で 80. 9％、 70 代で

83. 3％と なっ ており 、健康に対する高い意識に応えるため、健康づく り 、生き がいづく り 事業を

支援する必要があり ます。  

⚫ 高齢者の社会参加を 促進し 、「 生涯現役社会」 を実現するためには、 一元的な情報提供やき っ か

けと なる場の提供などにより 、 社会参加を 後押し する必要があり ます。  

【施策】 

⚫ 「 高齢者生き がいづく り 応援窓口」 において、社会参加・ 生き がいづく り に関する相談へのワン

スト ッ プでの対応を 行う と と も に、地域で活躍し ている高齢者の現地取材や、高齢者の社会参加

に係る事業等の情報収集を 行い、 県ホームページにより 情報を 発信し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 市町村老人ク ラ ブ連合会及び単位老人ク ラ ブの活動費に対する補助金について、 生き がいづく

り 事業に取り 組む老人ク ラ ブに重点配分し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

②高齢者の就労促進 
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87. 0％ 

【現状・課題】 

⚫ 少子高齢化、人口減少や若年層の人口流出により 、県内企業は人手不足の状況にあり ます。こ う

し た状況の中、 高齢者、 女性、 外国人など多様な人材の活躍が求めら れており 、 働く 意欲のある

高齢者が働き やすい環境づく り の促進など、 高齢者の就労を 後押し する必要があり ます。  

⚫ 労働力人口総数は概ね横ばいで推移し ていますが、 労働力人口総数に占める 65 歳以上の方の割

合は増加し ています。  

【 労働力人口の推移（ 全国）】                       （ 単位： 万人・ ％）  

資料： 内閣府「 高齢社会白書」（ R5）  

⚫ 現在仕事をし ている 60 歳以上の方の約４ 割が「 働けるう ち はいつまでも 」 働き たいと 回答し て

います。 70 歳頃までも し く はそれ以上と の回答と 合計すると 、 約９ 割が高齢期にも 高い就業意

欲を 持っ ているこ と になり ます。  

【 何歳頃まで収入を伴う 仕事をし たいか（ 全国）】               （ 単位： ％）  

65 歳 70 歳 75 歳 80 歳 
働けるう ちは 

いつまでも  

その他 

（ 無回答、 不明等）  

11. 6 23. 4 19. 3 7. 6 36. 7 1. 4 

 

資料： 内閣府「 高齢社会白書」（ R5）  

【施策】 

⚫ 中高年齢層向けの就活セミ ナーや求職者と 企業と の交流会を 開催し 、 中高年齢者の就労を 促進

し ます。  

（ 商工労働部産業人材課）  

③シルバー人材センターの活動 

【現状・課題】 

⚫ シルバー人材センタ ーは、 定年退職者などの 60 歳以上の高齢者に、 そのラ イ フ スタ イ ルに合わ

せた、臨時的かつ短期的な就業等を提供すると と も に、ボラ ンティ ア活動を はじ めと する様々な

社会参加を通じ て、健康で生き がいのある生活の実現や、地域社会の福祉の向上・ 活性化に取り

組んでいます。  

⚫ シルバー人材センタ ー会員数は、 65 歳定年制度等の影響も あり 、 近年減少傾向にあり ますが、

シルバー人材センタ ーの活動は、高齢者の方々の医療・ 介護生活への抑止・ 予防につながるも の

 H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4 

労働人口（ 全年齢）  6, 766 6, 651 6, 632 6, 625 6, 902 6, 907 6, 902 

労働人口（ 65 歳以上）  494 504 585 747 919 926 927 

割合（ 65 歳以上/全年齢）  7. 3 7. 6 8. 8 11. 3 13. 3 13. 4 13. 4 
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と 考えら れているこ と から 、 会員増員運動に取り 組んでいると こ ろ です。  

【 岐阜県シルバー人材センタ ー連合会の会員数】            （ 単位： 人、 ％）  

区分 H31. 3 末 R2. 3 末 R3. 3 末 R4. 3 末 R5. 3 末 

会員数 14, 124 14, 072 13, 513 13, 007 12, 812 

加入率 1. 95 1. 95 1. 86 1. 79 1. 76 

60 歳以上人口 722, 550 723, 460 725, 760 726, 380 725, 921 

資料：（ 公社） 岐阜県シルバー人材セン タ ー連合会調べ 

⚫ 近年の会員の傾向と し て、就業意欲の減退、退職前に従事し ていた職種以外の職種への関心の低

さ や抵抗感から 、 センタ ーが紹介する職種と 会員が希望する職種と のミ スマッ チ等が課題と な

っ ている一方で、少子高齢化の急速な進展に伴い、深刻な労働力不足が懸念さ れる中、高齢者の

活躍に期待が寄せら れています。  

⚫ 各市町村においては、シルバー人材センタ ーが地域支援事業の担い手と なり 、高齢者が住み慣れ

た地域で暮ら し 続けら れる よう 、 多様なニーズに対する生活支援サービスの提供が進んでいま

す。  

【施策】 

⚫ シニア人材の就業先の開拓等を 通じ て高齢者の就労を 促進する ため、 シルバー事業を 全県的に

展開し 、 事業の一層の拡大・ 会員の能力開発等を行う（ 公社） 岐阜県シルバー人材センタ ー連合

会の活動を支援し ます。  

（ 商工労働部労働雇用課）  

④就農支援 

【現状・課題】 

⚫ 農業者の高齢化に伴い、本県の農業就業人口は全国と 比べても 大き く 減少し ており 、市町村や農

協など関係機関と 連携し 、 農業の担い手づく り に取り 組んでいます。  

⚫ 高齢農業者は、朝市・ 直売向け農産物の生産や新規就農者の育成が難し い品目の生産等を 担っ て

いるこ と から 、 定年退職を 契機に就農する「 定年帰農者」 も 地域を 支える 担い手と し て位置づ

け、 担い手づく り を 進めるこ と が必要です。  

【 農業就業人口】                   （ 単位： 千人）  

 H27 R1 減少率 

全国 2096. 6 1681. 1 19. 8％ 

岐阜県 38. 7 26. 1 32. 6％ 

資料： 農林水産省「 農林業センサス」、「 農業構造動態調査」  
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【施策】 

⚫ 県内外で就農相談会やセミ ナーを 開催し 、 定年を 契機にＵ タ ーン 等により 就農を 希望する 者の

掘り 起こ し を 図り ます。  

（ 農政部農業経営課）  

⚫ 関係機関と 連携し 、就農意欲の喚起や農業の基礎知識を学ぶ講座、農業技術を 実践的に学ぶ研修

会を 開催し 、 就農希望者の技術習得を 支援し ます。  

（ 農政部農業経営課）  

⑤園芸福祉活動 

【現状・課題】 

⚫ 園芸福祉は、 種をまき 、 苗を 育てて花を咲かせ、 収穫するなど植物と 接するこ と を 通じ て、 高齢

者の生き がいづく り 、 子ども の情操教育、 障がい者の自立支援、 世代間交流など、 人々が健康で

生き 生き と 暮ら せる地域社会づく り を 目指す活動です。  

⚫ 県では、平成 14 年度から 園芸福祉の活動を ボラ ンティ アで支援する「 園芸福祉サポータ ー」（ 以

下、「 サポータ ー」 と いう ） 制度を 設け、 園芸福祉に携わる 団体と 協力し 、 高齢者施設、 障がい

者施設などにおける園芸福祉活動を 支援し てき たと こ ろ 、県内にサポータ ーが誕生し 、その活動

も 定着し てき まし たが、一部の施設での取組みにと どまっ ているこ と 、こ れまで活躍し てき たサ

ポータ ーの高齢化により 活動の継続が難し く なっ てき たこ と から 、 新たなサポータ ーの養成や

福祉施設等への園芸福祉活動の普及等、 園芸福祉活動の定着を 進める必要があり ます。  

【 園芸福祉サポータ ー認定者数】              （ 単位： 人）  

 R3 R4 

園芸福祉サポータ ー認定者数 346 444 

資料： 県農産園芸課調べ 

【施策】 

⚫ 新たなサポータ ーの人材確保や活動促進のため、 定年退職者などの 60 歳以上の高年齢者の加入

促進や、 福祉系大学と 連携し 、 学生サポータ ー養成講座を 開催し ます。  

（ 農政部農産園芸課）  

⚫ 認定後は、活動が活発な施設の取組み事例を 学び、新たな知識を 身に着けるこ と ができ るフ ォ ロ

ーアッ プ研修を行い、 サポータ ーの資質向上を 図り ます。  

（ 農政部農産園芸課）  

⚫ 園芸福祉活動を 取り 入れる こ と が期待さ れる 福祉施設等について、 それぞれの施設がどのよう

な活動を 望んでいるのか把握し 、 サポータ ーの活動範囲の拡大を図り ます。  

（ 農政部農産園芸課）  
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⑥ボランティア活動の充実 

【現状・課題】 

⚫ 岐阜県社会福祉協議会及び各市町村社会福祉協議会が設置し ているボラ ン ティ アセンタ ーにお

いて、ボラ ンティ ア活動を し たい人と 、ボラ ンティ アによる支援を 必要と する人と をつなぐ マッ

チングのほか、 ボラ ンティ ア意識の醸成、 研修会による人材育成等が行われています。  

⚫ 社会貢献活動に参加し たいと 考えている も のの、 情報不足や参加する き っ かけが無いなどの理

由で、活動につながら ない場合があるため、ボラ ンティ アセンタ ーにおけるマッ チングの強化が

求めら れると と も に、地域の福祉課題が多様化・ 複雑化する中、それに対応するボラ ンティ ア活

動促進のための施策が求めら れます。  

【施策】 

⚫ 地域におけるボラ ン ティ ア活動の拠点である ボラ ン ティ アセンタ ーの機能の強化と 、 ボラ ンテ

ィ ア活動に対する取組みを 支援し ます。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

⑦学校・地域に係る地域社会活動 

【現状・課題】 

⚫ 少子高齢化の進展、地域のつながり の希薄化などを 背景に、子ども たちが育つ地域の力が衰退し

ており 、 学校を 核と し て学校、 家庭、 地域が連携・ 協働し 、 地域全体で未来を 担う 子ども たちの

成長を 支え、 地域を 創生する必要があり ます。  

⚫ 高齢者には、人生や生活についての先輩と し ての多く の知恵や経験が備わっ ているこ と から 、多

様な活躍の場づく り を 進めるこ と が必要です。  

⚫ 教職員の大量退職期の到来により 、教育現場においてはベテラ ン教員が減少する一方で、若年層

世代の大量採用等に伴う 中間年齢層の割合減と なる こ と で、 技術指導が十分に伝承さ れていな

いなど、 若手教員に対する支援が十分に行われない事態が生じ ています。  

【施策】 

⚫ 地域の高齢者や保護者など幅広い地域住民や企業・ 団体等の参画により 、 学校、 家庭、 地域が連

携・ 協働し て、地域全体で未来を担う 子ども たちの成長を支え、地域を 創生する活動を推進する

ため、 地域と 学校を つなぐ 地域学校協働活動推進員の配置や基盤と なる地域学校協働本部の活

動を 推進し ます。  

（ 環境生活部環境生活政策課）  

⚫ 高齢者の方々など多様な経験を 有する地域の人材が子育て支援分野の事業に従事し ていただく

こ と を 目的と し た「 子育て支援員研修」 を 実施し ます。  

（ 健康福祉部子ども ・ 女性局子育て支援課）  

⚫ 様々な分野で活躍し 、退職を 迎えた方々の豊かな経験・ 知識・ 技能を 教育の現場で活かすこ と を

目的に、 教員免許状を所有し 、 教育に熱意を 持っ た人材に「 岐阜県教育人材バンク 」 への登録を
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促し 、 県内の小学校・ 中学校・ 高等学校・ 特別支援学校において常勤講師と し て勤務し ても ら う

ための取組みを継続的に推進し ます。  

（ 教育委員会義務教育課、 高校教育課）  

⑧県有リフトバス「ながら号」の運行 

【現状・課題】 

⚫ 新型コ ロナウイ ルス感染症の流行により 、ながら 号の利用者数が減少し ています。徐々に利用者

数は回復し ていますが、 まだコ ロナ前の利用者数までは回復し ていません。  

⚫ 高齢者等が気軽に外出し 多様な社会参加活動ができ るよう 、 感染症対策を 講じ ながら 運行に努

めていく 必要があり ます。  

【施策】 

⚫ 介助を要する高齢者などの社会参加の促進及び自立の支援を図るため、気軽に外出でき 、各種の

行事等に参加する機会を提供する、 県有リ フ ト バス「 ながら 号」 の運行を 行います。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

（２）老人クラブ活動の振興 

【現状・課題】 

⚫ 老人ク ラ ブは地域に密着し た組織と し て、生き がいや健康づく り など、高齢者の方々自身の生活

を 豊かにする活動や、 相互支援、 環境美化、 登下校の見守り など、 地域に貢献する 活動を多岐に

行っ ています。  

⚫ 岐阜県老人ク ラ ブ連合会では、高齢者の相互支援活動や、老人ク ラ ブリ ーダー研修会等の活動を

行う こ と により 、市町村老人ク ラ ブ連合会や各老人ク ラ ブの活動推進・ 育成指導等に取り 組んで

います。  

⚫ 近年、地域における相互支援の意識や、世代間交流の希薄化が懸念さ れる一方で、個人の生活様

式や価値観が多様化し 、 老人ク ラ ブ会員及びク ラ ブ数は減少し てき ています。  

【 老人ク ラ ブ・ 会員数の状況】  

区分 R2. 3 末 R3. 3 末 R4. 3 末 R5. 3 末 

老人ク ラ ブ数( 団体)  2, 293 2, 199 2, 090 1, 968 

会員数( 人)  152, 919 143, 184 132, 097 120, 455 

加入率( ％)  21. 4 20. 1 18. 5 16. 9 

60 歳以上人口( 人)  715, 947 712, 455 712, 307 710, 992 

資料： 県高齢福祉課調べ 

【施策】 

⚫ 県老人ク ラ ブ連合会が実施する作品コ ン ク ールや芸能大会などを 通じ た生き がいづく り 、 軽ス

ポーツ大会によ る 健康づく り など、 広く 高齢者の方々の生活の健全化や福祉の増進を 図る 取組
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みを 支援し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 老人ク ラ ブが行う 子ども の見守り 活動や環境美化活動、交通安全運動など、地域貢献活動を支援

し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 老人ク ラ ブが地域のひと り 暮ら し や寝たき り の高齢者の家庭を 訪問し 、 家事援助等を 行う 高齢

者相互支援活動を 支援し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 県老人ク ラ ブ連合会による、老人ク ラ ブ活性化に向けた取組みについて県民に周知するなど、取

組みを支援し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（３）スポーツ・文化活動の振興 

①スポーツの推進 

【現状・課題】 

⚫ 80 歳以上で今も 現役でスポーツに親し んでいる県民を 「 岐阜県スポーツグラ ンプリ 」 と 称し 表

彰を 行っ ています。  

【施策】 

⚫ 引き 続き 、 長年にわたり スポーツ を 実践する と と も に、 日常的にスポーツ 活動に親し み、 矍鑠

( かく し ゃ く ) と し た高齢者層の個人に「 岐阜県スポーツグラ ンプリ 」 を 授与するこ と で、県民に

感動と 勇気を 与え、 より 一層の生涯スポーツの推進を 図り ます。  

（ 清流の国推進部地域スポーツ課）  

②レクリエーション活動の推進 

【現状・課題】 

⚫ 高齢化が一層進展するなか、介護予防の観点から 、生涯を 通じ てスポーツや文化活動を楽し むこ

と ができ る環境づく り がさ ら に重要と なっ ています。  

⚫ 本県では、 レ ク リ エーショ ンを通じ た「 明る く 健康で、 笑顔あふれる岐阜県づく り 」 を目指し 、

平成 28 年９ 月に本県全域を 舞台に「 第 70 回全国レク リ エーショ ン大会 i n 岐阜」 を 開催し ま

し た。  

⚫ こ の成果を未来に繋げ、 発展さ せるため、 子ども も 高齢者も 、 障がいがある 方も ない方も 、 県民

皆が１ つはレ ク リ エーショ ンを実践するこ と で「 体」「 心」「 頭」 の健康を増進さ せ、 健康長寿に

つなげる「 ミ ナレ ク 運動」 を 推進し ています。  
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【施策】 

⚫ 平成 29 年度から 、「 ぎふ清流レク リ エーショ ンフ ェ スティ バル」 を 毎年開催し 、誰も が気軽に楽

し め、 交流を 深めるこ と ができ るレ ク リ エーショ ンの素晴ら し さ を 発信し ます。  

（ 清流の国推進部ねんり んピッ ク 推進事務局）  

⚫ レ ク リ エーショ ンに親し むための行動計画を作成し 、実践する団体・ 学校・ 企業等を 認定し てい

る「 レク リ エーショ ン推進団体」 に対し 、レ ク リ エーショ ン用具を活用するためのセミ ナーを 実

施し ます。  

（ 清流の国推進部ねんり んピッ ク 推進事務局）  

⚫ 幼児や児童生徒、高齢者、障がい者等あら ゆる方がレ ク リ エーショ ンに触れる機会を 創出するた

め、レ ク リ エーショ ン指導者派遣を実施するほか、レク リ エーショ ン 指導者向けの講習会を 開催

するなど、 レ ク リ エーショ ンを通じ た健康長寿を 推進し ます。  

（ 清流の国推進部ねんり んピッ ク 推進事務局）  

③第 37 回全国健康福祉祭ぎふ大会（ねんりんピック岐阜２０２５）の開催 

【現状・課題】 

⚫ 「 ねんり んピッ ク 」 の愛称で親し まれている「 全国健康福祉祭」 は、 60 歳以上の方を中心にあ

ら ゆる世代の方々が楽し み、交流を深めるこ と ができ るスポーツ、文化、健康と 福祉の総合的な

祭典です。  

⚫ 本県では 2020 年に初めて開催する予定でし たが、 新型コ ロナウイ ルス感染症の影響により １ 年

延期が決定し 、 2021 年には中止と なり 、 改めて 2025 年に開催するこ と になり まし た。  

⚫ 「 ねんり んピッ ク 岐阜２ ０ ２ ５ 」 は一過性のイ ベン ト ではなく 、ねんり んピッ ク を 契機に、県民

一人ひと り が健康に対する関心や理解を深め、 生涯にわたっ て健康増進に努める大会にし ます。 

⚫ 「 ねんり んピッ ク 岐阜２ ０ ２ ５ 」では、交流大会 31 種目のほか、岐阜大会独自の取組みと し て、

誰でも 参加でき る「 ふれあいレク 大会」 を 25 種目開催し ます。  

【 全国健康福祉祭（ ねんり んピッ ク ） 開催状況】  

 H30 

第 31 回 

R1 

第 32 回 

R4 

第 34 回 

R5 

第 35 回 

R6 

第 36 回 

R7 

第 37 回 

開催地（ 都道府県） 富山県 和歌山県 神奈川県 愛媛県 鳥取県 岐阜県 

開催期間（ 4 日間）  11/3～6 11/6～9 11/9～14 10/28～31 10/19～22 10/18～21 

種目数 27 27 32 29 29 56 

参加人数 
553, 300 人 559, 019 人 624, 475 人 約 51 万人 

40 万人 

( 予定)  

60 万人 

( 予定)  

岐阜県選手団 

派遣者数 
186 人 163 人 190 人 176 人 

206 人 

( 予定)  

700 人 

（ 予定）  

資料： 県ねんり んピッ ク 推進事務局調べ 
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【施策】 

⚫ 第 37 回全国健康福祉祭ぎふ大会（ ねんり んピッ ク 岐阜２ ０ ２ ５ ） の開催を通じ て、 １ 人でも 多

く の高齢者の方が、 スポーツや文化、 芸術、 ボラ ン ティ ア活動等に取り 組む契機と なるよう 、 大

会の開催周知に加え、 健康・ 生き がいづく り に対する機運をさ ら に高めていき ます。  

（ 清流の国推進部ねんり んピッ ク 推進事務局）  

⚫ 県民の健康寿命を 伸ばすための取組みと し て、県民の健康増進、高齢者の活躍、レ ク リ エーショ

ンを 通じ た健康・ 生き がいづく り を 全県的に推進し ます。  

（ 清流の国推進部ねんり んピッ ク 推進事務局）  

（４）生涯学習の推進 

【現状・課題】 

⚫ 人生 100 年時代と 言われる高齢化社会を迎え、 いく つになっ ても 生涯にわたっ て学習し ていく

こ と が生き がいを 創出し 、 豊かな人生につながり ます。 そのため、 生涯にわたっ て様々な機会

に、 様々な場所で学びの機会が得ら れる体制が求めら れます。  

⚫ 高齢者は、長い人生の中で社会的経験を重ね、豊かな知識や技能を 身につけています。高齢者自

身が学習するこ と に加え、高齢者が有する知識や経験、学びの成果を 地域に還元し て、地域課題

の解決に役立てていただく こ と が期待さ れます。  

【 市町村における『 地域づく り 型生涯学習』 の取組状況】  

地域理解を深める講座の開催  25 市町村 271 講座 

地域づく り に関する講座の開催 15 市町村  51 講座 

資料： 県環境生活政策課「 令和 4 年度 生涯学習の推進に関する市町村調査」  

【施策】 

⚫ 生涯学習による学びの成果を 地域課題の解決に役立てる、「 地域づく り 型生涯学習」 講座を開催

する市町村・ 生涯学習施設等を支援するこ と で、「 地域づく り 型生涯学習」 の推進を 図り 、 地域

住民が地域づく り 活動へ踏み出すき っ かけを 作ると と も に、 地域人材が活躍でき る 環境を 整備

し ます。  

（ 環境生活部環境生活政策課）  

⚫ 生涯学習に関する活動団体や指導者情報、ボラ ンティ ア募集情報を 集約し 、県ホームページ等で

提供する と と も に、「 ぎふＮ Ｐ Ｏ ・ 生涯学習プラ ザ」 において、 生涯学習に関する相談業務を 実

施し ます。  

（ 環境生活部環境生活政策課）  

（５）県民意識の高揚 

【現状・課題】 

⚫ 高齢化問題を 県民一人ひと り が自分の問題と し て考え、 地域全体で互いに支え合う こ と のでき
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る社会を 実現するには、 高齢社会に対する理解が重要です。  

⚫ 県では、高齢者の福祉について県民の関心と 理解を 深め、高齢者が自ら の生活の向上に努める意

欲を 高めるべく 、 普及・ 啓発活動を 推進し ています。  

【 県内 100 歳以上高齢者数の推移】                     （ 単位： 人）  

資料： 県高齢福祉課調べ（ 各年度９ 月１ 日現在）  

【施策】 

⚫ 長寿を 祝福し 、 長寿のすばら し さ を Ｐ Ｒ する こ と により 、 高齢者福祉に対する県民の理解を 深

め、 高齢者が自ら の生活の向上に努めら れるよう 、 引き 続き「 老人の日・ 老人週間」 の啓発や、

長く 社会の発展に寄与さ れた高齢者を 顕彰し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

（６）健康づくり・生活習慣病予防対策の推進 

【現状・課題】 

⚫ 高齢期は、「 立つ」、「 歩く 」 と いっ た機能が低下するロ コ モティ ブシンド ロームに注意が必要で

す。  

⚫ また、運動機能の低下に加え、認知機能の低下、口腔機能の虚弱（ オーラ ルフ レ イ ル）、低栄養、

う つ状態、 孤立など、 身体的、 精神的、 社会的な要因により フ レイ ル（ 虚弱） の状態になり やす

く なり ます。  

⚫ 高齢者の栄養管理においては、メ タ ボ予防から 低栄養に起因するフ レイ ル（ 虚弱） 予防への転換

が求めら れており 、加齢に伴う 低栄養の進行など日常の栄養摂取に起因する要医療・ 要介護状態

への移行や療養の長期化を 防止する対策が必要です。  

【 低栄養傾向の高齢者（ Ｂ ＭＩ 20 以下の者）】      （ 単位： ％）  

 岐阜県 全国 

低栄養傾向の高齢者の割合（ 65 歳以上）  23. 2 17. 3 

資料： 県保健医療課「 R4 年度県民栄養調査」、 厚生労働省「 R1 国民健康・ 栄養調査( 年齢調整値) 」  

※BMI ＝体重 kg÷（ 身長 m） 2 

【施策】 

⚫ ロコ モティ ブシンド ロームやフ レ イ ル等の予防に関する知識の普及に努めます。  

（ 健康福祉部保健医療課）  

⚫ 高齢者の方に対する 低栄養予防教室や食育教室等の開催を 通じ て、 健康的な食生活を 推進し ま

す。  

R1 R2 R3 R4 R5 

1, 110 1, 277 1, 403 1, 499 1, 521 
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（ 健康福祉部保健医療課）  

⚫ 高齢者の健康づく り や介護予防において、特定健康診査・ 特定保健指導や介護保険などのデータ

を 有する市町村や、「 ぎふ・ すこ やか健診」 ※１ データ を有する岐阜県後期高齢者医療広域連合

と も 連携し ながら 、実効的なデータ ヘルス※２ の推進を図るこ と で、身近な環境で生活習慣病を

始めと する疾病の予防・ 健康管理・ 重症化予防に取り 組める環境の整備を 進めます。  
※１  ぎふ・ すこ やか健診 

75 歳以上の後期高齢者の方々の疾病予防と 疾病の早期発見・ 早期治療によ る重症化の予防、 治
療の継続及び心身機能の低下の防止を 目的と し た健康診査です。 健診項目は腹囲を 除き 特定健康
診査（ 特定健診） と 概ね同じ 内容ですが、 特定健診の標準的な質問票の代わり に後期高齢者の質
問票を 用いた問診を 実施し 、 高齢者の特性を 踏まえた健康状態の把握を 行います。  

※２  データ ヘルス 
健康診査や診療報酬明細書（ レ セプト ） などのデータ 化さ れた健康医療情報を 医療保険者が分

析し た上で行う 、 加入者の健康状態に即し た効果的・ 効率的な予防・ 健康づく り の取組みです。  

（ 健康福祉部国民健康保険課）  

（７）歯科疾患の予防及び口腔機能の維持・向上 

【現状・課題】 

⚫ 県では、「 食べる喜びや話す楽し み等の QOL（ 生活の質） の向上」 に向けて、「 岐阜県歯・ 口腔の

健康づく り 計画」 を 策定し 、 歯科疾患の予防や自分の歯の保有者の増加など、 歯・ 口腔の健康づ

く り を 推進し ています。  

⚫ 成人期・ 高齢期は、歯周疾患が多発する時期であり 、歯周疾患の進行は歯の喪失だけではなく 、

食生活の質の低下や糖尿病・ 動脈硬化・ 心疾患等の生活習慣病の発症や重症化につながり ます。

8020（ ハチマルニイ マル： 80 歳で自分の歯を 20 歯以上保と う ） を 目標と し た口腔の健康づく り

を 、 全身の健康づく り と 捉えた取組みが必要です。  

【 自分の歯を 20 本以上有する人の割合（ 80 歳以上）】                 （ ％）  

資料： 県医療福祉連携推進課「 岐阜県成人歯科疾患実態調査」  

【施策】 

⚫ 高齢者の歯科疾患予防、口腔機能管理を推進するため、歯科医療関係者を対象にオーラ ルフ レイ

ルや口腔機能管理等に関する研修会を 実施し ます。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

⚫ 市町村等での歯周病検診・ 歯科保健指導の実施やその受診率の向上を促進し ます。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

⚫ 自分の歯で何でも 食べら れるよう 、かかり つけ歯科医を持つこ と で、定期的に歯科を受診し 、咀

嚼機能や歯周病のチェ ッ ク 受ける生活習慣づく り に向けた普及啓発を推進し ます。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

H12 H17 H21 H23 H28 R4 

28. 6 35. 1 39. 5 50. 6 54. 2 61. 8 
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⚫ 県民の生涯にわたる歯・ 口腔の健康づく り に関する施策を 総合的かつ計画的に推進するため、歯

科口腔保健に係る総合的な窓口である、 口腔保健支援センタ ーにおいて情報提供を 行います。  

（ 健康福祉部医療福祉連携推進課）  

⚫ 岐阜県後期高齢者医療広域連合が行う「 ぎふ・ さ わやか口腔健診」 ※の健診票の統一化及び評価

指標の共通化により 、各市町村において、データ 化さ れた健診結果を 活用し 、県内における自市

町村の位置づけを 確認する と と も に、 地域の健康課題に沿っ た効果的な保健事業の推進を 図る

こ と で、 後期高齢者の方々の口腔機能低下や肺炎等の疾病の予防に取り 組める 環境の整備を 進

めます。  
※ぎふ・ さ わやか口腔健診 

75 歳以上の後期高齢者の方々の口腔機能低下や肺炎等の疾病を 予防し 、 健康増進を 図るこ と を
目的と し た歯科健康診査であり ①問診、 ②歯の状態、 咬合の状態③そし ゃ く （ 咀嚼） 能力評価、 ④
舌・ 口唇機能評価、 ⑤えん（ 嚥） 下機能評価、 ⑥口腔乾燥、 ⑦粘膜異常、 ⑧口腔衛生状況、 ⑨歯周
組織の状況のチェ ッ ク を 行います。  

（ 健康福祉部国民健康保険課）  

（８）医薬品の適切な使用及び後発医薬品の安心使用の促進 

【現状・課題】 

⚫ 高齢者の増加に伴い、 高齢者に対する薬物療法の需要がますます高まっ ています。  

⚫ 一方で、加齢による 生理的な変化や複数の併存疾患を 治療するための医薬品の多剤服用、多科受

診に伴う 重複投与、 剤型の多様化による 医薬品の使用方法の誤り 等によっ て安全性の問題が発

生し やすい状況と なっ ており 、 医薬品等の安全使用の普及を 図る必要があり ます。  

⚫ また、患者負担の軽減や医療保険財政の改善のため、高齢者においても 後発医薬品の使用促進を

図る必要があり ます。  

【施策】 

⚫ 医薬品等の安全使用や後発医薬品の使用の促進を 目的と し て、 県内の各圏域において高齢者等

を 対象と し た「 く すり の安全使用教室」 を 開催し ます。  

（ 健康福祉部薬務水道課）  
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２ 安心して暮らせる生活環境の整備 

（１）高齢者の権利擁護への取組み 

①成年後見制度等の利用促進 

【現状・課題】 

⚫ 認知症の人は、判断力や行動力が低下するため、自身で権利を 護るこ と が難し く なり ます。財産

の管理やサービ スの選択など、 日常の様々な場面で権利が侵害さ れる こ と のないよ う 充分な支

援が必要です。  

⚫ 判断能力が十分でない方の財産や権利を保護する仕組みと し て、「 日常生活自立支援事業」と「 成

年後見制度」 があり ます。  

⚫ 日常生活自立支援事業と 成年後見制度は、認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者の総数か

ら 考えると 、 一層の活用が求めら れています。  

⚫ 平成 28 年に施行さ れた「 成年後見制度の利用の促進に関する法律」、 令和４ 年に閣議決定さ れ

た「 第二期成年後見制度利用促進基本計画」 により 、中核機関の設置や基本計画の策定が市町村

の努力義務と さ れており 、 どの地域においても 必要な人が成年後見制度を 利用でき る体制を 整

備するこ と が求めら れています。  

【施策】 

⚫ 判断能力が不十分な方が地域において自立し た生活を 送れるよう 、 県社会福祉協議会によ る日

常生活自立支援事業の実施に対し て、 補助を行います。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

⚫ 県社会福祉協議会が設置し ている 「 岐阜県成年後見・ 福祉サービ ス利用支援センタ ー」 におけ

る、成年後見制度利用促進に向けた取組みを 支援すると と も に、圏域ごと に成年後見制度に係る

現状や課題の共有、関係機関と の連携強化を 図る会議を開催し 、市町村における成年後見制度利

用促進の体制整備を 支援し ます。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

②高齢者虐待の防止 

【現状・課題】 

⚫ 高齢者虐待防止法が平成 18 年に施行さ れてから 、 すでに 16 年以上が経過し ているが、 依然と

し て高齢者に対する虐待の事例は後を 絶ちません。 令和５ 年 12 月に厚生労働省が発表し た「 令

和４ 年度高齢者虐待の防止、 高齢者の養護者に対する支援に関する法律に基づく 対応状況等に

関する調査結果（ 以下「 高齢者虐待調査」 と いう 。） によると 、 本県の令和４ 年度の高齢者虐待

の状況は、「 養護者による高齢者虐待」 が 194 件、「 養介護施設従事者等による 高齢者虐待」 が９

件と なっ ています。  

⚫ 高齢者虐待調査の結果によれば、養護者による虐待の発生要因は、①被虐待者の認知症の症状、

②虐待者の介護疲れ・ 介護スト レ ス、③虐待者の精神状態が安定し ていない等と なっ ています。  
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⚫ また、養介護施設従事者等による虐待の発生要因は、①教育知識・ 介護技術等に関する問題や②

職員のスト レ スや感情コ ント ロールの問題、 ③虐待を 助長する組織風土や職員間の関係の悪さ 、

管理体制等と なっ ています。  

⚫ 高齢者虐待を 未然に防止すると と も に、早期に発見し 適切に対応するこ と が重要であり 、高齢者

虐待の第一義的な窓口と なる市町村において、 住民に対する広報・ 啓発や関係機関と の連携強

化、ネッ ト ワーク の構築と いっ た体制整備の強化を 図ると と も に、都道府県と 市町村が協働し て

養介護施設における虐待防止に取り 組む必要があり ます。  

⚫ 令和６ 年度から 、すべての介護サービス事業者及び老人福祉施設において、虐待防止のための対

策を 検討する委員会の設置や指針の整備、研修の定期的な実施、担当者の配置が義務付けさ れま

す。（ 居宅療養管理指導については、 令和８ 年度末まで努力義務）  

【 県内における高齢者虐待の件数（ 市町村が虐待と 判断し た件数）】        （ 単位： 件） 

 

 

 

資料： 厚生労働省「 高齢者虐待の防止、 高齢者虐待の防止、 高齢者の養護者に対する 支援等に関する 法律に基づく 対応状況等に関する 調査」  

⚫ 高齢者に対する就職差別のほか、養護者や介護施設等における身体的・ 心理的虐待などの人権問

題が発生し ています。高齢者が生き 生き と 暮ら せる社会にするため、こ の問題についての関心と

理解を 深めていく こ と が必要です。  

【施策】 

⚫ 虐待対応業務に従事する市町村、 地域包括支援セン タ ーの職員等を 対象と し た研修会や会議を

開催し 、市町村における体制整備の強化を 支援する と と も に、虐待対応実務者会議を開催し 、養

介護施設従事者等による虐待発生時における市町村と 県の連携強化を図り ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 令和元年度に開設し た「 岐阜県高齢者権利擁護セン タ ー」 において、市町村や地域包括支援セン

タ ーから の相談への助言、弁護士・ 社会福祉士等から なる市町村支援チームの派遣を 行い、市町

村における虐待への対応を 支援し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 養介護施設等の管理者、介護主任、看護職員などの指導的立場にある者を対象と し た研修を 開催

し 、 介護現場において虐待防止の取組みを 指導する人材を 養成し ます。  

（ 健康福祉部高齢福祉課）  

⚫ 高齢者に対する差別や偏見の解消、虐待防止を 図る ため、人権啓発指導員による「 高齢者の人権

等」 に関する人権啓発出前講座の実施、各種啓発事業の機会におけるパンフ レ ッ ト の配布、イ ン

タ ーネッ ト 、 新聞等の広報媒体を 活用し た啓発活動を 推進し ます。  

（ 環境生活部人権施策推進課）  

 R1 R2 R3 R4 

養護者による虐待件数 173 186 155 194 

養介護施設従事者等による虐待件数 3 4 7 9 
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（２）防犯・防火対策・交通安全 

①防犯対策 

【現状・課題】 

⚫ 県では、「 安全・ 安心まちづく り ボラ ン ティ ア」 及び「 安全・ 安心まちづく り フ レ ンド リ ー企業」

登録制度を整備し 、地域安全活動に積極的に取り 組むボラ ンティ ア団体や企業を登録し 、情報提

供や活動用物品の支給等の支援を 通し て、 高齢者に対する 犯罪の未然防止及び防犯意識の啓発

等を 図っ ていると こ ろ です。  

⚫ また、 老人ク ラ ブ・ 自治会などの地域会合や高齢者世帯に対し 、 消費者被害の防止、 防犯、 交通

安全を テーマにし た出前講座や啓発資材の配布等を 実施し ています。  

【 高齢者を 対象と し た出前講座実績】                  （ 単位： 回、 人）  

 R2 R3 R4 

高齢者対策 

出前講座 

消費生活 
開催回数 25 35 62 

参加人数 697 760 1, 638 

防犯 
開催回数 0 0 3 

参加人数 0 0 60 

交通安全 
開催回数 0 1 1 

参加人数 0 20 60 

合計 
開催回数 25 36 66 

参加人数 697 780 1, 758 

資料： 県県民生活課調べ 

【 高齢者世帯訪問事業実績】                        （ 単位： 世帯）  

 R2 R3 R4 

世帯訪問数 22, 451 21, 863 18, 289 

資料： 県県民生活課調べ 

⚫ 県内の消費生活相談窓口に寄せら れた相談件数は、 令和４ 年度は 12, 569 件であり 、う ち高齢者

が契約者である相談件数は 3, 344 件で全体の 26. 6％を 占めまし た。 高齢者から の相談件数が多

いのは、「 化粧品」「 商品一般」 などと なっ ており 、 従来から の電話勧誘及び訪問販売に関する相

談も 他の年代と 比較し て多く なっ ています。  

⚫ 高齢者は、被害に巻き 込まれたこ と に気づかない、高齢者本人から の相談が少ないこ と から 対応

が遅れ、被害が拡大すると いう 実態があるこ と から 、高齢者の消費者被害の未然防止には、高齢

者を 見守る方への広報・ 啓発を行う 必要があり ます。  
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【 高齢者の消費生活相談件数】               （ 単位： 件）  

 R2 R3 R4 

全体件数 13, 155 11, 449 12, 569 

高齢者の相談件数 3, 407 2, 898 3, 344 

資料： 県県民生活相談セン タ ー調べ 

【 高齢者の消費生活相談件数（ 商品・ サービス別）（ 上位５ 位）】（ 単位： 件）  

 R2 R3 R4 

化粧品 120 156 372 

商品一般 416 252 308 

健康食品 173 154 170 

工事・ 建築・ 加工 130 152 167 

役務その他 114 132 155 

資料： 県県民生活相談セン タ ー調べ 

⚫ 令和５ 年中の特殊詐欺は、 287 件、 約５ 億 8, 227 万円（ 前年対比＋42 件、 ＋１ 億 1, 317 万円） と

昨年の被害を 大き く 上回り 、特に固定電話を 入り 口と し た手口や、電子マネーカ ード を 購入する

よう 指示さ れる手口が多く 発生し まし た。 また、 被害者の約７ 割が 65 歳以上の高齢者であり 、

高齢者を 中心と し た被害防止対策が喫緊の課題と なっ ています。  

【 特殊詐欺の発生状況】  

 R1 R2 R3 R4 R5 

発生件数 126 150 218 245 287 

被害総額（ 約）  2 億 7 千万円 2 億 8 千万円 2 億 8 千万円 4 億 7 千万円 5 億 8 千万円 

資料： 県警察本部生活安全総務課調べ 

【 年齢別被害の状況（ 令和５ 年）】  

全体 65 歳未満 65 歳以上 

287 件 88 件

（ 31％）  

199 件

（ 69％）  

資料： 県警察本部生活安全総務課調べ 

【施策】 

⚫ 安全・ 安心まちづく り ボラ ンティ ア及び安全安心まちづく り フ レンド リ ー企業の登録・ 支援を 実

施し ます。  

（ 環境生活部県民生活課）  

⚫ 高齢者の消費者被害の未然防止と 早期発見を 図るため、 高齢者と 接点が多い事業者やケアマネ

ジャ ー等の見守り 人材と 連携し 啓発を 行います。また、高齢者見守り 人材に対し 出前講座を 実施

するこ と で、 高齢者への声掛けや注意喚起など見守り 活動に対する協力を 依頼し ます。  
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（ 環境生活部県民生活課）  

⚫ 高齢者に対する 見守り 活動の充実を 図る ため、 市町村及び地域の関係者が連携し た消費者安全

確保地域協議会（ 見守り ネッ ト ワーク ） の設置推進を 図り ます。  

（ 環境生活部県民生活課）  

⚫ 県警では、 あら ゆる 広報媒体を 活用し て、 特殊詐欺の手口や被害防止対策等を 広報すると と も

に、 関係機関と 連携し た出前講座、 防犯講話等を 実施し ます。  

（ 警察本部生活安全総務課）  

②防火対策 

【現状・課題】 

⚫ 総務省消防庁によると 、 全国の住宅火災による死者数（ 放火自殺者等を 除く 。） のう ち、 ７ 割以

上が 65 歳以上の高齢者と なっ ています。 年齢階層別の人口 10 万人当たり の死者数（ 放火自殺

者等を 除く 。） は、 年齢が高く なるに従っ て著し く 増加し ており 、 特に 81 歳以上の階層では、 全

年齢階層における平均の 4. 1 倍と なっ ています。  

⚫ 住宅用火災警報器については、 平成 23 年６ 月までにすべての住宅を 対象に設置が義務付けら れ

まし たが、 令和５ 年６ 月１ 日現在、 岐阜県の設置率は 82. 1％と なっ ており 、 全国平均の 84. 3％

と 比べて低い状況にあり ます。  

【施策】 

⚫ 県ホームページにおける警報器の有効性のＰ Ｒ や、 各種イ ベント におけるＰ Ｒ ブースの設置等

により 、 住宅用火災警報器の普及啓発を図り ます。  

（ 危機管理部消防課）  

③交通安全対策 

【現状・課題】 

⚫ 交通事故における全死者数のう ち 65 歳以上の高齢者の死者が占める割合は、 令和２ 年に大き く

減少し たも のの、令和３ 年以降は３ 年連続で増加し 、令和５ 年においては約８ 割であり 依然、高

率で推移し ています。  

⚫ また、 交通死亡事故を 起こ し た運転者（ 主たる原因者） のう ち、 65 歳以上の高齢運転者による

事故も 、令和２ 年に大き く 減少し 、その後約３ 割で推移し ていたも のの、令和５ 年には約５ 割に

なり 、 多く の高齢者が被害者である一方、 加害者でも ある状況です。   



120 

 

【 交通事故における全死者数に占める高齢死者数の割合】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： 県警察本部交通企画課調べ 

【 高齢運転者が主たる原因と なっ た人身事故件数と 全運転者人身事故件数に占める割合】  

資料： 県警察本部交通企画課調べ 

【施策】 

⚫ 各警察署管内の小学校区を 指定し たう えで、同区域に居住する高齢者を 対象と し た「 高齢者交通

安全大学校」 を 開校し 、 １ 年間を 通じ て交通安全教育指針に沿っ た参加・ 体験・ 実践型の交通安

全教育を 集中的・ 継続的に実施し 、地域における高齢者の身近な交通安全指導者を 育成すると と

も に、 交通安全意識の高揚を 図るなど、 高齢者に対する総合的な交通安全対策を推進し ます。  

（ 警察本部交通企画課）  

⚫ 指定自動車教習所において、 65 歳以上の普通免許を 有する高齢者を 対象と し た高齢運転者実技

講習（ シルバー・ ド ラ イ ビング・ スク ール） や運転免許を 保有し ない高齢者を 対象と し た高齢歩

行者等実技講習（ シルバー・ セーフ ティ ・ スク ール） を実施し ます。  
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（ 警察本部交通企画課）  

⚫ 地域ごと に行われる高齢者の集会等へ赴き 、歩行者・ 自転車シミ ュ レ ータ 等の交通安全教育資器

材を 活用し た参加・ 体験・ 実践型教育を実施し ます。  

（ 警察本部交通企画課）  

⚫ 警察署管轄区域内の各小学校区内に居住するエリ ア・ アド バイ ザーと 、警察署管轄区域で業務上

活動するワーキング・ アド バイ ザーを 委嘱し 、高齢者に対する家庭訪問による個別指導及び各種

会合において助言等を 行う と と も に、靴や杖等の日常品に反射材を 配布・ 直接貼付する活動を行

う など、 高齢者被害の交通事故防止活動を 実施し ます。  

（ 警察本部交通企画課）  

⚫ 加齢に伴う 身体機能の低下等を踏まえ、 安全運転相談において高齢運転者やその家族等に対し 、

安全な運転の継続に必要な助言・ 指導のほか、運転免許証の自主返納制度の教示など、相談者の

心情に配意し た相談対応を 行います。  

（ 警察本部運転免許課）  

⚫ 交通安全等を テーマと し た高齢者対象の出前講座の実施や自転車シミ ュ レ ータ を 活用し た参加

体験型出前講座を 実施し ます。  

（ 環境生活部県民生活課）  

⚫ 訪問指導員（ 交通指導員、 民生委員、 交通安全協会員等） による高齢者世帯へ啓発物品の配布等

を 実施し ます。  

（ 環境生活部県民生活課）  

⚫ 高齢者が関係し た人身交通事故発生状況を も と に「 高齢者交通事故防止対策重点地域」 を 指定

し 、 県、 警察、 指定自治体、 関係機関・ 団体が連携し 、 高齢者に対する総合的かつ集中的な交通

事故防止対策を実施し ます。  

（ 環境生活部県民生活課）  

（３）災害時支援 

①地域における避難支援体制の整備 

【現状・課題】 

⚫ 市町村が作成する「 避難行動要支援者名簿」 は、 全ての市町村で作成が行われ、 警察、 消防、 自

主防災組織、 民生委員等へ名簿情報の提供が行われています。  

⚫ 災害時に自力避難が難し い避難行動要支援者の「 個別避難計画」 の作成は、令和３ 年の災害対策

基本法の改正により 、 市町村の努力義務と さ れまし た。 市町村は、 庁内の防災・ 福祉・ 保健・ 医

療・ 地域づく り などの関係する部署と 連携し 、福祉専門職や福祉事業者、自治会など関係者の参

画を 得ながら 、 計画の作成に取り 組む必要があり ます。  

⚫ また、老人福祉施設や障害者支援施設など、高齢者や障がい者等の災害時に特に配慮を 要する者

（ 以下「 要配慮者」 と いう ） が利用する「 要配慮者利用施設」 については、 水防法及び土砂災害

防止法により 、 施設管理者に対し 避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務づけら れてい
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ます。  

⚫ 県では、要配慮者に配慮し た避難所運営や支援方法等を明記し た「 岐阜県避難所運営ガイ ド ラ イ

ン」「 災害時要配慮者支援対策マニュ アル」 の整備や、 避難確保計画等の作成講習会を開催する

など、 避難支援体制の整備について市町村と 協働し 取り 組んでいると こ ろ です。  

⚫ 自主防災組織等による避難支援体制が図ら れるよう 、 清流の国ぎふ 防災・ 減災セン タ ーの研修

等において、 地域防災の担い手と なる人材の育成に取り 組んでいます。  

⚫ 県では、 災害時に要配慮者の避難先と なる「 福祉避難所※１ 」 について、 市町村に対し 指定促

進・ 機能強化を働き かけると と も に、避難所等で福祉的支援活動を 行う「 岐阜県災害派遣福祉チ

ーム（ 岐阜Ｄ ＷＡ Ｔ ※２ ）」 の充実・ 強化を 推進するなど、 災害時における要配慮者支援対策に

取り 組んでいると こ ろ です。  

※１  福祉避難所 
災害時に、 一般の避難所での避難生活が困難な高齢者や障がいのある 方など、 特別な配慮を 必

要と する 人が安心し て避難でき る よ う に開設さ れる 避難所です。 市町村において社会福祉法人等
の協力を 得て、 高齢者福祉施設や障害者福祉施設などが指定さ れています。  

 
※２  Ｄ ＷＡ Ｔ （ Ｄ ｉ ｓ ａ ｓ ｔ ｅ ｒ  Ｗｅ ｌ ｆ ａ ｒ ｅ  Ａ ｓ ｓ ｉ ｓ ｔ ａ ｎ ｃ ｅ  Ｔ ｅ ａ ｍ」 の略）  

大規模災害時において、 被災し た高齢者や障がいのある 方など の要配慮者が、 避難所等で十分
な福祉的支援を 受けら れる よう 必要な支援活動を 行う 、地域の福祉人材から なる 派遣チームです。 

【施策】 

⚫ 避難行動要支援者名簿の更新や個別避難計画の作成を 推進し 、市町村、民生委員、地域住民など

地域の関係機関や福祉専門職と の連携による 実効性のある 避難がなさ れる よう 市町村を 支援し 、

災害時における高齢者等の避難支援体制の構築を 働き かけます。  

（ 危機管理部防災課）  

⚫ 防災課職員、庁内関係各課職員、県事務所防災担当職員で構成し た「 市町村防災アド バイ ザーチ

ーム」 による市町村への個別訪問などを実施し 、避難行動要支援者名簿の適切な更新や個別避難

計画及び避難確保計画の作成を推進し ます。  

（ 危機管理部防災課）  

⚫ 市町村と 連携し て避難確保計画作成講習会を 開催するなど、 施設における 避難確保計画の作成

を 推進し ます。  

（ 危機管理部防災課）  

⚫ 清流の国ぎふ 防災・ 減災センタ ーによる防災リ ーダー育成講座やげんさ い楽座等の実施を通じ

て、防災知識の普及を 図り 、高齢者等の避難計画の策定や避難方法の検討の支援など、地域防災

を 担う 人材を 育成し ます。  

（ 危機管理部防災課）  

⚫ 地域における避難支援の環境づく り が図ら れるよう 、防災リ ーダーの育成等を 通じ て、地域や身

近な人同士が助け合う 「 共助」 に取り 組む市町村を 支援し ます。  

（ 危機管理部防災課）  

⚫ 市町村に対する 福祉避難所実態調査を 実施する と と も に、 個別ヒ アリ ングや研修会の開催等に
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よる福祉避難所指定促進・ 機能強化に向けた助言・ 支援等を 実施し ます。  

（ 健康福祉部健康福祉政策課）  

⚫ 岐阜Ｄ ＷＡ Ｔ 隊員の育成及び資質向上を 図る ための研修や、 市町村と 共同し た実地訓練の実施

を 通じ 、 岐阜Ｄ ＷＡ Ｔ の更なる実効性の確保に向けた取組みを 推進し ます。  

（ 健康福祉部健康福祉政策課）  

②災害ボランティア連携強化 

【現状・課題】 

⚫ 大規模災害時の被災者支援において、 ボラ ン ティ アや多様な専門技術を 持つＮ Ｐ Ｏ 等が大き な

役割を 果たし 、 その重要性は年々高まっ ています。  

⚫ 本県が被災し た平成 30 年７ 月豪雨の県検証委員会から は、 災害ボラ ンティ アの受入体制の脆弱

性が指摘さ れ、「 災害ボラ ン ティ ア連絡調整会議の設置」「 災害ボラ ン ティ ア支援職員の養成」

「 市町村と 地元社協と の連携モデルマニュ アルの策定」 について対応するよう 求めら れまし た。 

⚫ 検証結果を踏まえ、「 岐阜県災害ボラ ンティ ア連絡調整会議の設置」、「 災害ボラ ンティ アセンタ

ー運営支援者研修の開催」、「 災害ボラ ンティ アセンタ ー運営にかかる連携ガイ ド ラ イ ンの策定」

等の施策を実施し まし た。  

【施策】 

⚫ 災害ボラ ンティ ア支援協議会を開催し 、 一般・ 技術・ 農業・ 避難所支援等の各ボラ ンティ アが災

害時に連携し て活動でき るよう 、平時には活動プラ ンの策定等を 行い、発災時には「 災害ボラ ン

ティ ア連絡調整会議」 の設置・ 運営、 ボラ ンティ ア活動方針の決定などを 行います。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

⚫ 各圏域で市町村及び市町村社会福祉協議会と の意見交換会を 開催し 、 三者連携体制の構築を 図

り ます。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

⚫ 大規模災害時における迅速かつ継続的な支援に備えるため、災害ボラ ンティ ア支援を 行う 県、市

町村、 社会福祉協議会、 Ｎ Ｐ Ｏ 等の職員に対し 研修を 行います。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

③災害時に活動する専門ボランティア育成及び連携体制構築 

【現状・課題】 

⚫ 近年の大規模災害時においては、 災害ボラ ン ティ アセンタ ーから 派遣さ れる一般ボラ ンティ ア

に加え、専門的な技術や知識を 持つ専門ボラ ンティ アが、一般ボラ ンティ アには対応でき ない、

重機を 使っ た作業や子ども 支援などのニーズに対応し ています。  

⚫ 全国域で活動する 専門ボラ ンティ ア団体の数は限ら れており 、 全国で同時多発的に災害が発生

し た場合には、支援が分散し てし まう 可能性が高く なっ ています。そのため、県内で災害時に活

動可能な専門ボラ ンティ アを 養成する必要があり ます。  
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【施策】 

⚫ 「 災害ボラ ンティ アコ ーディ ネータ ー」 を県社会福祉協議会に設置し 、市町村における三者連携

体制の構築に対する助言等を 行います。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

⚫ 他県で災害が起き た場合に、「 岐阜県災害ボラ ンティ アコ ーディ ネータ ー」 が実際の被災地での

活動（ 情報共有会議の運営等） に参加する体験型研修を 実施し 、専門ボラ ンティ ア等を コ ーディ

ネート するスキルの習得を 図り ます。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

⚫ 普段は災害に特化し た活動を し ていないが、災害時に活躍でき るスキルを持つＮ Ｐ Ｏ に対し 、他

県での事例を 学ぶ研修を 実施する こ と で、 専門ボラ ンティ アと し て活動いただける 団体の養成

を 図り ます。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

（４）犯罪をした高齢者等の社会復帰支援 

【現状・課題】 

⚫ 令和４ 年における岐阜県内の刑法犯総数（ 少年を 除く ） 2, 521 件のう ち、 犯行時の年齢が 65 歳

以上の件数は 588 件で 23. 3％を占めています。  

【 県内の刑法犯の犯行時年齢（ 少年を 除く ）】  

資料： 法務省統計データ  

⚫ 高齢又は障がいによ り 自立し た生活を 営むこ と が困難な者については、 出所後等に直ちに福祉

サービス等を 利用でき るよう に支援を 行う こ と が重要です。  
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【施策】 

⚫ 県地域生活定着支援センタ ーにおいて、犯罪をし た者等から の相談に対応すると と も に、医療及

び福祉的な支援を 必要と する矯正施設出所者等について、 出所後等に直ち に福祉サービス等に

つながるよう 支援し ます。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

（５）安全・安心なまちづくり 

①福祉のまちづくり 

【現状・課題】 

⚫ 県では平成 10 年に「 岐阜県福祉のまちづく り 条例」 を 制定し 、 高齢者、 障がい者を 含む、 全て

の県民が自ら の意思で自由に行動し 、安全かつ快適に生活でき る「 福祉のまちづく り 」 を進めて

います。  

⚫ 「 岐阜県福祉のまちづく り 条例」 では、 施策の基本方針と し て、 ①「 県民意識の高揚」、 ②「 公

共的施設の整備の促進」、 ③「 高齢者、 障がい者等の社会参加の促進」 を 掲げ、 福祉のまちづく

り に向け、 県民総参加による取組みを 目指し ています。  

⚫ 車椅子使用者用駐車区画の適正な利用を図り 、歩行が困難な方の外出を 支援するため、車椅子使

用者用駐車区画に加えて、プラ スワン区画を 設定し 、一定の要件を満たす対象者へ利用証を 交付

する「 ぎふ清流おも いやり 駐車場利用証制度」 を 設けています。  

⚫ 高齢者や障がい者等を 含む全ての県民が、 安全かつ快適に生活でき る よう に福祉のまちづく り

を 進めていく こ と が大切であり 、特に不特定多数の人が利用する建築物等については、高齢者や

障がい者等に配慮し た建築物等にする必要があるため、 こ れら の建築物等の計画や改修等につ

いて把握及び助言ができ る機会が必要です。  

⚫ 福祉のまちづく り を 進めるにあたり 、多数の高齢者や障がい者等が移動する道路において、十分

な歩行空間が確保さ れていない場合や、 歩行動線上の段差や急勾配等が、 高齢者や障がい者の

方々の円滑な移動に支障を き たし ている場合があり ます。  

⚫ 県有施設においては、誰も が利用し やすい施設と なるよう 整備を促進し ていますが、ト イ レの洋

式化やバリ アフ リ ート イ レ の整備等について、 更に進める必要があり ます。  

【施策】 

⚫ 車椅子使用者用駐車区画の適正な利用や、 プラ スワン区画を確保するため、「 ぎふ清流おも いや

り 駐車場利用証制度」 を推進し ます。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

⚫ 福祉のまちづく り 条例において不特定多数の人が利用する 建築物等については、 一定規模以上

の新築・ 増築等をする場合は事前届出を義務付け、整備基準に適合し ない場合等は必要な指導及

び助言を 行います。  

（ 都市建築部建築指導課）  
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⚫ 道路・ 歩道において、歩行空間の確保や段差・ 勾配の改善等、交通安全施設整備等を 推進し ます。  

（ 県土整備部道路維持課）  

⚫ 県有施設において、 ト イ レ の洋式化やバリ アフ リ ート イ レ の整備等を推進し ます。  

（ 総務部管財課）  

②高齢者の移動手段の確保、移動等の円滑化 

【現状・課題】 

⚫ 県内事業者の乗合バスは、沿線人口の減少等により 利用者が減少傾向にあり 、収支の悪化から バ

ス事業収入のみでは運行継続が困難な路線が多い状況にあり ます。  

⚫ 交通不便地等の生活交通を 確保するため、 市町村が自主運行バスを 運行するなどし ていますが、

も と も と 利用者が少ない地域で運行し ている う え、 運賃も 低く 設定さ れる こ と から 採算性は悪

く 、 市町村の負担が増大し ています。  

⚫ 高齢者や障がい者等の移動等の円滑化を 促進するため、 乗合バスに使用する 車両や鉄道駅のバ

リ アフ リ ー化などを 推進する必要があり ます。  

【施策】 

⚫ 地域に必要なバス路線の維持確保を 図る ため、 乗合バス事業者が運行する 広域幹線的なバス路

線について、運行に係る欠損額及び導入するノ ンステッ プバス車両等の減価償却費等に対し 、国

と 協調し て補助し ます。  

（ 都市建築部都市公園・ 交通局公共交通課）  

⚫ 交通不便地等の生活交通と し て必要な市町村自主運行バスの運行に伴う 欠損額に対し 補助し 、

市町村の財政的負担を 軽減し ます。  

（ 都市建築部都市公園・ 交通局公共交通課）  

⚫ バリ アフ リ ー法に基づき 、鉄道事業者が鉄道駅のバリ アフ リ ー化事業を 実施する際に、基本構想

策定市町村が鉄道事業者に補助する場合、 該当市町村に対し 補助額の一部を 支援し ます。  

（ 都市建築部都市公園・ 交通局公共交通課）  

（６）高齢者の居住の安定確保 

【現状・課題】 

⚫ 県住宅課では「 岐阜県高齢者居住安定確保計画」 を 策定し 、高齢者の居住安定確保に向けた環境

整備を 進めていると こ ろ です。  

⚫ 高齢者のいる世帯は持ち家が多く 、高齢期に備え、住み慣れた現在の住宅に住み続けたい意向が

みら れる ため、 地域に密着し た高齢者に対する 在宅介護や在宅医療などの生活支援サービ スの

充実が求めら れています。  
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【 家計主の年齢別持ち家世帯の住み替え・ 改善意向（ 全国）】  

資料： 国土交通省「 平成 30 年住生活総合調査」  

⚫ 高齢者の多く がバリ アフ リ ー化さ れていない住宅に居住し ており 、 バリ アフ リ ー化は十分と は

言えない状態にあり ます。 高齢者の転倒を予防し 、 介護の負担を 軽減すると と も に、 安全・ 安心

で快適な住生活を 営むために、住まいのバリ アフ リ ー化を 進めていく 必要があり ます。また、高

齢期の自然災害時の住宅の安全性に対し て不安に感じ ている方が多く 、 耐震改修などによ り 安

全性が確保さ れた住宅及び居住環境の整備も 求めら れています。  

⚫ 「 家計を 支える者が高齢者である世帯」 は、今後も 増加を続けるこ と が見込まれます。家計を 支

える高齢者の主な収入は、公的年金であり 、生活費が不足する場合は、多く の世帯が今までの貯

蓄を 取り 崩すこ と になり ます。また、配偶者の死亡等で年金額が減少さ れるこ と 等により 、低所

得と なる単身高齢者世帯が今後、 増加するこ と が見込まれます。  

⚫ 低所得な高齢者世帯に対し ては、民間賃貸住宅への入居が制限さ れる場合があり 、公営住宅への

入居支援に加え、「 新たな住宅セーフ ティ ネッ ト 制度」 を 活用し た民間賃貸住宅への入居を促進

し 、 重層的に住宅セーフ ティ ネッ ト 機能の強化を 図る必要があり ます。  

⚫ サービス付き 高齢者向け住宅は、居室の広さ や設備、バリ アフ リ ー構造などの一定の基準を 満た

し 、「 安否確認」 や「 生活相談」 のサービスを 提供する、 60 歳以上の高齢者等を 入居対象と し た

住宅です。 高齢者の居住の安定確保に関する法律（ 高齢者住まい法） により 、 都道府県知事への

登録制度を国土交通省・ 厚生労働省の共管制度と し て創設さ れています。 県・ 中核市・ 事務移譲

市町に申請するこ と で登録を 受けるこ と ができ ます。（ 登録は５ 年ごと の更新制）  
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【 岐阜県におけるサービス付き 高齢者向け住宅登録件数】【 再掲】  

 H28. 3 末時点 H30. 3 末時点 R2. 3 末時点 R4. 3 末時点 

全  国 
6, 102 棟   

（ 199, 056 戸）  

6, 999 棟  

（ 229, 947 戸）  

7, 600 棟  

（ 254, 747 戸）  

8, 064 棟  

（ 274, 911 戸）  

岐阜県 
95 棟  

（ 2, 581 戸）  

104 棟  

（ 2, 815 戸）  

121 棟  

（ 3, 386 戸）  

137 棟  

（ 3, 987 戸）  

資料： 県住宅課調べ 

【施策】 

⚫ 県では、高齢者が安全、安心に暮ら せる住まいの確保のため、需要と 供給のバラ ンスを考慮し つ

つ、民間事業者等に対し て、高齢者向け住宅や高齢者施設の整備に対する国の補助制度等の周知

を 図り 、 サービス付き 高齢者向け住宅の供給を 促進し ます。【 再掲】  

（ 都市建築部住宅課）  

⚫ サービス付き 高齢者向け住宅に対するチェ ッ ク 機能については、 登録制度の的確な運用に努め

るほか、各サービス付き 高齢者向け住宅が提供し ているサービスにかかる個別・ 具体的な情報発

信に取り 組みます。【 再掲】  

（ 都市建築部住宅課）  

⚫ 高齢期も 安心し て暮ら し 続けら れるよう 、 住宅の耐震化・ バリ アフ リ ー化を 促進し ます。  

（ 都市建築部住宅課）  

⚫ 新たな住宅セーフ ティ ネッ ト 制度の普及・ 促進を図ると と も に、岐阜県居住支援協議会※を 通じ

て、不動産関係団体や居住支援団体等と の連携強化を 進めるこ と で、高齢者が円滑に民間賃貸住

宅へ入居でき る環境の整備を 図り ます。  

（ 都市建築部住宅課）  

※岐阜県居住支援協議会 
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を 図る ため、 住宅確保要配慮者及び民

間賃貸住宅の賃貸人に対し 、 必要な支援を 実施する ため「 住宅確保要配慮者に対する 賃貸住宅の
供給の促進に関する法律」 の規定に基づき 、 平成 24 年に設立し ています。  

住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報提供等の支援、 住宅確保要配慮者の
民間賃貸住宅への円滑な入居に係る 必要な支援策等の協議・ 実施などを 主な活動と し ています。  

⚫ 公営住宅のスト ッ ク の改修を 計画的に進め、真に住宅に困窮する高齢者世帯に対し て、公平・ 的

確な公営住宅等の供給を行います。また、県営住宅における優先入居枠の設定や安否確認事業の

実施等により 高齢者世帯の居住の安定確保を図り ます。  

（ 都市建築部住宅課）  

（７）デジタル・デバイド対策 

【現状・課題】 

⚫ 急速なデジタ ル化の進展は、高齢者等、デジタ ルに不慣れな方が、十分にサービスを 享受でき な

く なる懸念があり ます。  
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【施策】 

⚫ 高齢者が身近な場所でスマホ教室に参加出来る よう 、市町村によるデジタ ル・ デバイ ド 対策事業

を 支援し ます。  

（ 清流の国推進部デジタ ル推進局デジタ ル戦略推進課）  

（８）福祉用具等の製品化への支援・開発 

【現状・課題】 

⚫ 心身の機能が衰えた高齢者や障がい者の方などが支障を 感じ ないで日常生活を 送る と と も に、

その介護者の負担を 軽減するためには、民間企業等による 優れた福祉・ 介護関連製品の開発及び

福祉施設等への普及が不可欠です。  

⚫ 一方、モノ づく り 企業等にと っ て、医療や福祉現場のニーズを 得るこ と は困難であり 、開発のき

っ かけを つかみにく く 、また医療福祉機器の製品化は、薬機法の業許可や製品の承認を 要するた

め、 経験のない企業等にと っ ては製品化の障壁が高いこ と が課題です。  

⚫ こ のため、 企業等は、 福祉・ 介護現場から の声を的確に把握し 、 迅速に製品開発へ反映さ せてい

く こ と が重要と なるため、製品開発に必要な現場ニーズの情報提供、現場と のマッ チング、試作

品開発、 人材育成等について適切な支援を 行っ ていく 必要があり ます。  

【施策】 

⚫ （ 公財） 岐阜県産業経済振興センタ ーに、医療福祉機器・ 医薬品分野の専門知識を 有するコ ーデ

ィ ネータ ー等を配置し 、県内医療・ 福祉現場のニーズを 調査し 、県内モノ づく り 企業等と のマッ

チングにより 新たな関連製品の開発を 促し 、 福祉施設等への普及を 図り ます。  

（ 商工労働部産業イ ノ ベーショ ン推進課）  

⚫ 医療福祉機器等への新規参入・ 事業拡大を検討し ている県内モノ づく り 企業等を対象に、医療福

祉機器等に関する関連法令・ 規制、 製品開発・ 製造販売等、 新規参入から 事業化を目指すための

研修・ セミ ナーを 開催し ます。  

（ 商工労働部産業イ ノ ベーショ ン推進課）  

⚫ 医療福祉機器の開発にあたっ ては、市場調査や薬事申請などき め細かな開発支援、展示会出展に

よる販路開拓支援等により 、 県内モノ づく り 企業等の開発・ 販路拡大を 支援し ます。  

（ 商工労働部産業イ ノ ベーショ ン推進課）  

（９）地域共生社会づくりの推進 

①市町村における包括的な支援体制整備の取組みへの支援 

【現状・課題】 

⚫ 人口構造や社会環境の変化を 背景に、地域住民の抱える生活課題はより 一層複合化・ 複雑化し た

も のと なっ ており 、 既存の単一の制度や分野では対応が難し く なっ ています。  

⚫ 複合化・ 複雑化し た課題に対応するためには、市町村において、世代や属性を 問わない相談支援
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など、 包括的な支援を 行う ための体制を整備するこ と が重要です。  

【施策】 

⚫ 市町村において包括的な支援体制の中核を 担う「 相談支援コ ーディ ネータ ー」 を 養成する研修会

を 開催し ます。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

⚫ 市町村において、 重層的支援体制整備事業の実施を はじ めと する 包括的な支援体制の整備が円

滑に行われるよう 、 先行事例の情報提供等の支援を 行います。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

②相談支援体制の充実 

【現状・課題】 

⚫ 地域における福祉課題が増加すると と も に、複雑化・ 多様化し 、単一の福祉サービスでは充足さ

れない事例への対応など、 関係機関と のネッ ト ワーク の強化が必要です。  

⚫ 生活困窮者自立支援法（ H27. 4. 1 施行） に基づき 、 生活保護を受けていない方で生活に困窮し た

方に寄り 添いながら 支援する窓口を 設置し 、 生活困窮者が抱える 就労や家計の問題などの解決

と 生活の自立に向けた支援を 行っ ています。  

【 自立相談支援実績（ 令和４ 年度）】                      （ 単位： 件）  

 岐阜支所 西濃支所 揖斐支所 
中濃・ 飛騨

支所 
合計 

相談受付申込件数 65 100 32 40 237 

支援プラ ン作成件数 107 104 16 79 306 

家計プラ ン作成件数 23 42 4 34 103 

就労準備支援プ ラ ン

作成件数 
6 29 2 9 46 

資料： 県地域福祉課調べ 

【施策】 

⚫ 県内各市と 郡部を 対象と し た窓口を 併せて 25 ヶ 所の生活困窮者自立相談支援窓口が開設さ れ、

行政や公共職業安定所等と も 連携し つつ、 生活困窮者の自立に向けた支援を 実施し ます。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

③地域の絆づくり 

【現状・課題】 

⚫ 人口減少や少子高齢化の進展に伴い、小家族化や高齢者の単独世帯の増加が進行し 、個人や地域

が抱える課題が多様化・ 複雑化する一方で、地域活動の担い手の高齢化や人材不足が深刻化し て

おり 、 新たな地域活動の担い手の確保と 地域コ ミ ュ ニティ の再生・ 活性化が課題と なっ ていま
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す。  

⚫ 県では、地域コ ミ ュ ニティ 活性化のための総合的支援拠点と し て「 ぎふ地域の絆づく り 支援セン

タ ー」 を 設置し 、地域活動に関する情報提供や地域団体の活動支援等を行い、地域の絆づく り を

推進し ています。  

【 ぎふ地域の絆づく り 支援センタ ーの相談対応及び支援状況】        （ 単位： 件）  

 R2 R3 R4 

相談対応件数 20 41 36 

 訪 問 5 8 12 

来 訪 3 0 0 

電 話 12 31 24 

支援件数 1 5 2 

資料： 県県民生活課調べ 

【施策】 

⚫ ぎふ地域の絆づく り 支援センタ ーを 拠点に、 地域活動に関する情報提供や地域団体の活動支援

等、 地域の絆づく り を 総合的に推進し ます。  

（ 環境生活部県民生活課）  

④ＮＰＯの自立・発展 

【現状・課題】 

⚫ 行政による公平性・ 効率性に基づく 公的サービスだけでなく 、高齢化の状況等を含めた地域の実

情に応じ てき め細かく 柔軟に対応でき る サービ スが必要であるため、 地域と 協働し てそれら を

担う Ｎ Ｐ Ｏ の役割が、 今後ますます重要と なっ てく ると 考えら れます。  

⚫ Ｎ Ｐ Ｏ が自立し て活動するためには、安定し た活動資金の確保、適切な組織運営、専門性を 持っ

た人材の育成などによる組織基盤の強化が必要です。また、安定し た活動資金の確保や活動範囲

の拡大のため、 行政や企業等と の事業提携強化やビ ジネスノ ウハウの吸収などの機会と なる交

流を 促進する必要があり ます。  

【施策】 

⚫ 「 ぎふＮ Ｐ Ｏ・ 生涯学習プラ ザ」 において、 Ｎ Ｐ Ｏ の組織基盤強化に必要な組織運営、 経営・ 経

理、資金調達、広報等の課題に対するセミ ナーを 開催すると と も に、行政や企業等と の連携を 促

進する機会を 提供し ます。  

（ 環境生活部県民生活課）  

⚫ 「 ぎふＮ Ｐ Ｏ・ 生涯学習プラ ザ」 において、 Ｎ Ｐ Ｏ 活動に参加意欲を有する県民等に対し 、 Ｎ Ｐ

Ｏ 情報の提供、相談対応、社会貢献活動参加へのき っ かけづく り 、県民と Ｎ Ｐ Ｏ と の交流や連携

への支援を行います。  

（ 環境生活部県民生活課）  
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⑤民生委員活動の推進 

【現状・課題】 

⚫ 民生委員は、市町村や地域の関係機関と の連携・ 協働のも と 、地域で支援を 必要と する方の生活

状況などを適切に把握すると と も に、支援を必要と する方の相談に応じ 、情報を 提供し たり 、必

要な援助に繋げたり するなどの任務を 持つ、 最も 身近な地域福祉の担い手です。  

⚫ 地域の福祉課題が複雑化・ 多様化する中で、 民生委員の役割や負担感が増加し ています。  

⚫ 民生委員が困難な事案を 一人で抱え込むこ と のないよう 、 民生委員の役職や経験年数に応じ た

研修を 実施し ています。  

【施策】 

⚫ 市町村、 県社会福祉協議会等と 連携し 、 民生委員の認知度と 社会的評価の一層の向上を 図り ま

す。また、民生委員児童委員協議会の活動を 支援するこ と で、住民に最も 身近な地域福祉の担い

手である民生委員の活動強化を推進し ます。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

⚫ 民生委員の経験年数や役職に応じ た研修を 実施し 、 民生委員と し て必要な知識を 習得する 機会

を 設けます。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

⑥民生委員のなり手確保 

【現状・課題】 

⚫ 民生委員の選任要件のひと つと し て「 多忙で無い者」 と さ れているが、定年の延長等により 働く

高齢者が増加し ているこ と 、 また、 地域の福祉課題が複雑化・ 多様化し ている こ と により 、 民生

委員のなり 手確保が課題と なっ ています。  

⚫ 民生委員のなり 手確保を 図るため、 学識関係者や民生委員関係者、 自治会関係者等を 委員と す

る、民生委員のなり 手確保に係る検討会を 設置し 、新聞広告や街頭啓発と いっ た広報活動等を実

施し ています。  

⚫ 住民の一般的な相談役、また、各専門機関と のつなぎ役と し ての民生委員の本来の役割を示し た

ガイ ド ラ イ ンを策定し 、 民生委員の活動を 支援し ています。  

【施策】 

⚫ 民生委員なり 手確保検討会を 開催し 、民生委員のなり 手確保に関する施策の検討を 行います。ま

た、検討結果を 踏まえ、民生委員の活動に対する理解促進及びなり 手確保を図るための啓発活動

等の各種施策を実施し ます。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

⚫ 令和元年度に策定し た、民生委員の本来の役割を示し たガイ ド ラ イ ンについて、適宜、改正を 行

います。  



133 

 

（ 健康福祉部地域福祉課）  

⑦高齢障がい者の住まいの場の確保と共生型サービスの整備推進 

【現状・課題】 

⚫ 高齢化し た施設入所者や入院患者が、地域生活に移行するこ と が難し い現状があり 、また、介護

者も 高齢化が進んでいる中で、 在宅から の移行先がなかなか見つけら れないのが現状です。  

【施策】 

⚫ 地域で暮ら すための住まいの場と し て、 グループホームの整備を 国の補助制度を 活用する など

し て促進し 、施設入所者や入院患者が地域生活に移行でき るよう にすると と も に、同居し ている

介護者の高齢化等も 視野に入れた、在宅から の移行に対応する観点から も 整備を推進し ます。ま

た、 障がいの程度の重い方や高齢の障がい者の入居ニーズにも 対応でき るグループホームの整

備を 促進し ます。  

（ 健康福祉部障害福祉課）  

⑧地域での支え合い活動の推進 

【現状・課題】 

⚫ 地域住民の抱える生活課題に対応するためには、公的支援のみなら ず、地域住民同士がお互いに

関心を 持ちながら 、 支え合い、 課題の解決に向けた取組みを 進めていく こ と が重要です。  

⚫ 新型コ ロナウイ ルス感染症の影響により 、地域における支え合い活動が休止を 余儀なく さ れ、活

動団体が解散するなど、活動の基盤が弱体化し ており 、支え合い活動の推進に向けた環境の整備

が必要と なっ ています。  

【施策】 

⚫ 地域住民の支え合い活動への参加を 促進する ため、 活動の意義や重要性についての周知啓発を

行います。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

⚫ セミ ナーの開催等により 、県内外での支え合い活動の好事例を 提供し 、県内各地域への活動の横

展開を 図り ます。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

⚫ 県社会福祉協議会が行う 、地域福祉推進のための調査・ 研究、研修会の開催等の活動に対し て補

助を 行います。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  

⚫ 社会福祉事業の振興と 充実を 図るため、愛のと も し び基金に寄せら れた寄附金を財源と し て、社

会福祉法人、 Ｎ Ｐ Ｏ 法人など、 営利を 目的と し ない団体が行う 福祉活動に対し 、 補助を 行いま

す。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  
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⑨買い物支援 

【現状・課題】 

⚫ 食料品や日用品の買い物に課題を 抱える 者が増加し ており 、 高齢者等が住み慣れた地域で安心

し て暮ら し 続けるためには、 買い物への支援が重要と なっ ています。  

【施策】 

⚫ 買い物が困難な地域への移動販売を 行い、 併せて高齢者等の見守り の役割も 担う 事業者に対し 、

運営費の補助を行います。  

（ 健康福祉部地域福祉課）  
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第５章 圏域編 

１ 岐阜圏域 

本圏域は、 岐阜市、 羽島市、 各務原市、 山県市、 岐南町、 笠松町、 も と す広域連合（ 瑞穂市、 本巣

市、 北方町） の７ つの保険者で構成さ れています。  

 

（１）人口推計 

国立社会保障・ 人口問題研究所の推計によると 、 岐阜圏域の総人口は、 令和２ 年から 令和 32 年ま

でに 148, 698 人減少し ますが、 65 歳以上人口は令和 27 年まで増加する見込みです。  

高齢者（ 65 歳以上） 及び後期高齢者（ 75 歳以上） の総人口に占める割合は、 県平均と 比べると 低

いですが、 令和 32 年まで増加を続ける見込みです。  

 

 

 

 

【岐阜圏域の将来人口の推移】

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32

総人口（人） 793,551 776,818 753,879 728,455 701,293 673,254 644,853

65歳以上（人） 226,551 229,110 231,912 237,272 249,004 249,493 244,314

　総人口に占める割合 28.5% 29.5% 30.8% 32.6% 35.5% 37.1% 37.9%

　（参考：県平均） 30.4% 31.9% 33.3% 35.1% 37.9% 39.6% 40.6%

75歳以上（人） 117,154 137,677 142,255 138,458 137,694 142,164 154,820

　総人口に占める割合 14.8% 17.7% 18.9% 19.0% 19.6% 21.1% 24.0%

　（参考：県平均） 15.7% 19.0% 20.6% 21.2% 21.9% 23.2% 25.9%

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）」

【岐阜圏域の将来人口及び高齢者（65歳以上）及び後期高齢者（75歳以上）の総人口に占める割合の推移】

117,154 137,677 142,255 138,458 137,694 142,164 154,820

109,397 91,433 89,657 98,814 111,310 107,329 89,494

468,048 458,590 440,762 414,487 377,748
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（年）

（人）
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【岐阜圏域の要支援・要介護認定者数】 （単位：人）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R17 R22 R27 R32
R3→R32
増加数

要支援1 4,958 5,008 5,144 5,232 5,285 5,339 5,742 5,865 5,634 5,588 5,835 877

要支援2 7,095 7,344 7,581 7,680 7,820 7,949 8,560 8,854 8,687 8,572 8,819 1,724

要介護1 6,928 7,294 7,269 7,483 7,646 7,778 8,474 8,954 8,885 8,658 8,843 1,915

要介護2 8,006 8,079 8,308 8,495 8,728 8,926 9,707 10,323 10,330 10,075 10,178 2,172

要介護3 6,595 6,449 6,447 6,421 6,488 6,591 7,209 7,723 7,945 7,730 7,730 1,135

要介護4 5,023 5,264 5,460 5,672 5,841 5,983 6,560 7,099 7,425 7,199 7,126 2,103

要介護5 3,489 3,518 3,656 3,764 3,869 3,965 4,276 4,588 4,779 4,666 4,645 1,156

合計 42,094 42,956 43,865 44,747 45,677 46,531 50,528 53,406 53,685 52,488 53,176 11,082

【参考：各年度の要介護度別の構成比】

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R17 R22 R27 R32

要支援1 11.8 % 11.7 % 11.7 % 11.7 % 11.6 % 11.5 % 11.4 % 11.0 % 10.5 % 10.6 % 11.0 %

要支援2 16.9 % 17.1 % 17.3 % 17.2 % 17.1 % 17.1 % 16.9 % 16.6 % 16.2 % 16.3 % 16.6 %

要介護1 16.5 % 17.0 % 16.6 % 16.7 % 16.7 % 16.7 % 16.8 % 16.8 % 16.6 % 16.5 % 16.6 %

要介護2 19.0 % 18.8 % 18.9 % 19.0 % 19.1 % 19.2 % 19.2 % 19.3 % 19.2 % 19.2 % 19.1 %

要介護3 15.7 % 15.0 % 14.7 % 14.3 % 14.2 % 14.2 % 14.3 % 14.5 % 14.8 % 14.7 % 14.5 %

要介護4 11.9 % 12.3 % 12.4 % 12.7 % 12.8 % 12.9 % 13.0 % 13.3 % 13.8 % 13.7 % 13.4 %

要介護5 8.3 % 8.2 % 8.3 % 8.4 % 8.5 % 8.5 % 8.5 % 8.6 % 8.9 % 8.9 % 8.7 %

合計 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

【岐阜圏域の要支援・要介護認定者数】

42,094 42,956 43,865 44,747 45,677 46,531 
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（２）要支援・要介護認定者数の推移 

各保険者が行っ た推計によると 、 岐阜圏域の要支援・ 要介護認定者数は、 令和 22 年度まで増加を

続け、 その後ほぼ横ばいになると 推計さ れています。  

令和３ 年度と 令和 32 年度を 比較すると 、最も 認定者数が増加するのは要介護２ の方（ ＋2, 172 人）

と なっ ています。  

要介護度別の構成比では、 要介護２ の方が占める 割合が高く なる 傾向が続く 見込みと なっ ていま

す。  
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（３）介護サービス量の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※給付費は年間累計の金額（ 単位： 千円）、 回（ 日） 数は１ 月当たり の数（ 単位： 回、 日）、  
人数は１ 月当たり の利用者数（ 単位： 人）  

※１ ： 第９ 期平均値/R5 年度の値×100  ※２ ： R12, 22, 32 年度の値/R5 年度の値×100 

資料： 各保険者が推計し た数値の積上げ（ R6. 3 推計）（ R3, 4 は実績値）  

 

 

 

 

 

  

１．介護予防サービス見込量

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
伸び率①

※１
令和12年度

伸び率①
※２

令和22年度
伸び率①

※２
令和32年度

伸び率①
※２

（１）介護予防サービス
給付費 1,834 791 624 593 573 573 92.9% 573 91.8% 573 91.8% 573 91.8%
回数 18.9 7.8 6.3 5.9 5.7 5.7 91.5% 5.7 90.5% 5.7 90.5% 5.7 90.5%
人数 3 2 1 1 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
給付費 187,930 189,431 206,839 212,397 214,725 222,067 104.6% 237,975 115.1% 240,388 116.2% 244,740 118.3%
回数 4,264.8 4,313.4 4,791.3 4,845.7 4,896.7 5,065.2 103.0% 5,430.7 113.3% 5,486.0 114.5% 5,595.4 116.8%
人数 574 588 630 655 665 687 106.2% 736 116.8% 743 117.9% 758 120.3%
給付費 22,974 27,557 34,701 36,335 37,248 38,242 107.4% 41,289 119.0% 42,071 121.2% 43,092 124.2%
回数 672.7 803.3 1,025.5 1,060.8 1,085.9 1,114.9 106.0% 1,204.1 117.4% 1,226.7 119.6% 1,256.6 122.5%
人数 70 82 103 107 109 110 105.5% 119 115.5% 121 117.5% 124 120.4%
給付費 37,105 35,205 33,421 32,044 32,348 33,050 97.2% 35,448 106.1% 35,389 105.9% 36,044 107.8%
人数 303 299 277 261 263 269 95.4% 288 104.0% 288 104.0% 294 106.1%
給付費 416,648 426,611 463,812 504,306 523,463 540,170 112.7% 581,630 125.4% 592,367 127.7% 606,048 130.7%
人数 993 1,007 1,081 1,160 1,200 1,237 110.9% 1,331 123.1% 1,351 125.0% 1,385 128.1%
給付費 14,204 19,747 26,244 25,714 26,534 27,330 101.1% 28,924 110.2% 29,470 112.3% 29,538 112.6%
日数 176.6 238.1 308.2 296.7 305.4 314.6 99.1% 332.6 107.9% 338.5 109.8% 339.7 110.2%
人数 30 41 53 50 51 52 96.2% 55 103.8% 56 105.7% 56 105.7%
給付費 2,386 2,737 3,050 3,253 3,257 3,257 106.7% 4,011 131.5% 4,011 131.5% 4,011 131.5%
日数 20.4 22.1 26.5 28.6 28.6 28.6 107.9% 34.7 130.9% 34.7 130.9% 34.7 130.9%
人数 4 5 6 5 5 5 83.3% 6 100.0% 6 100.0% 6 100.0%
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 375,135 403,262 431,642 445,075 457,601 469,804 106.0% 504,962 117.0% 508,068 117.7% 518,703 120.2%
人数 4,916 5,112 5,403 5,570 5,724 5,873 105.9% 6,317 116.9% 6,351 117.5% 6,481 120.0%
給付費 22,360 25,746 28,906 29,082 30,642 31,298 105.0% 33,309 115.2% 33,660 116.4% 34,313 118.7%
人数 78 82 87 88 93 95 105.7% 101 116.1% 102 117.2% 104 119.5%

介護予防住宅改修 給付費 99,088 114,435 125,092 144,344 154,194 157,311 121.5% 167,612 134.0% 170,698 136.5% 172,492 137.9%
人数 104 109 124 142 151 154 120.2% 164 132.3% 167 134.7% 169 136.3%
給付費 51,021 47,960 38,689 36,901 37,413 38,114 96.9% 40,671 105.1% 41,839 108.1% 42,323 109.4%
人数 52 51 41 39 39 40 95.9% 43 104.9% 44 107.3% 44 107.3%

（２）地域密着型介護予防サービス
給付費 4,323 2,616 7,020 18,914 18,952 20,229 275.8% 21,491 306.1% 22,752 324.1% 22,752 324.1%
回数 43.0 26.6 65.7 164.2 164.4 175.0 255.5% 185.4 282.2% 195.8 298.0% 195.8 298.0%
人数 7 5 8 20 20 21 254.2% 22 275.0% 23 287.5% 23 287.5%
給付費 71,286 72,363 78,114 82,656 83,816 84,431 107.1% 93,838 120.1% 92,751 118.7% 93,322 119.5%
人数 84 82 88 93 95 96 107.6% 106 120.5% 104 118.2% 105 119.3%
給付費 30,318 23,927 16,033 37,748 37,797 45,576 251.8% 56,329 351.3% 56,329 351.3% 56,329 351.3%
人数 11 9 6 14 14 17 250.0% 21 350.0% 21 350.0% 21 350.0%

（３）介護予防支援 給付費 318,862 331,109 350,425 366,038 376,379 385,687 107.3% 414,401 118.3% 417,019 119.0% 426,229 121.6%
人数 5,684 5,889 6,222 6,408 6,580 6,742 105.7% 7,245 116.4% 7,292 117.2% 7,449 119.7%

合計 給付費 1,655,473 1,723,496 1,844,612 1,975,400 2,034,942 2,097,139 110.4% 2,262,463 122.7% 2,287,385 124.0% 2,330,509 126.3%

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護
（老健）

介護予防短期入所療養介護
（病院等）

介護予防短期入所療養介護
(介護医療院)

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具購入
費

介護予防特定施設入居者生
活介護

介護予防認知症対応型通所
介護

介護予防小規模多機能型居
宅介護
介護予防認知症対応型共同
生活介護
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※給付費は年間累計の金額（ 単位： 千円）、 回（ 日） 数は１ 月当たり の数（ 単位： 回、 日）、  
人数は１ 月当たり の利用者数（ 単位： 人）  

※１ ： 第９ 期平均値/R5 年度の値×100  ※２ ： R12, 22, 32 年度の値/R5 年度の値×100 

資料： 各保険者が推計し た数値の積上げ（ R6. 3 推計）（ R3, 4 は実績値）  

２．介護サービス見込量

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 伸び率①
※１

令和12年度 伸び率①
※２

令和22年度 伸び率①
※２

令和32年度 伸び率①
※２

（１）居宅サービス
給付費 7,874,348 8,917,361 9,816,867 10,315,865 10,940,016 11,462,860 111.1% 12,251,604 124.8% 13,595,531 138.5% 13,343,559 135.9%
回数 242,383.8 274,650.8 302,576.4 313,296.6 331,754.3 347,614.1 109.4% 371,781.9 122.9% 412,504.8 136.3% 404,480.6 133.7%
人数 6,530 6,924 7,163 7,365 7,617 7,860 106.3% 8,429 117.7% 9,203 128.5% 9,055 126.4%
給付費 286,647 300,526 283,643 294,236 312,990 326,626 109.7% 354,962 125.1% 398,187 140.4% 383,826 135.3%
回数 1,928 2,001 1,887 1,928.1 2,047.9 2,136.1 108.0% 2,321.6 123.1% 2,604.5 138.1% 2,509.8 133.0%
人数 372 385 348 344 361 374 103.4% 405 116.4% 455 130.7% 436 125.3%
給付費 1,831,888 1,924,777 2,101,933 2,175,244 2,266,864 2,346,704 107.7% 2,565,760 122.1% 2,819,419 134.1% 2,761,651 131.4%
回数 34,571.9 36,485.0 40,306.8 41,140.1 42,836.3 44,353.0 106.1% 48,518.6 120.4% 53,302.7 132.2% 52,217.8 129.6%
人数 3,720 4,011 4,279 4,374 4,529 4,645 105.5% 5,078 118.7% 5,566 130.1% 5,463 127.7%
給付費 130,430 145,220 174,458 187,285 191,941 196,588 110.0% 216,717 124.2% 236,791 135.7% 233,445 133.8%
回数 3,654.8 4,003.3 4,800.7 5,086.0 5,204.1 5,329.1 108.5% 5,875.9 122.4% 6,424.3 133.8% 6,333.7 131.9%
人数 335 369 419 445 457 466 108.8% 514 122.7% 563 134.4% 556 132.7%
給付費 886,183 1,011,708 1,162,964 1,231,809 1,292,499 1,330,148 110.5% 1,456,569 125.2% 1,602,748 137.8% 1,566,035 134.7%
人数 6,080 6,703 7,405 7,737 8,104 8,335 108.8% 9,124 123.2% 10,036 135.5% 9,821 132.6%
給付費 8,920,354 8,848,240 9,212,361 9,636,828 9,762,675 9,881,622 105.9% 10,647,524 115.6% 11,570,580 125.6% 11,304,326 122.7%
回数 91,906 90,915 94,074 96,980.9 98,093.4 99,291.7 104.3% 107,108.6 113.9% 116,011.4 123.3% 113,592.5 120.7%
人数 8,178 8,423 8,656 8,936 9,187 9,400 106.0% 10,150 117.3% 10,957 126.6% 10,741 124.1%
給付費 2,254,906 2,093,717 2,077,267 2,212,188 2,226,633 2,254,199 107.4% 2,461,373 118.5% 2,682,050 129.1% 2,605,636 125.4%
回数 21,909.8 20,473.1 20,396.2 21,350.4 21,402.8 21,634.7 105.2% 23,629.0 115.9% 25,634.8 125.7% 24,998.3 122.6%
人数 2,430 2,372 2,391 2,504 2,539 2,573 106.2% 2,811 117.6% 3,042 127.2% 2,974 124.4%
給付費 3,155,098 3,061,217 3,062,064 3,075,393 3,089,536 3,135,808 101.2% 3,421,696 111.7% 3,806,290 124.3% 3,677,961 120.1%
日数 30,283.8 29,268.6 28,955.5 28,615.0 28,701.8 29,121.5 99.5% 31,800.4 109.8% 35,299.5 121.9% 34,117.2 117.8%
人数 2,005 2,002 2,037 2,025 2,048 2,085 100.8% 2,279 111.9% 2,510 123.2% 2,429 119.2%
給付費 204,968 198,439 252,669 278,622 297,673 307,318 116.6% 331,909 131.4% 372,524 147.4% 368,602 145.9%
日数 1,472.7 1,427.4 1,769.0 1,916.9 2,045.7 2,108.9 114.4% 2,279.9 128.9% 2,554.3 144.4% 2,527.6 142.9%
人数 174 174 211 221 233 238 109.3% 258 122.3% 287 136.0% 284 134.6%
給付費 6,104 3,520 3,770 3,824 3,828 3,828 101.5% 3,828 101.5% 5,200 137.9% 3,828 101.5%
日数 63.7 30.6 34.7 34.7 34.7 34.7 100.0% 34.7 100.0% 48.5 139.8% 34.7 100.0%
人数 3 2 3 3 3 3 100.0% 3 100.0% 4 133.3% 3 100.0%
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 2,040,111 2,161,448 2,274,297 2,318,219 2,405,296 2,478,097 105.6% 2,710,450 119.2% 2,975,273 130.8% 2,906,566 127.8%
人数 13,103 13,846 14,371 14,663 15,207 15,639 105.6% 17,115 119.1% 18,640 129.7% 18,277 127.2%
給付費 61,291 63,391 65,401 66,179 68,335 71,537 105.0% 78,179 119.5% 84,503 129.2% 82,911 126.8%
人数 178 176 178 179 185 194 104.5% 211 118.5% 228 128.1% 223 125.3%
給付費 147,131 142,003 157,124 157,702 157,562 165,525 102.0% 178,999 113.9% 190,382 121.2% 188,756 120.1%
人数 161 147 167 166 167 175 101.4% 189 113.2% 202 121.0% 200 119.8%
給付費 882,105 856,421 905,831 928,790 952,493 1,053,974 108.0% 1,134,760 125.3% 1,227,687 135.5% 1,214,644 134.1%
人数 373 358 373 377 386 426 106.3% 458 122.8% 494 132.4% 489 131.1%

（２）地域密着型サービス
給付費 407,442 457,982 512,463 632,663 715,512 798,615 139.6% 826,670 161.3% 739,414 144.3% 725,307 141.5%
人数 180 202 229 285 323 362 141.2% 372 162.4% 326 142.4% 321 140.2%
給付費 7,293 7,048 7,497 6,454 6,668 6,668 88.0% 7,605 101.4% 8,846 118.0% 8,846 118.0%
人数 25 26 30 28 29 29 95.6% 34 113.3% 38 126.7% 38 126.7%
給付費 1,788,842 1,817,836 1,974,611 2,098,137 2,158,357 2,214,982 109.2% 2,437,572 123.4% 2,644,876 133.9% 2,610,504 132.2%
回数 18,621.4 18,973.3 20,470.5 21,608.8 22,165.9 22,705.5 108.3% 24,950.1 121.9% 26,912.1 131.5% 26,595.3 129.9%
人数 1,805 1,859 2,028 2,125 2,191 2,246 107.9% 2,459 121.3% 2,641 130.2% 2,613 128.8%
給付費 515,206 505,821 506,123 581,807 662,952 727,111 129.9% 623,216 123.1% 688,749 136.1% 669,501 132.3%
回数 4,044.7 3,875.2 3,831.3 4,272.5 4,834.1 5,290.3 125.3% 4,571.8 119.3% 5,042.3 131.6% 4,910.7 128.2%
人数 344 317 313 339 378 409 119.9% 366 116.9% 401 128.1% 390 124.6%
給付費 1,852,425 1,768,006 1,708,717 1,823,059 1,847,473 1,970,001 110.0% 2,143,259 125.4% 2,150,565 125.9% 2,073,457 121.3%
人数 757 711 678 711 721 766 108.1% 833 122.9% 837 123.5% 809 119.3%
給付費 5,015,659 5,028,671 5,246,999 5,522,060 5,663,363 5,841,763 108.2% 6,400,582 122.0% 6,939,368 132.3% 6,788,713 129.4%
人数 1,630 1,626 1,647 1,710 1,752 1,807 106.6% 1,980 120.2% 2,145 130.2% 2,098 127.4%
給付費 265,258 252,803 274,067 332,559 361,439 364,265 128.7% 329,942 120.4% 359,627 131.2% 339,575 123.9%
人数 108 103 112 133 144 145 125.6% 133 118.8% 144 128.6% 136 121.4%
給付費 1,498,318 1,577,984 1,620,064 1,852,430 1,854,774 1,854,774 114.4% 2,177,920 134.4% 2,387,424 147.4% 2,282,383 140.9%
人数 459 471 476 537 537 537 112.8% 632 132.8% 693 145.6% 664 139.5%
給付費 217,470 311,138 361,100 486,743 504,713 572,349 144.4% 645,562 178.8% 520,625 144.2% 507,585 140.6%
人数 70 101 119 158 163 185 141.7% 208 174.8% 166 139.5% 163 137.0%

（３）施設サービス
給付費 10,179,520 10,149,381 10,206,073 10,610,578 10,790,553 10,876,482 105.4% 11,528,276 113.0% 12,855,617 126.0% 12,430,107 121.8%
人数 3,274 3,238 3,216 3,299 3,351 3,377 103.9% 3,578 111.3% 3,986 123.9% 3,854 119.8%
給付費 6,678,065 6,414,754 6,079,457 6,446,112 6,561,817 6,617,607 107.6% 6,860,375 112.8% 7,540,652 124.0% 7,325,490 120.5%
人数 1,947 1,848 1,717 1,795 1,824 1,839 106.0% 1,908 111.1% 2,094 122.0% 2,036 118.6%

介護医療院 給付費 549,784 867,019 1,131,322 1,297,154 1,311,418 1,325,483 115.9% 1,574,667 139.2% 1,693,129 149.7% 1,613,091 142.6%
人数 130 213 269 303 307 310 114.0% 367 136.4% 394 146.5% 375 139.4%
給付費 297,434 133,787 110,223
人数 87 40 33

（４）居宅介護支援 給付費 3,332,032 3,466,304 3,503,719 3,703,120 3,810,471 3,902,640 108.6% 4,265,119 121.7% 4,633,997 132.3% 4,546,632 129.8%
人数 18,299 18,988 19,566 19,939 20,495 20,991 104.6% 22,924 117.2% 24,836 126.9% 24,392 124.7%

合計 給付費 61,286,311 62,486,521 64,793,083 68,275,060 70,217,851 72,087,574 108.3% 77,635,095 119.8% 84,730,054 130.8% 82,562,937 127.4%

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護（老健）

短期入所療養介護（病院
等）

短期入所療養介護(介護医療
院)

福祉用具貸与

特定福祉用具購入費

住宅改修費

特定施設入居者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問
介護看護
夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者
生活介護

介護療養型医療施設

地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介
護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設
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２ 西濃圏域 

本圏域は、 大垣市、 海津市、 養老町、 垂井町、 関ケ原町、 安八郡広域連合（ 神戸町、 輪之内町、 安

八町）、 揖斐広域連合（ 揖斐川町、 大野町、 池田町） の７ つの保険者で構成さ れています。  

 

（１）人口推計 

国立社会保障・ 人口問題研究所の推計によると 、 西濃圏域の総人口は、 令和２ 年から 令和 32 年ま

でに 106, 049 人減少し ますが、 65 歳以上人口はほぼ横ばいで推移する見込みです。  

高齢者（ 65 歳以上） 及び後期高齢者（ 75 歳以上） の総人口に占める割合は、 令和 32 年まで増加を

続け、 令和 12 年以降は県平均と 比べて高く なる見込みです。  

 

 

 

 

  

【西濃圏域の将来人口の推移】

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32

総人口（人） 358,439 341,928 324,738 306,837 288,588 270,377 252,390

65歳以上（人） 108,920 109,862 109,764 109,462 111,976 110,150 105,667

　総人口に占める割合 30.4% 32.1% 33.8% 35.7% 38.8% 40.7% 41.9%

　（参考：県平均） 30.4% 31.9% 33.3% 35.1% 37.9% 39.6% 40.6%

75歳以上（人） 54,842 64,113 67,605 66,445 64,803 64,278 67,514

　総人口に占める割合 15.3% 18.8% 20.8% 21.7% 22.5% 23.8% 26.7%

　（参考：県平均） 15.7% 19.0% 20.6% 21.2% 21.9% 23.2% 25.9%

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）」

【西濃圏域の将来人口及び高齢者（65歳以上）及び後期高齢者（75歳以上）の総人口に占める割合の推移】

54,842 64,113 67,605 66,445 64,803 64,278 67,514

54,078 45,749 42,159 43,017 47,173 45,872 38,153

206,014 195,196 183,549 168,809 149,457
134,791

123,673

43,505
36,870

31,425
28,566

27,155
25,436

23,050

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

80,000

160,000

240,000

320,000

400,000

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32

75歳以上 65～74歳 15～64歳 ０～14歳 65歳以上人口割合 75歳以上人口割合

（年）

（人）
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（２）要支援・要介護認定者数の推移 

各保険者が行っ た推計によると 、 西濃圏域の要支援・ 要介護認定者数は、 令和 22 年度まで増加を

続け、 その後減少傾向になると 推計さ れています。  

令和３ 年度と 令和 32 年度を 比較すると 、 最も 認定者数が増加するのは要介護２ の方（ ＋647 人）

と なっ ています。  

要介護度別の構成比では、 要介護２ の方が占める 割合が高く なる 傾向が続く 見込みと なっ ていま

す。  

 

 【西濃圏域の要支援・要介護認定者数】 （単位：人）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R17 R22 R27 R32
R3→R32
増加数

要支援1 1,731 1,760 1,749 1,771 1,759 1,774 1,878 1,948 1,899 1,843 1,803 72

要支援2 2,448 2,494 2,589 2,674 2,684 2,724 2,915 3,057 3,016 2,895 2,821 373

要介護1 3,260 3,228 3,264 3,330 3,364 3,453 3,727 3,986 3,981 3,795 3,649 389

要介護2 3,606 3,696 3,756 3,848 3,919 3,974 4,213 4,482 4,570 4,385 4,253 647

要介護3 3,141 3,158 3,063 3,167 3,227 3,284 3,534 3,800 3,956 3,810 3,693 552

要介護4 2,558 2,543 2,542 2,465 2,596 2,635 2,827 3,045 3,167 3,053 2,961 403

要介護5 1,582 1,636 1,651 1,694 1,769 1,804 1,913 2,031 2,106 2,023 1,967 385

合計 18,326 18,515 18,614 18,949 19,318 19,648 21,007 22,349 22,695 21,804 21,147 2,821

【参考：各年度の要介護度別の構成比】

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R17 R22 R27 R32

要支援1 9.4 % 9.5 % 9.4 % 9.3 % 9.1 % 9.0 % 8.9 % 8.7 % 8.4 % 8.5 % 8.5 %

要支援2 13.4 % 13.5 % 13.9 % 14.1 % 13.9 % 13.9 % 13.9 % 13.7 % 13.3 % 13.3 % 13.3 %

要介護1 17.8 % 17.4 % 17.5 % 17.6 % 17.4 % 17.6 % 17.7 % 17.8 % 17.5 % 17.4 % 17.3 %

要介護2 19.7 % 20.0 % 20.2 % 20.3 % 20.3 % 20.2 % 20.1 % 20.1 % 20.1 % 20.1 % 20.1 %

要介護3 17.1 % 17.1 % 16.5 % 16.7 % 16.7 % 16.7 % 16.8 % 17.0 % 17.4 % 17.5 % 17.5 %

要介護4 14.0 % 13.7 % 13.7 % 13.0 % 13.4 % 13.4 % 13.5 % 13.6 % 14.0 % 14.0 % 14.0 %

要介護5 8.6 % 8.8 % 8.9 % 8.9 % 9.2 % 9.2 % 9.1 % 9.1 % 9.3 % 9.3 % 9.3 %

合計 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

【西濃圏域の要支援・要介護認定者数】

18,326 18,515 18,614 18,949 
19,318 19,648 

21,007 
22,349 22,695 

21,804 21,147 
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（３）介護サービス量の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※給付費は年間累計の金額（ 単位： 千円）、 回（ 日） 数は１ 月当たり の数（ 単位： 回、 日）、  
人数は１ 月当たり の利用者数（ 単位： 人）  

※１ ： 第９ 期平均値/R5 年度の値×100  ※２ ： R12, 22, 32 年度の値/R5 年度の値×100 

資料： 各保険者が推計し た数値の積上げ（ R6. 3 推計）（ R3, 4 は実績値）  

 

 

 

 

 

 

１．介護予防サービス見込量

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
伸び率①

※１
令和12年度

伸び率①
※２

令和22年度
伸び率①

※２
令和32年度

伸び率①
※２

（１）介護予防サービス
給付費 730 495 438 929 931 931 212.5% 931 212.6% 931 212.6% 0 0.0%
回数 7.3 4.9 4.3 9.0 9.0 9.0 209.3% 9.0 209.3% 9.0 209.3% 0.0 0.0%
人数 2 1 1 1 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%
給付費 106,550 110,472 124,130 129,822 136,922 141,599 109.7% 143,065 115.3% 148,538 119.7% 139,860 112.7%
回数 2,472.3 2,532.3 2,836.6 2,922.2 3,070.9 3,170.1 107.7% 3,213.0 113.3% 3,333.7 117.5% 3,129.6 110.3%
人数 315 328 359 373 392 407 108.8% 414 115.3% 428 119.2% 403 112.3%
給付費 24,715 26,808 38,650 43,195 46,918 48,322 119.4% 51,892 134.3% 53,512 138.5% 49,963 129.3%
回数 721.6 790.1 1,130.1 1,245.6 1,350.6 1,390.8 117.6% 1,493.4 132.1% 1,539.9 136.3% 1,437.3 127.2%
人数 67 74 98 104 110 113 111.2% 122 124.5% 125 127.6% 116 118.4%
給付費 11,369 13,669 15,096 17,565 19,831 20,312 127.4% 22,042 146.0% 22,846 151.3% 21,871 144.9%
人数 100 124 149 172 195 200 126.8% 217 145.6% 225 151.0% 215 144.3%
給付費 192,505 178,304 188,570 191,002 190,532 193,635 101.7% 205,838 109.2% 209,414 111.1% 191,955 101.8%
人数 457 427 435 434 433 440 100.2% 467 107.4% 475 109.2% 436 100.2%
給付費 17,710 18,869 19,877 21,384 22,705 24,027 114.2% 26,114 131.4% 27,886 140.3% 25,737 129.5%
日数 237.3 272.0 266.9 284.0 301.8 319.8 113.1% 348.4 130.5% 370.5 138.8% 343.5 128.7%
人数 33 34 40 40 41 43 103.3% 47 117.5% 49 122.5% 45 112.5%
給付費 1,203 848 0 411 412 412 － 412 － 412 － 412 －
日数 10.9 11.8 0.0 10.0 10.0 10.0 － 10.0 － 10.0 － 10.0 －
人数 2 2 0 1 1 1 － 1 － 1 － 1 －
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 137,230 142,817 148,425 152,518 157,041 160,934 105.7% 172,034 115.9% 177,951 119.9% 168,714 113.7%
人数 1,811 1,885 1,943 1,993 2,048 2,095 105.3% 2,240 115.3% 2,309 118.8% 2,181 112.2%
給付費 8,138 8,555 12,888 13,630 13,945 14,261 108.2% 15,206 118.0% 15,206 118.0% 15,206 118.0%
人数 28 29 40 44 45 46 112.5% 49 122.5% 49 122.5% 49 122.5%

介護予防住宅改修 給付費 37,237 41,007 48,956 47,491 49,632 50,573 100.6% 53,773 109.8% 53,395 109.1% 52,454 107.1%
人数 33 36 46 45 47 48 101.4% 51 110.9% 51 110.9% 50 108.7%
給付費 27,216 29,594 29,194 25,768 26,517 28,320 92.0% 31,101 106.5% 30,172 103.4% 32,191 110.3%
人数 29 32 34 29 30 32 89.2% 35 102.9% 34 100.0% 36 105.9%

（２）地域密着型介護予防サービス
給付費 394 744 0 106 106 106 － 106 － 106 － 106 －
回数 5.0 12.7 0.0 1.0 1.0 1.0 － 1.0 － 1.0 － 1.0 －
人数 1 1 0 1 1 1 － 1 － 1 － 1 －
給付費 21,443 23,626 30,388 33,568 35,767 36,845 116.5% 39,645 130.5% 40,723 134.0% 40,723 134.0%
人数 26 29 34 37 39 40 113.7% 43 126.5% 44 129.4% 44 129.4%
給付費 15,656 16,573 29,038 32,424 32,465 32,465 111.8% 32,465 111.8% 32,465 111.8% 32,465 111.8%
人数 6 6 10 11 11 11 110.0% 11 110.0% 11 110.0% 11 110.0%

（３）介護予防支援 給付費 122,170 126,028 130,520 134,976 138,446 140,257 105.6% 149,798 114.8% 154,509 118.4% 145,779 111.7%
人数 2,205 2,259 2,332 2,378 2,436 2,468 104.1% 2,636 113.0% 2,718 116.6% 2,562 109.9%

合計 給付費 724,265 738,409 816,170 844,789 872,170 892,999 106.6% 944,422 115.7% 968,066 118.6% 917,436 112.4%

介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

介護予防居宅療養管理指導

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

介護予防短期入所生活介護

介護予防特定施設入居者生
活介護

介護予防認知症対応型通所
介護

介護予防小規模多機能型居
宅介護
介護予防認知症対応型共同
生活介護

介護予防短期入所療養介護
（病院等）

介護予防短期入所療養介護
（老健）

介護予防短期入所療養介護
(介護医療院)

特定介護予防福祉用具購入
費

介護予防福祉用具貸与



142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※給付費は年間累計の金額（ 単位： 千円）、 回（ 日） 数は１ 月当たり の数（ 単位： 回、 日）、  
人数は１ 月当たり の利用者数（ 単位： 人）  

※１ ： 第９ 期平均値/R5 年度の値×100  ※２ ： R12, 22, 32 年度の値/R5 年度の値×100 

資料： 各保険者が推計し た数値の積上げ（ R6. 3 推計）（ R3, 4 は実績値）  

２．介護サービス見込量

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
伸び率①

※１
令和12年度

伸び率①
※２

令和22年度
伸び率①

※２
令和32年度

伸び率①
※２

（１）居宅サービス
給付費 2,427,802 2,805,403 3,163,287 3,460,105 3,729,295 3,980,145 117.7% 4,294,936 135.8% 4,977,796 157.4% 4,700,026 148.6%
回数 76,224.4 88,464.1 99,902.1 107,721.9 115,908.6 123,708.9 115.9% 133,731.5 133.9% 155,252.0 155.4% 146,746.5 146.9%
人数 2,280 2,436 2,520 2,622 2,722 2,820 108.0% 3,036 120.5% 3,447 136.8% 3,242 128.7%
給付費 119,319 128,052 143,293 154,628 162,279 169,144 113.1% 173,214 120.9% 199,655 139.3% 184,843 129.0%
回数 825 878 973 1,034.8 1,084.9 1,130.6 111.4% 1,158.4 119.1% 1,336.0 137.3% 1,236.9 127.1%
人数 162 184 193 206 215 222 111.1% 230 119.2% 265 137.3% 246 127.5%
給付費 798,493 823,105 870,074 915,573 956,622 986,311 109.5% 1,056,010 121.4% 1,200,270 138.0% 1,126,978 129.5%
回数 14,597.7 15,100.6 16,085.8 16,700.7 17,407.5 17,943.4 107.9% 19,222.5 119.5% 21,822.0 135.7% 20,495.5 127.4%
人数 1,589 1,646 1,776 1,858 1,937 1,993 108.6% 2,129 119.9% 2,406 135.5% 2,252 126.8%
給付費 103,831 110,801 117,800 123,444 127,661 132,388 108.5% 140,373 119.2% 160,915 136.6% 149,988 127.3%
回数 2,976.2 3,129.3 3,356.6 3,470.0 3,585.6 3,717.1 107.0% 3,944.0 117.5% 4,524.0 134.8% 4,217.5 125.6%
人数 244 261 279 288 298 308 106.8% 327 117.2% 372 133.3% 346 124.0%
給付費 241,821 261,927 284,107 304,684 319,888 331,947 112.2% 352,748 124.2% 403,795 142.1% 378,868 133.4%
人数 2,105 2,274 2,441 2,581 2,701 2,802 110.4% 2,971 121.7% 3,388 138.8% 3,169 129.8%
給付費 4,231,439 4,152,090 4,274,033 4,447,895 4,602,729 4,737,790 107.5% 5,062,754 118.5% 5,689,088 133.1% 5,319,317 124.5%
回数 43,271 42,174 43,142 44,176.3 45,605.3 46,912.6 105.6% 50,218.4 116.4% 56,164.8 130.2% 52,481.6 121.6%
人数 3,770 3,831 4,035 4,176 4,314 4,442 106.8% 4,752 117.8% 5,287 131.0% 4,929 122.2%
給付費 1,057,499 1,054,372 1,055,450 1,088,732 1,112,880 1,138,929 105.5% 1,198,202 113.5% 1,312,734 124.4% 1,186,596 112.4%
回数 9,873.7 9,876.8 9,897.3 10,060.2 10,264.8 10,501.9 103.8% 11,079.9 111.9% 12,082.6 122.1% 10,919.4 110.3%
人数 1,103 1,143 1,112 1,144 1,171 1,197 105.3% 1,265 113.8% 1,380 124.1% 1,250 112.4%
給付費 1,923,537 1,813,517 1,740,775 1,804,244 1,868,648 1,928,017 107.2% 2,069,263 118.9% 2,387,707 137.2% 2,246,588 129.1%
日数 18,823.1 17,563.1 16,686.9 17,029.4 17,609.3 18,145.1 105.4% 19,501.3 116.9% 22,420.0 134.4% 21,059.5 126.2%
人数 1,198 1,142 1,132 1,163 1,204 1,240 106.2% 1,323 116.9% 1,502 132.7% 1,404 124.0%
給付費 192,294 163,553 204,669 218,592 224,258 226,293 109.0% 241,250 117.9% 267,486 130.7% 241,041 117.8%
日数 1,432.1 1,246.0 1,559.4 1,645.1 1,684.1 1,698.4 107.5% 1,817.9 116.6% 2,021.5 129.6% 1,827.6 117.2%
人数 144 129 153 156 160 162 104.1% 171 111.8% 186 121.6% 168 109.8%
給付費 586 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 879,117 938,468 985,525 1,018,333 1,060,597 1,099,841 107.5% 1,173,645 119.1% 1,336,146 135.6% 1,248,520 126.7%
人数 5,569 5,790 5,938 6,125 6,364 6,586 107.1% 7,033 118.4% 7,913 133.3% 7,379 124.3%
給付費 26,714 28,755 27,862 33,904 34,443 34,859 123.5% 36,804 132.1% 41,494 148.9% 39,647 142.3%
人数 77 79 70 83 84 85 120.0% 90 128.6% 101 144.3% 96 137.1%
給付費 71,174 69,284 71,631 70,680 72,884 74,772 101.6% 75,678 105.6% 85,454 119.3% 79,148 110.5%
人数 65 62 68 67 69 71 101.5% 72 105.9% 81 119.1% 75 110.3%
給付費 339,472 336,472 337,251 344,771 351,602 357,233 104.1% 385,444 114.3% 418,451 124.1% 409,942 121.6%
人数 146 145 144 145 148 150 102.5% 162 112.5% 176 122.2% 172 119.4%

（２）地域密着型サービス
給付費 9,096 13,595 13,479 82,264 81,558 81,558 606.8% 81,558 605.1% 82,108 609.1% 80,749 599.1%
人数 5 6 7 36 36 36 514.3% 36 514.3% 37 528.6% 36 514.3%
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 650,151 647,808 657,812 705,752 738,742 772,255 112.3% 813,933 123.7% 910,738 138.4% 857,327 130.3%
回数 6,970.6 6,970.8 7,168.0 7,587.8 7,947.2 8,299.6 110.8% 8,774.9 122.4% 9,791.0 136.6% 9,229.3 128.8%
人数 734 773 787 834 865 896 109.9% 946 120.2% 1,054 133.9% 993 126.2%
給付費 275,722 249,070 231,244 225,241 228,045 234,671 99.2% 244,544 105.8% 261,022 112.9% 240,685 104.1%
回数 2,238.8 2,043.1 1,908.6 1,817.6 1,836.3 1,887.8 96.8% 1,973.9 103.4% 2,091.0 109.6% 1,925.7 100.9%
人数 184 160 151 140 142 146 94.5% 153 101.3% 162 107.3% 150 99.3%
給付費 534,932 490,828 499,517 502,008 525,671 527,270 103.8% 573,647 114.8% 646,255 129.4% 600,028 120.1%
人数 224 205 204 201 210 211 101.6% 229 112.3% 256 125.5% 237 116.2%
給付費 2,607,249 2,622,958 2,742,598 2,939,749 2,978,912 3,004,079 108.4% 3,177,984 115.9% 3,310,141 120.7% 3,070,956 112.0%
人数 852 849 870 919 930 938 106.8% 992 114.0% 1,033 118.7% 958 110.1%
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 1,184,952 1,128,902 1,138,467 1,212,814 1,214,350 1,214,350 106.6% 1,347,775 118.4% 1,458,812 128.1% 1,335,142 117.3%
人数 362 339 338 355 355 355 105.0% 395 116.9% 428 126.6% 393 116.3%
給付費 104,377 104,090 123,186 102,970 104,026 104,026 84.2% 109,581 89.0% 109,581 89.0% 103,915 84.4%
人数 43 47 48 41 41 41 85.4% 43 89.6% 43 89.6% 40 83.3%

（３）施設サービス
給付費 6,163,007 6,121,360 6,091,564 6,499,053 6,507,276 6,507,276 106.8% 7,230,992 118.7% 7,612,798 125.0% 7,198,298 118.2%
人数 1,972 1,948 1,917 2,019 2,019 2,019 105.3% 2,246 117.2% 2,363 123.3% 2,234 116.5%
給付費 3,837,121 3,857,848 3,986,674 4,097,355 4,105,946 4,109,353 102.9% 4,480,653 112.4% 4,741,924 118.9% 4,356,028 109.3%
人数 1,170 1,170 1,197 1,214 1,215 1,216 101.5% 1,325 110.7% 1,402 117.1% 1,288 107.6%

介護医療院 給付費 165,009 206,325 199,224 206,730 211,929 215,861 106.2% 224,074 112.5% 262,185 131.6% 230,990 115.9%
人数 47 54 52 53 54 55 103.8% 57 109.6% 67 128.8% 59 113.5%
給付費 39,178 0 0
人数 12 0 0

（４）居宅介護支援 給付費 1,491,634 1,529,672 1,567,886 1,636,903 1,685,133 1,733,600 107.5% 1,854,051 118.3% 2,075,944 132.4% 1,931,489 123.2%
人数 8,181 8,380 8,452 8,697 8,933 9,188 105.8% 9,830 116.3% 10,962 129.7% 10,191 120.6%

合計 給付費 29,475,525 29,658,257 30,527,410 32,196,424 33,005,374 33,701,968 108.0% 36,399,113 119.2% 39,952,499 130.9% 37,317,109 122.2%

地域密着型特定施設入居者
生活介護

短期入所療養介護（病院
等）

福祉用具貸与

特定福祉用具購入費

通所リハビリテーション

訪問入浴介護

訪問看護

居宅療養管理指導

通所介護

地域密着型通所介護

特定施設入居者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問
介護看護
夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介
護

短期入所療養介護(介護医療
院)

訪問介護

短期入所生活介護

短期入所療養介護（老健）

訪問リハビリテーション

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

住宅改修費
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３ 中濃圏域 

本圏域は、 関市、 美濃市、 美濃加茂市、 可児市、 郡上市、 坂祝町、 富加町、 川辺町、 七宗町、 八百

津町、 白川町、 東白川村、 御嵩町の 13 の保険者で構成さ れています。  

 

（１）人口推計 

国立社会保障・ 人口問題研究所の推計によると 、 中濃圏域の総人口は、 令和２ 年から 令和 32 年ま

でに 92, 512 人減少し ますが、 65 歳以上人口はほぼ横ばいで推移する見込みです。  

高齢者（ 65 歳以上） 及び後期高齢者（ 75 歳以上） の総人口に占める割合は、 おおむね県平均と 同

じ 割合で、 令和 32 年まで増加を続ける見込みです。  

 

 

 

 

  

【中濃圏域の将来人口の推移】

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32

総人口（人） 364,282 350,830 336,565 321,253 305,051 288,367 271,770

65歳以上（人） 111,900 113,793 114,173 113,828 115,749 114,253 110,660

　総人口に占める割合 30.7% 32.4% 33.9% 35.4% 37.9% 39.6% 40.7%

　（参考：県平均） 30.4% 31.9% 33.3% 35.1% 37.9% 39.6% 40.6%

75歳以上（人） 56,508 66,114 70,699 70,815 69,448 68,142 70,463

　総人口に占める割合 15.5% 18.8% 21.0% 22.0% 22.8% 23.6% 25.9%

　（参考：県平均） 15.7% 19.0% 20.6% 21.2% 21.9% 23.2% 25.9%

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）」

【中濃圏域の将来人口及び高齢者（65歳以上）及び後期高齢者（75歳以上）の総人口に占める割合の推移】

56,508 66,114 70,699 70,815 69,448 68,142 70,463

55,392 47,679 43,474 43,013 46,301 46,111 40,197

206,407 196,344 186,718 174,341 157,639
144,042 133,266

45,975 40,693
35,674

33,084
31,663

30,072
27,844

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

80,000

160,000

240,000

320,000

400,000

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32

75歳以上 65～74歳 15～64歳 ０～14歳 65歳以上人口割合 75歳以上人口割合

（年）

（人）
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【中濃圏域の要支援・要介護認定者数】 （単位：人）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R17 R22 R27 R32
R3→R32
増加数

要支援1 2,461 2,491 2,573 2,637 2,703 2,759 3,013 3,156 3,038 2,895 2,857 396

要支援2 2,825 2,851 2,903 2,949 2,988 3,023 3,234 3,443 3,403 3,262 3,201 376

要介護1 4,126 4,173 4,288 4,357 4,418 4,493 4,852 5,236 5,252 5,046 4,921 795

要介護2 3,094 3,194 3,107 3,197 3,258 3,301 3,553 3,809 3,888 3,755 3,658 564

要介護3 2,600 2,565 2,527 2,560 2,592 2,630 2,797 3,013 3,154 3,074 2,978 378

要介護4 2,517 2,550 2,524 2,565 2,610 2,658 2,843 3,080 3,213 3,110 3,006 489

要介護5 1,491 1,501 1,483 1,571 1,596 1,625 1,734 1,866 1,923 1,861 1,809 318

合計 19,114 19,325 19,405 19,836 20,165 20,489 22,026 23,603 23,871 23,003 22,430 3,316

【参考：各年度の要介護度別の構成比】

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R17 R22 R27 R32

要支援1 12.9 % 12.9 % 13.3 % 13.3 % 13.4 % 13.5 % 13.7 % 13.4 % 12.7 % 12.6 % 12.7 %

要支援2 14.8 % 14.8 % 15.0 % 14.9 % 14.8 % 14.8 % 14.7 % 14.6 % 14.3 % 14.2 % 14.3 %

要介護1 21.6 % 21.6 % 22.1 % 22.0 % 21.9 % 21.9 % 22.0 % 22.2 % 22.0 % 21.9 % 21.9 %

要介護2 16.2 % 16.5 % 16.0 % 16.1 % 16.2 % 16.1 % 16.1 % 16.1 % 16.3 % 16.3 % 16.3 %

要介護3 13.6 % 13.3 % 13.0 % 12.9 % 12.9 % 12.8 % 12.7 % 12.8 % 13.2 % 13.4 % 13.3 %

要介護4 13.2 % 13.2 % 13.0 % 12.9 % 12.9 % 13.0 % 12.9 % 13.0 % 13.5 % 13.5 % 13.4 %

要介護5 7.8 % 7.8 % 7.6 % 7.9 % 7.9 % 7.9 % 7.9 % 7.9 % 8.1 % 8.1 % 8.1 %

合計 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

【中濃圏域の要支援・要介護認定者数】

19,114 19,325 19,405 
19,836 20,165 20,489 

22,026 
23,603 23,871 

23,003 22,430 
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5,000

10,000
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R17 R22 R27 R32

（人）

（年度）
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

（２）要支援・要介護認定者数の推移 

各保険者が行っ た推計によると 、 中濃圏域の要支援・ 要介護認定者数は、 令和 22 年度まで増加を

続け、 その後減少傾向になると 推計さ れています。  

令和３ 年度と 令和 32 年度を 比較すると 、 最も 認定者数が増加するのは要介護１ の方（ ＋795 人）

と なっ ています。  

要介護度別の構成比では、 要介護１ の方が占める割合が高く なる 傾向が続く 見込みと なっ ていま

す。  
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（３）介護サービス量の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※給付費は年間累計の金額（ 単位： 千円）、 回（ 日） 数は１ 月当たり の数（ 単位： 回、 日）、  
人数は１ 月当たり の利用者数（ 単位： 人）  

※１ ： 第９ 期平均値/R5 年度の値×100  ※２ ： R12, 22, 32 年度の値/R5 年度の値×100 

資料： 各保険者が推計し た数値の積上げ（ R6. 3 推計）（ R3, 4 は実績値）  

 

 

 

 

 

 

１．介護予防サービス見込量

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
伸び率①

※１
令和12年度

伸び率①
※２

令和22年度
伸び率①

※２
令和32年度

伸び率①
※２

（１）介護予防サービス
給付費 922 1,029 561 1,076 1,077 1,077 192.0% 1,494 266.4% 1,494 266.4% 1,494 266.4%
回数 9.3 10.4 5.8 10.8 10.8 10.8 186.2% 15.0 258.6% 15.0 258.6% 15.0 258.6%
人数 3 3 1 3 3 3 300.0% 4 400.0% 4 400.0% 4 400.0%
給付費 70,883 67,952 72,265 75,504 76,951 77,715 106.2% 83,430 115.4% 89,650 124.1% 84,505 116.9%
回数 1,723.1 1,622.0 1,793.9 1,801.8 1,833.8 1,852.4 102.0% 1,988.5 110.8% 2,134.5 119.0% 2,019.9 112.6%
人数 230 218 243 253 257 259 105.5% 279 114.8% 299 123.0% 280 115.2%
給付費 13,765 17,698 21,296 22,769 23,209 23,538 108.8% 24,169 113.5% 24,919 117.0% 23,281 109.3%
回数 414.3 521.4 624.6 648.3 661.1 670.6 105.7% 688.9 110.3% 710.4 113.7% 663.3 106.2%
人数 47 60 71 77 79 80 110.8% 83 116.9% 86 121.1% 79 111.3%
給付費 14,451 15,669 16,609 18,450 19,082 19,690 114.8% 20,929 126.0% 22,469 135.3% 20,800 125.2%
人数 144 138 144 156 161 166 111.8% 176 122.2% 189 131.3% 176 122.2%
給付費 218,966 217,611 226,147 228,444 230,774 233,379 102.1% 246,577 109.0% 259,947 114.9% 250,112 110.6%
人数 547 547 556 555 559 565 100.7% 598 107.6% 630 113.3% 603 108.5%
給付費 13,004 15,325 17,230 16,436 16,869 16,788 96.9% 18,258 106.0% 19,094 110.8% 17,947 104.2%
日数 181.4 207.3 214.7 208.1 213.7 212.8 98.5% 231.1 107.6% 242.4 112.9% 226.6 105.5%
人数 29 33 39 43 44 44 112.0% 49 125.6% 51 130.8% 48 123.1%
給付費 1,278 3,815 2,709 1,924 1,928 2,338 76.2% 2,338 86.3% 2,338 86.3% 2,338 86.3%
日数 13.6 38.5 30.0 22.7 22.7 26.7 80.1% 26.7 89.0% 26.7 89.0% 26.7 89.0%
人数 2 7 5 4 4 5 86.7% 5 100.0% 5 100.0% 5 100.0%
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 125,914 137,936 151,626 151,493 155,224 158,654 102.3% 169,144 111.6% 179,856 118.6% 168,522 111.1%
人数 1,768 1,853 1,976 1,990 2,039 2,085 103.1% 2,225 112.6% 2,364 119.6% 2,213 112.0%
給付費 10,303 9,161 10,476 10,240 10,024 9,851 95.8% 10,697 102.1% 11,931 113.9% 10,820 103.3%
人数 37 34 30 38 37 37 124.4% 41 136.7% 46 153.3% 42 140.0%

介護予防住宅改修 給付費 47,529 48,497 72,565 52,296 54,405 55,337 74.4% 59,824 82.4% 64,194 88.5% 63,053 86.9%
人数 45 44 64 52 54 54 83.3% 59 92.2% 65 101.6% 64 100.0%
給付費 44,390 39,146 35,373 43,321 44,085 44,085 123.9% 46,462 131.3% 47,223 133.5% 44,980 127.2%
人数 50 43 38 48 49 49 128.1% 52 136.8% 53 139.5% 50 131.6%

（２）地域密着型介護予防サービス
給付費 65 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
回数 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 19,441 14,706 13,116 15,170 15,189 16,171 118.3% 16,745 127.7% 17,727 135.2% 17,727 135.2%
人数 24 20 17 20 20 21 119.6% 22 129.4% 23 135.3% 23 135.3%
給付費 27,306 20,559 19,901 23,015 23,044 23,044 115.7% 25,997 130.6% 28,834 144.9% 25,997 130.6%
人数 10 8 7 9 9 9 128.6% 10 142.9% 11 157.1% 10 142.9%

（３）介護予防支援 給付費 121,524 126,110 134,868 136,616 138,591 140,896 102.8% 150,815 111.8% 160,076 118.7% 150,136 111.3%
人数 2,223 2,297 2,426 2,435 2,467 2,508 101.8% 2,684 110.6% 2,848 117.4% 2,671 110.1%

合計 給付費 729,742 735,212 794,742 796,754 810,452 822,563 101.9% 876,879 110.3% 929,752 117.0% 881,712 110.9%

介護予防小規模多機能型居
宅介護
介護予防認知症対応型共同
生活介護

介護予防短期入所療養介護
(介護医療院)

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具購入
費

介護予防特定施設入居者生
活介護

介護予防認知症対応型通所
介護

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護
（老健）

介護予防短期入所療養介護
（病院等）

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

介護予防居宅療養管理指導
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※給付費は年間累計の金額（ 単位： 千円）、 回（ 日） 数は１ 月当たり の数（ 単位： 回、 日）、  
人数は１ 月当たり の利用者数（ 単位： 人）  

※１ ： 第９ 期平均値/R5 年度の値×100  ※２ ： R12, 22, 32 年度の値/R5 年度の値×100 

資料： 各保険者が推計し た数値の積上げ（ R6. 3 推計）（ R3, 4 は実績値）  

２．介護サービス見込量

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
伸び率①

※１
令和12年度

伸び率①
※２

令和22年度
伸び率①

※２
令和32年度

伸び率①
※２

（１）居宅サービス
給付費 2,045,123 2,211,220 2,467,943 2,671,033 2,748,290 2,828,671 111.4% 2,964,567 120.1% 3,251,696 131.8% 3,076,781 124.7%
回数 63,527.8 67,940.7 75,723.7 80,143.4 82,425.5 84,920.6 108.9% 89,081.8 117.6% 97,765.9 129.1% 92,482.9 122.1%
人数 1,954 2,028 2,103 2,234 2,297 2,365 109.3% 2,510 119.4% 2,755 131.0% 2,610 124.1%
給付費 172,317 180,111 217,265 241,531 248,754 253,799 114.2% 258,579 119.0% 291,426 134.1% 274,403 126.3%
回数 1,177 1,214 1,447 1,583.7 1,629.7 1,663.7 112.4% 1,697.5 117.3% 1,912.9 132.2% 1,800.7 124.5%
人数 223 235 279 294 301 306 107.6% 314 112.5% 354 126.9% 335 120.1%
給付費 518,129 544,270 596,602 645,945 665,528 684,954 111.5% 722,439 121.1% 793,792 133.1% 723,015 121.2%
回数 9,822.7 10,199.3 10,924.3 11,753.3 12,097.1 12,458.1 110.8% 13,195.7 120.8% 14,537.4 133.1% 13,167.0 120.5%
人数 1,129 1,215 1,345 1,401 1,436 1,472 106.8% 1,550 115.2% 1,707 126.9% 1,551 115.3%
給付費 70,229 78,855 99,006 104,512 107,192 108,603 107.8% 114,416 115.6% 123,219 124.5% 119,098 120.3%
回数 2,078.1 2,252.3 2,784.0 2,908.3 2,982.2 3,021.1 106.7% 3,182.8 114.3% 3,434.6 123.4% 3,316.0 119.1%
人数 195 218 258 279 287 292 110.9% 304 117.8% 324 125.6% 312 120.9%
給付費 240,419 263,350 296,259 298,493 311,396 318,933 104.5% 335,981 113.4% 368,556 124.4% 349,575 118.0%
人数 2,055 2,178 2,294 2,331 2,428 2,485 105.3% 2,614 113.9% 2,870 125.1% 2,726 118.8%
給付費 3,901,282 3,846,738 3,827,044 3,938,226 4,018,566 4,107,398 105.1% 4,365,583 114.1% 4,833,355 126.3% 4,560,813 119.2%
回数 41,801 41,273 40,755 41,507.8 42,276.5 43,170.6 103.8% 46,041.1 113.0% 50,933.9 125.0% 48,063.7 117.9%
人数 3,878 3,947 3,916 4,021 4,119 4,214 105.2% 4,495 114.8% 4,970 126.9% 4,681 119.5%
給付費 1,040,187 1,008,123 985,274 1,039,219 1,054,005 1,067,302 106.9% 1,117,837 113.5% 1,234,766 125.3% 1,187,662 120.5%
回数 10,096.8 9,809.7 9,491.4 9,817.4 9,939.6 10,043.1 104.7% 10,546.6 111.1% 11,629.6 122.5% 11,175.0 117.7%
人数 1,240 1,253 1,192 1,175 1,189 1,205 99.8% 1,268 106.4% 1,393 116.9% 1,334 111.9%
給付費 1,664,045 1,634,612 1,720,560 1,755,068 1,801,484 1,845,929 104.7% 1,930,591 112.2% 2,102,717 122.2% 1,990,538 115.7%
日数 16,614.3 16,206.5 16,903.8 16,982.4 17,397.5 17,815.0 102.9% 18,655.4 110.4% 20,284.7 120.0% 19,172.9 113.4%
人数 1,280 1,261 1,310 1,291 1,318 1,347 100.7% 1,408 107.5% 1,534 117.1% 1,448 110.5%
給付費 203,300 191,058 223,429 217,836 227,288 233,239 101.2% 234,282 104.9% 254,079 113.7% 252,191 112.9%
日数 1,577.3 1,484.0 1,792.8 1,692.4 1,772.4 1,819.9 98.3% 1,836.7 102.4% 1,987.3 110.8% 1,976.0 110.2%
人数 185 190 213 212 219 227 103.0% 232 108.9% 250 117.4% 247 116.0%
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 760,162 797,761 802,079 819,077 840,351 863,728 104.9% 906,921 113.1% 997,969 124.4% 944,804 117.8%
人数 4,991 5,132 5,167 5,295 5,433 5,579 105.2% 5,899 114.2% 6,481 125.4% 6,136 118.8%
給付費 24,894 24,855 28,557 34,874 35,482 35,644 123.7% 37,945 132.9% 41,991 147.0% 40,441 141.6%
人数 80 79 84 112 114 115 135.3% 125 148.8% 139 165.5% 134 159.5%
給付費 70,163 70,319 78,728 83,750 85,900 88,217 109.2% 92,183 117.1% 102,888 130.7% 98,412 125.0%
人数 66 67 75 84 86 88 114.7% 93 124.0% 104 138.7% 100 133.3%
給付費 653,750 679,144 731,003 733,948 754,923 763,560 102.7% 836,054 114.4% 935,198 127.9% 893,793 122.3%
人数 287 295 310 310 319 323 102.4% 353 113.9% 394 127.1% 376 121.3%

（２）地域密着型サービス
給付費 17,190 17,487 8,207 21,515 39,428 39,428 407.7% 56,072 683.2% 58,395 711.5% 57,451 700.0%
人数 9 10 5 11 20 20 340.0% 30 600.0% 32 640.0% 31 620.0%
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 682,122 692,651 719,841 791,576 805,117 814,172 111.6% 847,509 117.7% 898,551 124.8% 831,526 115.5%
回数 6,840.8 6,887.8 7,042.5 7,582.0 7,697.1 7,781.9 109.2% 8,134.3 115.5% 8,604.6 122.2% 7,975.4 113.2%
人数 723 730 760 808 819 830 107.8% 868 114.2% 919 120.9% 852 112.1%
給付費 90,603 99,065 89,329 103,896 105,188 110,268 119.2% 122,395 137.0% 136,655 153.0% 130,896 146.5%
回数 702.8 765.8 673.2 807.3 816.5 855.2 122.7% 972.5 144.5% 1,105.8 164.3% 1,051.7 156.2%
人数 67 74 72 79 80 85 113.0% 97 134.7% 110 152.8% 104 144.4%
給付費 327,919 295,565 316,095 340,286 351,365 366,777 111.6% 398,204 126.0% 443,776 140.4% 413,061 130.7%
人数 145 131 135 144 148 154 110.1% 167 123.7% 186 137.8% 172 127.4%
給付費 2,149,077 2,206,468 2,361,580 2,393,776 2,394,624 2,440,555 102.0% 2,677,528 113.4% 2,979,352 126.2% 2,818,351 119.3%
人数 714 726 753 770 773 788 103.2% 861 114.3% 954 126.7% 906 120.3%
給付費 66,342 60,006 69,012 64,536 64,618 64,618 93.6% 64,618 93.6% 66,638 96.6% 66,638 96.6%
人数 28 27 30 28 28 28 93.3% 28 93.3% 29 96.7% 29 96.7%
給付費 701,382 707,535 721,928 736,271 736,845 736,845 102.0% 824,472 114.2% 951,001 131.7% 853,845 118.3%
人数 210 210 212 214 214 214 100.9% 238 112.3% 273 128.8% 245 115.6%
給付費 127,247 108,013 112,749 112,713 112,855 112,855 100.1% 115,039 102.0% 133,357 118.3% 128,642 114.1%
人数 49 41 44 44 44 44 100.0% 46 104.5% 53 120.5% 51 115.9%

（３）施設サービス
給付費 5,841,198 5,870,570 5,867,713 6,022,032 6,041,341 6,045,377 102.9% 6,620,221 112.8% 7,439,674 126.8% 7,033,947 119.9%
人数 1,926 1,925 1,917 1,932 1,936 1,937 100.9% 2,117 110.4% 2,375 123.9% 2,246 117.2%
給付費 3,722,404 3,638,302 3,609,518 3,652,853 3,670,165 3,688,201 101.7% 4,094,283 113.4% 4,571,208 126.6% 4,306,306 119.3%
人数 1,163 1,131 1,107 1,112 1,116 1,122 100.9% 1,244 112.4% 1,386 125.2% 1,306 118.0%

介護医療院 給付費 191,230 215,212 236,583 253,177 383,916 410,789 147.6% 670,073 283.2% 712,195 301.0% 711,610 300.8%
人数 45 52 54 60 90 96 151.9% 156 288.9% 165 305.6% 165 305.6%
給付費 17,049 6,695 0
人数 4 2 0

（４）居宅介護支援 給付費 1,427,898 1,462,335 1,481,960 1,524,001 1,556,713 1,584,566 104.9% 1,669,868 112.7% 1,827,728 123.3% 1,726,517 116.5%
人数 7,783 7,903 7,953 8,089 8,252 8,402 103.7% 8,876 111.6% 9,711 122.1% 9,169 115.3%

合計 給付費 26,725,661 26,910,321 27,668,263 28,600,144 29,161,334 29,614,428 105.3% 32,077,660 115.9% 35,550,182 128.5% 33,590,316 121.4%

看護小規模多機能型居宅介
護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者
生活介護
地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護

住宅改修費

特定施設入居者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問
介護看護
夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

短期入所療養介護（老健）

短期入所療養介護（病院
等）

短期入所療養介護(介護医療
院)

福祉用具貸与

特定福祉用具購入費

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護
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４ 東濃圏域 

本圏域は、 多治見市、 中津川市、 瑞浪市、 恵那市、 土岐市の５ つの保険者で構成さ れています。  

 

（１）人口推計 

国立社会保障・ 人口問題研究所の推計によると 、 東濃圏域の総人口は、 令和２ 年から 令和 32 年ま

でに 105, 340 人減少し 、 65 歳以上人口も 令和２ 年以降減少し ていく 見込みです。  

高齢者（ 65 歳以上） 及び後期高齢者（ 75 歳以上） の総人口に占める割合は、 県平均より 高く 、 令

和 32 年まで増加を続ける見込みです。  

 

 

 

 

  

【東濃圏域の将来人口の推移】

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32

総人口（人） 323,574 304,718 287,835 270,515 252,972 235,380 218,234

65歳以上（人） 104,876 104,874 104,237 103,294 103,664 100,839 96,302

　総人口に占める割合 32.4% 34.4% 36.2% 38.2% 41.0% 42.8% 44.1%

　（参考：県平均） 30.4% 31.9% 33.3% 35.1% 37.9% 39.6% 40.6%

75歳以上（人） 55,366 62,550 64,571 63,466 62,142 61,200 62,457

　総人口に占める割合 17.1% 20.5% 22.4% 23.5% 24.6% 26.0% 28.6%

　（参考：県平均） 15.7% 19.0% 20.6% 21.2% 21.9% 23.2% 25.9%

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）」

【東濃圏域の将来人口及び高齢者（65歳以上）及び後期高齢者（75歳以上）の総人口に占める割合の推移】

55,366 62,550 64,571 63,466 62,142 61,200 62,457

49,510 42,324 39,666 39,828 41,522 39,639 33,845
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（２）要支援・要介護認定者数の推移 

各保険者が行っ た推計によると 、 東濃圏域の要支援・ 要介護認定者数は、 令和 22 年度まで増加を

続け、 その後減少傾向になると 推計さ れています。  

令和３ 年度と 令和 32 年度を 比較すると 、 最も 認定者数が増加するのは要支援２ の方（ ＋229 人）

と なり 、 要支援１ 、 要介護２ 、 要介護５ の方は減少すると 推計さ れています。  

要介護度別の構成比では、 要介護１ の方が占める割合が高く なる 傾向が続く 見込みと なっ ていま

す。  

 

【東濃圏域の要支援・要介護認定者数】 （単位：人）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R17 R22 R27 R32
R3→R32
増加数

要支援1 1,573 1,580 1,617 1,609 1,629 1,633 1,728 1,745 1,702 1,594 1,532 △ 41

要支援2 2,201 2,298 2,384 2,489 2,503 2,514 2,653 2,702 2,672 2,534 2,430 229

要介護1 3,662 3,825 3,841 3,971 4,022 4,020 4,232 4,310 4,320 4,011 3,837 175

要介護2 3,420 3,320 3,214 3,180 3,200 3,210 3,365 3,453 3,524 3,280 3,108 △ 312

要介護3 2,524 2,564 2,560 2,595 2,637 2,637 2,777 2,841 2,951 2,751 2,619 95

要介護4 2,601 2,610 2,536 2,585 2,617 2,623 2,749 2,856 3,016 2,825 2,684 83

要介護5 1,722 1,662 1,649 1,627 1,638 1,646 1,716 1,762 1,811 1,699 1,620 △ 102

合計 17,703 17,859 17,801 18,056 18,246 18,283 19,220 19,669 19,996 18,694 17,830 127

【参考：各年度の要介護度別の構成比】

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R17 R22 R27 R32

要支援1 8.9 % 8.8 % 9.1 % 8.9 % 8.9 % 8.9 % 9.0 % 8.9 % 8.5 % 8.5 % 8.6 %

要支援2 12.4 % 12.9 % 13.4 % 13.8 % 13.7 % 13.8 % 13.8 % 13.7 % 13.4 % 13.6 % 13.6 %

要介護1 20.7 % 21.4 % 21.6 % 22.0 % 22.0 % 22.0 % 22.0 % 21.9 % 21.6 % 21.5 % 21.5 %

要介護2 19.3 % 18.6 % 18.1 % 17.6 % 17.5 % 17.6 % 17.5 % 17.6 % 17.6 % 17.5 % 17.4 %

要介護3 14.3 % 14.4 % 14.4 % 14.4 % 14.5 % 14.4 % 14.4 % 14.4 % 14.8 % 14.7 % 14.7 %

要介護4 14.7 % 14.6 % 14.2 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.5 % 15.1 % 15.1 % 15.1 %

要介護5 9.7 % 9.3 % 9.3 % 9.0 % 9.0 % 9.0 % 8.9 % 9.0 % 9.1 % 9.1 % 9.1 %

合計 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

【東濃圏域の要支援・要介護認定者数】
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（３）介護サービス量の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※給付費は年間累計の金額（ 単位： 千円）、 回（ 日） 数は１ 月当たり の数（ 単位： 回、 日）、  
人数は１ 月当たり の利用者数（ 単位： 人）  

※１ ： 第９ 期平均値/R5 年度の値×100  ※２ ： R12, 22, 32 年度の値/R5 年度の値×100 

資料： 各保険者が推計し た数値の積上げ（ R6. 3 推計）（ R3, 4 は実績値）  

 

 

 

 

 

 

１．介護予防サービス見込量

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
伸び率①

※１
令和12年度

伸び率①
※２

令和22年度
伸び率①

※２
令和32年度

伸び率①
※２

（１）介護予防サービス
給付費 2,022 2,058 1,759 3,631 3,647 3,647 207.0% 3,647 207.3% 3,647 207.3% 3,647 207.3%
回数 20 20.2 17.2 35.3 35.4 35.4 205.6% 35.4 205.8% 35.4 205.8% 35.4 205.8%
人数 4 4 4 6 6 6 150.0% 6 150.0% 6 150.0% 6 150.0%
給付費 113,844 115,491 125,841 129,981 132,779 135,605 105.5% 143,078 113.7% 142,870 113.5% 129,641 103.0%
回数 3,076 3,134.9 3,364.9 3,423.0 3,494.6 3,572.1 103.9% 3,770.1 112.0% 3,763.4 111.8% 3,418.3 101.6%
人数 349 372 402 416 427 434 105.9% 459 114.2% 460 114.4% 418 104.0%
給付費 10,862 11,967 18,904 21,327 22,541 23,397 118.6% 23,571 124.7% 23,682 125.3% 20,383 107.8%
回数 335 369.3 589.1 654.3 690.9 717.3 116.7% 720.6 122.3% 726.1 123.3% 625.5 106.2%
人数 36 39 56 58 62 65 110.1% 66 117.9% 66 117.9% 57 101.8%
給付費 9,343 9,577 14,759 16,738 17,124 16,759 114.3% 16,155 109.5% 15,898 107.7% 14,583 98.8%
人数 106 111 148 169 172 169 114.9% 163 110.1% 161 108.8% 147 99.3%
給付費 103,314 105,124 110,787 118,128 121,220 122,448 108.9% 126,885 114.5% 126,878 114.5% 111,634 100.8%
人数 274 277 288 299 306 309 105.8% 320 111.1% 319 110.8% 280 97.2%
給付費 8,869 7,698 9,248 9,533 9,543 10,104 105.2% 9,853 106.5% 9,853 106.5% 8,907 96.3%
日数 111 94.2 111.5 114.0 113.6 119.5 103.8% 116.8 104.8% 116.8 104.8% 105.4 94.5%
人数 23 25 28 33 34 36 122.6% 33 117.9% 33 117.9% 30 107.1%
給付費 1,019 579 0 90 90 90 － 90 － 90 － 90 －
日数 9 7.3 0.0 2.3 2.3 2.3 － 2.3 － 2.3 － 2.3 －
人数 2 1 0 2 2 2 － 1 － 1 － 1 －
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 95,887 105,711 120,321 121,241 124,536 127,158 103.3% 133,398 110.9% 133,373 110.8% 120,399 100.1%
人数 1,459 1,562 1,691 1,702 1,751 1,792 103.4% 1,883 111.4% 1,884 111.4% 1,704 100.8%
給付費 8,509 9,344 8,802 8,739 10,141 10,735 112.2% 11,330 128.7% 11,262 128.0% 10,653 121.0%
人数 30 30 27 27 31 33 112.3% 35 129.6% 35 129.6% 33 122.2%

介護予防住宅改修 給付費 36,312 35,260 35,162 40,762 41,936 41,936 118.2% 39,650 112.8% 39,619 112.7% 36,593 104.1%
人数 34 31 33 38 39 39 117.2% 37 112.1% 37 112.1% 34 103.0%
給付費 52,248 57,115 62,272 67,710 68,557 67,795 109.2% 67,795 108.9% 66,525 106.8% 62,814 100.9%
人数 55 61 62 67 68 67 108.6% 67 108.1% 66 106.5% 62 100.0%

（２）地域密着型介護予防サービス
給付費 3,351 1,857 931 2,336 2,339 2,339 251.1% 2,339 251.2% 2,339 251.2% 2,339 251.2%
回数 32.1 19.8 8.9 27.5 27.5 27.5 309.0% 27.5 309.0% 27.5 309.0% 27.5 309.0%
人数 5 4 3 3 3 3 100.0% 3 100.0% 3 100.0% 3 100.0%
給付費 10,852 13,750 19,519 19,476 30,494 39,605 153.0% 42,338 216.9% 44,160 226.2% 41,675 213.5%
人数 15 16 23 23 35 45 149.3% 48 208.7% 50 217.4% 47 204.3%
給付費 16,433 12,285 23,255 32,076 34,789 38,207 150.6% 38,207 164.3% 34,789 149.6% 32,118 138.1%
人数 6 4 8 12 13 14 162.5% 13 162.5% 12 150.0% 11 137.5%

（３）介護予防支援 給付費 98,648 104,344 111,895 115,066 118,365 120,420 105.4% 126,791 113.3% 127,095 113.6% 114,703 102.5%
人数 1,789 1,882 2,026 2,055 2,111 2,147 103.9% 2,260 111.5% 2,265 111.8% 2,043 100.8%

合計 給付費 571,515 592,158 663,455 706,834 738,101 760,245 110.8% 785,127 118.3% 782,080 117.9% 710,179 107.0%

介護予防短期入所療養介護
（老健）

介護予防短期入所療養介護
(介護医療院)

特定介護予防福祉用具購入
費

介護予防福祉用具貸与

介護予防短期入所療養介護
（病院等）

介護予防特定施設入居者生
活介護

介護予防認知症対応型通所
介護

介護予防小規模多機能型居
宅介護
介護予防認知症対応型共同
生活介護

介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

介護予防居宅療養管理指導

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

介護予防短期入所生活介護
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※給付費は年間累計の金額（ 単位： 千円）、 回（ 日） 数は１ 月当たり の数（ 単位： 回、 日）、  
人数は１ 月当たり の利用者数（ 単位： 人）  

※１ ： 第９ 期平均値/R5 年度の値×100  ※２ ： R12, 22, 32 年度の値/R5 年度の値×100 

資料： 各保険者が推計し た数値の積上げ（ R6. 3 推計）（ R3, 4 は実績値）  

２．介護サービス見込量

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
伸び率①

※１
令和12年度

伸び率①
※２

令和22年度
伸び率①

※２
令和32年度

伸び率①
※２

（１）居宅サービス
給付費 2,805,381 2,975,253 3,096,392 3,313,235 3,405,909 3,431,642 109.3% 3,519,148 113.7% 3,760,718 121.5% 3,429,391 110.8%
回数 83,467.4 88,268.8 90,703.6 95,610.2 98,200.3 99,033.1 107.6% 101,700.0 112.1% 108,733.2 119.9% 99,245.6 109.4%
人数 2,672 2,697 2,673 2,803 2,859 2,867 106.4% 2,973 111.2% 3,123 116.8% 2,811 105.2%
給付費 235,444 249,518 260,507 278,587 288,141 287,028 109.2% 295,674 113.5% 307,547 118.1% 273,504 105.0%
回数 1,622 1,704 1,774 1,870.7 1,931.5 1,923.0 107.6% 1,980.3 111.6% 2,058.6 116.0% 1,829.5 103.1%
人数 302 318 336 358 372 372 109.3% 383 114.0% 400 119.0% 357 106.3%
給付費 914,240 940,723 954,464 1,027,580 1,059,963 1,051,967 109.6% 1,098,089 115.0% 1,143,916 119.8% 1,021,120 107.0%
回数 18,997.1 19,724.2 20,050.4 21,261.5 21,886.8 21,755.8 107.9% 22,712.4 113.3% 23,640.8 117.9% 21,112.0 105.3%
人数 1,785 1,880 1,949 2,054 2,097 2,094 106.8% 2,186 112.2% 2,288 117.4% 2,048 105.1%
給付費 58,933 55,643 59,865 63,930 64,164 64,379 107.2% 64,013 106.9% 65,965 110.2% 57,506 96.1%
回数 1,676.8 1,578.0 1,695.8 1,782.9 1,787.1 1,796.4 105.5% 1,780.5 105.0% 1,843.1 108.7% 1,614.7 95.2%
人数 162 151 155 165 165 165 106.5% 162 104.5% 167 107.7% 146 94.2%
給付費 255,414 276,777 300,992 363,515 366,966 363,272 121.1% 341,229 113.4% 363,552 120.8% 330,221 109.7%
人数 2,341 2,426 2,584 3,065 3,090 3,057 118.8% 2,878 111.4% 3,060 118.4% 2,770 107.2%
給付費 4,132,037 3,962,107 3,932,035 4,306,707 4,363,935 4,402,118 110.8% 4,547,729 115.7% 4,702,061 119.6% 4,376,706 111.3%
回数 41,772 39,859 39,062 42,141.9 42,662.1 43,025.7 109.1% 44,475.6 113.9% 45,834.3 117.3% 42,654.2 109.2%
人数 4,063 3,996 3,896 4,196 4,267 4,330 109.5% 4,467 114.7% 4,600 118.1% 4,288 110.1%
給付費 463,240 434,022 427,293 454,555 463,066 464,199 107.8% 483,068 113.1% 497,159 116.4% 442,849 103.6%
回数 4,883.6 4,548.2 4,442.4 4,622.6 4,694.2 4,703.2 105.2% 4,902.2 110.4% 5,032.0 113.3% 4,476.2 100.8%
人数 770 705 661 679 687 688 103.6% 716 108.3% 733 110.9% 649 98.2%
給付費 1,252,896 1,163,159 1,163,124 1,302,430 1,335,240 1,340,771 114.0% 1,394,866 119.9% 1,457,964 125.3% 1,310,753 112.7%
日数 12,238.9 11,298.5 11,254.8 12,416.0 12,721.2 12,768.3 112.3% 13,284.2 118.0% 13,864.8 123.2% 12,448.3 110.6%
人数 1,137 1,108 1,163 1,264 1,295 1,295 110.5% 1,350 116.1% 1,400 120.4% 1,250 107.5%
給付費 193,748 153,805 153,789 171,660 172,724 172,044 111.9% 174,867 113.7% 183,084 119.0% 159,078 103.4%
日数 1,478.8 1,190.8 1,187.8 1,313.2 1,320.2 1,314.6 110.8% 1,335.5 112.4% 1,394.0 117.4% 1,208.4 101.7%
人数 199 164 167 181 182 181 108.6% 184 110.2% 192 115.0% 165 98.8%
給付費 615 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 873,172 909,933 912,567 929,879 943,317 947,772 103.0% 987,644 108.2% 1,036,494 113.6% 923,631 101.2%
人数 5,636 5,731 5,669 5,778 5,867 5,903 103.2% 6,158 108.6% 6,431 113.4% 5,733 101.1%
給付費 29,353 27,612 30,498 32,648 33,854 33,263 109.0% 32,932 108.0% 35,107 115.1% 31,870 104.5%
人数 94 85 82 89 92 90 110.2% 88 107.3% 94 114.6% 85 103.7%
給付費 60,406 52,773 48,983 55,041 55,041 55,041 112.4% 45,791 93.5% 46,536 95.0% 45,557 93.0%
人数 57 50 43 51 51 51 118.6% 41 95.3% 42 97.7% 41 95.3%
給付費 1,026,421 987,341 1,093,075 1,164,471 1,186,051 1,195,296 108.1% 1,217,218 111.4% 1,292,241 118.2% 1,160,993 106.2%
人数 424 406 453 478 487 491 107.1% 501 110.6% 531 117.2% 477 105.3%

（２）地域密着型サービス
給付費 26,343 24,084 19,265 32,176 32,216 32,216 167.2% 30,393 157.8% 30,393 157.8% 30,393 157.8%
人数 17 15 14 18 18 18 128.6% 14 100.0% 14 100.0% 14 100.0%
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 1,450,499 1,435,807 1,463,927 1,584,228 1,632,961 1,659,163 111.0% 1,740,073 118.9% 1,839,348 125.6% 1,659,885 113.4%
回数 14,171.4 14,127.2 14,334.9 15,296.6 15,713.9 15,944.4 109.2% 16,741.8 116.8% 17,645.3 123.1% 15,919.4 111.1%
人数 1,505 1,518 1,516 1,597 1,639 1,653 107.5% 1,736 114.5% 1,821 120.1% 1,638 108.0%
給付費 160,449 157,350 158,396 165,782 165,991 164,526 104.4% 165,991 104.8% 165,038 104.2% 139,641 88.2%
回数 1,205.6 1,165.2 1,161.8 1,200.6 1,200.6 1,190.9 103.1% 1,200.6 103.3% 1,193.1 102.7% 1,007.2 86.7%
人数 137 129 124 129 129 128 103.8% 128 103.2% 127 102.4% 107 86.3%
給付費 476,670 494,094 510,443 549,158 582,427 590,468 112.5% 604,449 118.4% 629,588 123.3% 540,578 105.9%
人数 192 195 205 217 232 236 111.4% 242 118.0% 249 121.5% 213 103.9%
給付費 2,181,486 2,213,078 2,358,618 2,532,449 2,594,841 2,582,289 109.0% 2,686,126 113.9% 2,890,437 122.5% 2,521,179 106.9%
人数 714 721 752 796 814 810 107.3% 843 112.1% 906 120.5% 790 105.1%
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 441,872 474,966 490,426 495,706 496,333 496,333 101.2% 561,622 114.5% 603,545 123.1% 571,308 116.5%
人数 128 136 139 139 139 139 100.0% 157 112.9% 168 120.9% 159 114.4%
給付費 163,079 176,861 176,279 193,084 266,288 308,508 145.2% 305,190 173.1% 308,508 175.0% 279,607 158.6%
人数 60 65 64 67 85 94 128.1% 93 145.3% 94 146.9% 84 131.3%

（３）施設サービス
給付費 5,814,588 5,874,734 5,905,474 6,100,277 6,111,176 6,262,033 104.3% 6,517,087 110.4% 7,135,973 120.8% 6,215,110 105.2%
人数 1,826 1,829 1,813 1,846 1,847 1,892 102.7% 1,973 108.8% 2,159 119.1% 1,881 103.8%
給付費 3,466,038 3,386,472 3,274,399 3,373,813 3,378,083 3,404,973 103.4% 3,547,975 108.4% 3,812,300 116.4% 3,335,568 101.9%
人数 1,066 1,036 995 1,012 1,012 1,020 102.0% 1,065 107.0% 1,143 114.9% 1,000 100.5%

介護医療院 給付費 54,417 63,257 76,517 90,425 108,085 116,438 137.2% 150,690 196.9% 176,589 230.8% 172,412 225.3%
人数 13 14 17 29 33 35 190.2% 43 252.9% 1,076 6329.4% 48 282.4%
給付費 25,170 0 0
人数 7 0 0

（４）居宅介護支援 給付費 1,580,164 1,578,798 1,564,525 1,622,873 1,662,295 1,661,534 105.4% 1,742,387 111.4% 1,809,028 115.6% 1,617,464 103.4%
人数 8,468 8,464 8,285 8,469 8,665 8,669 103.8% 9,095 109.8% 9,432 113.8% 8,439 101.9%

合計 給付費 28,142,074 28,068,166 28,431,852 30,204,209 30,769,067 71.5% 32,254,251 113.4% 34,293,091 120.6% 30,646,324 107.8%

短期入所療養介護(介護医療
院)

訪問介護

短期入所生活介護

短期入所療養介護（老健）

訪問リハビリテーション

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

住宅改修費

地域密着型通所介護

特定施設入居者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問
介護看護
夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介
護

通所リハビリテーション

訪問入浴介護

訪問看護

居宅療養管理指導

通所介護

地域密着型特定施設入居者
生活介護

短期入所療養介護（病院
等）

福祉用具貸与

特定福祉用具購入費
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５ 飛騨圏域 

本圏域は、 高山市、 飛騨市、 下呂市、 白川村の４ つの保険者で構成さ れています。  

 

（１）人口推計 

国立社会保障・ 人口問題研究所の推計によると 、 飛騨圏域の総人口は、 令和２ 年から 令和 32 年ま

でに 57, 751 人減少し 、 65 歳以上人口も 令和２ 年以降減少し ていく 見込みです。  

高齢者（ 65 歳以上） 及び後期高齢者（ 75 歳以上） の総人口に占める割合は、 県平均より 高く 、 令

和 32 年まで増加を続ける見込みです。  

 

 

 

 

  

【飛騨圏域の将来人口の推移】

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32

総人口（人） 138,896 127,013 116,864 107,075 97,863 89,254 81,145

65歳以上（人） 50,119 48,576 46,797 44,793 43,952 41,934 39,175

　総人口に占める割合 36.1% 38.2% 40.0% 41.8% 44.9% 47.0% 48.3%

　（参考：県平均） 30.4% 31.9% 33.3% 35.1% 37.9% 39.6% 40.6%

75歳以上（人） 27,705 30,173 29,989 28,424 26,993 25,631 25,770

　総人口に占める割合 19.9% 23.8% 25.7% 26.5% 27.6% 28.7% 31.8%

　（参考：県平均） 15.7% 19.0% 20.6% 21.2% 21.9% 23.2% 25.9%

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）」

【飛騨圏域の将来人口及び高齢者（65歳以上）及び後期高齢者（75歳以上）の総人口に占める割合の推移】

27,705 30,173 29,989 28,424 26,993 25,631 25,770

22,414 18,403 16,808 16,369 16,959 16,303 13,405

72,365
64,862 58,937

52,892
45,292
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34,716
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13,575

11,130

9,390

8,619

7,972
7,254
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R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32

75歳以上 65～74歳 15～64歳 ０～14歳 65歳以上人口割合 75歳以上人口割合

（年）

（人）
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（２）要支援・要介護認定者数の推移 

各保険者が行っ た推計によると 、 飛騨圏域の要支援・ 要介護認定者数は、 令和 17 年度まで増加を

続け、 その後減少傾向になると 推計さ れています。  

令和３ 年度と 令和 32 年度を 比較すると 、 最も 認定者数が増加するのは要介護４ の方（ ＋67 人） と

なり 、 要支援１ 、 要介護３ の方は減少すると 推計さ れています。  

要介護度別の構成比では、 要介護１ の方が占める割合が高く なる 傾向が続く 見込みと なっ ていま

す。  

 

【飛騨圏域の要支援・要介護認定者数】 （単位：人）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R17 R22 R27 R32
R3→R32
増加数

要支援1 1,258 1,234 1,330 1,303 1,301 1,298 1,335 1,341 1,290 1,215 1,168 △ 90

要支援2 1,049 1,066 1,125 1,130 1,147 1,156 1,192 1,198 1,160 1,096 1,050 1

要介護1 2,350 2,401 2,332 2,398 2,435 2,476 2,574 2,648 2,626 2,480 2,370 20

要介護2 1,371 1,385 1,382 1,408 1,444 1,463 1,514 1,584 1,596 1,494 1,419 48

要介護3 1,268 1,240 1,148 1,148 1,165 1,179 1,221 1,289 1,295 1,217 1,158 △ 110

要介護4 1,246 1,249 1,240 1,258 1,292 1,308 1,350 1,422 1,474 1,392 1,313 67

要介護5 922 968 909 949 964 973 1,008 1,040 1,060 1,000 948 26

合計 9,464 9,543 9,466 9,594 9,748 9,853 10,194 10,522 10,501 9,894 9,426 △ 38

【参考：各年度の要介護度別の構成比】

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R17 R22 R27 R32

要支援1 13.3 % 12.9 % 14.1 % 13.6 % 13.3 % 13.2 % 13.1 % 12.7 % 12.3 % 12.3 % 12.4 %

要支援2 11.1 % 11.2 % 11.9 % 11.8 % 11.8 % 11.7 % 11.7 % 11.4 % 11.0 % 11.1 % 11.1 %

要介護1 24.8 % 25.2 % 24.6 % 25.0 % 25.0 % 25.1 % 25.3 % 25.2 % 25.0 % 25.1 % 25.1 %

要介護2 14.5 % 14.5 % 14.6 % 14.7 % 14.8 % 14.8 % 14.9 % 15.1 % 15.2 % 15.1 % 15.1 %

要介護3 13.4 % 13.0 % 12.1 % 12.0 % 12.0 % 12.0 % 12.0 % 12.3 % 12.3 % 12.3 % 12.3 %

要介護4 13.2 % 13.1 % 13.1 % 13.1 % 13.3 % 13.3 % 13.2 % 13.5 % 14.0 % 14.1 % 13.9 %

要介護5 9.7 % 10.1 % 9.6 % 9.9 % 9.9 % 9.9 % 9.9 % 9.9 % 10.1 % 10.1 % 10.1 %

合計 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

【飛騨圏域の要支援・要介護認定者数】
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（３）介護サービス量の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※給付費は年間累計の金額（ 単位： 千円）、 回（ 日） 数は１ 月当たり の数（ 単位： 回、 日）、  
人数は１ 月当たり の利用者数（ 単位： 人）  

※１ ： 第９ 期平均値/R5 年度の値×100  ※２ ： R12, 22, 32 年度の値/R5 年度の値×100 

資料： 各保険者が推計し た数値の積上げ（ R6. 3 推計）（ R3, 4 は実績値）  

 

 

 

 

 

  

１．介護予防サービス見込量

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
伸び率①

※１
令和12年度

伸び率①
※２

令和22年度
伸び率①

※２
令和32年度

伸び率①
※２

（１）介護予防サービス
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
回数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 48,177 45,465 59,049 60,101 60,425 60,425 102.1% 62,721 106.2% 60,355 102.2% 55,075 93.3%
回数 993.9 973.1 1,246.3 1,247.0 1,252.2 1,252.2 100.3% 1,298.5 104.2% 1,250.0 100.3% 1,141.6 91.6%
人数 156 164 212 210 211 211 99.4% 219 103.3% 211 99.5% 193 91.0%
給付費 17,084 16,405 15,568 15,240 15,473 15,697 99.4% 15,460 99.3% 14,527 93.3% 12,523 80.4%
回数 519.7 501.3 483.6 466.7 473.5 480.2 97.9% 473.0 97.8% 444.6 91.9% 383.6 79.3%
人数 61 61 69 68 69 70 100.0% 69 100.0% 65 94.2% 56 81.2%
給付費 6,551 4,862 5,436 5,287 5,406 5,406 98.7% 5,520 101.5% 5,209 95.8% 4,710 86.6%
人数 60 47 53 51 52 52 97.5% 53 100.0% 50 94.3% 45 84.9%
給付費 21,867 18,103 15,370 14,967 15,493 15,493 99.7% 16,000 104.1% 15,493 100.8% 13,602 88.5%
人数 54 46 36 35 36 36 99.1% 37 102.8% 36 100.0% 32 88.9%
給付費 18,061 15,534 13,316 13,595 13,118 13,118 99.7% 13,575 101.9% 13,081 98.2% 11,300 84.9%
日数 238.7 195.7 165.8 166.4 160.5 160.5 98.0% 165.8 100.0% 159.9 96.4% 137.7 83.1%
人数 41 39 35 35 34 34 98.1% 35 100.0% 34 97.1% 29 82.9%
給付費 957 412 562 1,471 1,473 1,473 261.8% 1,473 261.9% 1,473 261.9% 1,473 261.9%
日数 10.8 4.8 5.7 14.7 14.7 14.7 257.9% 14.7 257.9% 14.7 257.9% 14.7 257.9%
人数 2 1 1 3 3 3 300.0% 3 300.0% 3 300.0% 3 300.0%
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 54,727 60,874 66,680 66,092 66,739 66,913 99.9% 68,813 103.2% 66,506 99.7% 59,980 90.0%
人数 821 885 965 956 964 966 99.7% 993 102.9% 959 99.4% 864 89.5%
給付費 4,843 4,091 5,462 4,959 4,959 5,231 92.5% 5,231 95.8% 5,231 95.8% 4,336 79.4%
人数 18 15 19 19 19 20 101.8% 20 105.3% 20 105.3% 17 89.5%

介護予防住宅改修 給付費 17,525 14,338 15,571 15,571 15,571 15,571 100.0% 15,571 100.0% 15,571 100.0% 13,019 83.6%
人数 15 12 14 16 16 16 114.3% 16 114.3% 16 114.3% 14 100.0%
給付費 11,471 10,709 14,031 12,972 12,988 12,988 92.5% 12,988 92.6% 12,988 92.6% 11,791 84.0%
人数 14 11 13 12 12 12 92.3% 12 92.3% 12 92.3% 11 84.6%

（２）地域密着型介護予防サービス
給付費 620 29 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
回数 5.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 2 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 14,149 11,467 18,213 17,910 18,885 18,885 101.9% 20,401 112.0% 19,447 106.8% 18,885 103.7%
人数 19 18 27 26 27 27 98.8% 29 107.4% 28 103.7% 27 100.0%
給付費 4,887 5,124 2,853 2,894 2,897 2,897 101.5% 2,897 101.5% 2,897 101.5% 2,897 101.5%
人数 2 2 1 1 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%

（３）介護予防支援 給付費 54,064 56,771 61,130 61,317 61,949 62,172 101.1% 63,896 104.5% 61,723 101.0% 55,598 91.0%
人数 989 1,039 1,115 1,103 1,113 1,117 99.6% 1,148 103.0% 1,109 99.5% 999 89.6%

合計 給付費 274,984 264,182 293,240 292,376 295,376 296,269 100.5% 304,546 103.9% 294,501 100.4% 265,189 90.4%

介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

介護予防居宅療養管理指導

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

介護予防短期入所生活介護

介護予防特定施設入居者生
活介護

介護予防認知症対応型通所
介護

介護予防小規模多機能型居
宅介護
介護予防認知症対応型共同
生活介護

介護予防短期入所療養介護
（病院等）

介護予防短期入所療養介護
（老健）

介護予防短期入所療養介護
(介護医療院)

特定介護予防福祉用具購入
費

介護予防福祉用具貸与
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※給付費は年間累計の金額（ 単位： 千円）、 回（ 日） 数は１ 月当たり の数（ 単位： 回、 日）、  

人数は１ 月当たり の利用者数（ 単位： 人）  
※１ ： 第９ 期平均値/R5 年度の値×100  ※２ ： R12, 22, 32 年度の値/R5 年度の値×100 

資料： 各保険者が推計し た数値の積上げ（ R6. 3 推計）（ R3, 4 は実績値）  

２．介護サービス見込量

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
伸び率①

※１
令和12年度

伸び率①
※２

令和22年度
伸び率①

※２
令和32年度

伸び率①
※２

（１）居宅サービス
給付費 750,870 742,544 736,709 788,214 805,252 811,368 108.8% 830,988 112.8% 879,063 119.3% 781,550 106.1%
回数 23,038.3 22,528.4 22,360.0 23,662.8 24,151.2 24,342.6 107.6% 24,904.1 111.4% 26,391.1 118.0% 23,456.4 104.9%
人数 1,236 1,159 1,081 1,131 1,154 1,167 106.4% 1,199 110.9% 1,263 116.8% 1,129 104.4%
給付費 14,308 12,143 14,193 14,497 14,994 14,994 104.5% 15,576 109.7% 17,566 123.8% 15,576 109.7%
回数 102 84 98 98.8 102.2 102.2 103.2% 106.1 108.4% 119.7 122.3% 106.1 108.4%
人数 29 28 31 32 33 33 105.4% 35 112.9% 39 125.8% 35 112.9%
給付費 461,601 494,145 504,401 550,316 561,166 565,621 110.8% 584,393 115.9% 620,755 123.1% 555,532 110.1%
回数 7,250.1 7,661.6 7,758.4 8,346.5 8,489.4 8,553.9 109.1% 8,873.4 114.4% 9,459.2 121.9% 8,475.1 109.2%
人数 966 1,022 1,023 1,083 1,106 1,118 107.8% 1,154 112.8% 1,224 119.6% 1,096 107.1%
給付費 51,427 40,691 44,366 45,558 46,544 46,544 104.2% 46,464 104.7% 46,457 104.7% 40,299 90.8%
回数 1,575.1 1,237.3 1,341.0 1,360.8 1,388.2 1,388.2 102.8% 1,385.1 103.3% 1,384.9 103.3% 1,200.3 89.5%
人数 164 142 148 150 153 153 102.7% 153 103.4% 153 103.4% 133 89.9%
給付費 78,193 82,966 89,745 96,276 98,762 99,705 109.5% 101,732 113.4% 107,163 119.4% 95,611 106.5%
人数 634 674 713 755 771 779 107.8% 798 111.9% 845 118.5% 756 106.0%
給付費 2,003,707 1,951,593 1,868,588 1,946,294 1,988,695 2,019,628 106.2% 2,088,150 111.8% 2,214,247 118.5% 1,991,517 106.6%
回数 21,289 20,731 19,726 20,189.8 20,607.3 20,938.2 104.3% 21,670.9 109.9% 22,891.9 116.0% 20,599.3 104.4%
人数 2,255 2,246 2,179 2,226 2,272 2,308 104.1% 2,385 109.5% 2,512 115.3% 2,256 103.5%
給付費 245,695 200,945 220,961 233,702 241,544 244,201 108.5% 252,639 114.3% 269,413 121.9% 243,082 110.0%
回数 2,265.8 1,864.0 2,017.7 2,093.2 2,156.2 2,184.5 106.3% 2,265.4 112.3% 2,400.3 119.0% 2,165.4 107.3%
人数 337 294 286 299 308 312 107.1% 323 112.9% 342 119.6% 309 108.0%
給付費 827,454 775,912 775,254 834,218 856,917 866,834 110.0% 882,419 113.8% 939,612 121.2% 833,004 107.4%
日数 8,028.3 7,496.8 7,376.6 7,780.3 7,981.5 8,076.7 107.7% 8,228.8 111.6% 8,744.1 118.5% 7,754.3 105.1%
人数 925 912 849 877 897 908 105.3% 929 109.4% 981 115.5% 871 102.6%
給付費 209,983 210,561 250,324 273,463 282,991 286,392 112.2% 290,853 116.2% 316,522 126.4% 283,067 113.1%
日数 1,710.3 1,715.9 2,005.6 2,154.4 2,224.6 2,253.8 110.2% 2,289.3 114.1% 2,487.3 124.0% 2,222.8 110.8%
人数 164 168 193 206 212 215 109.3% 219 113.5% 236 122.3% 211 109.3%
給付費 7,258 7,075 4,400 4,632 5,543 5,543 119.1% 5,543 126.0% 5,543 126.0% 4,638 105.4%
日数 73.4 67.1 41.4 45.2 53.6 53.6 122.7% 53.6 129.5% 53.6 129.5% 45.2 109.2%
人数 6 8 6 5 6 6 94.4% 6 100.0% 6 100.0% 5 83.3%
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
日数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 480,243 496,519 494,833 518,312 530,022 535,767 106.7% 549,331 111.0% 583,554 117.9% 520,492 105.2%
人数 2,984 3,043 3,019 3,128 3,197 3,237 105.6% 3,327 110.2% 3,509 116.2% 3,135 103.8%
給付費 13,319 13,163 14,865 18,354 19,066 19,066 126.7% 19,401 130.5% 20,383 137.1% 18,174 122.3%
人数 42 43 42 51 53 53 124.6% 54 128.6% 57 135.7% 51 121.4%
給付費 32,232 32,412 29,056 28,469 29,826 29,826 101.1% 29,826 102.7% 31,130 107.1% 29,826 102.7%
人数 27 26 25 25 26 26 102.7% 26 104.0% 27 108.0% 26 104.0%
給付費 264,366 299,635 336,392 316,159 323,683 328,537 96.0% 341,187 101.4% 377,912 112.3% 342,458 101.8%
人数 105 121 135 125 128 130 94.6% 135 100.0% 149 110.4% 135 100.0%

（２）地域密着型サービス
給付費 13,732 10,097 11,723 11,889 14,352 32,858 168.0% 32,858 280.3% 32,858 280.3% 32,858 280.3%
人数 7 5 5 5 6 14 166.7% 14 280.0% 14 280.0% 14 280.0%
給付費 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
人数 0 0 0 0 0 0 － 0 － 0 － 0 －
給付費 615,814 570,354 542,944 604,835 616,080 627,260 113.5% 639,681 117.8% 658,765 121.3% 579,273 106.7%
回数 7,185.8 6,743.1 6,406.4 6,987.5 7,110.1 7,233.3 111.0% 7,404.4 115.6% 7,632.6 119.1% 6,743.2 105.3%
人数 828 826 807 855 871 884 107.8% 909 112.6% 938 116.2% 832 103.1%
給付費 99,095 71,164 61,012 66,532 67,899 68,991 111.1% 69,895 114.6% 70,228 115.1% 62,840 103.0%
回数 768.1 540.8 447.5 478.9 486.8 495.1 108.8% 501.4 112.0% 503.8 112.6% 449.3 100.4%
人数 93 66 65 71 72 73 110.8% 74 113.8% 74 113.8% 66 101.5%
給付費 559,918 571,248 579,814 609,788 628,494 637,519 107.8% 653,427 112.7% 705,935 121.8% 637,894 110.0%
人数 238 248 247 255 262 266 105.7% 274 110.9% 293 118.6% 265 107.3%
給付費 765,097 741,771 717,698 739,910 744,191 786,195 105.4% 782,380 109.0% 792,978 110.5% 699,290 97.4%
人数 255 246 234 238 239 252 103.8% 251 107.3% 254 108.5% 224 95.7%
給付費 0 0 0 0 49,184 49,184 － 49,184 － 49,184 － 49,184 －
人数 0 0 0 0 20 20 － 20 － 20 － 20 －
給付費 262,347 261,123 267,667 267,951 268,290 268,290 100.2% 278,758 104.1% 282,359 105.5% 242,834 90.7%
人数 83 82 84 83 83 83 98.8% 86 102.4% 87 103.6% 75 89.3%
給付費 115,154 80,586 52,191 73,284 76,862 76,862 145.0% 80,814 154.8% 90,255 172.9% 80,814 154.8%
人数 39 25 21 24 25 25 117.5% 26 123.8% 29 138.1% 26 123.8%

（３）施設サービス
給付費 2,957,842 2,984,534 3,036,166 3,105,212 3,126,464 3,143,787 102.9% 3,363,858 110.8% 3,586,789 118.1% 3,199,611 105.4%
人数 946 944 943 951 956 961 101.4% 1,028 109.0% 1,096 116.2% 978 103.7%
給付費 1,744,679 1,759,249 1,828,865 1,878,465 1,899,013 1,912,510 103.7% 2,036,979 111.4% 2,171,495 118.7% 1,950,342 106.6%
人数 608 598 609 616 621 625 101.9% 667 109.5% 711 116.7% 639 104.9%

介護医療院 給付費 235,558 237,316 252,498 410,933 420,678 429,903 166.5% 402,899 159.6% 407,287 161.3% 385,019 152.5%
人数 59 60 64 99 101 103 157.8% 97 151.6% 98 153.1% 93 145.3%
給付費 411,334 391,889 250,212
人数 104 101 66

（４）居宅介護支援 給付費 787,571 792,208 779,469 817,575 835,777 847,534 106.9% 872,298 111.9% 917,076 117.7% 820,726 105.3%
人数 4,236 4,209 4,125 4,258 4,345 4,407 105.1% 4,541 110.1% 4,763 115.5% 4,264 103.4%

合計 給付費 14,008,798 13,831,842 13,764,347 14,254,838 14,552,289 14,754,919 105.5% 15,301,533 111.2% 16,194,529 117.7% 14,495,511 105.3%

短期入所療養介護(介護医療
院)

訪問介護

短期入所生活介護

短期入所療養介護（老健）

訪問リハビリテーション

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

住宅改修費

地域密着型通所介護

特定施設入居者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問
介護看護
夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介
護

通所リハビリテーション

訪問入浴介護

訪問看護

居宅療養管理指導

通所介護

地域密着型特定施設入居者
生活介護

短期入所療養介護（病院
等）

福祉用具貸与

特定福祉用具購入費



　１　施策

　　第１節　地域包括ケアシステムの深化・推進

番号 施策の方向性 見出し 施策名 施策内容

1
１ 　 在宅医療・
介護連携の推進

（ １ ）  在宅医
療・ 介護連携体
制の構築

診療報酬情報加工
委託料

・ 診療報酬・ 介護報酬のレセプト データ を、 市町村の在宅医療・ 介護
連携における支援と し て情報提供をし ます。

2
１ 　 在宅医療・
介護連携の推進

（ １ ） 在宅医
療・ 介護連携体
制の構築

在宅医療連携強化
事業費補助金

・ 在宅医療・ 介護連携を担う 地域医師会や医療機関等を支援するた
め、 県医師会が実施する在宅医療に関する相談業務等への取組みを支
援し ます。

・ 在宅医療を実施する医師のグループ化、 輪番制による代診医の確

保、 訪問看護師やケアマネジャ ー等多職種の連携など、 複数の在宅医
の連携体制構築等にかかる課題抽出や解決のため検討会等を実施する
グループの取組みに対し 支援し ます。

3
１ 　 在宅医療・
介護連携の推進

（ １ ） 在宅医
療・ 介護連携体
制の構築

在宅医療・ 介護連
携推進事業評価分
析研修事業費補助
金

・ 市町村が実施する在宅医療・ 介護連携推進事業における医療・ 介護
資源等の現状把握・ 課題抽出に向け、 評価指標の分析を学ぶ研修会を
実施し 、 市町村の取組みを支援し ます。

4
１ 　 在宅医療・
介護連携の推進

（ ２ ） 入退院時
における医療・
介護間の連携強
化

退院支援担当者研
修事業費補助金

・ 入院患者が円滑に在宅療養生活に移行でき るよう 、 医療機関に勤務
する看護師、 社会福祉士を対象に退院支援に必要な知識と 技術を習得
するための研修を実施し ます。

5
１ 　 在宅医療・
介護連携の推進

（ ２ ） 入退院時
における医療・
介護間の連携強
化

在宅療養あんし ん
病床確保事業費補
助金

・ 在宅で療養し ている高齢者が体調を崩し た際、 かかり つけ医と 受入
医療機関が入院調整をするこ と で重症化を防止する県医師会の取組み
を支援し ます。

6
１ 　 在宅医療・
介護連携の推進

（ ２ ） 入退院時
における医療・
介護間の連携強
化

退院支援ルール策
定事業

・ 高齢者等が医療機関から 退院する際、 圏域単位で退院連携に必要な
共有様式やルールを策定するこ と により 、 退院調整の連絡率向上を図
り 、 切れ目のない在宅医療の提供体制を構築し ます。

7
１ 　 在宅医療・
介護連携の推進

（ ３ ） 在宅医療
を担う 医師及び
（ 訪問） 看護師
の確保

在宅医療人材育成
事業費補助金

・ 在宅医療に関する専門疾患、 緩和ケア、 看取り 等についての専門研
修を実施し ます。

・ 退院から 看取り までの在宅医療の場面において、 必要と なる在宅医
療サービスの提供や連携の在り 方等、 介護従事者や地域包括支援セン
タ ―等の職員の資質向上を目的と し た在宅医療の基礎知識を学ぶ研修
を実施し ます。

8
１ 　 在宅医療・
介護連携の推進

（ ３ ） 在宅医療
を担う 医師及び
（ 訪問） 看護師
の確保

訪問看護体制充実
強化支援事業費補
助金

・ 県訪問看護ステーショ ンの充実や資質向上を図るため、 訪問看護師
の人材育成や事業に関する相談窓口を設置し 、 相談対応等の支援を行
います。

9
１ 　 在宅医療・
介護連携の推進

（ ４ ） 高齢者の
口腔ケアの推進

在宅歯科医療連携
室整備事業

・ 在宅歯科医療の推進のため、 岐阜県歯科医師会に設置する在宅歯科
医療連携室において、 医科・ 介護等と の連携、 調整や、 高齢者の口腔
健康管理や在宅歯科医療に対応でき る、 歯科医療人材の育成を実施し
ます。

10
１ 　 在宅医療・
介護連携の推進

（ ５ ） 利用者が
望む場所での終
末期ケア

がん在宅緩和ケア
専門人材育成事業

・ がん在宅ケアに携わる医療、 福祉、 介護等の関係者を対象に、 がん
在宅緩和ケアに関する研修会を開催し 、 専門的な知識と スキルを有す
る支援者を育成すると と も に、 地域での連携強化を図っ ていき ます。

第６章　施策・目標                                                                  
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番号 施策の方向性 見出し 施策名 施策内容

11
２ 　 認知症施策
の推進

（ １ ） 認知症の
人に関する県民
の理解の増進等

認知症支援普及啓
発事業

・ 地域全体での支援体制づく り のため、 地域機関と 連携し て広く 認知
症サポータ ー、 キャ ラ バン・ メ イ ト の養成を行う と と も に、 すでに養
成さ れたキャ ラ バン・ メ イ ト やサポータ ーを対象と し たフ ォ ローアッ
プ研修を開催し ます。
・ 高校生・ 大学生・ 企業を対象と し た認知症サポータ ー養成講座を実
施し ます。
・ 認知症サポータ ーをフ ォ ローアッ プするため、 公式Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 「 認知
症サポータ ー応援アカ ウント 」 により 、 認知症サポータ ー等へ認知症
に関する情報発信を行います。

12
２ 　 認知症施策
の推進

（ ２ ） 認知症の
人の生活におけ
るバリ アフ リ ー
化の推進

チームオレンジ・
コ ーディ ネータ ー
研修等事業

・ 認知症の人が安心し て暮ら し 続けら れる地域づく り を進めるため、
認知症の人と 家族の支援ニーズと 認知症サポータ ーを中心と し た支援
者をつなぐ 仕組み「 チームオレンジ」 を、 全市町村で整備し ていく た
め、 市町村が配置し たコ ーディ ネータ ーやチームオレンジのメ ンバー
等に対する研修会を開催し ます。

13
２ 　 認知症施策
の推進

（ ２ ） 認知症の
人の生活におけ
るバリ アフ リ ー
化の推進

認知症サポータ ー
養成講座受講促進

・ 認知症高齢者と 関わるこ と が多い警察職員に対し 、 認知症の特徴、
対応時の留意事項などを理解するため認知症サポータ ー養成講座の受
講を促進し ます。
（ 新規採用者、 未受講者に受講促進）

14
２ 　 認知症施策
の推進

（ ３ ） 認知症の
人の社会参加の
機会の確保等

チームオレンジ・
コ ーディ ネータ ー
研修等事業【 再
掲】

・ 認知症の人が安心し て暮ら し 続けら れる地域づく り を進めるため、
認知症の人と 家族の支援ニーズと 認知症サポータ ーを中心と し た支援
者をつなぐ 仕組み「 チームオレンジ」 を、 全市町村で整備し ていく た
め、 市町村が配置し たコ ーディ ネータ ーやチームオレンジのメ ンバー
等に対する研修会を開催し ます。

15
２ 　 認知症施策
の推進

（ ３ ） 認知症の
人の社会参加の
機会の確保等

認知症希望大使設
置事業

・ 認知症の人を「 岐阜県認知症希望大使」 に引き 続き任命し 、 認知症
の人と と も に認知症に関する普及啓発活動を行います。
・ 希望大使等認知症当事者により 、 本人ミ ーティ ングや認知症カ フ ェ
等の場において、 ピアサポート 活動の取組みを推進し ます。

16
２ 　 認知症施策
の推進

（ ３ ） 認知症の
人の社会参加の
機会の確保等

若年性認知症支援
コ ーディ ネータ ー
設置事業

・ 若年性認知症支援センタ ーにコ ーディ ネータ ーを置き 、 相談対応、
就労支援、 受診支援、 家族支援、 啓発等を行う と と も に、 総合的な相
談窓口と し てコ ーディ ネータ ーを設置し 、 若年性認知症の方やその家
族から の相談に応じ 適切な支援へつなげます。
・ 若年性認知症の方やその家族に携わる者を対象と し た研修や、 広く
県民に対し て若年性認知症に関し て周知するための講演会や広報活動
を行います。
・ 若年性認知症の人やその家族の支援するため、 関係機関と のネッ ト
ワーク づく り を行います。

17
２ 　 認知症施策
の推進

（ ４ ） 認知症の
人の意思決定の
支援及び権利利
益の保護

成年後見・ 福祉
サービス利用支援
センタ ー設置支援
事業費補助金

・ 成年後見制度に関し て、 市町村や市町村社会福祉協議会の職員等に
対する制度の普及啓発のための研修や、 市民後見人養成研修や法人後
見従事者養成研修などを行う 、 岐阜県成年後見・ 福祉サービス利用支
援センタ ーの活動を支援し ます。

18
２ 　 認知症施策
の推進

（ ５ ） 保健医療
サービス及び福
祉サービスの提
供体制の整備等

市町村認知症ケア
人材養成事業

・ 早期に認知症の診断が行われ、 速やかに適切な医療・ 介護等が受け
ら れる初期の対応体制を構築するため、 各市町村の認知症初期集中支
援チームに対し 、 ケーススタ ディ 形式によるフ ォ ローアッ プ研修等を
実施し ます。

・ 認知症地域支援推進員が行う 、 地域において認知症の人を支援する
医療・ 介護・ 福祉関係者等のネッ ト ワーク づく り や、 認知症の人と そ
の家族を支援する相談業務等の活動を推進するため、 認知症医療専門
職による研修等を実施し ます。

19
２ 　 認知症施策
の推進

（ ５ ） 保健医療
サービス及び福
祉サービスの提
供体制の整備等

認知症介護基礎研
修

・ 認知症介護基礎研修をｅ ラ ーニングシステムにより 受講でき るよう
にし 、 その周知を図り ます。
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番号 施策の方向性 見出し 施策名 施策内容

20
２ 　 認知症施策
の推進

（ ５ ） 保健医療
サービス及び福
祉サービスの提
供体制の整備等

認知症対応型サー
ビス事業開設者等
養成研修事業

・ 認知症対応型サービス事業開設者・ 事業者、 小規模多機能型サービ
ス計画作成者を対象と する研修のほか、 認知症介護実践者研修を企
画・ 立案し 、 講義等を行う 認知症介護指導者の養成・ フ ォ ローアッ プ
研修を実施し ます。

21
２ 　 認知症施策
の推進

（ ５ ） 保健医療
サービス及び福
祉サービスの提
供体制の整備等

認知症地域医療人
材育成事業

・ 認知症の症状・ 身体合併症等の状態に応じ た適切な医療サービスの
提供体制の構築を図るため、 認知症サポート 医を養成すると と も に、
かかり つけ医、 歯科医師、 薬剤師、 看護職員等への認知症対応力向上
研修を実施し ます。

22
２ 　 認知症施策
の推進

（ ６ ） 相談体制
の整備等

認知症の人と 家族
の会岐阜県支部活
動費補助金

・ 認知症に対する理解を深め、 認知症当事者及びその家族への援助
と 、 福祉の向上を目的に、 「 社団法人認知症の人と 家族の会」 が実施
する各種事業について補助し ます。

23
２ 　 認知症施策
の推進

（ ８ ） 認知症の
予防等

生活支援コ ーディ
ネータ ー資質向上
支援事業

・ 生活支援・ 介護予防サービスの担い手の養成や、 地域の支援ニーズ
と 地域資源のマッ チングなどを行う 、 生活支援コ ーディ ネータ ーの資
質向上を図る研修を実施すると と も に、 実地で助言や支援を行う アド
バイ ザーを派遣し ます。

24
２ 　 認知症施策
の推進

（ ８ ） 認知症の
予防等

介護予防専門職派
遣事業

・ 総合事業と し て実施する住民主体で実施するＢ 型の介護予防事業に
ついて、 住民主体の良さ を活かし ながら 、 専門的な働き がけができる
よう 、 理学療法士等専門職を派遣をし ます。

25
２ 　 認知症施策
の推進

（ ８ ） 認知症の
予防等

高齢者の保険事業
と 介護予防の一体
的実施

・ 岐阜県後期高齢者医療広域連合及び市町村がそれぞれの役割を担
い、 高齢者の保健事業と 介護予防の一体的な実施の事業を展開する
中、 県は、 広域連合等における実施状況をフ ォ ローすると と も に、 介
護保険、 国保、 健康増進事業等の保健事業と の連携が促進さ れるよ
う 、 市町村への指導、 助言、 調整を行います。

26
３ 　 自立支援、
介護予防・ 重度
化防止の推進

（ １ ） 地域ケア
会議の推進

地域包括ケア推進
支援事業

・ 市町村や地域包括支援センタ ー行う 地域ケア会議に、 市町村の要請
に基づき 運営に関するアド バイ ザーや理学療法士等の専門職を派遣し
ます。

27
３ 　 自立支援、
介護予防・ 重度
化防止の推進

（ 2） 自立し た日
常生活の支援

生活支援コ ーディ
ネータ ー資質向上
支援事業【 再掲】

・ 生活支援・ 介護予防サービスの担い手の養成や、 地域の支援ニーズ
と 地域資源のマッ チングなどを行う 、 生活支援コ ーディ ネータ ーの資
質向上を図る研修を実施すると と も に、 実地で助言や支援を行う アド
バイ ザーを派遣し ます。

28
３ 　 自立支援、
介護予防・ 重度
化防止の推進

（ 3） 要介護状態
等になるこ と の
予防（ 介護予防
の推進）

介護予防専門職派
遣事業【 再掲】

・ 総合事業と し て実施する住民主体で実施するB型の介護予防事業につ
いて、 住民主体の良さ を活かし ながら 、 専門的な働きがけができ るよ
う 、 理学療法士等専門職派遣をし ます。
・ 介護予防事業のう ち、 短期集中型のC型事業については、 介護度が悪
化する可能性のある高齢者に対する集中的な支援と し て実施するこ と
ができ るよう 、 理学療法士等専門職を派遣し ます。

29
３ 　 自立支援、
介護予防・ 重度
化防止の推進

（ 3） 要介護状態
等になるこ と の
予防（ 介護予防
の推進）

介護予防推進指導
者育成研修事業補
助金

・ 県内のリ ハビリ テーショ ン関係団体が行う 介護予防と フ レイ ル対策
に関する指導者を育成するための研修に係る経費を支援し ます。

30
３ 　 自立支援、
介護予防・ 重度
化防止の推進

( 3） 要介護状態
等になるこ と の
予防

介護予防推進会議

・ 本体会議
　 医師、 施設代表者、 市町村担当課長等により 構成さ れる会議であ
り 、 年１ 回実施し ます。 市町村が行う 介護予防事業の進捗状況を把握
し 、 課題の抽出や対応策について検討を行います。
・ 専門部会
　 「 運動器の機能向上部会」 「 口腔機能向上部会」 「 栄養改善部会」
の３ 部会あり 、 理学療法士、 歯科医師、 管理栄養士等の専門職で構成
さ れる部会であり 、 年３ 回程度実施し ます。 それぞれの専門職の知見
を活かし 、 介護予防従事者向けの研修等を行います。
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番号 施策の方向性 見出し 施策名 施策内容

31
３ 　 自立支援、
介護予防・ 重度
化防止の推進

（ 3） 要介護状態
等になるこ と の
予防（ 介護予防
の推進）

地域高齢者のフ レ
イ ル予防事業

・ 65歳以上の低栄養傾向者（ BMI 20以下） を増やさ ないために、 関係機
関や市町村、 地域の配食業者等と 連携し 、 高齢者が住み慣れた地域で
適切な栄養管理が行われるよう 体制整備を行います。
・ 地域における栄養管理の向上のため、 多職種と 連携し た研修会を開
催し 人材育成を行います。

32
３ 　 自立支援、
介護予防・ 重度
化防止の推進

（ ３ ） 要介護状
態になるこ と の
予防（ 介護予防
の推進）

高齢者の保険事業
と 介護予防の一体
的実施【 再掲】

・ 岐阜県後期高齢者医療広域連合及び市町村がそれぞれの役割を担
い、 高齢者の保健事業と 介護予防の一体的な実施の事業を展開する
中、 県は、 広域連合等における実施状況をフ ォ ローすると と も に、 介
護保険、 国保、 健康増進事業等の保健事業と の連携が促進さ れるよ
う 、 市町村への指導、 助言、 調整を行います。

33
３ 　 自立支援、
介護予防・ 重度
化防止の推進

（ ４ ） 要介護状
態等の軽減・ 重
度化防止

地域包括支援セン
タ ー等研修事業

・ 地域包括支援センタ ー等の職員を対象に、 基礎研修と 「 認知症支
援」 「 自立支援」 「 介護予防」 等の課題別研修を行う こ と により 地域
包括支援センタ ー職員の資質向上を図り ます。

34
４ 　 保険者機能
の強化

（ １ ） 介護給付
適正化事業

介護認定調査員等
研修事業

・ 認定調査員研修
　 新規で介護認定調査員を対象に、 新任向けの研修と 現任者向けの研
修を実施し ます。
・ 介護認定審査会代表者会議
　 県内市町村等の介護認定審査会代表者等による会議を実施し 、 介護
保険制度の情報提供や県内市町村の認定審査における現況・ 課題を共
有するこ と で、 県内における介護認定審査の公平化・ 平準化を図り ま
す。

35
４ 　 保険者機能
の強化

（ １ ） 介護給付
適正化事業

介護給付適正化推
進特別事業費

・ 介護給付適正化のため、 保険者等を対象と し た研修会を開催し ま
す。
・ ケアプラ ン点検の普及・ 促進のため、 ケアプラ ン点検の取組みが低
調な保険者に対し て、 点検に同行し 、 必要な助言を行う 専門チームを
派遣し 、 保険者を支援し ます。

36
４ 　 保険者機能
の強化

（ １ ） 介護給付
適正化事業

主治医研修事業

・ 介護認定審査の際に使用さ れる「 主治医意見書」 について、 介護保
険上の役割や活用方法、 記載方法等について医師を対象に研修を行う
こ と で県内における「 主治医意見書」 の精度を上げ、 適切な介護認定
審査の実施を促し ます。

37
４ 　 保険者機能
の強化

（ １ ） 介護給付
適正化事業

福祉用具・ 住宅改
修活用支援事業

・ 介護支援専門員等を対象に、 福祉用具・ 住宅改修に関する専門的な
研修を実施するこ と で、 正確な知識を付与し 、 利用者に対する適切な
支援を促進し ます。

38
４ 　 保険者機能
の強化

（ ２ ） 地域包括
支援センタ ーの
機能強化

地域包括支援セン
タ ー等研修事業
【 再掲】

・ 地域包括支援センタ ー等の職員を対象に、 基礎研修と 「 認知症支
援」 「 自立支援」 「 介護予防」 等の課題別研修を行う こ と により 地域
包括支援センタ ー職員の資質向上を図り ます。

39
４ 　 保険者機能
の強化

（ ２ ） 地域包括
支援センタ ーの
機能強化

地域包括ケア推進
支援事業【 再掲】

・ 市町村や地域包括支援センタ ー行う 地域ケア会議に、 市町村の要請
に基づき 運営に関するアド バイ ザーや理学療法士等の専門職を派遣し
ます。

40
４ 　 保険者機能
の強化

（ ３ ） 県による
保険者支援

介護保険運営状況
調査

・ 各保険者を訪問し 、 介護保険事業の運営状況を把握すると と も に課
題を把握し 、 市町村に対し 助言し ます。

41
４ 　 保険者機能
の強化

（ ３ ） 県による
保険者支援

生活支援コ ーディ
ネータ ー資質向上
支援事業【 再掲】

・ 生活支援・ 介護予防サービスの担い手の養成や、 地域の支援ニーズ
と 地域資源のマッ チングなどを行う 、 生活支援コ ーディ ネータ ーの資
質向上を図る研修を実施すると と も に、 実地で助言や支援を行う アド
バイ ザーを派遣し ます。

42
４ 　 保険者機能
の強化

（ ３ ） 県による
保険者支援

地域包括ケア推進
支援事業【 再掲】

・ 市町村や地域包括支援センタ ー行う 地域ケア会議に、 市町村の要請
に基づき 運営に関するアド バイ ザーや理学療法士等の専門職を派遣し
ます。
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43
１ 　 介護人材の
確保

（ １ ）  新規就業
促進・ 潜在介護
人材の呼び戻し

介護人材確保・ 育
成支援事業費（ イ
メ ージアッ プ事
業）

・ 主に小中学生と その保護者を対象に、 体験イ ベント やガイ ド ブッ ク の
配布を通じ て、 介護の仕事に関する正確な理解を広めると と も に、 介護
の仕事のやり がいや魅力を伝えるこ と で、 介護の仕事のイ メ ージアッ プ
を図り ます。

44
１ 　 介護人材の
確保

（ １ ）  新規就業
促進・ 潜在介護
人材の呼び戻し

中堅教諭等への福
祉・ 介護研修

・ 教職員が福祉・ 介護等の分野について理解を深めるために、 中堅教諭
等資質向上研修の職場体験を通じ て福祉・ 介護施設等で人的交流を図り
ます。

・ 福祉科教諭、 家庭科教諭を対象に、 介護福祉施設等で介護及び社会福
祉について理解を深めるために、 実践的かつ体験的な研修を実施し ま
す。

･経年研修の校種間交流等の場で、 小・ 中・ 高の教職員に対し ても 、 福
祉・ 介護施設の取組みについて積極的に情報共有し ます。

45
１ 　 介護人材の
確保

（ １ ）  新規就業
促進・ 潜在介護
人材の呼び戻し

介護情報ポータ ル
サイ ト 運営等委託
業務

・ 人材育成や職場環境改善に積極的に取り 組む介護事業者を県が認定
し 、 認定事業者と その取組みを岐阜県介護情報ポータ ルサイ ト 「 ぎふ
kai GO! 」 等を通じ て積極的にＰ Ｒ するこ と により 、 介護の職場の魅力
アッ プを図り ます。

46
１ 　 介護人材の
確保

（ １ ）  新規就業
促進・ 潜在介護
人材の呼び戻し

介護人材確保・ 育
成支援事業費（ 介
護の資格届出制度
普及促進事業）

・ 介護福祉士等の資格を持つ職員が退職し た場合に、 介護の資格届出制
度への登録を受付け、 登録者へ研修費用の補助や就職等に関する情報提
供などを行います。

47
１ 　 介護人材の
確保

（ １ ）  新規就業
促進・ 潜在介護
人材の呼び戻し

介護福祉士修学資
金等貸付制度

・ 介護福祉士養成施設に修学する学生に対する修学資金の貸付を実施
し 、 新たな介護人材の確保対策を推進すると と も に、 同修学資金の返還
免除要件（ 県内介護事業所で５ 年間以上従事するこ と により 返還免除）
により 、 県内での介護人材の定着を促進し ます。
・ 県内の実務者研修施設に入学し 、 卒業後に県内で介護職員と し て就業
する意向のある方に対し 、 修学資金を貸し 付けます。 （ ２ 年以上従事す
ると 返還免除）

48
１ 　 介護人材の
確保

（ １ ）  新規就業
促進・ 潜在介護
人材の呼び戻し

再就職準備金貸付
制度

・ 離職し た介護職員が再就職する際に必要と なる費用について、 再就職
準備金の貸付を行う こ と により 、 潜在介護人材の呼び戻し を促進し ます
（ 県内介護事業所に２ 年間以上従事するこ と により 返還免除） 。

49
１ 　 介護人材の
確保

（ １ ）  新規就業
促進・ 潜在介護
人材の呼び戻し

福祉系高校修学資
金貸付制度

・ 福祉系高校に修学する学生に対する修学資金の貸付を実施し 、 若者の
介護分野への参入促進、 福祉系高校の定員充足率の増加を図ると と も
に、 同修学資金の返還免除要件（ 県内介護事業所で３ 年間従事するこ と
により 返還免除） により 、 県内での介護人材の定着を促進し ます。

50
１ 　 介護人材の
確保

（ １ ）  新規就業
促進・ 潜在介護
人材の呼び戻し

介護分野就職支援
金貸付制度

・ 他業種で働いていた方が介護職に転職する際に必要な経費について、
就職支援金の貸付を行う こ と により 、 新たな介護人材確保を促進し ます
（ 県内介護事業所に２ 年間以上従事するこ と により 返還免除） 。

51
１ 　 介護人材の
確保

（ １ ）  新規就業
促進・ 潜在介護
人材の呼び戻し

介護人材確保・ 育
成支援事業費補助
金

・ 市町村が実施する地域の実情に合わせた介護人材確保事業に対し て補
助し ます。

52
１ 　 介護人材の
確保

（ １ ）  新規就業
促進・ 潜在介護
人材の呼び戻し

ぎふケアパート
ナー育成推進事業

・ 中高年齢者等を対象に、 ケアパート ナー（ 介護助手） と し て介護に参
入し ても ら う ために、 就業希望者と 事業所と のマッ チングを支援すると
と も に、 介護の業務に携わる上での不安を払拭するための入門的研修を
実施し ます。

53
１ 　 介護人材の
確保

（ １ ）  新規就業
促進・ 潜在介護
人材の呼び戻し

福祉人材確保・ 育
成・ 定着推進事業

祉系の大学に通う 学生、 福祉教育に携わる教員等を構成員と し た「 福祉
のイ メ ージアッ プ委員会」 を設置し 、 イ メ ージアッ プを主と し た提案・
企画を行う と と も に、 福祉現場の課題の洗い出し と その対応策を実施し
ます。

54
１ 　 介護人材の
確保

（ １ ）  新規就業
促進・ 潜在介護
人材の呼び戻し

岐阜県福祉人材総
合支援センタ ーの
運営

ア支援専門員を配置し 、 求職者への相談対応、 事業者支援等を行う と と
も に、 就職フ ェ アを開催し 、 福祉・ 介護の仕事への理解促進・ 人材確保
を図り ます。159
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55
１ 　 介護人材の
確保

（ １ ）  新規就業
促進・ 潜在介護
人材の呼び戻し

福祉の仕事就職
フ ェ アの開催

・ 福祉の仕事の「 理解促進」 と 「 人材の確保」 に向け、 「 福祉の仕事就
職フ ェ ア」 を、 幅広い産業分野の事業所が集まり 、 参加者も 多い「 オー
ル岐阜・ 企業フ ェ ス」 と 共同開催し ます。

56
１ 　 介護人材の
確保

（ １ ）  新規就業
促進・ 潜在介護
人材の呼び戻し

福祉の仕事普及啓
発事業

・ 県内の小学生を対象に「 福祉のおし ごと 新聞」 を発行・ 配布し ます。
その他の世代についても 、 特集紙面「 笑顔をつなぐ 福祉のわ」 を掲載
し 、 福祉の仕事の魅力ややり がいを広く Ｐ Ｒ し ます。

57
１ 　 介護人材の
確保

（ ２ ） 介護職員
の離職防止・ 定
着促進

介護人材確保・ 育
成支援事業費（ サ
ポート ダイ ヤル事
業）

・ 介護職員の職場における人間関係や業務内容等に関する悩みや不満等
の相談を受ける専用ダイ ヤルを設置し 、 専門性の高い相談員が対応し ま
す。

58
１ 　 介護人材の
確保

（ ２ ） 介護職員
の離職防止・ 定
着促進

新人介護職員定着
促進事業委託業務

気軽に相談できる窓口を設置すると と も に、 新人介護職員を指導する職
員に対する育成研修等、 新人介護職員の定着促進を図り ます。

59
１ 　 介護人材の
確保

（ ２ ） 介護職員
の離職防止・ 定
着促進

介護事業所内保育
施設運営費補助金

・ 介護職員の児童を保育する目的で設置さ れている介護事業所内保育施
設の運営費に対し て補助し ます。

60
１ 　 介護人材の
確保

（ ２ ） 介護職員
の離職防止・ 定
着促進

福祉の仕事合同研
修・ 交流会の開催

・ 福祉施設で働く 若手職員を対象に、 合同研修・ 交流会を開催し 、 所属
する事業所や職種を超えたネッ ト ワーク づく り を行う こ と や、 個別事業
所では実施が難し い研修の受講により 、 福祉に携わる職員と し てのモチ
ベーショ ンを高め、 福祉人材の定着及び離職防止を図り ます。

61
１ 　 介護人材の
確保

（ ２ ） 介護職員
の離職防止・ 定
着促進

福祉人材確保・ 育
成・ 定着推進事業
【 再掲】

祉系の大学に通う 学生、 福祉教育に携わる教員等を構成員と し た「 福祉
のイ メ ージアッ プ委員会」 を設置し 、 イ メ ージアッ プを主と し た提案・
企画を行う と と も に、 福祉現場の課題の洗い出し と その対応策を実施し
ます。

62
１ 　 介護人材の
確保

（ ２ ） 介護職員
の離職防止・ 定
着促進

介護人材育成事業
者認定制度実施事
業

・ 人事評価制度やワーク ラ イ フ バラ ンスに配慮し た勤務体制整備等の職
場環境改善や、 人材育成に積極的に取り 組む事業者を県が認定する制度
を運営し ます。
・ 認定制度に取り 組む事業者に対し 、 個別相談や先進的な事業所の取組
み発表会の開催等の支援を通じ て、 認定取得及び取得に向けた取組みに
よる介護の職場環境改善を促進するこ と で、 介護職員の新規参入及び定
着を促進し ます。

63
１ 　 介護人材の
確保

（ ２ ） 介護職員
の離職防止・ 定
着促進

介護事業者改善対
策事業
（ 指定事業者・ 施
設指定等及び指導
監査）

に応じ 、 適切に対応するために必要な体制整備、 マニュ アル作成や研修
の実施等の被害防止のための取組みなどが適切に行われ、 介護職員が安
心し て働く こ と ができ る労働環境づく り が図ら れるよう 、 市町村と と も
に指導・ 助言し ます。

64
１ 　 介護人材の
確保

（ ２ ） 介護職員
の離職防止・ 定
着促進

介護職員処遇改善
加算取得促進支援
事業

言・ 指導等を行い、 介護職員処遇改善加算の取得を支援し ます。

65
１ 　 介護人材の
確保

（ ３ ） 外国人介
護人材の受入
れ・ 定着

外国人介護人材受
入整備事業

・ 外国人介護人材を受け入れるにあたっ ての文化的な違い等の基礎知
識、 適切な指導方法、 職場・ 生活環境等の整備・ 支援等に関するセミ
ナーを開催し ます。
・ 外国人介護人材の受入れに関する相談窓口を設置し ます。
・ 外国人介護人材の受け入れを支援するため、 実際に外国人介護人材を
受け入れている事業所の視察会を開催し ます。

66
１ 　 介護人材の
確保

（ ３ ） 外国人介
護人材の受入
れ・ 定着

外国人介護人材
マッ チング支援事
業

・ 外国人介護人材の確保に向けて、 送り 出し 国の関係機関、 県内介護事
業所及び介護福祉士養成施設への情報提供を行う ほか、 現地説明会等を
開催し ます。
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67
１ 　 介護人材の
確保

（ ３ ） 外国人介
護人材の受入
れ・ 定着

外国人介護人材対
策協議会

・ 県内外国人介護人材の就労状況などの調査、 他県の先進事例や送り 出
し 国の情報収集などを行う と と も に、 外国人介護人材の受け入れに係る
効果的な施策を検討し ます。

68
１ 　 介護人材の
確保

（ ３ ） 外国人介
護人材の受入
れ・ 定着

介護事業者の外国
人留学生支援事業
費補助金

・ 介護福祉士の資格を取得し て県内介護事業所で就労する見込みの外国
人留学生が受講する日本語学習課程の授業料、 居住費等を奨学金と し て
支給する介護事業者に対し て、 その費用の一部を補助し ます。

69
１ 　 介護人材の
確保

（ ３ ） 外国人介
護人材の受入
れ・ 定着

外国人介護人材日
本語学習支援事業
費補助金

・ 介護職種の外国人技能実習生及び介護分野における特定技能外国人等
の受け入れを行う 介護事業者が行う 日本語学習に係る費用の一部を補助
し ます。

70
１ 　 介護人材の
確保

（ ３ ） 外国人介
護人材の受入
れ・ 定着

岐阜県在住外国人
相談センタ ー事業
費

阜県在住外国人相談センタ ー」 において多言語で相談に対応し ます。

71
１ 　 介護人材の
確保

（ ３ ） 外国人介
護人材の受入
れ・ 定着

地域日本語教室運
営費補助金

・ 外国人介護人材の家族帯同を想定し た生活面のサポート と し て、 地域
日本語教室を設置する市町村等を支援し 、 日本での生活に必要な日本語
を学ぶこ と ができるよう にし ます。

72
１ 　 介護人材の
確保

（ ３ ） 外国人介
護人材の受入
れ・ 定着

「 やさ し い日本
語」 の普及啓発

えるこ と で外国人と の意思疎通をし やすく する「 やさ し い日本語」 を普
及啓発し ます。

73
２ 　 介護現場の
生産性向上

（ １ ） 介護現場
の生産性向上の
推進

介護現場業務改
善・ 効率化等支援
事業費

介護事業者に対し 、 介護ロボッ ト ・ Ｉ Ｃ Ｔ 機器導入等の取組みを助言す
るなど、 生産性向上に向けたワンスト ッ プ型の支援を実施するための相
談センタ ーを設置し ます。

74
２ 　 介護現場の
生産性向上

（ １ ） 介護現場
の生産性向上の
推進

介護ロボッ ト 導入
促進事業費補助金

・ 介護職員の身体的・ 精神的負担軽減及び介護サービスの質の向上につ
なげるため、 介護事業所への介護ロボッ ト の導入を支援し ます。

75
２ 　 介護現場の
生産性向上

（ １ ） 介護現場
の生産性向上の
推進

介護事業所におけ
るI CT導入支援事業
費補助金

・ 介護職員の負担軽減や業務の効率化等を行い、 介護人材の確保及び介
護サービスの質の向上につなげるため、 介護事業所へのI CT機器の導入を
支援し ます。

76
２ 　 介護現場の
生産性向上

（ １ ） 介護現場
の生産性向上の
推進

ぎふケアパート
ナー育成推進事業
【 再掲】

・ 中高年齢者等を対象に、 ケアパート ナー（ 介護助手） と し て介護に参
入し ても ら う ために、 入門的研修を実施すると と も に、 就業希望者と 介
護事業所と のマッ チングを支援し ます。

77
２ 　 介護現場の
生産性向上

（ ２ ） 人材育
成・ キャ リ ア
アッ プ

介護人材確保・ 育
成支援事業費補助
金

職員のキャ リ アパスを踏まえた知識や技術に関する研修開催費用や、 資
格取得に要する受講料、 代替職員の給与等について補助し ます。

78
２ 　 介護現場の
生産性向上

（ ２ ） 人材育
成・ キャ リ ア
アッ プ

介護人材確保・ 育
成支援事業費（ 介
護職員資質向上支
援事業）

・ 介護職員のキャ リ アアッ プ、 スキルアッ プのための研修受講費を支援
し ます。

79
２ 　 介護現場の
生産性向上

（ ２ ） 人材育
成・ キャ リ ア
アッ プ

介護人材確保・ 育
成支援事業

・ 中部学院大学と 連携し 、 人手不足などにより 外部への研修派遣が困難
な事業所に対し 、 スキルアッ プ等のための研修講師を派遣し ます。

80
２ 　 介護現場の
生産性向上

（ ２ ） 人材育
成・ キャ リ ア
アッ プ

介護職員初任者研
修・ 生活援助従事
者研修支援事業費
補助金

・ ３ か月以上県内介護事業所等で介護職員と し て就労し ており 、 介護職
員初任者研修又は生活援助従事者研修を修了し た者の受講費用のう ち、
事業者が負担し た費用を補助し ます。
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番号 施策の方向性 見出し 施策名 施策内容

81
２ 　 介護現場の
生産性向上

（ ２ ） 人材育
成・ キャ リ ア
アッ プ

アセッ サー講習受
講支援事業費補助
金

・ 介護職員のキャ リ アアッ プの仕組みを構築し 、 資質向上と 介護事業所
におけるＯ Ｊ Ｔ の推進を図るため、 介護キャ リ ア段位制度のレベル認定
取得に向けたレベルの評価者であるアセッ サーを養成する講習の受講費
について補助し ます。

82
２ 　 介護現場の
生産性向上

（ ４ ） 文書負担
の軽減

介護事業所におけ
るI CT導入支援事業
費補助金【 再掲】

・ 介護職員の負担軽減や業務の効率化等を行い、 介護人材の確保につな
げるため、 介護事業所へのI CT機器の導入を支援し ます。

83
３ 　 介護サービ
スの充実

（ １ ） 居宅サー
ビス
（ ４ ） 居宅介護
支援サービス

訪問介護強化事業

・ 市町村、 地域包括支援センタ ー、 訪問介護事業所、 ケアマネジャ ー等
在宅介護を支える関係者を対象に、 在宅の限界点をあげるためのケアマ
ネジメ ント の在り 方や20分未満短時間訪問介護の事例を紹介する圏域会
議を開催し ます。

84
３ 　 介護サービ
スの充実

（ １ ） 居宅サー
ビス
（ ３ ） 施設サー
ビス

介護事業者改善対
策事業費
（ 指定事業者・ 施
設指定等及び指導
監査）

・ 介護サービス事業者に対し 、 集団指導・ 運営指導及び監査を実施し 、
介護サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図り ます。

85
３ 　 介護サービ
スの充実

（ ２ ） 地域密着
型サービス

介護事業者改善対
策事業費
（ 指定事業者・ 施
設指定等及び指導
監査）

・ 市町村において地域密着型サービス等に対する指導監督業務が適切に
実施さ れるよう 支援し ます。

86
３ 　 介護サービ
スの充実

（ ２ ） 地域密着
型サービス

地域密着型サービ
ス等整備助成事業
（ 施設整備分）

・ 地域密着型サービス等の地域の実情に応じ た、 介護サービスの提供体
制の整備を支援するため、 施設整備費等に対し て補助し ます。

87
３ 　 介護サービ
スの充実

（ ２ ） 地域密着
型サービス

地域密着型サービ
ス等整備助成事業
（ 開設準備分）

・ 開設時から 安定し た質の高いサービスの提供体制を支援するため、 施
設開設にかかる準備経費等に対し て補助し ます。

88
３ 　 介護サービ
スの充実

（ ３ ） 施設サー
ビス

老人福祉施設等整
備費補助事業

・ 岐阜県高齢者安心計画に定めら れた整備の達成に向けて、 老人福祉施
設等の整備に対し 、 補助し ます。

89
３ 　 介護サービ
スの充実

（ ５ ） その他の
サービス

高齢者向け住宅の
供給（ サービス付
き高齢者向け住
宅）

・ 高齢者が安心し て暮ら すための住まいと し て、 バリ アフ リ ー構造で一
定の面積、 設備を備え、 安否確認等の居宅生活支援サービス等が提供さ
れるサービス付き高齢者向け住宅を登録し 、 供給を促進すると と も に、
登録制度の的確な運用に努めます。
【 登録基準の緩和（ 既存の建物の改良により 整備する場合） 】
　 ○1戸あたり の床面積は原則25㎡以上→23㎡以上
　 ○居間、 食堂、 台所等、 高齢者が共同し て利用するために十分な面積
を有する共用の設備がある場合は18㎡以上→16㎡以上

・ 民間事業者等に対し て、 高齢者向け住宅や高齢者施設の整備に対する
国の補助制度等を周知し ます。

90
３ 　 介護サービ
スの充実

（ ６ ） 介護サー
ビス情報の公表

介護サービス改善
対策事業費

・ 介護サービス情報が適切に公表さ れ、 利用者の事業者選択に資するよ
う 、 指定公表実施機関と 連携し て事業者に対し 周知を図ると と も に、 訪
問調査を行い公表内容の確認を行います。

91
３ 　 介護サービ
スの充実

（ ８ ） 福祉サー
ビス第三者評価
事業

福祉サービス第三
者評価推進事業

・ 福祉サービス事業者自ら が福祉サービスの改善・ 向上を図るこ と を促
すと と も に、 利用者が福祉サービスを選択・ 決定するための一助と する
ため、 第三者機関による福祉サ－ビスの評価事業を推進し ます。
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番号 施策の方向性 見出し 施策名 施策内容

92
３ 　 介護サービ
スの充実

（ 10） 障がい特
性を踏まえた高
齢障がい者支援
の推進

高齢障がい者のた
めの障がい福祉・
介護連携推進事業

・ 高齢障がい者を共に支える介護支援専門員等と 相談支援専門員等が相
互の制度理解を深めると と も に、 連携を推進するための研修を実施し ま
す。

93
３ 　 介護サービ
スの充実

（ 10） 障がい特
性を踏まえた高
齢障がい者支援
の推進

地域生活支援拠点
等機能強化

・ コ ーディ ネータ ーの配置や運用状況の検証など地域生活支援拠点等の
機能充実や強化をするため、 市町村に対するし て研修会等を開催し ま
す。

94
３ 　 介護サービ
スの充実

（ 11） 災害時等
における介護
サービスの確保
対策

高齢者施設等防
災・ 減災対策等補
助事業

・ 高齢者施設等の防災・ 減災対策を推進するため、 スプリ ンク ラ ー等の
整備、 水害対策強化のほか、 非常用自家発電の整備、 給水設備の整備、
ブロッ ク 塀等の改修などに対し て補助し ます。

95
３ 　 介護サービ
スの充実

（ 11） 災害時等
における介護
サービスの確保
対策

高齢者施設風水害
対策強化事業

・ 高齢者施設を対象に、 災害リ スク の理解向上及び避難計画の実効性を
高めるため、 介護事業所等の防災対策に対し て、 研修などによる支援を
行います。

96
３ 　 介護サービ
スの充実

（ 12) 感染症に対
する備え

感染症対策連携協
議会運営事業

新たな感染症危機に備え、 関係機関間の更なる連携体制を強化するた
め、 県、 保健所設置市、 診療に関する学識経験者の団体、 消防、 福祉関
係団体等で組織する協議会を開催し ます。

97
３ 　 介護サービ
スの充実

（ 12) 感染症に対
する備え

感染症患者移送事
業

「 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」 に基づ
き 、 対象と なる感染症患者の医療機関への移送を行う ための体制の維持
及び移送を行います。

98
３ 　 介護サービ
スの充実

（ 12) 感染症に対
する備え

協定締結医療機関
等設備整備事業費
補助金

新興感染症の発生・ まん延時に病床確保や発熱外来等に対応する協定締
結医療機関が実施する感染症への対応力強化に資する施設・ 設備整備費
を支援し ます。

99
３ 　 介護サービ
スの充実

（ 12) 感染症に対
する備え

介護事業者改善対
策事業費
（ 指定事業者・ 施
設指定等及び指導
監査）

・ 高齢者施設等において、 医療支援に対応できる医療機関の確保、 感染
症の予防及びまん延の防止のための研修・ 訓練並びに業務継続に向けた
計画（ Ｂ Ｃ Ｐ ） の策定及び研修・ 訓練、 備蓄品の確保が、 平時から 適切
に行われるよう 、 市町村等と 連携し て指導・ 助言し ます。

100
３ 　 介護サービ
スの充実

（ 12) 感染症に対
する備え

感染症発生動向調
査事業（ 新型コ ロ
ナ分）

障がいのある方などの重症化リ スク が高い方々が利用する施設等で大規
模なク ラ スタ ーが発生し た際に、 濃厚接触者への新型コ ロナウイ ルス感
染症の行政検査を実施し 、 感染拡大防止に努めます。

101
３ 　 介護サービ
スの充実

（ 12) 感染症に対
する備え

新興感染症対応研
修会開催事業

感染症に関する人材の養成と 資質向上を目的に、 保健所職員と 医療機関
向けの研修会を開催し ます。

102
３ 　 介護サービ
スの充実

（ 13） 介護現場
の安全性の確
保、 リ スク マネ
ジメ ント の推進

介護保険施設事故
等防止対策推進事
業費

度化により 、 今後ますます事故発生リ スク が高まると 想定さ れるこ と か
ら 、 介護保険施設等の管理者及び職員を対象と し た研修会を開催し 、 事
故防止対策の強化を図り ます。
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番号 施策の方向性 見出し 施策名 施策内容

103
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ １ ） 多様な社
会参加活動と 就
労の促進

高齢者の生きがい
づく り 応援事業

・ 高齢者から の社会参加・ 生きがいづく り に関する相談にワンスト ッ プ
で対応し ます。
・ 県及び関係団体、 市町村等が行う 高齢者関連事業や、 地域で活躍し て
いる高齢者の情報を県のホームページから 発信し ます。

104
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ １ ） 多様な社
会参加活動と 就
労の促進

中小企業総合人材
確保センタ ー運営
事業

中高年齢者の就労を促進し ます。

105
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ １ ） 多様な社
会参加活動と 就
労の促進

シルバー人材セン
タ ー連合会補助金

・ 県シルバー人材センタ ー連合会の活動を支援するため、 運営費に対す
る補助を行います。

106
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ １ ）  多様な社
会参加活動と 就
労の促進

就農・ 就業相談窓
口事業

・ 「 ぎふアグリ チャ レンジ支援センタ ー」 にワンスト ッ プ農業支援窓口
を設置し 、 高齢者を含めた就農希望者の就農相談対応や研修を開催し ま
す。

107
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ １ ）  多様な社
会参加活動と 就
労の促進

新規就農サポート
事業

・ 高齢者を含めた新規就農者の就農相談から 就農後の技術・ 経営支援を
実施し ます。

108
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

( １ ) 多様な社会
参加活動と 就労
の促進

園芸福祉サポー
タ ー実践活動促進
事業

・ 植物と 接するこ と を通し て高齢者の生きがいづく り と し て、 高齢者施
設等での園芸福祉活動の促進・ 定着を図るため、 指導者と なる園芸福祉
サポータ ーの養成及びスキル向上のための研修会等を実施し ます。

109
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ １ ） 多様な社
会参加活動と 就
労の促進

県ボラ ンティ アセ
ンタ ー運営事業費
補助金

機能の強化と 、 ボラ ンティ ア活動に対する取組みを支援し ます。

110
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ 1）  多様な社
会参加活動と 就
労の促進

地域と 学校の連
携・ 協働体制構築
事業

・ 地域の高齢者や保護者など幅広い地域住民や企業・ 団体等の参画によ
り 、 学校、 家庭、 地域が連携・ 協働し て、 地域全体で未来を担う 子ども
たちの成長を支え、 地域を創生する活動を推進するため、 地域と 学校を
つなぐ 地域学校協働活動推進員の配置や基盤と なる地域学校協働本部の
活動を推進し ます。

111
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ １ ） 多様な社
会参加活動と 就
労の促進

子育て支援員研修
事業

・ 高齢者の方々など多様な経験を有する地域の人材が子育て支援分野の
事業に従事し ていただく こ と を目的と し た「 子育て支援員研修」 を実施
し ます。

112
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ １ ）  多様な社
会参加活動と 就
労の促進

岐阜県教育人材バ
ンク 事業

・ 様々な分野で活躍し 退職を迎えた方々の豊かな経験・ 知識・ 技能を教
育の現場で生かすこ と を目的に、 教員免許状を所有し 、 教育に熱意を
持っ た人材に「 岐阜県教育人材バンク 」 への登録を促し 、 県内の小・
中・ 高・ 特別支援学校で常勤講師に任用するこ と で、 教育体制のより 一
層の充実化につなげます。

113
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ １ ） 多様な社
会参加活動と 就
労の促進

リ フ ト バス「 なが
ら 号」 の運行

め、 気軽に外出でき、 各種の行事等に参加する機会を提供する、 県有リ
フ ト バス「 ながら 号」 の運行を行います。

114
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ ２ ） 老人ク ラ
ブ活動の振興

高齢者相互支援推
進・ 啓発事業費補
助金

し 、 家事援助等を行う 高齢者相互支援活動を支援し ます。
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115
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ ２ ） 老人ク ラ
ブ活動の振興

県老人ク ラ ブ連合
会事業費補助金

・ 県老人ク ラ ブ連合会が実施する作品コ ンク ールや芸能大会などを通じ
た生きがいづく り 、 軽スポーツ大会による健康づく り など、 広く 高齢者
の方々の生活の健全化や福祉の増進を図る取組みを支援し ます。

116
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ ３ ） スポー
ツ・ 文化活動の
振興

岐阜県スポーツグ
ラ ンプリ 表彰

・ 楽し く 継続的にスポーツ活動に親し む80歳以上の高齢者を表彰し ま
す。

117
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ ３ ） スポー
ツ・ 文化活動の
振興

岐阜県「 ミ ナレク
運動」 推進事業

・ 平成28年度「 第70回全国レク リ エーショ ン大会i n岐阜」 の成果を継
承、 発展し ていく ため、 平成29年度から 「 ぎふ清流レク リ エーショ ン
フ ェ スティ バル」 を毎年開催し ています。
・ レク リ エーショ ンに親し むための行動計画を作成し 、 実践する団体・
学校・ 企業等をレク リ エーショ ン推進団体と し て認定し ます。 （ 認定団
体…R6. 1末現在 589団体）
・ レク リ エーショ ンを通じ た健康づく り の全県的普及を図るため、 派遣
指導者による講習会を実施するほか、 レク の推進リ ーダー養成し ます。
また、 ミ ナレク 運動推進の支えと なる組織の活動を支援し ます。

118
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ ３ ） スポー
ツ・ 文化活動の
振興

全国健康福祉祭開
催準備事業

・ 「 ねんり んピッ ク 岐阜２ ０ ２ ５ 」 の開催に向け、 令和６ 年度は、 大会
ごと の日程や競技規則、 表彰区分などの詳細を定めた「 開催要領」 の策
定や、 市町村実行委員会等が行う 開催準備への補助、 開催1年前イ ベント
の実施による開催機運の醸成等を行います。

119
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ ４ ） 生涯学習
の推進

地域づく り 型生涯
学習推進事業

・ 生涯学習による学びの成果を地域課題の解決に役立てる、 「 地域づく
り 型生涯学習」 講座を開催する市町村・ 生涯学習施設等を支援するこ と
で、 「 地域づく り 型生涯学習」 の推進を図り 、 地域住民が地域づく り 活
動へ踏み出すきっ かけを作ると と も に、 地域人材が活躍できる環境を整
備し ます。

120
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ ４ ） 生涯学習
の推進

生涯学習情報提供
事業

・ 生涯学習に関する活動団体や指導者情報、 ボラ ンティ ア募集情報を集
約し 、 県ホームページ等で提供すると と も に、 「 ぎふＮ Ｐ Ｏ ・ 生涯学習
プラ ザ」 において、 生涯学習に関する相談業務を実施し ます。

121
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ ５ ） 県民意識
の高揚

「 老人の日」 記念
事業、 ご長寿高齢
者顕彰事業

に対する県民の理解を深め、 高齢者が自ら の生活の向上に努めら れるよ
う 、 引き続き 「 老人の日・ 老人週間」 の啓発や、 長く 社会の発展に寄与
さ れた高齢者を顕彰し ます。

122
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ ６ ） 健康づく
り ・ 生活習慣病
予防対策の推進

地域高齢者のフ レ
イ ル予防事業

・ 高齢者を対象と し たフ レイ ル予防のための栄養講座を開催し ます。

123
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ ６ ） 健康づく
り ・ 生活習慣病
予防対策の推進

高齢者の低栄養対
策事業

・ 高齢者の身体及び生活機能の維持・ 低下の防止に資する効果的な栄
養・ 食生活支援の取組事例の収集等を行い、 市町村に還元するこ と や、
栄養士会等関係団体と 連携し 、 地域のニーズや課題に応じ るこ と ができ
るよう 検討会や研修会等を実施し ます。

124
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ ６ ） 健康づく
り ・ 生活習慣病
予防対策の推進

地域での食文化共
食推進事業

・ 地域の高齢者を中心に共食の必要性を伝えるために、 講座を行い、
リ ーフ レッ ト や低栄養予防のレシピなど啓発媒体を活用し て、 知識の普
及を行います。
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125
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ ６ ） 健康づく
り ・ 生活習慣病
予防対策の推進

データ ヘルスの推
進

・ 高齢者の健康づく り や介護予防において、 特定健康診査・ 特定保健指
導や介護保険などのデータ を有する市町村や、 「 ぎふ・ すこ やか健診」
※1データ を有する岐阜県後期高齢者医療広域連合と も 連携し ながら 、 実
効的なデータ ヘルス※2の推進を図るこ と で、 身近な環境で生活習慣病を
始めと する疾病の予防・ 健康管理・ 重症化予防に取り 組める環境の整備
を進めます。

※1　 ぎふ・ すこ やか健診
75 歳以上の後期高齢者の方々の疾病予防と 疾病の早期発見・ 早期治療に
よる重症化の予防、 治療の継続及び心身機能の低下の防止を目的と し た
健康診査です。 健診項目は腹囲を除き特定健康診査（ 特定健診） と 概ね
同内容ですが、 特定健診の標準的な質問票の代わり に後期高齢者の質問
票を用いた問診を実施し 、 高齢者の特性を踏まえた健康状態の把握を行
います。

※2データ ヘルス
　 健康診査や診療報酬明細書（ レセプト ） などのデータ 化さ れた健康医
療情報を医療保険者が分析し た上で行う 、 加入者の健康状態に即し た効
果的・ 効率的な予防・ 健康づく り の取組みです。

126
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ ７ ） 歯科疾患
の予防及び口腔
機能の維持・ 向
上

在宅歯科医療連携
室整備事業【 再
掲】

・ 在宅歯科医療の推進のため、 岐阜県歯科医師会に設置する在宅歯科医
療連携室において、 医科・ 介護等と の連携、 調整や、 高齢者の口腔健康
管理や在宅歯科医療に対応できる、 歯科医療人材の育成を実施し ます。

127
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ ７ ） 歯科疾患
の予防及び口腔
機能の維持・ 向
上

保健事業の推進

・ 岐阜県後期高齢者医療広域連合が行う 「 ぎふ・ さ わやか口腔健診」 ※
の健診票の統一化及び評価指標の共通化により 、 各市町村において、
データ 化さ れた健診結果を活用し 、 県内における自市町村の位置づけを
確認すると と も に、 地域の健康課題に沿っ た効果的な保健事業の推進を
図るこ と で、 後期高齢者の方々の口腔機能低下や肺炎等の疾病の予防に
取り 組める環境の整備を進めます。

※ぎふ・ さ わやか口腔健診
75歳以上の後期高齢者の方々の口腔機能低下や肺炎等の疾病を予防し 、
健康増進を図るこ と を目的と し た歯科健康診査であり ①問診、 ②歯の状
態、 咬合の状態③そし ゃく （ 咀嚼） 能力評価、 ④舌・ 口唇機能評価、 ⑤
えん（ 嚥） 下機能評価、 ⑥口腔乾燥、 ⑦粘膜異常、 ⑧口腔衛生状況、 ⑨
歯周組織の状況のチェ ッ ク を行います。

128
１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

（ ８ ） 医薬品の
適切な使用及び
後発医薬品の安
心使用の促進

く すり の安全使用
教室

・ 医薬品の適切な使用及び後発医薬品の安心使用の促進を図るこ と を目
的と し 、 高齢者等を対象と し たく すり の安全使用教室を実施し ます。

129
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ １ ）  高齢者の
権利擁護への取
組み

日常生活自立支援
事業費補助金

・ 判断能力が不十分な方が地域において自立し た生活を送れるよう 、 県
社会福祉協議会による日常生活自立支援事業の実施に対し て、 補助を行
います。

130
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ １ ）  高齢者の
権利擁護への取
組み

成年後見制度利用
促進体制整備推進
事業費

・ 圏域ごと に、 市町村及び市町村社協、 弁護士等専門職等が出席する会
議を開催し 、 各地域の実情に応じ た取組みを支援するこ と で、 市町村に
おける中核機関の設置及び地域連携ネッ ト ワーク の構築を促進し ます。
また、 希望する市町村に体制整備アド バイ ザーを派遣し 、 市町村を直接
的・ 具体的に支援するこ と で体制整備を促進し ます。

131
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ １ ）  高齢者の
権利擁護への取
組み

成年後見・ 福祉
サービス利用支援
センタ ー設置支援
事業費補助金【 再
掲】

・ 成年後見制度に関し て、 市町村や市町村社会福祉協議会の職員等に対
する制度の普及啓発のための研修や、 市民後見人養成研修や法人後見従
事者養成研修などを行う 、 岐阜県成年後見・ 福祉サービス利用支援セン
タ ーの活動を支援し ます。

166



　　第３節　高齢者が活躍できる社会の実現

番号 施策の方向性 見出し 施策名 施策内容

132
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ １ ）  高齢者の
権利擁護への取
組み

高齢者権利擁護セ
ンタ ー設置事業費

・ 「 岐阜県高齢者権利擁護センタ ー」 を設置し 、 市町村や地域包括支援
センタ ーから の相談への助言、 弁護士・ 社会福祉士等から なる市町村支
援チームの派遣を行い、 市町村における虐待への対応を支援し ます。

象と し た研修会や会議を開催し 、 市町村における体制整備の強化を支援
すると と も に、 虐待対応実務者会議を開催し 、 養介護施設従事者等によ
る虐待発生時における市町村と 県の連携強化を図り ます。

133
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ １ ）  高齢者の
権利擁護への取
組み

高齢者虐待防止推
進事業費

・ 養介護施設等の管理者、 介護主任、 看護職員などの指導的立場にある
者を対象と し た研修を開催し 、 介護現場において虐待防止の取組みを指
導する人材を養成し ます。

134
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ １ ）  高齢者の
権利擁護への取
組み

高齢者に対する差
別や偏見の解消、
虐待防止に関する
出前講座

・ 高齢者に対する差別や偏見の解消、 虐待防止を図るため、 人権啓発指
導員による「 高齢者の人権等」 に関する人権啓発出前講座の実施、 各種
啓発事業の機会におけるパンフ レッ ト の配布、 イ ンタ ーネッ ト 、 新聞等
の広報媒体を活用し た啓発活動を推進し ます。

135
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ 2） 防犯・ 防火
対策・ 交通安全

安全・ 安心まちづ
く り 推進事業

・ 「 安全・ 安心まちづく り ボラ ンティ ア」 及び「 安全・ 安心まちづく り
フ レンド リ ー企業」 登録制度を整備し 、 地域安全活動に積極的に取り 組
むボラ ンティ ア団体や企業を登録し 、 情報提供や活動用物品の支援を実
施し ます。

136
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ２ ）  防犯・ 防
火対策・ 交通安
全

高齢消費者被害防
止取組連携事業

・ 高齢者の消費者被害の未然防止と 早期発見を図るため、 高齢者と 対面
する機会の多い事業者やケアマネジャ ー等の見守り 人材と 連携し 、 高齢
者が被害に遭いやすい消費者ト ラ ブルに関する注意喚起や啓発資材の配
布など、 見守り ・ 啓発活動を行います。

137
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ２ ）  防犯・ 防
火対策・ 交通安
全

消費者安全確保地
域協議会の設置促
進

・ 市町村及び地域の関係者が連携し た消費者安全確保地域協議会（ 見守
り ネッ ト ワーク ） の設置を促進するため、 個別ヒ アリ ングや情報提供を
実施し 、 高齢者や障がい者の見守り 体制の強化を図り ます。

138
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ２ ） 防犯・ 防
火対策・ 交通安
全

特殊詐欺防止対
策・ 高齢者安全対
策事業

・ 各種広報媒体を活用し た啓発活動、 金融機関やコ ンビニエンススト ア
等と 連携し た特殊詐欺被害防止対策や講話による広報啓発を実施し ま
す。

139
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ２ ） 防犯・ 防
火対策・ 交通安
全

高齢者交通安全大
学校

・ 各警察署管内の小学校区単位で「 高齢者交通安全大学校」 を開校し 、
同区域内に居住する高齢者に対し て参加・ 体験・ 実践型の交通安全教育
を１ 年間を通じ て集中的・ 継続的に実施し 、 地域における高齢者の交通
安全指導者を育成すると と も に、 交通安全意識の高揚を図るなど、 高齢
者に対する総合的な交通安全対策を推進し ます。
・ 対象は、 開校区域内に居住する65歳以上の高齢者と し 、 75歳以上の後
期高齢者、 平素交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者、 老人ク ラ ブ
等未加入者、 運転免許非保有者を重点対象と し ています。

140
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ２ ） 防犯・ 防
火対策・ 交通安
全

高齢運転者実技講
習（ シルバー・ ド
ラ イ ビング・ ス
ク ール）

・ 65歳以上の普通免許を有する高齢者を対象に、 専門の指導員によるマ
ンツーマン方式の体験型実車指導を行い、 加齢に伴う 身体機能の低下等
を自覚さ せると と も に、 運転に対する影響等を指導する教育を実施し ま
す。
・ ハンド ル操作、 速度コ ント ロール、 交差点の安全進行等の実技指導及
びド ラ イ ブレコ ーダー映像等を活用し たディ スカ ッ ショ ン等、 ２ 時間30
分の講習を実施し ます。
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141
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ２ ） 防犯・ 防
火対策・ 交通安
全

高齢歩行者等実技
講習（ シルバー・
セーフ ティ ・ ス
ク ール）

・ 原則、 運転免許を有し ない高齢者を対象に、 指定自動車教習所におい
て教習自動車に同乗さ せ、 運転者から 見た歩行者等の危険行動を実際に
体験するこ と により 、 安全行動のあり 方を認識さ せる教育を実施し ま
す。
・ 安全な道路の横断方法、 車の死角体験等の実技指導及びディ スカ ッ
ショ ン等、 ３ 時間の講習を実施し ます。

142
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ２ ） 防犯・ 防
火対策・ 交通安
全

シルバー・ セーフ
ティ ・ アド バイ
ザー

・ 平素、 交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者に対する交通安全意
識の高揚と 交通事故防止を目的と し て、 警察署長が委嘱するシルバー・
セーフ ティ ・ アド バイ ザーが、 高齢者の各種会合時及び高齢者宅に対す
る家庭訪問時に個別交通安全指導を実施するほか、 指導時に靴や杖等の
日常品に反射材を直接貼付する活動を実施し ます。
・ 警察署管轄区域内の各小学校区に居住し 、 校区内を活動範囲と する個
人を「 エリ ア・ アド バイ ザー」 と し て、 警察署管轄区域内を活動区域と
する戸別訪問業者を「 ワーキング・ アド バイ ザー」 と し て、 警察署長が
委嘱する交通安全ボラ ンティ ア制度です。

143
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ２ ） 防犯・ 防
火対策・ 交通安
全

安全運転相談
・ 加齢に伴う 身体機能の低下等を踏まえ、 安全な運転の継続に必要な助
言・ 指導を行う ほか、 運転免許証の自主返納制度の教示など、 相談者の
心情に配意し た相談対応を行います。

144
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ２ ）  防犯・ 防
火対策・ 交通安
全

暮ら し の安全出前
講座推進事業

・ 高齢者の暮ら し の安全の確保、 地域の絆づく り の促進のため、 交通安
全、 防犯、 消費者ト ラ ブルについての心構えや対処方法等を伝える出前
講座や、 地域の課題解決の方策について学ぶ講座を開催し ます。

145
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ 2） 防犯・ 防火
対策・ 交通安全

自転車安全出前講
座

・ 高齢者の自転車乗車中の事故減少につなげるこ と を目的に、 自転車シ
ミ ュ レータ を活用し た参加体験型出前講座を実施し ます。

146
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ 2） 防犯・ 防火
対策・ 交通安全

高齢者世帯訪問
・ 訪問指導員（ 交通指導員、 民生委員、 交通安全協会員等） が高齢者世
帯を訪問し 、 高齢者向けに交通安全等に関する事項を記載し た啓発物品
を配布すると と も に、 個別の交通安全指導を行います。

147
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ３ ） 災害時支
援

市町村連携強化事
業費

・ 防災課職員や庁内関係各課職員、 県事務所防災担当職員で構成し た
「 市町村防災アド バイ ザーチーム」 が市町村を個別訪問し 、 避難行動要
支援者名簿の適切な更新や個別避難計画の作成及び避難確保計画の作成
を推進し ます。

148
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ３ ） 災害時支
援

清流の国ぎふ 防
災・ 減災センタ ー
運営事業費

・ 清流の国ぎふ 防災・ 減災センタ ーによる防災リ ーダー育成講座等の実
施を通じ て、 防災知識の普及を図り 、 高齢者等の避難の支援など、 地域
防災を担う 人材を育成し ます。

149
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ３ ） 災害時支
援

福祉避難所の充実
強化

ングや研修会の開催等による福祉避難所指定促進・ 機能強化に向けた助
言・ 支援等を実施し ます。

150
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ３ ） 災害時支
援

Ｄ ＷＡ Ｔ 派遣体制
構築事業

共同し た実地訓練の実施を通じ 、 岐阜Ｄ ＷＡ Ｔ の更なる実効性の確保に
向けた取組みを推進し ます。
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番号 施策の方向性 見出し 施策名 施策内容

151
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ３ ） 災害時支
援

災害ボラ ンティ ア
連携強化事業費

援等の各ボラ ンティ アが災害時に連携し て活動できるよう に、 平時には
活動プラ ンの策定等を行い、 発災時には「 災害ボラ ンティ ア連絡調整会
議」 の設置・ 運営、 ボラ ンティ ア活動方針の決定などを行います。

三者連携体制の構築を図り ます。

ンティ ア支援を行う 県、 市町村、 社会福祉協議会、 Ｎ Ｐ Ｏ 等の職員に対
し 研修を行います。

152
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ３ ） 災害時支
援

災害時専門ボラ ン
ティ ア受入推進事
業

し 、 市町村における三者連携体制の構築に対する助言等を行います。

タ ー」 が実際の被災地での活動（ 情報共有会議の運営等） に参加する体
験型研修を実施し 、 専門ボラ ンティ ア等をコ ーディ ネート するスキルの
習得を図り ます。

ルを持つＮ Ｐ Ｏ に対し 、 他県での事例を学ぶ研修を実施するこ と で、 専
門ボラ ンティ アと し て活動いただける団体の養成を図り ます。

153
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ４ ） 犯罪をし
た高齢者等の社
会復帰支援

地域生活定着支援
事業

・ 福祉サービス等を必要と する高齢者や障がい者が、 矯正施設出所後等
に直ちに福祉サービス等を受けら れるよう に支援し ます。

154
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ５ ） 安全・ 安
心なまちづく り

ぎふ清流おも いや
り 駐車場利用証制
度事業

・ 車椅子使用者用駐車区画の適正な利用や、 プラ スワン区画を確保する
ため、 「 ぎふ清流おも いやり 駐車場利用証制度」 を推進し ます。

155
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ５ ） 安全・ 安
心なまちづく り

福祉のまちづく り
・ 福祉のまちづく り 条例において不特定多数の人が利用する建築物等に
ついては、 一定規模以上の新築・ 増築等をする場合は事前届出を義務付
け、 整備基準に適合し ない場合等は必要な指導及び助言を行います。

156
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ５ ） 安全・ 安
心なまちづく り

交通安全施設等整
備事業費（ 公共）

・ 高齢者、 障がい者等が日常生活、 又は社会生活において利用する旅客
施設、 官公庁施設、 福祉施設等の施設相互間の経路を中心と し た歩道の
整備、 段差・ 勾配の改善等を実施し ます。

157
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ５ ） 安全・ 安
心なまちづく り

県有施設のユニ
バーサルデザイ ン
化

・ 県有施設において、 ト イ レの洋式化やバリ アフ リ ート イ レの整備等を
推進し ます。

158
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ５ ） 安全・ 安
心なまちづく り

バス運行対策費補
助金

・ 地域に必要なバス路線の維持確保を図るため、 乗合バス事業者が運行
する広域幹線的なバス路線について、 運行に係る欠損額及び導入するノ
ンステッ プバス車両等の購入や減価償却費に対し 、 補助し ます。

159
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ５ ） 安全・ 安
心なまちづく り

市町村バス交通総
合対策化事業費補
助金

・ 住民にと っ て最後の公共交通機関である市町村自主運行バスの運行に
伴う 欠損額に対し 補助し 、 市町村の財政的負担を軽減し ます。

160
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ５ ） 安全・ 安
心なまちづく り

岐阜県鉄道駅バリ
アフ リ ー化施設改
善事業

・ 鉄道事業者が、 国の補助を受けて鉄道駅のバリ アフ リ ー化事業を実施
する際、 バリ アフ リ ー法に基づく 基本構想を策定し た市町村が鉄道事業
者に対し 補助を行う 場合、 該当市町村に対し て補助を行います。
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161
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ６ ） 高齢者の
居住の安定確保

住宅等のバリ アフ
リ ー化等の促進

・ バリ アフ リ ー性能に優れた住宅の取得や既存住宅のバリ アフ リ ー化を
促進し ます。

・ 相談窓口体制の整備、 リ フ ォ ームに関する支援制度の情報提供等によ
り 、 高齢者が安心し てリ フ ォ ームできる環境を整備し ます。

162
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ６ ） 高齢者の
居住の安定確保

民間賃貸住宅への
入居支援（ 新たな
住宅セーフ ティ
ネッ ト 制度）

・ 民間賃貸住宅や空き 家を活用し て、 高齢者等の住居を安定的に確保す
る「 新たな住宅セーフ ティ ネッ ト 制度」 を普及・ 促進し ます。

・ 岐阜県居住支援協議会を定期的に開催し 、 新たな住宅セーフ ティ ネッ
ト 制度に関する情報提供を行う と と も に、 関係団体等と の連携強化を進
めるこ と で、 高齢者の居住の安定確保に努めます。

・ 高齢者をはじ めと し た住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録
制度及び登録住宅に対する国の支援制度の周知を図り ます。 また、 登録
を促進するため、 セーフ ティ ネッ ト 住宅に対する支援方法を検討し ま
す。

・ 県内で活動する居住支援法人の指定を進め、 民間賃貸住宅に入居を希
望する高齢者への入居支援・ 生活支援の充実に努めます。 また、 岐阜県
居住支援協議会等を通じ て、 高齢者へ居住支援法人の情報を提供し ま
す。

163
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ６ ） 高齢者の
居住の安定確保

公営住宅スト ッ ク
の有効活用

・ 公営住宅のスト ッ ク の改修を計画的に進め、 真に住宅に困窮する高齢
者世帯に対し て、 公平・ 適確な公営住宅等の供給を行う と と も に、 優先
入居枠の設定や安否確認事業の実施等により 高齢者世帯の居住の安定確
保を図り ます。

○バリ アフ リ ー改修の推進
　 段差解消、 手すり の設置などのバリ アフ リ ー改修を推進
○優先入居枠の設定
　 県営住宅における高齢者優先入居を設定
○高齢者用住戸枠での募集
　 県営住宅でバリ アフ リ ー化さ れた住戸を高齢者向けに別枠で募集
○安否確認事業の実施
　 県営住宅に居住する高齢者世帯に対し て、 安否や健康状態を確認する
事業を実施

164
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ７ ） デジタ
ル・ デバイ ド 対
策

ぎふ地域Ｄ Ｘ 推進
補助金

高齢者が身近な場所でスマホ教室に参加出来るよう 、 市町村によるデジ
タ ル・ デバイ ド 対策事業を支援し ます。

165
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ８ ） 福祉用具
等の製品化への
支援・ 開発

ヘルスケア産業の
展開支援

・ （ 公財） 岐阜県産業経済振興センタ ーに、 医療福祉機器・ 医薬品分野
の専門知識を有するコ ーディ ネータ ー等を配置し 、 県内医療・ 福祉現場
のニーズを調査し 、 県内モノ づく り 企業等と のマッ チングにより 新たな
関連製品の開発を促し 、 福祉施設等への普及を図り ます。

166
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ８ ） 福祉用具
等の製品化への
支援・ 開発

ヘルスケア産業の
人材育成

・ 医療福祉機器等への新規参入・ 事業拡大を検討し ている県内モノ づく
り 企業等を対象に、 医療福祉機器等に関する関連法令・ 規制、 製品開
発・ 製造販売等、 新規参入から 事業化を目指すための研修・ セミ ナーを
開催し ます。

167
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ８ ） 福祉用具
等の製品化への
支援・ 開発

ヘルスケア産業の
ステッ プアッ プ支
援

・ 市場調査や薬事申請などきめ細かな開発支援、 展示会出展による販路
開拓支援等により 、 県内モノ づく り 企業等の開発・ 販路拡大を支援し ま
す。

168
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ９ ） 地域共生
社会づく り の推
進

地域共生社会推進
事業

・ 市町村において、 複合化・ 複雑化し た生活課題に対する包括的な支援
体制の整備が円滑に行われるよう 、 支援体制の中核を担う 相談支援コ ー
ディ ネータ ーの養成、 先行事例の情報提供等の支援の行います。
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169
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ９ ） 地域共生
社会づく り の推
進

生活困窮者自立支
援事業

いない方で生活に困窮し た方に寄り 添いながら 支援する窓口を設置し 、
生活困窮者が抱える就労や家計の問題などの解決と 生活の自立に向けた
支援を行います。

170
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ９ ） 地域共生
社会づく り の推
進

地域の課題解決応
援事業

・ 高齢化や人材不足が深刻化し ている中、 県民が安全に安心し て暮ら せ
る地域コ ミ ュ ニティ の再生・ 活性化を目指し 、 地域活動と 地域課題を結
びつける仕組みを作るなど、 地域の絆づく り を総合的に推進し ます。

171
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ９ ） 地域共生
社会づく り の推
進

地域と 協働し て活
動するＮ Ｐ Ｏ の支
援

・ Ｎ Ｐ Ｏ 活動に関する、 高齢化の状況等を含めた地域の事情に対する
様々な相談への対応、 各種Ｎ Ｐ Ｏ の情報の提供、 県民と Ｎ Ｐ Ｏ と の交流
や連携への支援等を行う と と も に、 Ｎ Ｐ Ｏ 法人の組織基盤強化への支援
等を行います。

172
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ９ ） 地域共生
社会づく り の推
進

民生委員設置費
価の一層の向上を図り ます。

173
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ９ ） 地域共生
社会づく り の推
進

市町村民生委員協
議会負担金 地域福祉の担い手である民生委員の活動強化を推進し ます。

174
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ９ ） 地域共生
社会づく り の推
進

民生委員指導訓練
費 要な知識を習得する機会を設けます。

175
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ９ ） 地域共生
社会づく り の推
進

民生委員なり 手確
保対策事業費

策の検討を行います。
　 また、 検討結果を踏まえ、 民生委員の活動に対する理解促進及びなり
手確保を図るための啓発活動等を実施し ます。

について、 適宜、 改正を行います。

176
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ９ ） 地域共生
社会づく り の推
進

障がい者福祉関係
施設等整備事業費
補助金

・ 社会福祉法人等が行う グループホーム等の施設整備に要する経費に対
し て、 補助交付要綱に基づき補助を行います。

177
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ９ ） 地域共生
社会づく り の推
進

地域での支え合い
活動支援事業

・ 地域住民の支え合い活動への参加を促進するため、 活動の意義や重要
性についての周知啓発を行います。
・ セミ ナーの開催等により 、 県内外での支え合い活動の好事例を提供
し 、 県内各地域への活動の横展開を図り ます。

178
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ９ ） 地域共生
社会づく り の推
進

県社協地域福祉推
進事業費補助金

・ 県社会福祉協議会が行う 、 地域福祉推進のための調査・ 研究、 研修会
の開催等の活動に対し て補助を行います。

179
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ９ ） 地域共生
社会づく り の推
進

愛のと も し び基金
事業費補助金

・ 社会福祉事業の振興と 充実を図るため、 愛のと も し び基金に寄せら れ
た寄附金を財源と し て、 社会福祉法人、 Ｎ Ｐ Ｏ 法人など、 営利を目的と
し ない団体が行う 福祉活動に対し 、 補助を行います。
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　　第３節　高齢者が活躍できる社会の実現

番号 施策の方向性 見出し 施策名 施策内容

180
２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

（ ９ ） 地域共生
社会づく り の推
進

移動販売事業運営
事業補助金

・ 食料品・ 日用品の買い物に課題を抱える高齢者等を支援するため、 買
い物が困難な地域への移動販売を行い、 併せて高齢者等の見守り の役割
も 担う 事業者に対し 、 運営費の補助を行います。
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番号 目的 施策の方向性 指標名 指標の説明 現状値
目標値

【 R8年度末】

1
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

１ 　 在宅医療・
介護連携の推進

訪問診療を実施する
医療機関数

訪問診療を実施する医療機関数
505ヶ 所
（ R5. 3）

601ヶ 所

2
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

１ 　 在宅医療・
介護連携の推進

十分な口腔ケアが行
われている介護保険
施設の割合

十分な口腔ケアが行われている介
護保険施設の割合

46. 9%
( R4)

50%
( R11年度)

3
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

２ 　 認知症施策
の推進

認知症サポータ ー数
認知症サポータ ー養成講座を受講
し た人数

242, 502人
（ R5. 6. 30現在）

285, 500人

4
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

２ 　 認知症施策
の推進

キャ ラ バン・ メ イ ト
数

キャ ラ バン・ メ イ ト 養成研修の修
了者数

3, 061人
（ R5. 6. 30現在）

3, 500人

5
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

２ 　 認知症施策
の推進

チームオレンジ設置
市町村数

チームオレンジを構築し た市町村
数

11市町
（ R5. 3. 31現在）

42市町村
（ R7年度末）

6
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

２ 　 認知症施策
の推進

高齢者の見守り ネッ
ト ワーク 整備市町村
数

認知症にかかる高齢者の見守り
ネッ ト ワーク を整備し ている市町
村数

33市町村
（ R5. 3. 31現在）

42市町村

7
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

２ 　 認知症施策
の推進

希望大使設置数 希望大使の設置人数
3人

（ R5年度）
5人

8
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

２ 　 認知症施策
の推進

認知症介護基礎研修
受講者数

認知症介護基礎研修を受講し た人
数

1, 927人
( R4年度末)

3, 439人

9
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

２ 　 認知症施策
の推進

認知症介護実践者研
修受講者数

認知症介護実践者研修を受講し た
人数

5, 710人
( R4年度末)

6, 394人

　２　目標
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番号 目的 施策の方向性 指標名 指標の説明 現状値
目標値

【 R8年度末】

10
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

２ 　 認知症施策
の推進

認知症介護実践リ ー
ダー研修受講者数

認知症介護実践リ ーダー研修を受
講し た人数

646人
( R4年度末)

714人

11
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

２ 　 認知症施策
の推進

認知症介護指導者研
修受講者数

認知症介護指導者研修を受講し た
人数

41人
( R4年度末)

45人

12
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

２ 　 認知症施策
の推進

かかり つけ医認知症
対応力向上研修修了
者数

かかり つけ医認知症対応力向上研
修の修了者数

971人
（ R5. 3）

1, 230人

13
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

２ 　 認知症施策
の推進

歯科医師認知症対応
力向上研修修了者数

歯科医師認知症対応力向上研修の
修了者数

214人
（ R5. 3）

399人

14
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

２ 　 認知症施策
の推進

薬剤師認知症対応力
向上研修修了者数

薬剤師認知症対応力向上研修の修
了者数

426人
（ R5. 3）

734人

15
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

２ 　 認知症施策
の推進

一般病院勤務の医療
従事者向け認知症対
応力向上研修修了者
数

一般病院勤務の医療従事者向け認
知症対応力向上研修修了者数

933人
( R5. 3)

2, 870人

16
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

２ 　 認知症施策
の推進

病院勤務以外の看護
師等認知症対応力向
上研修修了者数

病院勤務以外の看護師等認知症対
応力向上研修修了者数

91人
( R5. 3)

500人

17
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

２ 　 認知症施策
の推進

看護職員認知症対応
力向上研修修了者数

看護職員認知症対応力向上研修の
修了者数

597人
（ R5. 3）

597人

18
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

２ 　 認知症施策
の推進

認知症サポート 医数

地域における認知症医療・ 介護な
どがスムーズに連携し 機能するよ
う サポート する医師（ 認知症サ
ポート 医） の数

187人
（ R5. 3）

247人

19
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

２ 　 認知症施策
の推進

認知症ケアパスを作
成し ている市町村数

「 認知症ケアパス」 を作成し てい
る市町村数

39市町村
（ R5. 3）

42市町村
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番号 目的 施策の方向性 指標名 指標の説明 現状値
目標値

【 R8年度末】

20
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

２ 　 認知症施策
の推進

介護予防のための通
いの場の参加率

高齢者が通いの場に参加する割合
4. 6%

（ R3年度末）
8％

（ R7年度末）

21
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

３ 　 自立支援、
介護予防・ 重度
化防止の推進

口腔機能の向上に取
組む市町村数

介護予防にかかる口腔機能の向上
に取組む市町村数

37市町村
（ R5. 3. 31）

42市町村

22
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

３ 　 自立支援、
介護予防・ 重度
化防止の推進

栄養改善に取組む市
町村数

介護予防にかかる栄養改善に取組
む市町村数

38市町村
（ R5. 3. 31現在）

42市町村

23
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

３ 　 自立支援、
介護予防・ 重度
化防止の推進

65歳以上の低栄養傾
向者の割合( Ｂ ＭＩ 20
以下）

65歳以上の男女でＢ ＭＩ 20以下の
者の割合

（ BMI =体重kg÷( 身長m） 2）

23. 2%
( R4)

22％未満

24
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

４ 　 保険者機能
の強化

介護認定適正化事業
実施保険者数

民間居宅介護支援事業所に委託し
て実施し た介護認定調査の結果を
確認し ている保険者数

36保険者
（ R5. 3. 31現在）

36保険者

25
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

４ 　 保険者機能
の強化

ケアプラ ン点検実施
保険者数

事業所が作成し たケアプラ ンを適
正化の視点から 確認し ている保険
者数

31保険者
（ R5. 3. 31現在）

36保険者

26
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

４ 　 保険者機能
の強化

住宅改修の点検実施
保険者数

住宅改修の点検を実施し ている保
険者数

36保険者
（ R5. 3. 31現在）

36保険者

27
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

４ 　 保険者機能
の強化

福祉用具購入及び貸
与の調査実施保険者
数

福祉用具購入及び貸与の調査をし
ている保険者数

29保険者
（ R5. 3. 31現在）

36保険者

28
第１ 節　 地域包
括ケアシステム
の深化・ 推進

４ 　 保険者機能
の強化

医療情報突合・ 縦覧
点検実施保険者数

介護報酬について医療情報と の突
合と 縦覧点検と も に実施し ている
保険者数

36保険者
（ R5. 3. 31現在）

36保険者

29
第２ 節　 介護保
険サービス基盤
の充実

１ 　 介護人材の
確保

介護職員数
介護保険給付の対象と なる介護
サービス事業所、 介護保険施設に
従事する介護職員数

33, 739人
（ R4. 10. 1現在）

36, 434人
（ R8. 10. 1現在）
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番号 目的 施策の方向性 指標名 指標の説明 現状値
目標値

【 R8年度末】

30
第２ 節　 介護保
険サービス基盤
の充実

１ 　 介護人材の
確保

介護福祉士の従事割
合

介護福祉士登録者のう ち、 介護保
険事業に従事する者の割合

51. 0%
（ R3. 10. 1現在）

51. 6%

31
第２ 節　 介護保
険サービス基盤
の充実

１ 　 介護人材の
確保

介護に関する入門的
研修修了者数

介護に関する入門的研修修了者数
累計（ R6～R8年度）

59人
（ R4年度）

90人

32
第２ 節　 介護保
険サービス基盤
の充実

１ 　 介護人材の
確保

「 岐阜県介護人材育
成事業者認定制度」
の認定事業者または
取組宣言事業者数

岐阜県介護人材育成事業者認定制
度において、 グレード 認定さ れて
いる事業者数または取組宣言を
行っ ている事業者数

202事業者
（ R5. 12. 25現在）

290事業者
（ R8年度末）

33
第２ 節　 介護保
険サービス基盤
の充実

１ 　 介護人材の
確保

介護職種の技能実習
生及び特定技能外国
人数

介護職種の技能実習生及び特定技
能外国人数累計（ R6～R8年度）

406人
（ R4年度）

1, 134人

34
第２ 節　 介護保
険サービス基盤
の充実

２ 　 介護現場の
生産性向上

介護ロボッ ト 導入補
助事業所数

介護ロボッ ト 導入補助事業所数累
計（ R6～R8年度）

110事業所
( R4年度)

270事業所

35
第２ 節　 介護保
険サービス基盤
の充実

２ 　 介護現場の
生産性向上

I CT機器導入補助事業
所数

I CT機器導入補助事業所数累計
（ R6～R8年度）

242事業所
（ R4年度）

819事業所

36
第２ 節　 介護保
険サービス基盤
の充実

３ 　 介護サービ
スの充実

短時間巡回型訪問介
護サービスの普及促
進

短時間巡回型訪問介護サービスを
導入し た事業所の割合

45. 8％
（ R4年度）

60%
（ R7年度）

37
第２ 節　 介護保
険サービス基盤
の充実

３ 　 介護サービ
スの充実

特別養護老人ホーム
定員数

特別養護老人ホーム（ 広域型・ 地
域密着型） 定員数

12, 026人
( R5年度末見込)

12, 339人

38
第２ 節　 介護保
険サービス基盤
の充実

３ 　 介護サービ
スの充実

高齢期の障がい者支
援について検討する
市町村自立支援協議
会数

高齢期の障がい者支援について検
討する市町村自立支援協議会数

11
（ R5. 8. 31現在）

42

39
第２ 節　 介護保
険サービス基盤
の充実

３ 　 介護サービ
スの充実

年１ 回以上運用状況
を検証し ている地域
生活支援拠点等数

地域生活支援拠点等の機能強化を
図るため、 年１ 回以上運用状況を
検証、 検討し ている地域生活支援
拠点等数

31市町村
（ R5. 3. 31）

42市町村
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番号 目的 施策の方向性 指標名 指標の説明 現状値
目標値

【 R8年度末】

40
第２ 節　 介護保
険サービス基盤
の充実

３ 　 介護サービ
スの充実

避難確保計画の作成
率

避難確保計画を作成し た事業所等
の割合

88. 7%
（ R5. 4. 1現在）

100%

41
第３ 節　 高齢者
が活躍でき る社
会の実現

１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

園芸福祉サポータ ー
認定者数

園芸福祉サポータ ー認定者数
444人

（ R4年度末）
500人

（ R7年度末）

42
第３ 節　 高齢者
が活躍でき る社
会の実現

１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

子育て支援員の認定
者数

地域の子育て分野で必要な研修を
受講し 、 子育て支援員と し て認定
し た人数

3, 146人
（ R4年度末）

4, 000人
（ R6年度末）

43
第３ 節　 高齢者
が活躍でき る社
会の実現

１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

65歳以上の低栄養傾
向者の割合( BMI 20以
下） 【 再掲】

65歳以上の男女でBMI 20以下の者
の割合

（ BMI =体重kg÷( 身長m） 2）

23. 2%
( R4)

22％未満

44
第３ 節　 高齢者
が活躍でき る社
会の実現

１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

8020（ ﾊﾁﾏﾙﾆｲﾏﾙ） 達
成者数

80歳で自分の歯を20歯以上有する
人の割合

61. 8％
（ R4）

68％
( R11年度)

45
第３ 節　 高齢者
が活躍でき る社
会の実現

１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

70歳で定期的に歯科
健診を受ける人数

70歳で定期的に歯科健診を受ける
人数

75. 1％
（ R4）

80％
( R11年度)

46
第３ 節　 高齢者
が活躍でき る社
会の実現

１ 　 高齢者の生
きがい・ 健康づ
く り の推進

く すり の安全使用教
室の開催回数

く すり の安全使用教室の開催回数
１ 回/年

（ R4年度実績）
5回/年

（ R8年度実績）

47
第３ 節　 高齢者
が活躍でき る社
会の実現

２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

ノ ンステッ プバス車
両の割合

乗合バスに占めるノ ンステッ プバ
ス車両の割合

43. 3%
（ R3年度末）

65. 4%
（ R7年度末）

48
第３ 節　 高齢者
が活躍でき る社
会の実現

２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

鉄道駅のバリ アフ
リ ー化（ 段差解消）
の割合

一日当たり の平均的な利用者数が
三千人以上である鉄道駅及び軌道
停留場（ 以下「 鉄軌道駅」 と い
う 。 ） 並びに一日当たり の平均的
な利用者数が二千人以上三千人未
満であっ て重点整備地区内の生活
関連施設である鉄軌道駅における
バリ アフ リ ー化（ 段差解消） の割
合

95. 5％
（ R3年度末）

100%
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【 R8年度末】

49
第３ 節　 高齢者
が活躍でき る社
会の実現

２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

65歳以上の者が居住
する住宅のバリ アフ
リ ー化率

65歳以上の者が居住する住宅のう
ち一定のバリ アフ リ ー化がなさ れ
た住宅（ 2か所以上の手すり 設置
又は屋内の段差解消に該当する住
宅） の割合

44. 4％
（ H30）

65. 0%

50
第３ 節　 高齢者
が活躍でき る社
会の実現

２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

高齢者人口に対する
高齢者向け住宅の割
合

高齢者人口に対する軽費老人ホー
ム、 シルバーハウンジング、 高齢
者向け優良賃貸住宅、 養護老人
ホーム、 サービス付き 高齢者向け
住宅の総戸数の割合

2. 4%
（ R5. 3末）

3. 0%

51
第３ 節　 高齢者
が活躍でき る社
会の実現

２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

スマホ教室等参加者
数

スマホ教室等参加者数
487人

（ R4年度）
毎年400人以上

52
第３ 節　 高齢者
が活躍でき る社
会の実現

２ 　 安心し て暮
ら せる生活環境
の整備

医療機器・ 医薬品の
年間生産額

岐阜県内企業（ 製造販売業許可を
有する者） の医療機器・ 医薬品の
年間生産額

1, 843億円
（ R3）

2, 443億円
( R9）
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第７章 参考資料 

１ 岐阜県高齢者安心計画作成・推進会議構成員 

氏名 所属・ 役職 

浅井 タ ヅ子 一般社団法人岐阜県介護福祉士会 会長 

荒木 篤 笠松町地域包括支援センタ ー センタ ー長 

◎飯尾 良英 中部学院大学 人間福祉学部 学部長 

宇野 圭吾 公募委員 

岡川 毅志 一般社団法人岐阜県社会福祉士会 会長 

加藤 剛 Ｎ Ｐ Ｏ 法人岐阜県グループホーム協議会 代表理事 

川崎 勝則 岐阜県町村会代表 

（ 富加町福祉保健課長）  

岸本 泰樹 一般社団法人岐阜県リ ハビリ テーショ ン協議会 理事 

（ 公益社団法人岐阜県理学療法士会理事）  

久保田 美代子 一般財団法人岐阜県老人ク ラ ブ連合会 理事 

○小林 月子 岐阜県介護福祉士養成施設連絡協議会代表 

（ サンビレッ ジ国際医療福祉専門学校校長）  

小林 政人 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 常務理事 

佐藤 彰道 岐阜県市長会代表 

（ 瑞穂市健康福祉部長）  

志水 茂 公益財団法人介護労働安定センタ ー岐阜支部 支部長 

杉浦 石根 公益社団法人岐阜県歯科医師会 理事 

高木 初雄 公益社団法人認知症の人と 家族の会岐阜県支部 代表世話人 

長瀬 純子 Ｎ Ｐ Ｏ 法人まめなかな 理事長 

長縄 伸幸 岐阜県老人保健施設協会 会長 

西尾 由香 Ｎ Ｐ Ｏ 法人岐阜県居宅介護支援事業協議会 

細井 智子 公益社団法人岐阜県看護協会 専務理事 

松本 由味 公益社団法人岐阜県シルバー人材セン タ ー連合会 事務局次長 

山本 昌督 一般社団法人岐阜県医師会 常務理事 

若井 敦子 岐阜県議会厚生環境委員会委員長 

若山 宏 一般社団法人岐阜県老人福祉施設協議会 会長 

（ R6. 3 月現在）  

※50 音順、 敬称略 

※◎： 会長、 ○： 副会長  
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２ 岐阜県高齢者安心計画連絡会議構成員 

総務部 管財課長 

清流の国推進部 外国人活躍・ 共生社会推進課長 

地域スポーツ課長 

ねんり んピッ ク 推進事務局長 

デジタ ル戦略推進課長 

危機管理部 防災課長 

消防課長 

環境生活部 環境生活政策課長 

県民生活課長 

人権施策推進課長 

健康福祉部 健康福祉政策課長 

医療整備課長 

国民健康保険課長 

医療福祉連携推進課長 

保健医療課長 

感染症対策推進課長 

薬務水道課長 

地域福祉課長 

障害福祉課長 

子育て支援課長 

商工労働部 労働雇用課長 

産業人材課長 

産業イ ノ ベーショ ン推進課長 

農政部 農業経営課長 

農産園芸課長 

県土整備部 道路維持課長 

都市建築部 建築指導課長 

住宅課長 

公共交通課長 

教育委員会 義務教育課長 

高校教育課長 

教育研修課長 

警察本部 生活安全総務課長 

人身安全対策課長 

交通企画課長 

運転免許課長 
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３ 第９期岐阜県高齢者安心計画策定プロセス 

時期 項目 

令和５ 年 

２ 月 

３ 月 

４ 月 

 

５ 月 

６ 月 

８ 月 

 

９ 月 

10 月 

11 月 

 

12 月 

令和６ 年 

２ 月 

 

高齢者安心計画作成・ 推進会議（ ２ 月１ 日）  

介護保険・ 高齢者保健福祉担当課長会議（ ３ 月８ 日 動画配信）  

県庁各課に対する高齢者関連施策調査（ ４ 月 26 日～５ 月 12 日）  

特別養護老人ホームの入所申込者数調査（ ４ 月 27 日～９ 月 20 日）  

医療療養病床を 有する医療機関への転換意向調査（ ５ 月９ 日～６ 月２ 日）  

第１ 回岐阜県高齢者安心計画作成・ 推進会議（ ６ 月 13 日）  

全国介護保険担当課長会議（ ８ 月８ 日 動画配信）  

市町村説明会（ ８ 月１ ８ 日 ＷＥ Ｂ 及び会場開催）  

岐阜県高齢者安心計画作成連絡会議（ ８ 月 30 日～９ 月 29 日 書面開催）  

圏域別意見交換会/医療・ 介護の協議の場（ 10 月 16 日～23 日 ＷＥ Ｂ 開催）

第２ 回岐阜県高齢者安心計画作成・ 推進会議（ 11 月 13 日）  

厚生労働省・ 東海北陸厚生局ヒ アリ ング（ 11 月 22 日）  

パブリ ッ ク ・ コ メ ント （ 12 月 18 日～1 月 16 日）  

 

第３ 回岐阜県高齢者安心計画作成・ 推進会議（ ２ 月 16 日）  

 

 

  



 

 

 

令和６ 年３ 月 

第９ 期岐阜県高齢者安心計画 

〒500-8570 

岐阜県岐阜市薮田南 2-1-1 

岐阜県健康福祉部高齢福祉課 

TEL 058-272-1111（ 内線 3464）  


